
熊取町の談合と住民訴訟の報告



刊行にあたって

「住民の会」代表幹事 大浦 正義 ・ 柏野 隆一

熊取町の談合、大原住宅第二期工事談合 （以下、

「大原住宅談合」）が2007年10 月 に 発覚して、

もう8年が過ぎました。 私たちが、 恒常的な談

と、 一般のIHJ職員や議会が無力 である事実とを知

りました。 この実態を放置しないために、 私たち

は「熊取町をよ く する住民の会」を超党派で結成

合によっ て、 町が被っ た損害の賠償請求が必要だ し、 「中西町長は、 恒常的な談合の損害賠償を業

と思っ たのは、2009年l 月 に刑事判決文を閲覧 者らに請求せよJと住民訴訟を提起し、 勝訴しま

した後でした。 した。

本書の中で も、2007年12 月 議会決議 に 触れ 弁護士報酬裁判の判決 （2015年9 月 ）の確定

ますが、 本件住民監査請求に先だ っ て、2007年 をもっ て、 住民訴訟が終結するに あたり、 恒常的

12 月 5日 に 「見張り番 」の町民から「｜町長は、

大原住宅談合のため、 談合落札による契約金額と

最低 制限価格との差 額8,505万 円 を損害賠償と

して、 今勝建設 （株） に 支払う工事代金から相

殺せよ」と監査請求が提起され、 議会が同趣旨

の決議を全会一致で採択しました。 そして、 町は

2008年2 月 に 大原住宅請負代金を、賠償金8,505

万 円を差しヲ ｜ いて、 最終支払いしました。

とこ ろ が、 これを不 服として、 今勝建設 （株）

の北川 氏 （組合理事長）が、 大原住宅談合の刑事

事件の判決 （2008年3 月 ）の前に、UIHこ対し「請

負代金3,874万 5 千 円の未払請求訴訟」を提起

な談合を温存し、 賠償金の回収を妨げてきた町政

（町長・行政と議会）の問題 に ついて、 住民訴訟

と住民運動を通 じ て 明らかになっ た真実、 4 つの

判決文とそれらの解説、 経過報告、 談合の核心部

分に関する論考をi mtに まとめ、 記録として残し、

談合の奥深い本質と賠償金の回収めぐる政治駆け

引きの過程を解明し、 判決の意義を伝え、 住民 自

治の原則を守る私たちの決意を多 く の町’民と共有

することを願いつつ、 本書をまとめました。

本書は、 熊取町を抑台に して繰り広げられた談

合と住民訴訟をめぐる記録ですが、 単に熊取町だ

けでな く 、 全国の市 lllJ村に も共通する問題です。

しました。 乙れに lllJは、 消極的な姿勢で応訴しま 談合と向き合っ て、 私たちが住民運動として取り

した。 北川氏らが、�IJを相手に 訴訟を起こす不遜 組んだ住民訴訟の記録が地方自 治を改革する運動

な態度に、 私たちは驚き ました。 そして、 IIIJ民が に役立つことを願 っ ています。

「応訴ではな く 、 反訴せよ」との要望書が提出し (2015年10 月 10 日 ）

ましたが、 談合の真相解明と損害回復に 、 不熱心

な中西町長は無視しました。 訴訟判決の結果、 PIJ

は、 今勝建設に 1,4 70万 円を支払いました。

刑事判決文を読み、 談合を青成してきたlllT長の

姿勢や我利がり亡者とも云うべ き 北川 氏と彼らに

同調する勢力が、 ！HJ政に 取り付き、｜町民の犠牲を

省みることな く 、 lllJ財政を食い物に してきた事実
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熊取建設業協同組合による談合と住民訴訟の経過年表
年・時期： 組合談合と町長の対応、住民訴訟の関連 議会と住民の対応

1987� S61；この年に、北川一彦氏らにより、組合談合の結成、談合始まる。（「談合のために組合を作った」）
89: Hl i この頃に 、北川一彦氏が理事長に就任·r HJ :i月組合官公需通語組合：（26社員資金·a:5so宕円＂）iこ、出資金330万円とX基金 i fo万円．、月会費2五円 ） 
9�＿！ H7 :s月 上垣氏が町長に初当 選 、 1期目 ：町長選挙 野よ氏と激戦
96! HS ；このこ ろより、西 尾氏も北川氏と共に談合を ＇） ー ド ー野よ氏が組合の会計監査に就任
99! HI I ；北川氏らの働きによりよ垣町長らに組合業者！ こ5 月 ごろ経審点200点加算CDランク業者がBランクlこ昇格）

:s月町長選挙で組合がよ垣氏を全面支援、上垣氏21明日当選、
2003：・H15i・4月最低制限価格を事前公表、B月よ垣氏31羽田 I l この頃から議会で、 入札問 題が議題になる。
ーー0七 H16 ・5 ：月宇土塑 壬子台ンムー七子主 ン浅沼組が落札 ｜大村 議員と坂よみきお議員が、町の公共工事の 「 落札

: r大規模工事 l ;t Aランク業者に」と町長ら主張 ｜ 率 （ 落札価格 ／ 予定価格）が 、 高L、（95 % 以よ） 、 高 止ま
05! HI？！・VワーIvド退会、上垣町長自宅大改修 ｜りし てL 、るのは、問 題である。 」と入札改革を主級。

l 上 4豆町長らが「問 題ない」と無 視。g?_i HI S ！！.楠 プランニ ングとク7トリが組 合を脱退。
： 宮崎大原 住宅第二期工事をBランクに変更 1！.町民や業者の中て、談合への批判の高まる。
：..－ エ ービー シーホームが脱退、組合がタカケンを除名 !T9月議会で今勝批判、 10月臨 時 議会てa承認
；女今勝建設ほか組合業者を指名、今月事が談合落札；T l l月談合について住民らが刑事告発、

ot・H19・8月上 垣 氏4期目 、 1 0月大原住宅談合発覚 ； 町 長選挙ヒノキ氏と激戦、 談 合 発覚の噂
:1 1 月 上 垣町長 辞 任表明、 12月辞任 ．貴1 1 月臨 時議会開催、談合行政の審理及 び

叩；H20: 1 月 、 上垣氏の後継として、中西氏当選、 1 期目 ｜ 百条委員会①設置し、入札改革調査開始
。女3月談 合刑事裁判 大阪判決 有罪判決 。女刑事確定記録入手と監査請 求 の弁護士相談
： 組合が解散議決、21年12月に清算結了 : 12月議会「過去の談合損害賠償の請求 」 可決

Q9i H21 ：女3月「住民の会」�.�名が民監査請求 ・食住民が確定 刑 事 記録入手、 「住民の 会J結成
A月鈴木監査委員（議員）請求 を棄 却 :3 月 議会百条委員会②設置、談合調査に着手
:s月住民訴訟を大阪地裁に提起、7月 第1 1ヨ公判 ・責5月「住民の会」原告4名が4弁護士と契約
第2回公判、 3回公半1] : 12月 議会請願「 損害賠償請求せよ」を可決

101 H22：第4回公判、5回「組合が清算結了Jのため、損害賠償議求の相手方から除外、6回公判、7回公判
11 H23 ！：第8回公判、 9回、 10回公判、11回公判、 ! 3月議会「賠償金を子育て 支 援に」請願を可決
：第12回公判、10月 1 3日第13回公判で証人調べ ;T4 月 町議選 ・ 中西町長派が議会の 多数派形 勢

12: H24) 1 � 中西氏2期目無投票 当選、 1月18 日 1 4回公布l lT6月議会「町長に判決にもとづく真撃な対応を求める議
l 6月8日第15回公判で住民勝訴の大阪地裁判 決 ！案Jl;l.6:6、鈴木議長が否決

』 j栢±方業 者 と中西町長が控訴、青裁での空理 .. :T9月議会への「損害賠償請求の実行を求める」請願
:11月高裁の第1回公判、第2回公判 ；は、6:6、鈴木議長が否決

1 �_j H25:5月10日の第3回公判で住民勝訴の高裁判 決 i「住民の会」第5回総会
j走者らと中西町長が、最 高裁へよ告 lT6月議会 「高裁判決の説明と 広 報を求めるま青願Jは6··1·· : �？月！7日·· ·：�：i高裁決定（高裁判示確定） ー ····:6、渡 辺議長が否決（26年度の否決も同様）

；女北川一 彦氏が矢野議員と町の幹部職員に面会 ’女複数の目撃者から「おかしL、」と通報があった。
j 中西町長が業者ら と組合2幹部に損害賠償の請求 矢野議員の倫狸 問題の検 討を始める。

14! H26!3月熊取町が業者らに損害賠償請求訴提起 ：「住民の会J第6回総会
, 9月に 6業者と訴訟よの和解 3 月 に議会へ 「 矢野議員の倫 理違反」の審 査請求
3業者が分割払い開始、3業者が不緩行 [ 9 月 議会「今勝の債権者破産を求める請願J否決 I 

1s: H27 ：・!DJ による損害賠償請求訴訟の 大阪地裁で勝訴 。 中西町 長は強制執行ーを業者に対して実行せず
;.3月14日住民訴訟の弁護士報酬訴訟提起 ；女4月町議選：町長派の議席減と得票の激減
： 第6回の公判と2回の和解協議、 町代理人が従前以上に訴訟進行を執扮に引 き延ばす
j 9月3 日 第 9回の公判で弁護士報酬判決 ；女9月 議会への次の2請願を可決
・9月14日中 西 町長の控訴提案を議会が否決 i①賠償金 を基金として 管理運用すること
10月2日弁護士事務所 口 座に弁護士報酬送金 i ② 就学 援 助金の 支給を7月下旬か』4/1に



熊取町の談合と住民訴訟の経過

「f主民の会」代表幹事・原告 大浦 正義

はじめに の弁護士への報酬支払いをもって、 住民訴訟は、

私たち「熊取町を良くする住民の会」（以下、「住 全て終了しました。 しかし、 2007年10月の談

民の会」と称す）は、 住民訴訟として 「裁判・法 合発覚を契機とした談合問題は、 次の課題が達成

廷での闘い」だけでなく、 「地域の住民運動」と

して住民訴訟を進めました。

談合問題の早期解決のために、 何度も中西町長

に要望書を提出しました。 私たちの要請に対して、

町長や副町長は、 直接面談に応じることなく、 形

式的な文書回答をしたり、 しなかったりの状況が

続きました。 町長らとの面談に代わって、 担当の

町職員のみなさんと懇談しました。 町長らとは異

なり、 多くの町職員は、 真面目に談合問題に取り

組む姿勢があり、 その努力が早期解決に役立つこ

とを期待しました。

私たちは、 世論が風化しないように、 町民へ情

報提供と世論喚起のために、 チラシ配布を繰り返

し、 実行しました。 通常、 年に2度、 l 回l万

枚から1万 5 千枚のチラシを発行し、「住民の会」

されるまで、 終 わったわけではありません。

－第1 は、 町が10 業者と2 名に対して、 未回収

の賠償金約2億7 千万円を全額回 収するとと

・第2 は、回収した賠償金を「損害賠償金の基金J

として、 管理・ 運用し、 住民福祉の充実のため

に活用すること

－第3 は、 公正・公開の行政を実現し、 談合の

復活を防止すること

－第4 は、 乙の10月に町が支払った住民訴訟の

弁護士報酬：約2,280万円を談合業者に請求し、

弁済させ、 上垣元町長ら行政幹部の政治的道義

的責任を解明すること

・第5 は、 地裁と高裁が指摘した「中西町長の

職務怠慢」により、 町が被った損害を明らかに

の会員、 毎回20 名～30 名が、 住宅 への各戸配 し、 中西町長に弁済させること

布と駅頭配布を分担しました。 会員は、 日頃から

友人・知人と対話する時だけでなく、 チラシ配布 これらの課題達成に向け、 この住民訴訟の闘い

を通じて、 多くの町民と接触し、 支持と共感の声 の経過を振り返り、 談合問題を総括して、 熊取町

をいただき、 住民訴訟が大多数の町民に支持され （町長・行政と議会、 町民）として、 今後の町政に、

ていることを実感しました。

もう一つ重要なことは、 談合問題を解決に取り

組む町議会の 自主的な良識派議員のみなさんとの

生かして欲しいと思います。

以下、 2007年10月の談合発覚から住民訴訟

を経た、 この8年余を簡単にまとめ、 談合問題

協力関係をっくり、 町議会へも、 様々な角度から の総括の材料を提供したいと思います。 報告の前

請願や要望、 審査請求など問題を提起し、 議会広 に経過年表付けましたので、 ご参照ください。

報誌 「くまとり議会だより」を通じても、 町民に

情報を提供しました。 第 1. 大原住宅談合の発覚

今年2015年10月、 中西町長による住民訴訟 2007年 （平成19 年） 10月、 大原住宅第二期
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報 告

工事談合 （ 以下、 「大原住 宅 談合」と称す）が、

発覚しました。 連日新聞やテレビで談合の真相に

触れるニュースがあふれ、 長ら く 喫茶店や通勤電

車、 街角や寄り合いの話題となりました。

写真01・大原住宅

1 1月に は、 熊取町建設業協同 組合の幹部と談

合業者ら4名が逮捕・起訴され、 町長ら二十数

名の現・元職員が検察・ 警察から事情聴取を受け、

lllTの幹部職員が、 事情聴取を受けた職員への聞 き

取り調査を実施しました。 Jl lJによる�IT職員への聞

き 取り調査が、何のために 実施されたか、そして、

その詳細な内容は何か、「いつか」明らかになれば、

官製談合の真相が、 刑事判決よりも、 住民訴訟判

決よりも、 いっそう 明らかになるでしょう。

写真02：合業者の逮捕起訴、 有罪

そして、 そのような報道の中で、 上垣｜町長が突

8 

如として、 「12月議会終了後の辞任表 明」をマス

コミに発表しました。

( 1）議会要求の11月臨時議会の開催

半年前の4月の統一地方選挙で選出された16

名の議員によって構成されていた議会は、 町民世

論を受け止め、 機敏に反応しました。 議会の要求

に よって11月15日に 臨時議会が、 開催されま

した。

私たちは、 談合の真相を知りたいと思い、 役場

の4 階まで、 階段を登って、 傍聴席に つき、 臨時

議会を傍聴しました。 しかし、 この議会審議に お

いて、 上垣間］長らは、 検察によって起訴された大

原住宅談合については認めましたが、「談合があ

るな どとは、 疑う余地はなかった。」「談合発覚に

よって初めて談合を知った。」「私は談合という不

正行為 に関与していなし、」な どと答弁し、 マス コ

ミ報道が報 じた 「熊取町の公共工事の入札は、 ほ

とん ど談合だJ「町長や職員が関与した官製談合

だ」な どは、 解明されず、 ｜臨時議会を傍聴した多

く の｜町民は、「真相の解 明 に は、 ほ ど遠い」との

印象をもちました。

(2）議会の奮闘による成果

この｜臨時議会に おいて、入札問題特別委員会 （百

条委員会）が設置され、 その後、 町職員らへの証

人喚問を行い、 談合を容易にする入札制度の欠陥

を 明らかにし、議会として入札改革の提案（資料；

第1-1「くまとり議会だより」）をまとめ、JUT長

に 提言 しました。 そして、 町は、 入 札 制 度の改

革の回答（資料；第1-2「くまとり議会だより」）

をまとめて、 実行しました。

談合発覚から現在まで、 町の入札改革と住民訴

訟の裁判、 議会の臨視、 住民の会の運動が、 継続

した緊張感もあって、 談合は「まだ復活していな

いJ状況です。

続 く 12月議会では、上垣JI町長と顧問弁護士は、

大原住宅談合でH汀民の財産を搾取した今勝建設

（側に対して、 談合に よる損害賠償の「世間 相場



は契約金額の6% ・ 7% であるJから、「落札価格

6億6,150万円の6%、3,969万円を損害額とし、

損害賠償請求を内容証 明郵便で送付した」乙とが

問題になりました。 議会は、 それに反対して、「落

札価格6億6,150万円と最低制限価格5億 7,645

万円との差額である8,505万円を損害賠償額と

して請求する」ことをa!Jに 強 く 要望する決議を良

識派議員が発 議し。 全ての会派代表が賛成者と

なって、 議長を除 く 15 議員の全員一致で採択さ

れました。 （資料；第1-3議会議事録より）

第2. 大原住宅談合の刑事判決確定

大阪地裁が2008年3月、 刑事裁判に おいて4

名の有罪判決 （資料；第2） を下しました。 被告

らは控訴せず、 4月に判決は確定しました。 判決

のマス コミ報道では、 判決文の全文は示さず、 判

決文が、 恒常的な談合を 明確に 指摘しことを強調

しました。 しかし、 官製談合について踏み込むこ

とを回避しました。

刑事判決文は実名で書かれていますが、 個人の

人権と人格を尊重する趣旨と個人情報保護の観点

から、 氏名の箇所は記号に して、 表示しました。

誰のことは分からな く ても彼らの行為、「大原住

宅談合だけでな く 、 20年にわたる恒常的な談合」

によって、 熊取町民に 巨額の損害を与え、 II可政の

信用を失墜させたととが分かります。

(1)恒常的な談合と官製談合

私たちは、 2008年 （H20) 10月 に 岡本一冶

弁護士 （阪南合同法律事務所） に依頼して、 判決

文を12月に 閲覧し、 ようや く 2009年1月に 入

手しました。

4月の判決確定から9ヶ月後に 入手したその判

決文に よれば、「組合では、 昭和61年の設立当

初から、 組合主導に よる談合を行ってきていた。」

「その談合体質に は根深いものがあるとともに 、

このような談合を繰り返した末に行われた本件犯

行は、 組織的、 計画的な犯行であり、 また、 常習

的な犯行である。」と具体的に 、 大原住宅談合以
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前からの「恒常的な談合」があったことを 明確に

断定しました。

また、「チャン ピオンと呼ばれる落札予定業者

は、ボーリングと称してII町役場の担当部署に行き、

積算書類等を示しながらその示唆を得て設計金額

を探り出し、 これを基に予想される入札予定価格

に近い入札金額を決め、」とか、「組合の代表理事

であった被告人留留置醤置は、 熊取町長に 対して経

審点の上乗せを働 きかけて実現し、 地元企業によ

り入札を独占しやす く して、 組合の談合体質を温

存強化するのに 寄与してきたJな ど、 北川理事長

がJllJに 働 き かけ、 上垣lllJ長が組合業者への経審点

の200点加算を実現して、 組合に よる恒常的な

談合を容易にし、 チャンピオンが行うボー リ ング

に 町職員が応 じたことを指摘しました。 そして、

このように 「官製談合か ど うか」ついては断定し

ていませんが、 明らかに示唆しました。
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写真03：「担当部署に行き」

(2）判決文等の刑事記録

刑事判決を読めば、 大原住宅談合以前に 20年

間わたり、 恒常；的な談合があり、 JllJが巨額の損害

を被っていたとと、「官製談合の疑惑」が濃厚で

あることを誰もが知る乙とがで き た。 しかし、 中

西町長は、 4月の刑事判決確定後の早い時期 に 、

遅 く とも2ヶ月後の6月に は、�1�1J決文や公判調書、

被告人や参考人の検察調書、 証 拠書類な ど確定刑

事記録 （以下、「刑事記録」と称す） を入手して

いましたが、 議会に も、 情報公開請求した住民に
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も、 判決文すら公開しませんでした。 長に追従する議員の姿勢は、 一貫したものとなり、

私たちが、 その半年後に大阪地方検察庁に「住 追従派議員の人数も増えました。

民監査請求と住民訴訟のために必要です」と請求

した時には、 上垣町長に関する「あるはずの調書」

が一部なかったり、 一般には黒塗りで読めない

ようにするが、 検察は文字を白帝で消去し、 空白

にするマスキングにより、 読めない文字が全体で

5% ほ ど あったりしました。 さらに、 かなり遅れ

第4. 熊取町をよくする住民の会の結成

私たちは、 談合問題に取り組むため、 町民によ

る超党派の「熊取町をよくする住民の会」（以下、

住民の会）を結成しました。 結成時の会員数は

70名でした。 乙の会に参加した人々は、 談合発

て、 議会の調査特別委員会 （百 条委員会）が、 検 覚以来、 議会傍聴に参加したり、 何らかの学習会

察に請求すると「何と30%以上、 マスキングが に参加したりして、 知り合った人たちでした。 刑

多く、 何が何だか分からない意味不 明の文書の塊 事記録は膨大でしたが、 住民の会： 役員ほか、 会

に過ぎなかった。 」と良識派議員から聞 きました。 員の希望者が閲覧し、 町における談合の真相に迫

検察は、 直接の被害者 であり、 「損害賠償を諮 る認識を共有しました。

求する立場」である町の最高責任者である町長に 住民の会は、 会則の第2 条に【会の活動の諜

は、 一番早く、 空白のないほとん ど全ての刑事記 題と目標】「(1 ）熊取町の談合問題の解明と損害

録を提供しており、 町長ほか、 関係の幹部職員は、 の回復を求めます。 （2 ）公正な入札制 度の確立

内容を「長日っているが、 知らない振り」をしてい

ます。 その後は、 相手によって、 請求した時期に

よって、 格差をつけたのだと思います。

をめざし、 ムダを省いて住民福祉を優先する町政

を求めます。 （3 ）よく学び、 よく話し合って相

互理解をはかり、 一致点で行動し、 住民の参加と

連帯、 合意をはかります。 」と定めました。 そして、

第3. 損害賠償を求める議会決議 私たちの志（こころ ざし）を実現するため、 様々

談合の真相の解明と賠償金の回復を求める良識 な活動を開始しました。

派議員によって、 Jilli時貯ljを傍聴した数名の議員

証言や新聞報道を検証されたようです。 また、 良 第5. 住民監査請求と住民訴訟提起

識派議員が、 落札記録の一覧表をIHJに請求し、 一 (1)住民監査請求を鈴木監査委員が棄却

覧表を入手しました。 中西町長が2008年12 月 議会決議「過去の談

95%以上の落札率 （予定価格に対する落札金

額の比率）が並んだ落札記録の一覧表にもとづき

議員が、 2008年12 月議会の質疑を行い、 「過去

の入札における熊取建設業協同組合による及び加

盟業者による損害賠償に関する決議」（資料；第

3 略称「過去の談合に よる損害賠償に関する決

議」議会議事録よ り ）が、 議長を除く出席議員

15名のうち、 圧倒的多数 の支持11 で議決された。

反対は、 わずか2 名（矢野議員と椛谷議員）、 棄

権した2名 （鈴木議員と田中正旗議員）だけで

した。 乙の議決から、 全会一致が崩れ、 その後も、

談合の真相解明と賠償金の回収には熱意のない町
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写真04：「具体的な事案がない限 り ……」

（テレビ画面よ り ）



合による損害賠償に関する決議」を無視したため、 合業者以外にも対象にしていましたが、 住民訴訟

2009年（H21) 3月に住民の会：会員21名が「中 で勝つためには、 証拠町三十分な上垣元町長と中西

西町長は、 過去の談合について、 業者らに損害 IHJ長を除くことを確認した上で、 訴状を完成しま

賠償を請求せよ。」との住民監査請求（資料；第 した。 そして、5月28日大阪地裁に住民訴訟を

5 1）を実行しました。 しかし、鈴木実監査委員（追 提起しました。

｜埴派議員） は「f亘常的な談合があったことやUIJに

損害が発生していたととを認めましたが、 損害賠

償を請求するには、 どの工事が談合で幾ら損害が

発生したか確認できない。」（要旨） からと住民監

住民訴訟が始ま っ て から、7ヶ月が過ぎた

2010年1月7日に第4回公判までの訴訟の状

況を「損害発生の事実関係が分 かるように、 可能

な限り合理的に立証すれば、 足りる」との法廷で

の裁判所の見解．を明らかにして、「第3固までの

審理の涜れが原告に有利に展開している」と概括

して、「（2009年）12月議会決議『過去の談合

による損害賠伯に関する決議』の実行を求める要

望書（資料；第5 2） を提出して、 中西町長が訴

訟姿勢を転換すること、即ち「不知」と主張して、

住民監査請求では、 損害賠償請求の相手方に談 業者の側に立つのではなく、 住民の側に立って、

査請求を棄却しました。

(2）恒常的談合の住民訴訟を提起

私たちは、棄却理由と刑事記録を充分 に検討し、

住民訴訟に「勝利できるか」をも考慮して、 準備

をすすめました。 そして、 総会の同意を得て、 弁

護士との委任契約を結びました。 この時、 住民の

会の会員数は90名に増えました。

訴状を準備するために、 畠田弁護士のミネル

ヴ、ア法律事務所や横山弁護士と森弁護士、 古本弁

護士のきづがわ共同法律事務所へ、 原告団会議

のために原告4名は交互に通いました。 そして、

私たちは、勝訴を確信していましたが、住民にとっ

て立証の困難性 から、「住民訴訟の勝率は5%J

であり、 勝訴することは容易でないことを認識し

ました。

写真05：住民訴訟の提起
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(3）中西｜町長の驚くべき反応

大阪地裁への起訴の目、 裁判所の訴状提出の原

告団（原告4名と弁護士4名） の行動が、 テレ

ビや新聞で報道されました。 その報道の中で、 中

西町長は、 当日のテレビインタビューに答えて、

「談合が一つあれば、 他にもあると思う。」「今ま

で調べたが、 談合は大原住宅だけ、 過去には談合

はなかった。」等と事実に反する発言が、 仁ド西｜｜町

長の画像と伴に流されたのには、 とても矯きまし

。た

写真06：「大原住宅以外に 、（談合） はない」
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町がもっている恒常的な談合を示す証拠を含む準 西尾専務理事 （4千万円） に不真性連帯責任を認

備書面を提出するように求めた請願を提出し、 要 め、 約3億7154万円の損害賠償 と2009 年6

請しました。 しかし、 その後も、 中西町長の訴訟 月6日以後年5 分の遅延利息を請求するよう命

姿勢は変わりませんでした。

第 6. 大阪地裁と高裁判決、 最高裁決定

（判決集 1 . 2. 3) 

判決集には、 住民訴訟の大阪地裁判決と高等裁

判所判決、 最高裁決定、 並びに住民訴訟の弁護士

報酬請求訴訟 （以下、「弁護士報酬訴訟」と称す）

じる判決をくだしました。

中西町長が、 相手方に損害賠償請求をしなかっ

たことについて、 大阪地裁判決だけでなく、 高裁

判決でも、 「職務怠慢」を指摘しました。 裁判の

主な論 点の3 点について、 裁 判所は、 私たちの

検証と論証を認めました。

の地裁判決 （確定） を掲載しています。 最高裁の (3）常習的な談合が

決定は、 単純明快ですが、 その他の判決は意外と 「あったか、 なかったか」の問題

詳細ですから、 熟読して欲しいと思います。 判決 相手方業者と組合幹部は、 刑事判決の内容や彼

集の前に、 各判決について、 弁護士各位による解 らが検察調書や刑事裁判の公判での証言調書を否

説があります。 大変有益な解説ですから、 判決文 定し、 大原住宅談合以前には、 恒常的な談合はな

を読む前に是非 ご覧下さい。 住民訴訟の判決も、 かったと頑なに否定しました。 しかし、 原告の調

弁護士報酬訴訟の地裁判決も、 画期的な内容があ 査・研究と弁護団の轍密な検証・論証、 及び第5

り、 高く評価できる判決ですが、 率直に言って、

問題点もあります。

みなさんが読んで、 高く評価できる点と問題点

の両方について、 考えて下さい。

(1）大阪地裁判決

大阪地裁では、 2009 年 （H21 ) 7月第1 回公

判の書面審査に始まり、 組合幹部や相手方業者ら

回公判の証人調べ等によって、 被告らの主張は、

決定的に破綻しました。 判決は、詳細な検討の後、

「大原住宅第二期工事以前に本件組合の指示又は

主導による 日常的・反復的な談合行為があったこ

とを推認できる。」（地裁判決21頁12 行～13 行）

として、 144件の恒常的談合を認めました。

高裁判決では、 判決文 「5頁の下から2行目の

6名の証人調べを含めて、 14 回の審理が実施さ キ」から「7頁10 行目のケ」まで、 地裁判決を

れ、 3 年余り過ぎた2012 年（H24 ) 6月8日に 補充し、 高裁判決の末尾に別紙として緩じ込まれ

住民勝 訴の判決が下されました。 た「 甲33号証の1 」 を参照するように付けて、

判決は、 2005 年（平成15 年） から2010 年 原告による恒常的な談合の検証を認めました。 甲

(H19 ) 10月までに組合業者が落札した157件 33 の1号証 「見える」 談合は、 組合業者が落札

のうち、 恒常的な談合144件を認定して、 落札 した工事について、 入札業者・ 数社から十数社

金額の15%を一律に損害賠償額と認めました。 の入札金額と落札業者・ 落札金額が分かるA4:

1枚に要約された公共工事の契約調書 （工事1

(2）大阪高裁判決 件につきA41枚） から、 落札金額と入札金額の

大阪高等裁判所は、 地裁判決と高裁での審理を 157件の一覧表の作成し、 金額の並び具合を分

踏まえて、 1 年後の2013 年（H25 ) 5月10日 析して「MM ：談合が見え見えの入札」「M ：談

大阪地裁判決と同様に、 恒常的な談合144件を 合が見える入札」に分類した資料です。

認定し、 落札金額の10%を賠償金と認め、 中西 談合発覚後に組合業者を除いて入札した「 談合

町長に相手方23 業者と北川理事長 （5千万円） ではない」と推定できる入札調書をまとめた甲

1 2  



26 号証と比較すれば、「談合入札か、 否かJがよ

1 .熊取町の談合と住民訴訟の経過 大浦 正義

中西町長は、 現時点 （2015年11月） まで、

く分かります。 甲33 号証の1 の資料の右端にあ 何ーっとして、 まともに反省していません。 乙れ

る検察調書XとYは、「 乙れが談合だ」 と組合業 が、 もう一つの深刻な問題、 債権の保全と回収に

者または元組合業者が、 検察に提供した信濃性が 深刻な事態を生んでいます。

高い資料から抽出したものです。 XとYに掲載さ

れながら、 裁判所が談合とは、 認めなかった工事 (6）高裁判決の確定後の問題

があるのが、 残念です。 しかし、 これも、「原告 2013年 （H25 ) 12月17日最高裁は、 相手方

の主張を全て認めるのは偏っている」という批判 と中西町長の上告棄却、 不受理を決定し、 高裁判

を配慮した裁判所のバランス感覚によるものと思 決が確定しました。 熊取町の判決確定報告 （資

えば、 諦めがつきます。 料；第6・1 熊取町H P）は、「町といたしましては、

乙の判決の内容を重く受け止め、 今後は建設業者

(4）過失相殺を認めるべきか、 どうかの問題 らに対する損害賠償金等の請求や入札参加停止措

相手方業者の側から、 検察調書と 自己の体験か 置の検討など、 速やかに必要な対応をおとなって

まいります。」 との記述があるだけで、 最も重要ら、 町が適切に監督責任を果たしていれば、 談合

は容易に分かり、 注意するなど談合を防止できた

はずだから、 町にも過失があり、「過失相殺」 を

な今後の債権の保全と回収については、 何 も記述

していま せん。 私たちは、 12月 20日に具体的

認めるべきだと主張して、 賠償金額の削減を裁判 な内容を提示した要望書 （資料；第6・2） を提出

所に求めました。 して、 懇談した職員に問題点を指摘しました。

判決は、 町に過失 （職務の怠慢や談合の割助）

があっても、 損害の公平な分担の見地から過失相 (7）「法の支配」 による賠償金の回収

殺は認めませんでした。 談合問題の解決に消極的・否定的な中西町長と

追随派議員が多数を占め、 談合の真相解明と賠

(5）中西町長の立ち位置の問題 償金回収をあれこれと妨害する状況であっても、

中西町長は刑事記録をもっているから、 刑事判 2013年5月10日の高裁判決の後には、 側阪南

決が指摘した談合のチャンピオン（落札業者） に 工務店と側ワールド、側楠プランニングの3社が、

よる町職員に働きかけるボーリングについて町長 2013年12月17日の高裁判決が確定した後に

が具体的に調査すれば、 容易に恒常的談合の事実 は、 中林建設側、 大屋建設側、 有薗土木工業、 闘

を立証できます。 だから、 町長が住民の側に立つ 中武造園土木、（鮒泉州ピルドら5 社が「法の支配」

て住民訴訟に応じるととも可能でした。 しかし、 文は「法治社会の原則」に従い、 賠償金を支払い

中西町長は、 訴訟を提起した日のテレビ発言「過 ました。

去に談合がなかった Jと事実に反する主張をしま 12月の最高裁決定後、 3 ヵ月も過ぎた2014

した。 この刑事判決をあからさまに否定する主張 年 （H26) 3月4日、 町は、 談合業者に損害賠償

は、 無意味であり、 逆効果になります。 請求の訴訟を提起し、 和解協議に月日を費やしま

そこで、 中西町長が裁判所に提出した答弁書で

は、「不知」（過去に談合があったかど、うかは知ら

ない。） と主張しました。 刑事判決の明示した事

実を否定し、 談合業者の側に立って、 原告住民の

裁判上の要請を一貫して拒否する姿勢でした。

した。 まるで、「逃げるなら今のうちですよ」 と

助言するかのような「甘い対応」でした。

それでも、 （樹高田組と岡山本工務店の2 業者

が全額を支払い、 岡西尾組と中島興業側、 側鳥山

建設を含む6 業者との分割納付の和解協議が成

1 3  



報 告

立しましたが、 乙の3 業者だけが、 分割払いを

現在も履行しています。

(9）中西町長の怠慢と不公正

2013年 （H25 ) 12月17 日住民訴訟の高裁判

決が確定して、 相手方23 業者と組合幹部2 名に

(8）賠償金回 収が困難になった転換点 対する賠償請求金額が確定してから、 中西町長が

和解協議で、 今勝 建設闘の北JIト彦氏は、 娘婿 2014 年3月に相手方に損害賠償を請求した裁判

の矢野議員の助言を得て、 「月2万円を支払う 」 の判決が、 2015 年（H27) 1月17 日 「仮執行

旨を意思表示しました。 これにつて、 私たちは債

権 の保全と回収にかかわって、 特に重要な 「北川

氏と今勝 建設に対する債権 者破産の申し立てを熊

取町に求める請願」（資料； 第6・3）を提出しま

宣言つきの判決」を得ながら、 中西町長は、 仮執

行せずに判決確定まで傍観し、判決が確定しても、

残る10 業者と元談合組合の理事長 ・北，，，＿彦氏

と元専務理事・西尾明治氏らに対して、 債権回収

した。 この請願について、 9月22 日委員会の審 に向けた強い意思を示す強制執行を実行しません

議では、 全会一致（資料 ； 第6-4 議事録抜粋）で でした。

請願を採択しました。 しかし、 後 日10月7 日の これは、「法の支配に従い、自主的に支払う方は、

本 会議においては、 委員会で賛成した鈴木議員と 賠償金を納付して下さい。」と言わんばかりの非

佐古議員が、 奇怪なことに反対に変身し、 賛否が 常に 「甘い対応」です。 これでは、 法の支配に従

6 対6 になり渡辺議長の裁定により否決 （資料； い、 賠償金を支払った業者や町に債務を持つ業者

第6-5「くまとり議会だより」）されました。 が、 「町のやり方は、 不公正だ。」「また、 中西町

10月7 日、 この請願の逆転否決が重大な転機 長の職務怠慢だ」と不満をもって、 当然です。

となって、 賠償金の回収が停滞し、 止まったこと 町が債権 の保全と回 収を真剣に考えるならば、

を後になって気づき、 議会が果たしている大きな 大阪地裁の判決が下ったらすぐに、 遅くとも、 高

役割に驚きました。 裁判決が下られた時点で、 「半年後には、 最高裁

追従派議員も議会報告会等、 住民の前で 「賠償 決定が下されます。 高裁判決が確定したら、 賠償

金の全額回 収は当然だ」「賠償金の支払い逃れは 金を確実に回収するために、 強制執行や債権 者破

許されない」「全ての談合業者に公平に賠償金を 産の実行も予定していますから、 資金移動や資産

回 収するべきだ」などと口にしました。 しかし、 隠しなど無駄な抵抗は止めて、 賠償金を納付する

議会の採決では、 それを否定する行動を取ったの 準備をして下さい。 」と通告し、 債権 の保全と回

です。 この決議を否決した、 追従派議員7名 （鈴 収のために、万全の準備をして、 公正な対応をす

木議員と佐古議員、 矢野議員、 田中正旗議員、 白 るべきです。

閣議員、 服部議員、 渡辺議長）の責任は重大です。

私たちは、 この逆転否決の結果、 支払いの責任 (10）中西町長による資産開示請求

を逃れようとしている今勝 建設闘をはじめ、 10 にもかかわらず、 中西町長は、 3月になってか

業者と元組合幹部の北川氏と西尾氏らは、「中西 ら、 相手方らに資産開示請求の訴訟を岸和田地裁

町長も、 議会も、 賠償金を本 気で回収する意思が に提起し、 5月に勝 訴しました。 中西町長は、 合

ない。」ことに確信をもって、 先ず分割払いで和 法的な手続きを一見すすめているようですが、 賠

解が成立していた3 業者が、 初回（10月末 日） 償金等の強制的な回収措置をとらず、 相手方への

の頭金の納付を中止し、 続いて和解協議で支払い 損害賠償金等の回 収を怠り、 「資産隠しを奨励し

を検討していた業者も、 賠償金を支払う必要はな ている」とも云うべき甘い対応をしました。

いと判断したと思わざるを得ません。 との手続きを債権者破産に代わる有効な債権回
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収の方法だと中西町長は、追随派議員を説明した

ようです。 私たちの批判に対して、鈴木議員や佐

古議員が、「町には、費用が安くて有力な方法が

ある」と語りました。 しかし、開示請求の判決が

下されても、相手方に「開示するか、 しないか」

の決定権があます。 また、相手方に「何を開示す

るか」の選択権もあります。 乙れほ ど談合業者の

勝手気ままを容認する甘い措置はありません。 損

害賠償を支払う意思のない業者は、巧妙な資産隠

しをして、負担の小さな資産の開示をするだけで

す。

一方、債権者破産の判決が下れば、債務者の資

産隠しは認められず、 管財人が強力な調査権限を

もって債務者の資産状況を調査できます。

実際は どうか、顧問弁護士を代理人として開

示請求の訴訟に勝訴し、相方が開示した資産

について、回収できた賠償金は、2件（①7月

末に112,883円と9月 に200,000万円） 計：

312,883 円だけです。

開示請求の訴訟に要した弁護士報酬と比較し

て、費用対効果の 説明をホームページ（I-I p）や「広

報くまとり」に掲載するべきですが、中西町長は、

肝心なことや都合の悪い乙とは報告しません。

(11)「広報くまとり」の不思議

熊取町「広報くまとり」 には、 9月14日現在

の回収額の表が下のように掲載されました。

鑓害賠償金等の納付状刃
（平成27年9月14日現在〉

損害賠償金 1 1億5217万4397円
遅延損害金 1 5017万7111内

計 1 2億 235万1508円
※住民訴諮税額：3億7474万 9725丹

慢話ま員響金除く）

写真07：『広報くまとり 2015年10月号』より
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との表を見た方から 「住民訴訟認定額が、3億

7,474万円で償金納付額が、2億225万円なら、

ょう回収出来ているの？ この賠償金は、 何に使

うの？」と質問しまた。 その聞に対して、私は「賠

償金納付額は、 l億5,217円、 回収率は40.6%

ですよ。 何に使うかはII町の卜l Pや広報を見ても分

かりません。」と答えると「なんや、まだ4害ljか

いな、 分かりにくい表ゃな。」「折角の賠償金ゃか

ら、 何に使うかよう考えて、II町民が喜ぶようなも

のに使ってほしいな。」と応答しました。

いつも、 談合問題についての「広報くまとり」

の記事は、分かりにくい。 わかり易い記事』こする

ことを町長が望まないのでしょう。 弁護士報酬問

題でも誤解している方が多いようです。

もう一つ不思議なととがあります。 �lJの賠償金

の回収状況は、 熊取町のH Pに「損害賠償請求訴

誌の第一審判決について」 （資料；第6-6熊取町

HP） に掲載された文書があります。 乙の分かり

にくい表現には、町職員の苦渋の表情が思い浮か

びます。 難解な文書ですが、 住民の会が下欄に解

説をつけましたので、二・三度読めば、 内容が分

かると思います。

こ乙には、 住民訴訟の判決確定により、mJが提

起して相手方に損害賠償請求を提起して、勝訴し

た平成27年 （2015) 1月16日現在では、賠償

金納付額は、 l億9,328万円 （完納業者10社 ・

一部納付業者7社） と記載されています。 半年

が過ぎていますから、 和解協定により分割j納付し

ている3 業者の納付額の月額164万円が6ヶ月

で計984万円です。 合計l億9,328+984万円＝

2億312万円になりますが、「広報くまとり」の

9月14 現在の賠償金額納付額2億225万円より

も84万円多いのはなぜでしょうか、中西町長は、

「巨｜収額を増やす、どのような努力をしているか」

分かりやすく説 明して欲しいと思います。

ここで、 チヨット日本語の使い方として、 違和

！惑があることについて、寄り道をします。 まず、

私たちは、賠償金の 「回収額」と表現しますが、
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町は「 納付額」と表現します。「回収」の主語は、

熊取町であり、 町の主体的な行為を反映していま

す。 しかし、「納付 Jの主語は、 業者であり、 町

は受動的な存在になっています。もう一つ云うと、

損害賠償金 （町にとっての債権） の回収を担当す

る部署 が、 契約検査課「債権整理対策室」という

名称です。 町が担当部署 を設置した当初から、「債

権の整理」 対策と称して、「業者が納付するなら、

いただくが、 納付いただけないなら、 不 良債権と

して処 理する。Jという姿勢ではないかと疑いが

生じますが、 いかがでしょうか。

息180万円を加えた約2,280万円です。

町が町の顧問弁護士に対しては、 次の表のとお

り、 合計＝約1,310万円を支払いました。

町の顧問弁護士一一
A..l住民議訟...・H・．．．．．．．．．．．．．しみgq��1�Q
－�－－l震護保全......・H・－－－．．．．．．
.9.. i渉外交渉費 1: ：��QtQQ Q 
－�－－襲．寮．騒償請J柔．誌謡...：：？.�.Q§.§�1§'.! 
g __ .l;支払い履行請求j .§§.��1�§ 
F j弁護士報酬訴訟i 2°.130,000 

i 13.102.338 

今後も、「賠償金を納付いただく」ために、 町

(12）中西町長の職務怠慢と責任 は顧問弁護士に報酬を支払い続けることになりま

恒常的談合の損害賠償を町が訴訟を提起したと す。 しかし、 熊取町が提起した開示請求の弁護士

す れば、 2008年（平成20 ) 6月には、 町は刑 報酬が、 推定で150万円ほど増えると思います

事記録を入手しており、 住民には入手できない証 が、 現時点では、 双方の弁護士報酬に限れば、 合

拠や証人もあります。 訴訟は、 もっと短期間で容 計は約3,590 円です。

易にすすみ、 おそらく、 住民訴訟が実現した賠償

金より多額の賠償金が判決で認められ、 早期に回 (14）中西町長が弁済すべき最低の金額

復できたと思います。 中西町長の職務怠慢によって、 町政への信頼が

例えば、 私たちは住民訴訟訟を提起した2009 失われた損害は大きく、 町長の道義的責任をお金

年5月には、 建設業協同組合に対しても賠償金 には換算することは、 容易ではありません。 それ

を請求していましたが、 私たちの訴えた一ヵ月前 を別にして、 少なくとも弁護士報酬については、

に、 組合は清算を結了していたために、 裁判所の 中西長町が熊取町に弁済するべきだと思います。

勧告により、 訴訟の相手方から建設業協同組合を その金額は、 中西町長が、 損害賠償請求訴訟を

除きました。 提起していたとすれば、 先に計算した3,590万

(13）町が支払った弁護士報酬の総額

乙とでは、 住民訴訟が始まってから、 熊取町が

支払った弁護士報酬について、 検討します。

弁護士報酬訴訟の判決が確定して、 町は約

2,280万円を支払いました。 非常に複雑で困難な

円から、 実際に掛かる費用500万円 （推定） を

差し引いて、3,090万円になります。 中西町長は、

自身の職務怠慢よって、 生じた損害については、

任期が終 わる1月までに、 町に弁済して、 辞任

するべきではないでしょうか。

訴訟であったために、 旧弁護士報酬規定にもとづ 第 7. 住民訴訟と町議会の対応

いて、 私たちは、 3,523万円を請求しましたが、 私たちは、 住民運動として、 談合問題について

熊取町は1000万円が相当であると争いました。 の志を共有する良識派のみなさんと連携・協力し

大阪地裁は、 住民訴訟の性格から、 2100万円の ました。談合の真相究明と町の損害賠償金の回収、

報酬が適当であると判断しました。 それに加え 公正な町政の実現と回収した賠償金を住民福祉の

て、 訴訟を提起した日から、 支払 日までの遅延利 向上に使うことなど、 請願や要望、 審査請求を議
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会に提出しました。

請願や要望、 審査請求などは、 可決されたり否
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議員選挙は、 町議会の議員定数2 議席削減され

14名になりました。 そして、 上垣元町長や 中西

決されたりしました。 議会の構成や動向と住民訴 元町長、 談合業者と追随派の激しい巻き返しに

訟に関連した特徴的な動きを報告します。 よって、 議会の構成が良識派6 に追随派8 に変

(1)談合発覚直後 わり、 直後の5月臨時議会において、 追随派の

2007年 （平成19年）4月の統一地方選挙の 鈴木議員が任期2年の議長に選出されました。

町議会議員選挙で選出された16名の議員は、 当

選から6ヶ月後の10月に談合発覚しました。 談

合問題についての町民の厳しい批判に応え、 発覚

当初は、 さすがに全議員が、 談合の真相解明と再

発防止、 賠償金の回収等に全会一致の下、 誠実に

向き合いました。

1 1月の臨時議会や12月議会のころは、 追随

派も流れに竿を挿せば、 孤立する雰囲気があり、

鈴木議員は、 私たちの住民監査請求を棄却した

という点でも、 談合問題の早期解決の障害になる

のではないかと懸念していました。

(4）中西町長の無投票再選

2012年 （H24 ) 1月の町長選挙で、 立候補を

予定していた良識派の現職議員が、 さまざまな事

情があって、 立候補を取り止めたため、 町長選挙

良識派議員の積極的な議員活動に同調 せざるを得 は無投票となり、 中西町長が再選されました。

なかったという状況でした。 6月8 日大阪地裁は、 中西町長や業者による裁

判の引き延ばしゃ抵抗を乗り越えて、 公正な判断

(2）上垣町長の後継者 ： 中西町長の登場 により、 住民勝 訴の判決を下しました。 その直後

2008年12月 上 垣 町 長 が 辞 任 し、 2009年 の6月議会において、 この判決を承けて、 良識

(H20 ) 1月の町長選挙で、 上垣前町長の後継者 派議員による提案の「中西町長に『大阪地裁の談

として、 談合業者の支援も受けた中西誠氏が当選 合に対する損害賠償請求判決』を尊重した姿勢を

しました。4月には刑事判決が確定して、 しばら 求める決議J （略称「損害賠償決議文＝資料 ； 第

くすると議会の中に、 上垣前町長や中西町長と同 7・2「くまとり熊取議会だより」）は、 追随派議員

じく、 恒常的な談合と損害賠償請求を消極的な 6名 （新政の服部議員、 田中議員、 一新の佐古議

いしは否定的な追従派議員が登場し、 「いつまで、 員、 矢野議員、 公明の白聞議員、 渡辺議員）が反

談合問題を取り上げるのか、そろそろ静かにして、

忘れた方が良い」との空気が生まれ、最初は2名、

次は4名に、やがて6名へと追随派が増えました。

2009年 （H21 ) 12月議会では、 私たちが議

会に提出した「中西町長に恒常的談合による損害

の賠償請求を求める決議」 請願 （資料；第7-1「く

まとり議会だより」）は、 矢野議員、 鈴木議員、

対、 良識派の6名 （龍馬の藤本 議員、 重光議員、

奥野議員、 共産の鯉谷議員、江川議員、坂上議員）

が賛成、 賛否が同数となり、 鈴木議長の決裁によ

り否決されました。 否決されただけでなく、 乙れ

以後の「くまとり熊取議会だより」の談合問題で

の請願や決議について編集委員長の矢野議員と副

委員長の渡辺議員がリードしたためか、 従来の扱

田中正旗議員、 椛谷議員の4名が反対し、 渡辺 い比べると表題も記事の内容にも問題があると思

議員と白間議員の2 名が棄権し、 賛成が8 議員 います。

に減っても、 可決されました。 議会の定数14名に減り、 1 名が交通事故によ

り逝去したため、 在籍議員数は13名、 議長を除

(3）町議会議員選挙・ 追随派が多数に く裁決参加の議員数は12 名になり、 鈴木議長の

2011年 （H23) 4月の統一地方選挙の町議会 裁定により否決されました。
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私たちが、 9月議会に提出した 「住民訴訟・地 していた審査会を欠席しました。 矢野議員は、 議

裁判決の趣 旨を尊重する意思表示を求める請願」 会に対して 「政治倫理審査会続行禁止の仮処分命

（資料；第7・3）も、 前の議員提案と同様に、 6 対 令」を弁護士に委任して裁判所に訴え、 暫くして

6 になり、鈴木議長の裁定により否決されました。 「取り下げ」ましたが、 審査会の運営は混乱し、

3月議会と6月議会、 9 議会にまたがる異例の長

(5）高裁判決と議長改選 期審理になりました。

2013年 （H25 ) 5月10 日に大阪高裁判決が 矢野議員が訴訟を 「取り下げた Jというより、

下されました。 その前 日、 9 日の臨時議会におい 「議会のことは、 議会で決めてください。」と裁判

て、 次の統一地方選挙まで、 新たに 任期2 年の 所が受理しなかったというのが真相のようです。

渡辺議長と矢野副議長が選出されました。

従来、 いつものことですが、 談合問題にかかわ (7）審査会の2 つの課題と結果

る 「広報くまとり」（ 町の広報誌）には偏りがあ 矢野議員の倫理違反について審査の対象は2

りました。 地裁判決が下された時も、「広報くま 項目です。 一つは、 ①今勝建設鯛が、 賠償金を支

とり Jの扱いが、 小さくて、 分かりにくかったこ 払わないまま、 矢野議員が今勝名義の不動産 （土

とから、 私たちは、 「高裁判決について、 住民の 地628 rriと家屋：根抵当権 の極度額：9,360万

理解を促すため、 主文だけでなく裁判所の判断の 円＝熊取駅から徒歩7 分）を格安の1,500万円

主な内容を広報誌などで紹介し、 説明すること」 で取得し、 町の債権回収に協力すべき議員が、 実

及び 「判決確定までに、 相手方資産の動向を厳密 質的に妨害したこと、 もう一つは、②町としては、

に把握する 乙とに尽力し、 判決確定後には、 迅速 この時期に談合業者とは会わないことを原則とし

かっ厳正に損害賠償を相手方に請求し、 回収する ていたのに、 矢野議員が今勝建設闘であり、 元組

乙と。」の2項目の 「住民訴訟の高裁判決につい 合理事長の北川氏を同行して、 町の幹部職員と面

ての説明等を求める請願書」（資料；第7-4）を 会し 乙とです。 これらは、 いずれも議員としての

提出しました。 乙の請願についても、 議会討議を 政治的倫理的な問題でした。

経て、 賛否が6 対6 になり、 渡辺議長の裁定で この二つの疑惑について審査し、採決した結果、

否決となりました。（資料；第7・5「くまとり議 ①は、 3 （ 阪 上、 重光、 藤本 ）: 3 （白問、 服部、

会だより」） 佐古）となり、 不 聞に付すことになり、 ②は、 4

（阪上、 重光、 藤本 、 自問）: 2 （ 服部、 佐古）と

(6）副議長：矢野議員へ倫理審査請求 なり、 議会として倫理違反を認定し、 矢野議員に

私たちは、 2014 年 （H26) 2月25 日、 町民 警告することになりました。 そして、2014 年（平

214名の署名をもって、 「矢野議員についての政 成26) 10月7 日9月定例議会最終 日の本 会議

治倫理審査会への請求J （資料；第7・6）を行い の休憩中の正午過ぎ、 審査会の議員にも、 請求人

ました。 委員長に白間議員が就任し、 第1回の

政治倫理審査会 （ 以下、「審査会」 と称す）は、

請求から1ヶ月余り過ぎた3月27 日から始まり

10月2 日まで、 公開の審査会が11 回と非公開

にも秘密で、 議運の鈴木委員長だけが立会い、 渡

辺議長が矢野議員に警告し、 警告文を手渡しまし

た。 審査結果は、「くまとり議会だより」（資料；

第7-7）に掲載されました。 この審理において、

の複数回の協議会が開催されました。 ①の結論は、 どう見ても誤りですが、②の結論は、

審査会が、 矢野議員の出席を求めたところ、 矢 常識的です。 白閣議員が②について、 常識的な判

野議員は、 いったん 「出席して証言する」と約束 断をしたことは、 評価できます。

1 8  



l熊取町の談合と住民訴訟の経過 大浦 正義

矢野議員と追随派議員の理不尽な妨害によっ て計算しています。 反対に、 追随派と推定できる

て、 審査請求から7ヶ月余の審理期間の割には、 議員数 （ 得票数）が、 8名 (10 ,156 票）から6

不十分な結果になりました。 議員の政治的倫理的 名 （7 ,081 票、 マイナス3 ,075 票）に大幅に減

な規範として、 有意義な審理内容ですから、 議会 退しました。 この結果によって、 良識派が議会の

の議事録本文を読んでください。 多数を占め、 町民の期待が、 より多く町政に反映

なお、 審査会の審理が継続中の6月議会にお

いて、 矢野副議長について「矢野正憲議員に関す

するようになりました。

一方で、 追随派の得票数と議員数が大幅に減

る政治倫理審査会の開催に関して、 矢野正憲議員 退した中で、 矢野議員は4 年前より、 254 票増

が裁判所に提出した政治倫理審査会続行禁止等仮 の1592 票を獲得し、 トップ当選しました。 投票

処分命令申請など、 正規の手続きで開催された政 結果が公表された後「あれだけ問題になった『矢

治倫理審査会の正常な運営を混乱させる行為は、 野議員が、 何 でトップ当選した』のか」につい

おおよそ副議長として容認できるものではない。」 て「追随派議員は、 他にも数名いるが、 もっとも

との不信任決議が賛成多数で採択されました。 し 忠実な働き手として、 矢野議員に票が集まった。」

かし、 矢野議員は、 反省することなく、 辞任しま とか、「前回比べて、 矢野議員が、 危機感をもっ

せんでした。 て、 早くから奮闘して、 同情票を集めた。」「元の

(8）町議会議員選挙・ 良識派が多数に

2015年 （H27）年4月26 日の町議会議員選

挙において、 投票率が48 .0% （前回52%）と大

変低い状況でしたが、 良識派と追随派の勢力が逆

転しました。

矢野票が、 相当減っても、 選挙に出なかった追随

派の鈴木票や田中正旗票の合計2000 票以上から

移って、矢野票が減った分以上に増えた。」などと、

しばらく住民の話題になりました。

(9）矢野議員のミソギ （1課）は済んだか

熊取町の投票率が低いのは、 改善すべき深刻な 2015 年（平成27) 5月に、 選挙後に臨時会

問題です。 町政 （町長・行政と議会）への無関心 が開催され、 議長選挙と副議長選挙が実施され

が、 談合や不公正な政治の温床です。 恒常的な談 た。 議長選挙で重光議員と矢野議員が争い、 重光

合については、 建設業協同組合の幹部と町の行政

幹部に主な責任がありますが、 議会の行政チェッ

クと入札改革を実現できなかった点では、 議会に

も責任があり、 追随派の責任が大きいです。 そし

て、 町政 （町長・行政と議会）への関心が弱かっ

た町民の責任でもあります。

私たちが、 選挙前に行った3項目アンケ ート

結果 （追随派5名は回答を拒否・ 無回答、 資料；

第7-8）や当選後の議会活動から見て、 良識派と

推定できる議員数 （得票数）は、6名 （6 ,725 票）

から8名 （8 ,556 票、 プラス2,670 票）に大幅

に増えました。 選挙運動上の失敗があって、 最下

位の当選者の得票数とは、 僅差で落選した良識派

議員の票数 （538 票）も、 良識派の得票数とし

議員が8票、矢野議員が6票で重光議長が誕生し、

副議長選挙では、 鰹谷議員と佐古議員が争い、 鰹

谷副議長が誕生しました。

矢野議員が議長立候補にあたって、 短い演説を

した後、 良識派議員が談合問題に関連して矢野議

員の議長としての資質について、 批判的に質問し

たところ、 矢野議員は、「 私は、 先の選挙でトッ

プ当選させていただき、 ミソギ （棋ぎ）は済んだ

とd思っている」と反論しました。

しかし、 選挙はミソギの場ではありません。 辞

書には「 課とは、 身に罪や積 （けが）れのある者、

また神事に従事しようとする者が、 川や海の水で

からだを洗い清めることです。」とありますが、

矢野議員の罪や織れは、 選挙ではなく、 矢野議員
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自身が、 自らの行動によって清算 （洗い清める） れば、 町としては、 全く痛みはありません。

すべきものです。

矢野議員が、 長年にわたって、 選挙や生活の経 (11) 賠償金基金の設置を求める請願

済的支援を受けてきた義父 ・北川一彦氏と義父が 私たちは。 9月議会に対して、 2 つ請願「談合

代表を務める今勝 建設闘が、 未だに損害賠償金者 賠償金を基金として管理運用するととを求める請

支払っていませんU 矢野議員がミソギとして、 実 願」（資料； 第7-9）と 「 小・ 中学生の新入生の

行するべきことは、 義父に「月2万 円でも払っ 就学援助金の一部を早期に支給するよう求める請

たら」と助言することではなく、 自身が入手した 願」）（資料； 第7-10）を提出しました。 乙の二

今勝 建設の不動産など 私財を投げ打ってでも、 賠 つの請願は、 良識派議員の賛成多数によって採択

償金を支払い、 精算して、 町民の福利に誠心誠意 されました。「くまとり議会だより」 の最新号に

尽くすことではないかと思います。 議会審議の様子 （資料； 第7-11 「 くまとり議会

だより」）が掲載されています。 私たちは、 それ

(10）弁護士報酬訴訟の地裁判決が確定 らが実現し、 住民福祉の向上するととを願ってい

2014 年 （H26) 3月14 日弁護士報酬訴訟を ます。

提起しました。 簡単な裁判であるにも関わらず、

と 9 回の公判と2 回の和解協議を経て、 2015 年 むすび

9月3 日判決が下されました。 「住民の会」は、 本 誌の発 刊 と2015 年11月

中西町長と町顧問弁護士は、 弁護士報酬裁判に 28 日 （ 土 ） の 「熊取町の談合と住民訴訟の経過」

ついては、 従来にない熱意をもって真剣に取り組

みました。 そして、 中西町長は、 地裁判決を不 服

として、 9月議会において「控訴を提起して、 高

裁の判断を伸ぎたい。 さらに上告もしたい」と議

会に提案し、 発言しました。

議会は、 町長らの冷静さを欠いた熱意を押し止

めて、 良識ある判断により控訴提案は否決され、

地裁判決が確定しました。

報告会をもって解散 します。

「住民の会」が解散する今 日まで、 会員のみなさ

んの共同の意思と行動によって、 住民訴訟の勝 利

を迎えるととが、 出来ました。 また、 多くの町民

のみなさまの ご理解と ご支援が、あったからこそ、

今 日を迎えることができました。 心から感謝を申

し上げます。

私たちより、先発の「熊取見張り番」と後発の「住

いつまでも、 町長が、 町民との無益な争いに熱 民の声・くまとり」のみなさんとの協力・共同が、

意を注ぐのではなく、 現在の優先課題である債権 大きな力を発揮しました。 ご支援と ど協力に感謝

回収に尽力するべきです。 中西町長や町の顧問弁 を申し上げます。

護士が、との裁判にかけた情熱の10 分の l でも、

債権の保全と回収に積極的に取り組んでいれば、

債権回 収率 40 .6%とい う 惨憶たる現状には、 な

らなかったと思います。 そして、 との数ヶ月また

は1 年聞に、 債権 の回 収に全力を尽くし、 回収

不能金がでれば、 不 真性連帯責任を負う北川氏と

西尾氏から回収する等、 債権整理の目途を立てる

私たち原告の弁護団は、 社会正義のために闘う

優秀な理想の弁護士であり、 私たちの法廷闘争を

圧倒的な勝 利に導いて下さいました。 ありがと う

ございました。

良識派議員のみなさん、 ありがとう ございまし

た。

みなさんの奮闘と ご支援があったからこそ、 そ

ようにして、 すでに支払った住民訴訟の弁護士報 の勇気に共鳴しながら、 私たちも、 今 日まで前進

酬 ： 約2280 万円を談合業者に請求し、 弁済させ することができました。 町政改革は、 容易ではあ
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りませんが、 議会が果たす役割は大変大き いと思

います。

そして、 20 16年 1月に町長選挙があります。

私たちは、 二元代表制を尊重し、 地方 自治の本

旨を実現する賢明な町長を望みます。

しかし、 町長が誰になろうとも 、 町民と共に働

く町会議員として、 今後も 、 いっそう健闘くださ

るようお願いします。

私たちに暖かく接していただいた町職員のみな

さん、 ありがとう ございました。 町長のために奉

仕するのではなく、 町民全体の奉仕者としての 自

覚と誇り、 責任感をいっそう強く も って、 町民

のために職務に励んでくださることをお願いしま

す。

l熊取町の談合と住民訴訟の経過 大浦 正義

最後に、 会員のみなさんと全ての友人のみなさ

んの ご健康をお祈りし、 一人ひとりの方が、 今後

も 、 熊取町の談合問題の総括と解決のために、 談

合や職務怠慣のない公正な町政と住民 自治の本 旨

である住民福祉の向上をすすめるために、 継続し

てご健闘くださることをお願いします。

私たちも みなさんと一緒に活動することをお誓

いして、 結びの言葉とします。

みなさん、 ありがとう ございました。

(2015年11月9 日）

ぺ ぽで1
斗午ff

'
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報 告

くまとり議会だより 平成21 年3月 発行 N o.4

［ 平成 20年度入札搬改革状況について l （議会の提言に対する 町 か ら の報告） I 
1 「入札 に お い て競争原理が働 か な か っ たJ こ と につ い て

0 F記の 3 点 に つ き 制 限イす一般競争入札 を 導 入

①設計金額 l 億円 以上の土木一式工事 と 水道工事

②設計金額 l 億 5 千万円 以上の建築一式工事
③前号 に 掲 げる も の の ほ か、 ｜町長が必要 と 認め る 工事

2 「競争性 ・ 透明性 ・ 公平性の重視J に つ い て

0 「競争性J の 向上 と し て

①指名業者 に必ず！日］外業者 3 1貯以上 を 選定

②事前 に指名業者名 を 明 ら かに し な い （事後公表 と す る ）

0 f 透明性」 の 向上 と し て

①予定価格の事前公表の本格笑施

②最低制 限価格事前公表時期 の早期化

①設計図書配布 の郵送 及 び実費徴収

0 「公平性j の 向上 と し て

①符公需適格組合加入業者に対す る 力IJ点。〉燐止

②地元点加 点の廃止

3 「熊取町建設工事等随意契約事務取扱要領j 等に基づ き

0 建築一式工 事 B 級等の 発注基準傾 を 5 千万 円 以上 l 依 5 千万 円 未満 と す る

4 「工事請負契約書に損害賠償予約条項が欠如 し て い た j こ と につ い て

0 談合等不正行為があ っ た場合の た め に 下記の条項の追加

①談合等不正行為があ っ た場合、 契約 を 解除で き る

②請負業 者 に 対 し て 損害賠償請求 （契約 金額の 2 0 %） がで き る

①本町が請負者 に 対 し て 金銭債権があ る 場合、 請負 者が本｜町一 に 対 し て 有 す る 保証金返還請求等 と

相殺で き る

5 「請負業者 に 関 す る 各審査会の詳細 な議事録が作成 さ れ て い な か っ たJ こ と に つ い て

0 「熊取町建設工事等業者選定委員 会J の会議録 に つ い て は 、 審議内容 な ら び に 各委員 の 意見等

を すべて 記録す る な ど改善 を 図 る

6 「入札等の執行状況を審査す る 第三者機関が設置 さ れ て い な か っ たJ こ と に つ い て

0 設置す る 方向 で進 め て い る
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議会会議規則第13条の規定に よ り 、 別紙の と お り 提出 さ せて いただき ま す。

平成19年12月 19 日 提出

提出者 熊取町議会議員 大本、撤夫 （賛成者の表記方法を一部変更）

賛成者 熊取町議会議員 文野慎治 渡辺豊子 坂上 巳生男 鈴木 実 椛谷人

町営住宅入札談合事件に端を発 した損害賠償に関す る 決議。

我々 熊取町議会議員は、 去 る 10月 29 日 付で上垣町長に今回の町営住宅入札談合事件に

ついて 、 5 項 目 の 申 し入れを全会派代表者の 申 し入れ と して行っ た。

そ の 中 の 1 項 目 と し て 、 「今回の談合事件の捜査に よ っ て 、 今勝建設株式会社が不 当

な利益を得た こ と は明確な事実であ り 、 町 と して 、 今勝建設株式会社に損害賠償請求を

さ れた し リ 旨 の 申 し入れを行な っ た に も かかわ ら ず、 町は、 我々 議員 に対 し何の相談、

連絡 も な い ま ま 、 12月 5 日 、 今勝建設株式会社に対 し 、 落札価格 6 億6, 1 50万 円 の 6 %で

あ る 3, 969万 円 を損害額 と し、 損害賠償請求を内容証明郵便で送付 し た と の報告 を受 け た。

こ れは熊取町議会議員 と して納得 し難い こ と であ る 。

1 . 平成 18年 8 月 22 日 午前10時か ら行なわれた熊取町営大原住宅建替工事 （第 2 期） の

入札は、 熊取町の規定に よ り 最低制限価格 （ 5 億7, 645万 円 ） を事前公表の上、 行なわ

れた。 そ して 、 指名 業者 5 者の談合に よ り 、 今勝建設株式会社が 6 億6, 150万円 で落札

し て い る 。

2 . 最低制限価格は、 「請負 の契約 を締結 し よ う と する 場合において、 当 該契約の内容

に適合 した履行を確保す る J た め に設け られる も のであ る が 、 12月 12 日 に行われた 1 1

件の工事の入札について は、 大阪市及び堺市以南の業者か ら 選択 した指名 競争入札 を

行ない、 すべて最｛臨lj限価格で落札 さ れて い る 。 今回の熊取町営大原住宅建替工事 （第

2 期） の入札 も 、 談合が な さ れず、 競争原理が働け ば、 最低制限価格に近い価格で落

札 さ れたであ ろ う こ と は容易 に推察で き る。

以上の こ と か ら 、 町は、 今勝建設株式会社に対 し 、 落札価格 6 億6, 1 50万円 と 最低制限価

格 5 億7, 645万 円 と の差額であ る 8, 505万円 を損害賠償額 と して請求す る こ と を強 く 要望

する。 以上、 決議す る 。

平成19年12月 19 日 大阪府泉南郡熊取町議会

以上、 よ ろ し く ご審議の方、 お願いいた し ま す。

議長 （藤原敏司君） こ れを も っ て説明 を終わ り ます。 （ 以下、 一部省略）

本件は、 原案の と お り 決す る こ と に賛成の諸君の起立を求めます。 （起立 1 5名 ） 起立

15名 全員で あ り ます。 よ っ て 、 町営住宅入札談合事件に端を発 し た損害賠償に関す る 決

議は可決 さ れま した。
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報 告

平成 20 年 4 月 1 2 日 確定 した刑事判決文は、 実名 で書かれています均九 個人の人

権と人格を尊重する趣旨 と個人情報保護の観点か ら、 氏名の箇所は記号に して、 表示

しま した。 記号化は、 理解の妨げになる と は思いますが、 ご了承下 さ い。

以下、 大原住宅競合刑事裁判の判決です。 現物 と 文言 と 同 じですが、 書式その他、

必要に応 じて変更 しま した。 （空白の箇所は検察のマスキングのため不明）

平成 20 年 3 月 2 8 日 宣告 裁判所蕎己官 藤田 和巳閉

平成 1 9 年 （わ） 第 6 4 1 8 号

判 決
A (K. K. ) 

B (N. A. ) 

C (K. T. ) 

D σ. K. ) 

上記の者 ら に対する 各談合被告割引こついて、 当裁判所は、 検察官太田健二並びに

被告人A (K. K. ） 主任弁護人兼被告人 C (K. T. ） 、 被告人D (T. K. ） 弁護人奥野寛、 被告人

B (N. A. ） 弁護人甲 田通昭、 被告人 C (K. T. ） 主任弁護人兼被告人A （比 K. ） 弁護人関伸治

及び被告人D (T. K. ） 主任弁護人沙々 木睦各出席の上審理 し、 次の と お り 判決する。

主 文
被告人A (K. K. ） を懲役 1 年 6 月 に、 同 B (N. A. ） を懲役 1 年 2 月 に、 同 C (K. T. ) 

及び同D (T. K. ） をそれぞれ懲役 1 0 月 に処する。

こ の裁判が確定 した 日 か ら 、 被告人A (K. K. ） に対 し、 4 年間、 同 B (N. A. ） 、

同 C (K. T. ） 及びD σ. K. ） に対 し 3 年間、 それぞれのその刑の新玲猶予する。

理 由
（罪 と な る べき 事実）

被告人A (K. K. ） は、 建築工事等を業 と する今勝建設株式会社 （以下 「今勝建設」 と

い う 。 ） を実質的に経営 し、 同社が組合員 と して加入する建築工事の共同受注等を業 と

する熊取建設業協同組合 （以下 「組合」 と い う 。 ） の代表理事であ っ た も の、 被告人 B

(N. A. ） は、 組合の専務理事であっ た も の、 被告人D σ. K. ） は、 組合の事務責任者であ

っ た も の、 被告人 C (K. T. ） は、 今勝建設代表取締役であ る が、 大阪府泉南郡熊取町が

平成 1 8 年 8 月 2 2 日 を入札 日 と して新子する 「熊取町営大原住宅建替工事 悌 2 期） 」

1/4 
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の指名競争入札に関 し、 その指名 通知を受けた今勝建設に落札 さ せ よ う と 企て、 同入

札の指名 通知 を受けた株式会社山本工務店代表取締役E (Y. N. ） ほか指名業者 3 社の代

表取締役 ら数名 と 共謀の上、 公正な価格を害する 目 的で、 同工事の指名競争入札に際

し、 同月 2 1 日 こ ろ か ら 同月 2 2 日 ま での問、 同町大久保中 3 丁 目 ・・所在の今勝建

設事務所内及び同町野田 1 丁 目 1 番・・所在の熊取町役場付近において、 今勝建設に

同 工事を落札 さ せ る こ と で合意する と と も に、 上記株式会社山本工務店ほか 3 社の入

礼金額を今勝建設の入礼金額を超える金額 と する 旨協定 し、 も っ て入札の公正な価格

を害する 目 的で談合 して も のであ る。

（証拠の標 目 ）

※ かっ こ 内の 甲 乙番号は、 証拠等関係カ ー ド記載の検察官請求証拠番号を示す。

被告人 4 名 の 当公判廷にお け る 各供述

被告人A (K. K. ) （乙 2 , 3 ） 、 同 B (N. A. ) （乙 7 , 8 ） 、 同 C (K. T. ) （乙 1 1 ,  

1 2 ） 及び同 D (T. K. ) （乙 1 5 ,  1 6 ） の各検察官調書

捜査報告書 （甲 1 , 3 ） 写真撮影報告書謄本 （甲 2 5 )  

履歴事項全部証明書 （甲 2 , 4 ,  5 ,  1 0 , 1 3 , 1 8 ) 

（法令の適用）

被告人 4 名 の判示所為はし 、ずれも刑法 6 0 条、 9 6 条の 3 第 2 項、 1 項に該当する

と こ ろ、 いずれも所定刑 中懲役刑 を選択 し、 その所定刑期の範囲内で被告人A (K. K. )

を懲役 1 年 6 月 に、 同 B (N. A. ） を懲役 1 年 2 月 に、 同 C (K. T. ） 及び同 D (T. K. ） をいず

れも懲役 1 0 月 にそれぞれ処 し、 いずれも情状に よ り 同法 2 5 条 1 項を適用 して、 こ

の裁判が確定 した 日 か ら 、 被告人A (K. K. ） に対 しては 4 年間、 同 B (N. A. ） 、 同 C (K. T. ) 

及び同 D (T. K. ） に対 しては 3 年間、 それぞれの刑の執行を猶予する こ と と する。

（量刑の理由）

本件は、 判示の と お り 、 被告人 4 名 が、 熊取町営住宅建替工事の指名競争入札に際

して、 他の指名 業者の代表者 ら と 共謀の上、 被告人A (K. K. ) （以下 「被告人AJ と い

う 。 ） が実質的に経営 し、 被告人 C (K. T. ) （以下 「被告人 C 」 と し 、 う 。 ） が代表取締役

を務め る今勝建設に同工事を落札 させる こ と を合意する と と も に、 他の指名 業者の入

札金額を今勝建設のそれを超える金額 と する 旨協定 した と し 、 う 談合の事案である。

組合では、 昭和 6 1 年の設立当初か ら 、 組合主導に よ る 談合を行っ て き ていた。

すなわち、 組合では、 熊取町発注の建設工事を、 あ ら か じめ定めた順番に従っ て順次
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落札 し、 2 巡 回 か ら は樹L金額が低かっ た業者か ら順次落札する と い う ノトノレを定め、

組合員が均等に落札でき る よ う にする 一方、 チャ ン ピオン と 呼ばれる 落札予定業者は、

ボー リ ング と 称 して町役場の担当部署に行き 、 積算書類等を示 しなが らその示唆を得

て設計金額を探 り 出 し、 これを基に予想 さ れる入札予定価格に近い入札金額を決め、

他の指名業者には これよ り も 高額の入礼金額を決めて これで入札する よ う に指示 し、

その際、 各指名 業者が提出する参考内訳書の原案を渡す と い う 方法での談合を繰 り 返

してき でいたのであ る。 その談合体質には根深い も のが あ る と と も に、 こ の よ う な談

合を繰 り 返 した末に行われた本件犯行は、 組織的、 計画的な犯行であ り 、 ま た 、 常習

的なき凶子であ る。

さ ら に、 本件談合において、 被告人 ら は、 談合破 り を防止する ため、 現場説明会の

後設計図書を回収 して他の入札業者に積算 させない よ う に した り 、 他の入札業者に対

して当 日 にな る ま で入札金額を指示 しないな ど、 九念な方法を と っ てい る のであって、

こ の点で も悪質である。

本件談合に従って入札が行われた こ と に よ り 、 今勝建設は 6 億 3 0 0 0 万円 で落札

している と こ ろ、 落札率は 9 5 .  8 パーセ ン ト と 高u 、 本件談合が行われず、 自 由競

争が行われていれば、 今勝建設か らの下請価格等か ら して も 、 相 当 に低川 町格で落札

さ れた と 予測 さ れる と こ ろであ り 、 被告人 ら は、 多額の町民 ら の税金をいたず ら に消

費 させ、 食い も の に した と いえ る のであって 結果 も到底軽視でき ない。

被告人 ら 4 名 を個別にみて も 、 組合の代表理事であっ た被告人Aは、 熊取町長に対

して経審点の上乗せを働き かけて実現 し、 地元企業に よ り 入札を独 占 しやす く して、

組合の談合体質を温存強化するのに寄与 してき た上、 本件においては、 前記の と お り 、

落札業者を 自 ら が実質的に経営する今勝建設 と 決め、 指名業者か ら の設計図書回収を

指示 した り 、 被告人 B (N. A. ) （以下 「被告人B J と い う 。 ） に対 してチャ ン ピオン と し

て行 う 作業を指示する な ど、 中心的な役割を担っ ている。 ま た 、 被告人Aは、 （ － － －

2 行にわた る空 白 ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ・ －

？ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ） その規範意識も低い と いわ ざる を得な川

被告人 B において は、 組合の専務理事をい う 重要な地位にあ っ て 、 本件以前の談合

において も これを主導 し、 本件では、 被告人Aの指示を受け、 ボー リ ングを して入札

予定価格を算出 した上、 入札金額を決定 し、 設計図書の回収を指揮 し、 参考内訳書を

作成 して他の入札参加者に配布 し、 他の入札参加者にそれぞれの入礼金額を指示する

な ど、 不可欠の重要な役割を果た している。

被告人 C において は、 今勝建設の代表取締役 と して、 持ち回 り でチャ ン ピオン と な

って工事を受注 して利益を得る う ち、 被告人D (T. K. ) （以下 「被告人DJ と い う 。 ） に
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おいては、 組合の事務責任者 と してチャ ン ピオン業者か ら 渡 さ れた参考内訳書を指名

業者に渡 した り する な ど して談合に加担 し、 組合の職員 と して給与を得る う ち、 本件

犯行を敢行 している のであ る。

以上に よれば、 被告人A及び同 B の刑事責任は相応に重 く 、 被告人 C 及び同 D の刑

事責任も軽視 し得ない。

しか しなが ら 、 他方、 本件談合に よ る損害金額について は争いが残っ て い る も のの、

熊取町は、 今勝建設に支払 う 請負代金について、 本件談合に よ る 損害金 と 相殺す る こ

と と してお り 、 実質的にみれば町が受けた損害の回復は図 られて い る こ と 、 組合は実

質的に解体 し、 少な く と も組合を舞台 と した談合が再発する こ と は考 えに く い こ と 、

被 告 人 4 名 に お い て 事 実 を 認 め て 反 省 の 態 度 を 示 し て い る こ と 、 （ 空

白 ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ？ ・ ・ ・ ・ ・ ？ ） 被告人A、 同 B 及び同 D において

は、 それぞれ組合の代表理事、 専務理事、 職員 を辞 してお り 、 今勝建設 も組合を脱退

している こ と 、 被告人Aについては、 1 0 0 万円 を瞭罪寄付 して い る こ と 、 弟が当公

判廷に出廷 し、 今後被告人Aの監督を誓っ てい る こ と 、 健康状態が優れない と こ及び

その年齢、 被告人 B については、 本件談合に加担 した こ と に よ り 得た 5 2 5 万円 を返

還 している こ と 、 長男が 当公判廷に出廷 し、 今後被告人 B が本件の よ う な犯行に及ぶ

こ と のないよ う 協力する 旨誓っ ている A及び｜司 B と の関係で、は従属的な立場にあ っ た

こ と 、 妻が 当公判廷に出廷 し、 被告人 C が反省 している 旨供述 し て い る こ と 、 健康状

態が優れないこ と 、 被告人D については、 やは り 被告人A及び被告人 B と の関係では

従属的な立場にあ っ た こ と 、 今後の刺龍先が確保 さ れてい る こ と 、 と の妻が 当公判廷

に 出廷 し、 被告人D の指導監督を誓っ ている こ と な ど、 それぞれの被告人に と っ て酌

むべき 事情 も 存在する。

そ こ で、 こ れ ら の事情を総合考慮 し、 被告人 4 名 に対 して は、 それぞれ主文掲記の

刑に処 した上、 刑の執行を猶予する のが相 当 であ る と 判断 した。

よ っ て、 主文の と お り 判決する。

平成 2 0 年 3 月 2 8 日

大阪地方裁判所第 1 3 刑鞠
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裁判長裁判官 宮崎英一印

裁判官 三上孝浩閉

裁判官 鮫島寿美子閉
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資料 i 第 3 過去の談合 に よ る 損害賠償に関する決議

平成20年 1 2月熊取町議会定例会会議録
平成20年1 2月 3 日 開会 平成20年12月 19 日 閉会 （ よ り 抜料。

［ こ の前大幅に省II洛］

過去の入札における熊取建設業協同組合及び加盟業者への損害賠償に関する決議
熊取IDTにおけ る公共工事入札については、 その平均落札率が異常な高率 （95～97%） であ

り 、 長年にわた り 『談合疑惑』 が議会で も 取 り 上げられて き たが、 それを立証す る 手立てが

無 く 『疑惑』 の ま ま推移 して き た。

2007年10月 熊取町において、 熊取建設業協同組合幹部 と 組合員企業に よ る 町営大原住宅第

二期工事の入札についての談合が発覚 し、 熊取建設業協同組合北） I 卜彦理事長 ら組合幹部 と

今勝建設株式会社麗霊醤醤代表取締役の 4 名 が逮捕 ・ 起訴 さ れ、 2008年 3 月 28 日 有罪判決が

下 さ れた。 こ の司王件を契機 と して、 熊取1irrにおいての入札制度改革が よ う や く 始ま っ たo

0裁判において明 ら かにな っ た こ と 。

1. 2 月 8 日 、 初公判において検事は、 4 被告 ら が町営大原住宅第二期工事において悪質な談

合 を した事、 し か も 、 長期にわたっ て計画的 ・ 常習的に談合を繰 り 返 して き た事を厳 し く 糾

弾する 論告を行っ た。

2 .  3 月 28 日 、 宮崎英一裁判長は 「組合は1986年の設立当初か ら談合を主導 してお り 、 組織的

な犯行」 と 述べ、 被告 4 人に執行猶予付き の有罪判決を 下 した。 被告 ら は控訴せず判決が確

定 した

以上の事ーか ら 、 長年の 『談合疑惑』 が、 検察論告及び判決文の指摘 「談合は長期にわたっ

て計画 的 ・ 常習的に繰 り 返 されて き た」 に よ り 裏付け られた。 検察調書 と 論告、 判決文な

ど に よ り 事実を確認 し 、 過去の入札における不法行為に対 し 、 毅然た る 方針の も と 、 法的な

損害日剖員を求め るべき で・あ る。 さ ら に、 刑事裁判の被告企業 ・ 今勝建設が原告 と して熊取町

を訴えた裁判においての主張は、 談合を行なっ た 当 事者 と しての反省が一切感 じ られない も

ので、あっ た。

よ っ て 、 熊取IHTが 「過去の入札」 について損害H剖賞を提起する こ と は、 長年続いた談合関

係業者の不法行為に よ る損害を回復す る も のである。 貴重な税金を犯罪行為 に よ り 不 当 に搾

取 さ れた熊取lllT民の厳 し い怒 り の声を汲み取 り 、 実現 させる ため、 また、 時効の問題 も あ る

こ と か ら 、 早急に英知を結集 した取 り 組みを行 う こ と を強 く 要望する。

以上、 決議する。

平成20年12月 19 日 大防丙熊取町議会

以上が決議文の内容で ございます。 以上、 ご審議よ ろ し く お願いいた し ます。

［以下大幅に省II洛］

議長 こ の採�－は起立に よ り 行います。 本件は原案の と お り 決する こ と に賛成の諸君の起

立を求めま す。 〔起立 1 1名 〕 起立多数であ り ます。 よ っ て、 過去の入札におけ る熊取建設

業協同組合及び加盟業者への損害 日剖賞に関する決議は可決 さ れま した。
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資料 4 : 2009.3 .住民監査請求.doc

2側 年 作成 21 ＂＇三 ） 3 月 3 日
熊取町監査委員 各位

熊脚I職員等措置請求書 （住民監査請求）
1 . 請求の要旨
A 請求の対象 中酉誠鵬取町長
a 対象の行2島 平成 18 年度の大原住宅建替第二期工事の入札談合事件が平成 19 年 10 月 に発覚 して、 ・ー

圃幽薗良今勝建設 C株） 祖長 と �tJ I 卜彦熊取建設業協同組合 （以後は組合 と 略す） 理事長 ら 4 名 が競売入札

妨害 （談合） 容疑で逮捕、 起訴された。 このJR庫栽判の論告において、 検察は組合幹部の主導によ り 組合

企業が 「長年にわたっ て計画的 ・ 常習的に談合を繰 り 返 してき た』 と被告人 ら の供述その他の詞弧に も と

づ く 事実を指摘 し、 本件入本l談合を断罪 した。 大阪地撒宮崎裁判長は 「組合では、 昭和 61 年 （1986 年）

の設立当初か ら組合主導によ る 談合を行っ てきた。 」 （平成 20 年 3 月 28 日 判肉 と 検察論告の事実を認め、

4被告に有罪判決を下 し丸 被告 らは控訴せず、 判決は 4 月 12 日 に確定 した。

以上によ り 、 熊取町は組合業者 と 不当 に高い工事契約を長年にわた り 数多 く 結ばされ、 巨大な佐封切霊

済的損害を被っ て き た事実が明 らかlこなった。 に もかかわ らず、 平成 20 年 1 月 に就任 した中西熊取町長は、

判決確定後 も真相を伸月 し、 組合企業 と組合幹部 らに対 して熊取町の損害賠償請求をする な ど町民の損害

回復 と 町政へ州言欄回復 と に取 り 組かせ と こ ろ、 いまだに新T してし 、な凡

C. 理由
(1 ） 昭和 61 年の組合結成以来、 熊取町の入宇l案件の多く は、 組合主導の談合によ る不当 に高い 契約であっ

た。 「多額の町民 らの税金をいたずら に消費 させ、 食い 物に しJ （判決） て、 各企業は多く の利益を不当に

獲得 し、 組合は上納金を得丸 熊取町に巨大な損害を与えた組合幹部 と組合企業の責任は官主である。

(2） 上垣前町長は談合発覚後の明或 19 年 1 1 月 12 日 『工事関係者が談合罪で起訴され、 行政の長 と して責任

はまぬがれな川 12 月 19 日 の町議会最終 日 司鞠殺するJ と意思表示 して、 町長 4 期 目 の 5 ヶ 月 余を勤め

ただけで、 真相解明 と 損害回復の責｛壬を も果たす努力を怠っ たま ま慌ただ し く 辞任 した。

熊取町の請負鰍ち全体の樹l率 （予定価格に対する献し価格の比率） の平均は平成 15 年度 97. 5%、 16

年度 96. 5%、 17 年度 97. 7%、 18 年度 93. 6%、 19 年度 10 月 ま で 92. 0%であった。 熊取町の入札について

は、 「指名 は適切州 「一般競争入札がな く 、 指名競争入札 と 随意撤ヲばか り J rラ ンク付けが不透明j 「落

机車が異常に高率j な ど問題点や 「談合疑惑」 が、 以前から公然と指摘されていた。

確定判決と その事実認定の基礎と なった供述調書によれば、 談合発覚まで長き にわたって組合幹部 と チ

ャ ン ピ ョ ン 組合の献し予定企業8 は、 ボー リ ングと称 して複数の担当剖曙を巻き込み精度の高い談合入

札を新T していた。 ま た、 相 I I一彦理事長i訴審審点の上乗せキ大原住宅第 2 期工事の地元業者指名 な どを

上垣正純前町長に働き かけて実現し；ι 前町長が組合の談合の企てに同調 し、 談合防止の施策を実施する

努力を怠った費出ま重い。

(3） 平成 20 年 1 月 に就任 した中西町長は、 4 月 に刑事朝宇の判決が確定 して住民キ議員から過去にわた る損

害回復を求める要望キ意見があっても拒否 し、 必要な行政の努力を怠っ た。 そ して、 12 月 19 日 熊取町議

会が 「過去の入札における建設業協同組合及捌E盟業者4コ損害賠償に関する決議J を議決 したに も かか

わらず、 未だに必要な真相解明 と適切な損害回復の措置を怠っている 中西町長の責任も軽視でき ない。

D. 生 じた損害

賀料 ； 第 5-1 ( 1 ) 

33 

1 



報 告

資料 4 : 2009.3.住民監査請求.doc

(1) 巨大な損害の う ち、 組合企業に よ る損害に限定 し、 損害賠償請求を事件発覚の年度 （平成 19 年掛 か

ら過去 5 年間に限定 （平成 15 年～19 年即 して、 次の損害を熊取町は最大限に巨躍する よ う 努めなければ

な ら なし 、。

談合発覚後に組合企業治事除されて平成 19 年度 12 月 から再開 された 18 件の入札において 13 件が劇民

制限価格で樹しされ、 さ ら に平成 20 年度の 48 件すべてが、 最低伽��細格で献しされた。 また、 過去 5 年

間に全 加 件の.ML，の う ち樹l率 90% 徹合の可制金が高川 以上を除く と 49 件の う ち 32 件（伍 3%） が

劇醐j限価格での落札であった 以上によ り 、 談合のない状況での競争入札は最低榔肺格で樹しされ可

制症が極めて高いこ と が明 らかである。 この期間、 組合企業が樹し した案件 1筋 件 （係争中の大原住宅第

2 期工事の損害にかかわる今勝裁判な ど 2 件は除く ） を 『判決が事実認定 した談合j に よ る も の と 判断 し

て、 熊取町に生 じた企業別の損害金額は、 企業ごと の献し合計 と 最低制限価格の合計 と の差額 と して、 一

覧表の通 り 紐合企業 26 社 186 件の合計の損害賠償請求額は 9 億 6869 万 5750 円 （税込み） である。

(2） 巨大な担金院艦済的損害の要因 と なった談合を主導 した組．合幹部の責任は重大であ り 、 上垣前町長に も

怠る事実治宝あ り 責任は重く 、 相当の損害賠償の責倒2ある。 また、 その後、 熊脚Tは入キl政革の一歩を踏み

出 したが、 中西町長が刑斡朕確定後には速やかに期目の解明 と 損害回復に取 り 組むせ と こ ろ、 その努力

を怠っているため損害の巨腹が樹氏b 、る。

E. 請求する措置
地方自治法 242 条第 1 項にも とづき 、 監査委員が下記4 項の新Tを通 じて熊取町の損害巨臓をはか り 、

町攻への町民の儲鈍回復につ と める よ う 中西町長に勧告する こ と を請求 しますユ

記
( 1 ） 組合企業には反省 と 町民への謝罪を求める と と も に、 談合によ る損害 と して、 z1.陵の通 り 組合企業 26 社

に対 して 9 億 ωω 万 5750 円 （税込み） を損害賠償させる。

( 2 ） 組合元幹部には町民への謝罪を求め る と と も に長期にわた り 談合を主導 した�tJ I ト彦組合理事長には

5000 万円を、 西尾明治専務理事には 4側 万円 を、 輔師勝輔組合職員には 2000 万円 を損害賠償させる。

( 3 ） 上垣正純前町長には真撃な反省、を求め、 3 期 目 の 「退職金 1094 万円」 （ 4 期 目 5 ヶ 月 分同国最金は受納

せず） と 『4 年 5 ヶ月 の報蹴総額（5557 万 5000 円） の 20%=1 1 1 1 万円」 及抑I長が制 l ト彦理事長に依頼

した 自 宅改修費での I値引 き額800 万円j な どの合計 3005 万円 を損害賠償させる。

( 4 ） 中西誠町長には、 反省を求め、 大阪地織の刑噂判決確定の 4 月 に遡って報酬 （76 万円） の 10%を減額 し、

誠実に過去の損害巨腹に取 り 組むまで減俸措置を継続する。

事実誼朝の添付資料
(1） 大原住宅立替第二期工事談合朝物 2008 年 3 月 28 日 大阪地欄l決 4/14 確屯

ω 損害賠償の対象 と なる熊取建設協同組合談合企業及て賂賠償請求額の一覧表 と 付属資札

(3) 2008 年 12 月 19 日 『過去の入札に林伸剛嚇損害賠償に関する決議l 熊取町議会。

(4） 談合発覚当時の新聞各社イ ンターネ ッ ト報道 と入利用題調査滑別委員会議事録のー剖惇 し。

2 . 住民監査請求人 （ 2 1 ） 名 住 所 対反府泉南郡盤血盟
職 業
氏 名 ＠ 次ページに続く
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資料集

2010. 1 . 7 . 

熊取町を良くする住民の会・代表幹事
大胸符泉南郡熊取町大久保南 5-1-23 大浦正義

同 桜ケ丘 2-1-13 粉野隆一

1 2 月 議会決議の実行を求める要請

平成 21 年度 12 月 22 日 、 12 月 議会 ・ 本会議において、 私た ちが求めた議会請願 「中西町長に恒
常的談合に よ る損害の賠償請求を求め る決議J （※ 1 ［請願の趣旨］ 12 月 議会におし 、て 「中西町長は、 平

成 21 年度中に住民訴訟の原告主張を受け入れて、 熊取建設業協同組合 と 23 業者及E組合幹部に対 して、 過去 5

年分の損害賠償請求を期予せよ」 ： ） が、 賛成 2 / 3 の多数 （議長を除 く 在籍議員数 14 名 の う ち賛成
8 ： 反対 4 ： 棄権 2 ） で議決された。 また、 その直後に、 平成 20 年 12 月 議会決議 （※ 2 ・ 賛成 l l)
と 同趣旨ではあ る が、 私たちの住民訴訟の進展 と 議会請願の内容を踏ま えた新たな決議 （※ 3 )
も議決された。

私たちは、 町長が こ れ ら の議決を遵守 して、 次の二つの準備書面を大阪地方裁判所に提出する
よ う 要請する。

(1） 町長は、 今勝裁判 【平成 20 年（ ワ ）第 お臼 号】 の応訴にあた り 、 刑事判決文な どの確定刑事責撮
（以下、 刑事責強） と 問独 自 の調査結果 と に も と づいた地裁準備書面およ ひ瞥訴理白書において、

過去の恒常的な談合についての事実認識を も っ て応訴 した。 こ の事実認識に も と づ き 、 2 月 10 日
第 4 回公判ま でに、 「不知」 連発 した準備書面を改め、 新たな準備書面を提出する こ と 。

(2） そ して、 ①談合の被害者 と して町長が入手 した多数の組合業者の調書な ど恒常的談合を立証する
刑事証録と ②今勝裁判の準備調書で主張 した 「町の独 自 の調査」 のま緑 と 証言、 信浦名審査会の
議事録キ脅且合に渡っ た指名業者表な ど入札指名 の関連資料、 及ひ泡潜乳業者 ・ チャ ン ヒ。オンのボ
ー リ ン グの対象 と なっ た職員及び 目 撃職員の証言、 な どの証拠と 証言の書証を添えて、 恒輔句談
合を さ ら に立証する 準備書面を 2 月 中に提出する こ と 。

1 . 裁判の経過と論点は何か ？

( 1 ） 中西町長 ・ 被告の態度 と 問題点 ；
①今勝裁判 【平成 20 年（ ワ ）第 お64 号】 の町の平成 20 年 5 月 7 日 第一回被告 （町） 準備書面おい

て、 刑事記録が認め る事実だけでな く 、 町の独 自 調査に も と づいて、 「本件談合入札が建設業協
同組合の主導でお こ なわれ、 しかも 、 それ以前か ら行われていた こ と が判明 した」 と 主張、 大
原住宅第二期工事談合だけでな く 、 過去から恒常的な談合があった と 主張 した。 ま た、 それ ら
の事実を根拠に、 組合 と 今勝建設、 4 業者を指名停止 し、 その他の 18 の組合業者には指名 回避
の措置を と っ た と 主張 しt�

②町長は議会答弁では、 町が各工事の個別具体的な証拠を上げて立証する必要であ る か ら 、 過去

の談合の損害賠償の請求 も 、 訴訟提起 も 出来ない と 主張 した。 また、 平成 21 年 3 月 議会で、 証
拠を見つ け る ために、 議会も協力 して欲 しい と 、 議会に調査を求める発言を した。 しかし、 議
会に設置 された百条委員会が、 調査のために町の持つ刑事記録の提出を求めた と こ ろ、 中西町
長は拒否 した。 こ の中西町長の言行の不一致は住民への背信行為であ る。

@2α沼 年 5 月 28 日 住民訴訟を提起 した 日 のテ レ ビ報道のイ ンタ ピューで中西町長は 「今、 調べた
と こ ろ談合はなかっ た」 と 公言 して、 大原住宅第 2 期工事談合の一件の他には、 談合はなかっ
た と 町民に印象づけて、 住民の批判の高ま り を回避 しよ う と した。
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④中西町長が住民訴訟に応訴 した答弁書では、 原告 ・ 住民が刑事記録を引用 して指摘 した恒常的
談合についての多く の事実について、 ほ と ん どを 「不知j と して、 第三者の よ う に振る舞い、
原告 と 敵対（利益相反） している。 これは、 住民 自 治の本旨に反する態度であ る。

(2) 7 月 10 日 第一回公判 ： 裁判長は、 次回公判 （9/30） ま でに相手方 ・ 組合業者 ら対 して、 原告

が指摘 した恒常的談合の各工事について談合 したか、 女認否する よ う に と 指示 した。

(3) 9 月 30 日 第二回公判 ：

。目手方業者 ら は、 裁判長が指示 した女認否を実行 しなかっ た。 相手方は、 イ明寺、 何処で、 誰が、

どの よ う に談合を したのか、 各事項の具備句な事実を指摘する よ う 原告に要求 した。

②原告は、 「すでに起訴状で恒常的談合の構造を明 らかに したが、 各工事の談合の詳細については、

捜査権のない原告には個別 ・ 具体的に立証する こ と は不可能であるが、 組合主導の も と で、 ど

の よ う に談合が新子されていたか、 恒常的談合の概要を明 ら かにする J と 答弁 した。 裁判長を

原告の主張を認め、 相手方に再度女認否する こ と を求めた。

(4) 1 2 月 4 日 第三回公判

①原告は、 157 件 （落札率 gg偽以上、 ま たは、 検察調書 ・ 談合一覧資料に B ラ ン ク 公共工事） の入

札について、 入札 日 、 入札参加業者 と 落札業者 （チャ ン ヒ。オン） 、 その入礼金額を一覧表資料で

明 ら かに した。 そ して、 町の入札業者への指名通知、 チャ ン ピ ョ ンの確定、 談合における現場

説明の意味、 チャ ン ヒ。オンに よ る ボー リ ングの時期 と 方法、 チャ ン ピオンに よ る落札金額の決

定、 他の業者への入礼金額の指示の場所 と 方法、 入札 日 の入札酎尉子為 と チャ ン ヒ。オンの落札

確認、 賦課金 （樹L金額の 1 %） 徴収ま で、 組合主導の恒常的談合の構造のなかでの組合 と 組

合業者の依存関係、 談合の具体的プロ セスの概要を明 らかに した。 （原告の準備書面 2 )

針目手方代理人 （弁護士） は、 原告が各工事の談合の各事項を個別 ・ 具体的に立証 していなし 、 と

報鋤に主張 した。 これに対 して、 原告代理人は、 恒常的談合が組合主導の も と で、 指名 か ら入

札 日 の前後 2 週間に、 組合に よ るチャ ン ヒ。オン確認、 チャ ン ヒ。オンに よ る ボー リ ン グ と 入札価

格決定、 他の指名業者への入礼金額の指示な ど、 各工事の談合を立証 した と 答 えた。

③裁判長は、 原告の主張を受け入れて、 相手方に対 して次回の公判 日 （第 4 回公判） 2 月 10 日 ま

でに女認否する よ う に強 く 求めた。 さ ら に、 相手方に対 して、 認否出来ないな ら 、 なぜ認否出

来ないか、 その理由 を説明する よ う に求めた。

2. 中西町長は、 議会決議を遵守して、 訴訟姿勢の転換を。

刑事事件の裁判においては、 裁判所は捜査権をもっ検察 ・ 警察に犯罪について厳 し く 具榊句な

立証を求め る のが原則である。 しか し、 損害賠償請求の民事訴訟においては、 裁判所は捜査権の

無い被害者に厳密な立証責任を負わせていなし 、。 損害賠償を させるためには、 違法な行為によ り

損害を受けた被害者が、 その原因を作っ た者に対 して、 損害発生の事実関係、が分かる よ う に可能

な限 り 合理的に立証すれば足 り る。 第 3 固までの審理の流れが、 原告に有利に展開 しているのは、

原告が確定判決な ど刑事記録 と 町の資料に も と づいて、 恒常的談合に よ る町の損害について事実

関係を可能な限 り 合理的に立証する よ う に努めて裁判を進めてい る か ら に他な ら ない。

中西町長が、 原告 ・ 住民と 敵対する従来の態度を転換 し、 3 つの議会決議を遵守 して、 恒常的

談合の事実を明 ら かにする 上記二つの準備書面 と 書証を速やかに提出する こ と 、 及び、 過去の恒

常的談合に よ り 熊取町に損害を与えた お 業者 と 熊取町建設業協同組合、 組合幹部 ら に対 して損害

賠償を請求する態度を明確にする こ と を要請する。
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町建設工事をめぐる住民訴訟の最高裁判所決定 について （控訴審判決が確定 しました。 ）

熊取町H Pよ り
標記の住民訴訟に関し、 平成25年 1 2月 1 7 日 に最高裁判所より 上告を棄却するなどの決定 がな

され、 控訴審判決が確定しました。 （ 1 2 月 1 8 日 に同裁判所から決定調書の送達が本町にありまし

た。 ） この上告は、 控訴審判決を不服として、 控訴人 （町長） の補助参加人 （建設業者ら ） から提起さ
れていたものです。

控訴審判決では、 熊取建設業協同組合 （解散） の主導により談合がおこなわれた町発注の建設工

事を 1 44件と認定 （推認） し、 町の被った損害を3億7, 474万9, 7 25円 と認める とともに、 建設業者

23者及び個 人2人に対し、 それぞ、れの認定額及びこれに対する平成2 1 年6 月 6 日 から支払済みま
で年5分の割合による金員を熊取町に支払うよう請求せよと命じています。

町といたしまして は 、 この判決の 内容を重〈受け止め 、 今後 は建設業者らに対する損害賠償金等の
請求や入札参加停止措置の検討など、 速やかに必要な対応をおこなってま い り ます。

最高裁判所における決定 内容
第 1 主文

1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び 申 立費用 は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、 民事訴訟法

第 3 1 2条第 1 項又 は第2項所定の場合 に隈られるところ 、 本件上告理由 は 、 理
由 の不備 ・ 食違いをいうが、 その実質は事実誤認を主張するものであって、 明 ら

かに上記各項に規定する事由 に該 当 しない。
2 上告受理 申 立てについて

本件申 立ての理由 によれば、 本件は、 民事訴訟法第3 1 8条第 1 項により 受理

すべきものとは認められない。

注） 民事訴訟法第3 1 2条 ： 上告の理由 、 民事訴訟法第3 1 8条 ： 上告受理の 申 立

住民訴訟の経過
・ 平成2 1 年5 月 28 日 （訴訟提起）

「平成1 5年 か ら 1 9年までの町発注工事のうち 、 熊取建設業協同組合 （ ※平成20年3 月 に既に解
散） 加盟業者のみで入札が行われ、 同加盟業者23者が落札した工事1 57 件について、 談合が行わ
れ町に損害が生じているとして、 各工事の契約額と最低制限価格との差額の総額8億5 , 983万9,

7 50円を当該23者lこ、 また談合を主導したとして、 組合幹部であった元理事長に5千万 円 、 元専務

理事に4千万円 、 それぞれ損害賠償請求を行うことの義務付けを町長に求める。 』 として訴訟提起
・平成24年6 月 8 日 （第 1 審判決）

請求対象工事 1 57件のうち 1 44件について、 組合の主導によ り談合が行われていたもの と認め 、

合計5億5, 7 3 2 万4, 7 7 5 円 を建設業者23者及び個人2人に対し、 それぞれの認定額を町へ支払

うよう損害賠償請求を行うことなどを町長に命じた。
・第1 審判決後、 判決を不服とする （第1 審被告） 補助参加人からの控訴提起
・平成25年5 月 1 0 日 （控訴審判決）

請求対象工事 1 57件中 1 44件については、 組合の主導によ り 、 入札に参加した組合加入業者の

聞 で談合が行われたものと認定 （推認） され、 町の被った損害については 、 第 1 審での認定額5億5,
7 32万4, 7 7 5 円 を変更 （減額） し、 合計3億7 , 474万9 , 7 25円 と認め、 建設業者等に対して、 それ

ぞれの認定額 （合計） を熊取町に支払うよう損害賠償請求をすることを熊取町長に命じた。
・控訴審判決後 、 多数の （上告人兼申立人） 補助参加入 （建設業者ら） は 、 この判決を不服とし上告
・平成25年 1 2月 1 7 日 （最高裁判所の決定） 上告の棄却決定等によ り 、 控訴審判決が確定
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報 告

2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 日

熊取町長 中西 誠 殿

熊取町を良くする住民の会

代表幹事 ・ 大浦正義 熊取町大久保南 5-1-23

－ 柏野隆一 熊取町桜ケ 丘 2-13-1

住民訴訟の判決確定に伴う要望書（2)
2 0 1 3 年 1 2 月 1 7 日 、 最高裁は、 相手方 （元談合組合の 2 3 業者 と 幹部 2 名 ）

に よ る 上告棄却決定を下 し、 高裁判決が確定 して、 既に 1 ヶ 月 余 り が過 ぎた。 こ の

間、 1 2 月 2 0 日 に提出 した要望書についての回答が あ り 、 要望の趣 旨 と そ の 回答

に も と づ く 懇談 を今年 1 月 1 7 日 に も っ た。

大阪高裁が認めた損害回復は、 組合業者の約 2 0 年間 に わた る 恒常的談合 に よ る

町の損害の わずか 5 年分に過 ぎず、 平成 2 0 年 6 月 6 日 か ら 支払 日 ま で年 5 分の遅

延利息を加 えた賠償金総額は約 4 億 5 千万 円 で あ る 。

そ の懇談の 中で、 明 ら かに な っ た こ と は、 一つ は、 既に損害賠償金等 を支払 っ た

3 業者を除いて、 2 0 業者 と 幹部 2 名 に対 して 2 月 1 4 日 を期限 と し て 、 損害賠償

金等を請求 した こ と 。 1 4 日 損害賠償請求に応 じ な かっ た相手方に対 して、 損害賠

償請求訴訟 を提起す る こ と 。 そ して、 強制手段を も っ て 、 損害賠償金 を 回復す る 予

定であ る こ と 。 昨年 6 月 の高裁判決後 7 月 初旬 に 2 業者が、 そ の後 1 業者が損害賠

償金等 を支払 っ た。 3 業者が談合発覚か ら 6 年余、 刑事判決か ら 5 年 8 ヶ 月 、 議会

決議か ら 5 年、 住民訴訟 を提起 してか ら 、 4 年 7 ヶ 月 が過 ぎて 、 よ う や く 判決が確

定 した。 中西町長は、 従来の態度 を改め、 各相手方か ら確定判決に従 っ た全劇賞額

を着実に回収 し 、 公正な 自 由競争の入札業務を確保す る な ど、 岡敬に対す る 町民の

信頼回復を継続的 にはかる よ う 下記の項 目 について、 実行す る よ う 要望す る 。

記

一、 膨T確保に向 けた取 り 組み

1 . 談合を行っ た業者か ら 、 本件各談合を反省 し、 二度 と 談合を行わない こ と を誓約する 旨

の書面及び速やかに判決記載の損害賠償を庸子 （既に賠償 した二業者を除 く ） する こ と を

誓約する 旨の書面を直ちに提出 させる こ と

2 . 上記書面の提出 と 損害賠償の履行に着手 しない業者に対 しては、 直ちに指名 を停止また

は回避する こ と

3 . 上記書面を提出 した業者名 を広報 「 く ま と り 」 に掲載する こ と
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4 . 損害賠償請求権を保全する ため、 対象業者に対する財産の保全措置を直ち に行 う こ と 、

及び既に資産の隠、匿を図 っ た業者 ら に対 しては、 隠匠財産の調査を行い、 しかるべき保全

措置を直ちに と る こ と

5 . 町長の職務怠慢に よ り 、 賠償金に回収不能金が生 じた場合、 そ の全額を弁済す る こ と 。

二、 談合再発の防止に向 けた取 り 組み

1 . 熊取町の入札に参加する全業者に対 して、 「談合行為な ど違法行為は一切れ 1ません。

談合摘発に協力 しますJ と し 、 う 内容の留守書を提出 さ せる こ と

2 . 入札参加を近隣市町 ・ 堺市 と 泉州、1 8 市 4 町の業者に求めて、 公正な競争入札の条件を熊

取町において確保 し、 関係市町に も 同様の措置を と る よ う 要請 し、 実現する こ と

3 . 入札監詰見委員会の拡充 と 公開をはか り 、 工事名や入札参加業者、 入礼金額 と 落札金額、

落札率等を含め、 議事録の詳細を公開する こ と 、 さ ら に、 入札の結果、 違法行為の疑いが

生 じた場合、 厳正に対処する こ と

三、 住民要求や議会議決 と 誠実に向 き 合っ て、 回収 した損害賠償金の使途決定

1 .  「子育て支援j 施策のいっ そ う 拡充にあて る こ と

2 . 平成 2 4 年 6 月 議会におけ る 「議会のイ ン ターネ ッ ト 中継実施を求める請願j について

の議会議決を尊重 し、 速やかに実現する こ と

以 上
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報 告

2014 年 9 月 2 日

熊取町議会議長 渡辺 豊子 殿

北川氏 と 今勝に対する債権者破産の申 し立て等を熊取町に求める請願
請願者 民詣－－－－－ － － ・H・...・H・－－……H・··－印 ｛主m：態！.��－－－·······…・・

【椅顧の趣旨】
北川一彦氏（以下、 北川氏） と今勝建設捌（以下、 今勝） は、 賠償金支払いについての裁判上の和解協議で、 月

2万円 （年額24万円） を支払う旨を意思表示した。 これは、 彼らが負担するべき賠償金の遅延利息にも満たず、

「町に賠償金を完納する意思はなLリとの意思表示である。

熊取町は、 この不誠実な北川氏と今勝との和解協議を打ち切り、 裁判所に判決を求め、 判決後、 遅滞なく裁判

所に債権者破産を申し立てることを請額する。

【簡顧の理由】
1 . 平成0年3月 大阪地裁は、 大原住宅第二期工事談合は、 建設業共同組合 （以下、 組合） の理事長 ・ ;jtJ l l氏

ら が主導 した恒常的談合の結末だ と 指摘する有罪判決を下 し、 判決は4月 に確定 した。

平成21年5月 に住民訴訟が提起 され、 大阪地蹴 と 大阪高裁は、 慎重な事実審理の結果、 組合の恒常的談合

144件を認定 し、 相手方25者に対 し、 損害買舗を請求する よ う 中西町長に命 じた。

2 . 平成 25 年 12 月 17 日 の最高裁決定によ り 、 高裁判決が確定 した。 賠償金額は、 計約 3 億 7 千万円である

が、 これに対する平成 21 年 6 月 6 日 か ら、 支払済みまで年 5 分の遅延利息を加算 した賠償金の合計は、 約

4 億 5 千万円である。 12 月 20 日 、 町はね i i氏に 5 千万円 （不真E室帯責任） 、 今勝に約 1, 593 万円 （遅延利

息、は年約 79 万円） な ど賠償金未払いの相手方に対 し、 賠償金を請求 し、 さ ら に平成 26 年 3 月 4 日 に仮執行

宣言付き の損害賠償の請求訴訟を提起 した。

3 . 平成 26 年 7 月 末 日 ま でに 9 者が賠償金を完納 し、 5 者が一部を前払い した結果、 賠償金の回収合計は、

約 1 億 6, 563 万円 になった。 そ して、 町は、 賠償金を支払 う 意思がある 12 者の各賠償金の完納に向け、 分

割払いについて杭解協議中である。 一方、 制 ｜ ｜氏 と 今勝の 「月 額 2 万円 を支払 う 」 と の意思暗示は、 「賠償

金を完納する意思がないj と 宣言 したに等 しい。 賠償金は、 数年の う ちに完納するべき であ り 、 これに反

する和解条件を町は認め る べき ではない。 彼 ら は、 誠実に和解協議に向かっ ている人々 の賠償金支払い意

思に水を差 し、 賠償金の全額回収を妨害する役割を果た している。

4 .  ;jtJ l l氏は、 組合を実質的に支配 し、 組合資産を私的に祈却 していた実績がある。 また、 ;jtJ l l氏は、 今勝

の不動産 （土地 ・ 建物） に、 娘婿 ・ 矢野正憲議員や一族を住まわせ、 住居費な ど多額の経費を供与 した り 、

親族の企業に、 資産 ・ 資金を不当 に隠匿または流用 した り 、 昆惑が多い。 そ して、 大阪府信用保証協会は、

今勝の不動産に根抵当権を設定 し、 極度額を 9360 万円 と していたが、 デフ レ進行下で、 その不動産価値は

半額ない し三分のー と 想定され、 担保価値は相当 に減額 していた。

5 .  8 月 12 日 熊取町議会の射台倫理審査会において、 矢野議員は① 「保証協会が、 今勝。刈昔金 ・ 約 1 億 5 千

万円 を代位弁済 し、 今 も 、 今勝には巨額の残債がある。 J ② 「今勝の不動産価値は、 約 1,500 万円程度であ

っ た。 J ③ 「信用保証協会の職員が、 我が家を訪問 して、 私に買い取る よ う 求めたJ 等、 不審な証言を した。

審査会か らの質問に対する保証協会か らの回答によ り 、 ＠が ウ ソだ と 判明 した。 8 月 29 日 審査会では、 「③

は、 私の思い違いJ と 弁明 したが、 その他の弁明にも、 疑惑が多 く 残っ た。

以上の通 り 、 北川氏 も今勝も、 その負債 ・ 借入金 と 資産 ・ 資金の流れは、 未解明であ り 、 真相は閣の中で

ある。 町は、 「請願の趣旨J の通 り 、 ;jtJ i l 氏 と 今勝の破産を裁判所に申 し立て、 裁靭l所が指名 した管財人によ る

期目。鴻酬をえて、 賠償金を公正 ・ 厳格に回収するべきである。 以 上
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資料 ； 第 6・4 2011 年 9 月 ．総務文教常任委員会 と 10 月 本会議の議事録 ： 債権者破産の請願

議会議事録よ り

請願第 3 号 ：

北川氏 と 今勝に対する債権者破産の申 し立て等を熊取町に求める請願

熊取町議会 ： 議録〔平成26年9 月 定例会〕 〔総務文教常任委員会〕平成26年9月 22 日 （月 曜）

委員長 （自問泰男君） 議会会議規則第92条第 1 項の規定に基づき 、 本委員会へ出席を求め られ

ま した紹介議員は前のほ う へ着席願います。 それでは、 請願第 3 号 北川氏 と 今勝に対する

債権者破産の 申 し立て等を熊取町に求め る 請顧の件を議題 と いた します。 本請願書の朗読に

つき ま しては、 9 月 12 日 の本会議において行っ てお り ますので、 省略いた します。

なお、 紹介議員から補足説明があれば承 り ます。 補足説明はあ り ませんか。

識員 （藤本 語君） ： 先ほ ど 9 時半か ら請顕者によ る説明等が行われま した。 あれは議事録に

載っている んですか。 載ら ないんですね。 非常に重要な こ と をおっ し ゃ られてお り ま した。

こ こ の前列にい ら っ し ゃ る 各おのおのの議員、 やは り 生の住民の方の声を受け と めて真撃に

判断 していただき たい と 思います。

政？台倫理審査委員会の場におき ま して、 多数決では、 矢野議員の不信任 と 第 1 項 目 めの詐

害行為については 3 対 3 と い う 半々 、 過半数を割れたために 3 分の 2 には至 ら なかっ たから

否決されま したが、 3 対 3 と い う 重要な数字を得ている わけですよね。

結局、 何を言いたいか と い う と 、 矢野議員の不明瞭な取引 に関 しては、 我々 は警察でも裁

判所で も あ り ませんので法の樹T権があ り ません。 言っ てみる と 、 言っ た者勝ちの状態にな

っ ているわけですよ。 矢野議員は、 政治倫理審査会において 当初の発言を覆 してお り ます。

記櫨違い と い う びっ く り する よ う な答えでひっ く り 返 して、 ああい う 発言 自 体がにわかに信

じがたい と い う か、 非常に う そ も含めた も う ま こ と に信 じがたい発言 さ れてお り ますので、

私はあれ、 真実ではない と 思います。 矢野議員が主嗣句に動いて、 土地を主体的 に買 っ た と

思います。 残念なが ら 、 我々 議員 も 強制力があ り ません。

ですので こ の請願、 債権者破産 と い う のは、 唯一報府権、 調査権を有 してい る の は裁判所

も し く は警察です。 こ こ に も う 委ねるべき ではないか と。 実質、 月 2 万円 の弁済額と い う の

は、 実際払えません と 言っ ている の と 同等や と 思 う んですよ。 その辺 も 十分に皆 さ ん、 こ の

2 万円 の価値ですよ ね、 ほんま にそれでいいのか。 ある意味モ ラ ルハザー ドを起 こ していま

すよ。 聞 く と こ ろに よ る と 、 あ る 方が矢野議員のチラ シを持っ て保証協会に行っ た ら しいで

すわ、 事業用資金を借 り ている方がね。 「これ、 熊取問議会議員が こ んな こ と をやっ て る ん

やっ た ら 、 わ しの借金、 わ し 自 己破産 して息子に家を買わすけ どえ えんかこれ。 j こ こ に政

治倫理審査会の委員の方も い ら っ し ゃ る と 思いますけれ ど も 、 こ の よ う なモ ラル破綻が、 モ

ラルハザー ドですわ、 起き ているんです よ 、 現場で。 恥ずか し く ないんですか、 そ う い う 態

度を と られた方は。 住民の方か らする と 、 町民の代表であ る議会議員の方が率先 してやっ て

いる こ と やっ た ら 、 こ のス キームに乗っ てわ し も借金をチャ ラ に したれ と い う ふ う な流れに
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なっているんですよ。 町民の、 住民の方を代表する議員 と して私は非常に恥ずか しい結果を

射台倫理審査会で出 した と 思います。

話を も と に戻 します。 結果 と して、 我々 には調査権があ り ません。 お金の不透明 さ につい

ては、 請願人の大浦 さ んが書いてお り ますよ う に、 やは り 資金的な こ と に関 しては非常に疑

念が多い と い う ふ う に こ こ に記載されていますよね。 こ のま ま泣き寝λ り する のではな く 、

債権者破産 と い う 公が用意 した唯一残 された道を と るべき こ と に よ っ て、 本当 の と こ ろ は ど

う か と い う のを私は追及すべきゃと 思います。 たった 2 万円 の弁済金な ど、 全燃撤町に対

して誠意を見せてお り ません。 それが現職議員の義父である方の答えか と 。 また、 血縁であ

る のな ら ば何で も っ と 、 熊取町の町民の利益を優先する議員が横におる わけですか ら 、 ょ う

2 万円 で許 した と 思います。 やは り これは、 も う 我々 、 劇剖倫理審査会 も こ う い う お組末な

結果を残 したわけですか ら 、 司法の場に委ねて適正に、 も う ク リ ア に して全てを明 ら かにす

る必要がある と 思いますので、 私はこ の請願を支持する わけであ り ます。 以上です。

委員長 （自問事男君） 坂上議員、 お顕い します。

譜員 （坂上巳生男君） ： 今、 藤本議員 よ り 肝心な点はほ と ん ど述べ尽 く されたか と 思いますけ

れ ど も 、 先ほ どの請願書の補足説明の中でも重複 して述べてお られま したが、 自 己破産を 申

請 していない北川氏が月 額 2 万円 の支払いで和解を 申 し込んでいる と 。 月 2 万円 の支払いで

は100万円程度の車を購入 してそれを 5 年間でロ ーンで払 う の と 同 じ よ う な程度の負担だ と 、

そ う い う ふ う に具体的な例を述べてお られま した。 月 額 2 万円 の支払いで何 と か勘弁 してほ

しい と い う ふ う な和解の申 し入れ と い う のは、 ほかのま じめに損害賠償の支払いに応 じ よ う

と 努力 してお られる業者の方々 に対 して も極めて悪い影響を与える と 。 その こ と で支払い を

渋る業者が出て く る かも しれない、 そ う いっ た こ と も述べてお られま したが、 それは全 く そ

の と お り だ と 私も感 じてお り ます。

42 

私は、 �l:Jl l一彦氏がかつて百条委員会の場で発言 した こ と がいま だに脳裏に焼き ついてお

り ます。 彼は、 私の質問の中でそれに答えて平然 と 、 「談合なんかやっ てません」 と 、 そ う

い う こ と を平気で言いま した。 それは、 町営住宅談合事件で有罪判決を受けて、 その直後に

聞かれた百条委員会 と はまた別途改めて聞かれた百条委員会の場での発言で した。 その と き

には町営住宅談合事件以前の過去の談合についての問題が焦点になっ て き た時期であ り ま

すけれ ど も 、 その際に北川一彦氏は、 「過去の町営住宅の既に談合になった こ と について も 、

談合なんかやっ ていませj と 、 そんな こ と を平然 と 百条委員会の場で述べる 人物であ り ま し

た。 そ の こ と に対 して私は激 しい憤 り を感 じてお り ます。

彼は、 建設業協同組合を創設 した中心人物 と して熊取町の建設業界に多大な影響を与え続

けてき た人物です。 そ して、 彼が設立 した建設業協同組合に加盟 しなければ町の入札工事も

と れない と 、 そ う い う 状況の中で、 多 く の業者は談合の組織に加担する こ と に対 して一抹の

良心の阿責も感 じなが ら、 恐 ら く はそ う だっ た と ，思いますが、 仕事を と るがために組合に加
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盟 して談合に も協力 してき た と 。 その談合の張本人である北川一彦氏が、 多 く の建設業者が

努力 して損害賠償に応 じ よ う と している 中で 「月 々 2 万円 の和解で何 と かお さ めて も ら お

う 」 と い う こ と を平然 と 述べている と 、 これは全く も っ て許 しがたい、 恥知 らずの行為だと

私は感 じています。

これに対 して、 債権者破産 と し 、 う 方法で損害賠償は と れる のか と 疑問 に感 じてお られる方

も い る で し ょ う けれ ど も 、 これま での政治倫理審査会の中 で も 問題にな り ま したが、 1 億

5, 000万円 の負債をまだ信用保証協会に対 して残 している と 。 その多額の負債が一体 ど こ か

ら発生 して き たのかと い う こ と について、 多く の方が不審に感 じてお り ます。 そ の よ う な負

債がなぜ生まれる のか、 その負債を生んだか ら く り が ど こ かに あ る んではないか、 北川一彦

氏は巧妙な手口 を使っ て資産を隠 している んではなし 、かと い う こ と に対 して 多 く の方が疑

問を感 じてお り ます。 そ う いっ た点を明 ら かに して、 損害賠償を と れ る 可能性があ る んであ

れば徹底 して最後 ま で追及する と い う こ と を 申 し立てているのが今回の請願だ と 私は感 じ

てお り ます。 ぜひ、 こ の請願については誠実に ご審議いただき 、 可決を していただき たい と

い う ふ う に思います。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

議員 傭本 龍君） ： 再補足なんですけれ ど も 、 恐 ら く 町が今回の矢野氏の裁判、 詐害行為の

請求に関 してお互い裁判 し合っ て、 いや町も と れるお金がない と し 、 う ふ う な答えは、 何か佐

古委員がおっ しゃ っ てま した よね。 あれイ可で したヵ、 「町が と れる債権がないか ら裁判 し な

いJ と か言 う てま したよね。 何ゃっ たかな、 「詐害行為取消不存揖青求確認訴訟J において

熊取町は と れる債権がない と 言っ てb 、ますけれ ど も 、 それは単に今回問題になっ た矢野正憲

が現在居住 している 土地建物に関 しての登記繍謄本に よ る もの、 も し く は熊取町の弁護士が

する こ と は各種謄本、 固定資産の名 寄也候 レベルや と 思 う んですよ。 実際、 捜査権がな けれ

ばそ こ ま でで と ま り ます、 大体権利関係 と い う のが。 そ こが限界なんです よ ね。 ト ータ ルで

例えば ど こ ぞの樹子に幾 ら あ る と か と い う のは、 権限がないんででき ないわけなんですよ。

私、 税理士もやっ ていますけれ ど も 、 そ う し 、 う 場合、 税務署は調査権が あ る ので、 全て現

預金を名 寄せで集めて き ます。 その権限 と い う のは恐 ら く 熊取町の弁護士はないので、 やっ

てないはずで寸。 やは り こ う い う ふ う な公の債権者破産の 申 し立て をする こ と に よ っ て 、 破

産管財人 と い う のは さ ま ざま な ノ ウハ ウ を有 してお り ますので、 恐 ら く はし 、 ろ んな と こ ろ 、

あ ら ゆ る 手段を通 じて北川一彦の資産を洗い ざ らい全部名寄せで集め て き ます。 今、 それを

されていない段階で、 「北川一彦の言いな り に、 言 う がま ま に、 特に大久保の矢野正憲の家

だけの登記簿で判断 して、 いや と れる財産がなし 、」 と し 、 う のは、 本当 に何もやっ ていない、

用意 ドンで、 はいやめま したみたいな状況だ ι思 う んですよ。

やは り 権限が あ る 人、 破産管財人が洗い ざ ら い全て名 寄せ して き ますので、 今は見えてい

る のは大久保の登記簿、 も し く はその他、 北
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き ただけの不動産だけ？すので、 流動資産は見えてないわけです。 見れる権限がないですも

ん、 警察 じ ゃ あ る ま い し、 裁判所 じゃ あ る ま い し、 熊取町の弁護士 も し く は今回の樹子のか

かわっ た人 ら はそ こ ま で調査権限がないんでね。 それでいいんですか、 �ti l l一彦及び今勝建

設に対する債権、 月 2 万円 の弁済で。 何も調査 しないで向 う の言 う が ま ま で終わ らす と い う

のは本当 に これは任務慨怠に等 しい と 思 う んで、 皆 さ ん、 その辺 よ く 考えて く だ さ いね。

何 ら調べ上げていないんですよ。 大久保の土地だけで議論 し合っ ただけです よ 、 政治倫理

審査会。 あれで非常にむな しいな と 思っ たのは、 権限がなかっ たから ですわ、 調査権限ね。

ですので、 こ こ は も う 公の破産管財人に委ねてきれいに して も らいま し ょ う よ。 それで判断

すべき ゃ と 思し 、ます。 これ、 ほんま に何も してませんよ。 「謄本だけの世界で、 b 、や北J I I一

彦は支払い能力ないんやJ と 、 う のみにでき ません よ 、 これほんま に、 普通こ の辺の財産関

係の仕事 していた人か ら言わせていただ く と。 何ら調べ上げ られてお り ませんので、 よ く よ

く 請願者の趣旨及び債権者破産 と い う 、 法が こ の よ う な規定を置いている趣旨を理解 してい

ただき たい と 思います。 既に現場ではモ ラルハザー ドを起こ していますので、 それでいいの

か と い う 皆様の倫理観も 問われているわけです。 以上です。

委員長 （自問泰男君） 以上で補足説明 を終わ り ます。

それでは、 本請願の取 り 扱いについて委員皆様のご意見並びに ご質問 を承 り ます。 ご意見、

ご質問はあ り ませんか。 鈴木委員。

聾員 （鈴木 裏君） 今、 藤本議員のほ う から いろんな疑問点等を説明 さ れま した。

資産隠 し と い う も のが あ る であろ う と い う こ と でこ の請願が出て い る わ けですけれ ど も 、

北川建設 と 一彦 さ んの資産が今現在マイ ナス と い う こ と にな っ て い る んですね。 1 億数千万

円 のマイ ナス と い う こ と になって、 2 万円 で と い う 形の話が裁判所のほ う で進んでき ている

と い う こ と か ら 始ま っ ている と 思 う んですけれ ども 、 まず、 鮒Tがお金を貸す と き には、 あ

る 一定それになる担保物件 と い う のは必要になっ て く る わけですよね。 それは、 家ほかし 、 ろ

んな も ろ も ろの も の を含めて鮒子が担保と して受けている と 、 と っ ている と い う 形なんです

けれ ど も 、 これだけ債務超過 したね l 健設、 相 l ト彦氏の、 樹子 と していかに資産を調べて、

追加担保の要請 と か請求 と か恐 ら く された中で、 樹子が今ま で保証協会 と の精算に来る ま で

は恐 ら く 樹子も いろんな こ と を調べている と 私比思 う んですけれ ど も 、 その中で、 鮒Tがほ

かの追加担保を と らず して今 1 億数千万円の借金を保証協会 と 話を詰めた中でも う 解決 し

た と 、 その中で1, 500万円で矢野議員が担保物件のついた家を購入 した と い う こ と なんです

けれ ど も 、 恐 ら く 、 そのほかには私はないんかな と し 、 う 気がする んです。 と こ ろで、 これを

まず通 して破産宣告をせえ と 、 �ti l l建設は破産せえ と い う 熊取町が手続を と っ た と き には、

私 ら 、 こ の請願に賛同 して町に こ う い う 行動を起こせ と 言っ た場合に、 何も なかっ た場合、

今の資産以外にない と 、 現企 も ない と い う と き には、 私は物す ご く 町民の方か ら 、 これ出 さ

れた方は数人の方の署名 で出 されている んですけれ ど も 、 熊取町民の方に ど う い う 言いわけ
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をする か と い う こ と 。 言葉はち ょ っ と 適 当 ではなし 、かわか らへんけれ ど も 、 2 万ずつ返 しま

す と い う 10年問返 して も ろ う た ら幾 ら にな る と 計算でき ますよね。 それではし 、かんのですけ

れ ど も 、 誠意を持っ て返 して も ら わなし 、かんのやけれ ど も 、 こ れを破産宣告 した ら も う 返さ

んでええわけです よ ね。 破産宣告をすればも う 2 万円 も返 さ んで も え え と い う 形に な る と 私

は思 う んですけれ ど、 その点 ど う なんで、すか。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

謹員 （藤本 龍君） 鈴木委員は、 以前はやっ た 「半沢直樹j と し 、 う ド ラ マ を見 られま したか。

金廠磯闘が全て万全 じゃないんですよ。 あれは事実に基づいていますよね。 「半沢直樹J 1 

では、 あ る 会社が計画倒産 して半沢直樹がその債権を回収に行 く んですけれ ど も 、 結局、 海

外の ど、っ か預金 口座へた しか隠 しま したよね。

（ 「重良行に失礼ちゃ う か」 の声あ り ）

議員 （藤本 龍君） し 中、 針Tに失礼 じゃなし 、です。 樹子も金闘機関の保証セ ンタ ーが あ る ん

ですよ 、 保証のデータ 。 その中でのや り 取 り は全て網羅 していますよ。 僕、 税理士 と してお

客 さ んの借 り 入れを よ く 手伝っ ているんで、 その辺の仕姐みは よ う わかっ て い る んで、 失礼

云々 じゃな く て、 それが実際なんですよ。 預金の要はブラ ッ ク リ ス ト に載る載 ら ない と い う

信用保証セ ンタ ーのデータ は参照 しますけれ ど、 金闘機関 も 、 他の例えばオフ シ ョ ア鍬Tに

口座があ る と か、 そ こ ま で網羅 していませんので、 そ こ にポイ と お金を放 り 込まれた ら 、 そ

れはわかる わけないで、すよ。 も っ と 言 う た ら 、 例えばA銀行が、 債権者ですね、 も う 簡単に

言 う た ら 、 り そな銀行の人が、 例えば今か ら 押 さ えに行こ う と し づ 人が泉州針子に何ぽ預金

が今あ る かは全 く 知 っ ていません よ 、 金融機関が万全 じゃないのでね。 逆を言 う と 保証協会

が万全 じゃなし 、です。 どこ ぞのオフ シ ョ ア鮒T、 香港上海ア ン ド、パ ン ク コ マース みたし 、な と

こ ろにぽっ と 放 り 込まれた ら 、 パンク ・ オブ ・ ア メ リ カ と か放 り 込まれた ら わか ら ないです

よ。 言っ た も ん勝ちですよ。

金段機関が万全 じゃ ないか ら こ う 私は言っ ている わけですわ。

あ と 、 月 2 万円 、 コ ス ト です よ ね、 200万円。 コ ス ト 、 それはかか り ますけれ ど も 、 モ ラル

ノ、ザー ド起 こ して い る わけですよ。 そんなの社会的に、 月 2 万円 で年間24万円 じ ゃ ないです

か。 借入金の金利に も満たない金額を返 して も ら う よ り も そ ち ら のほ う を と る べ き ゃ と 思 う

んですけ どね。 そんな コ ス ト コ ス ト と 言 う てた ら 、 も っ と 議員の費用 を減 ら したれ と 僕は思

う ぐ ら いなんですけれ ど も ね。

委員長 （自問泰男君） 鈴木委員。

委員 （鈴木 実君） 議員の報酬を減 ら して も私はいし 、 と 思いますよ 、 言 う んであれIえ ぜひ、

ゃっ た ら よ ろ しい。 で も 、 例えばの話を している わけですよ。 も し破産宣告で町が これをや

る と い う こ と になれば、 今の債権がゼ、 ロ にな る わけですよ。 町が と ろ う と する も のがゼ ロ に

な る わけですか ら 、 破産ですか らね。 破産ですか ら 、 その辺を慎重に私は進め る べ き で あ る
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と い う こ と を言 う ている んですよ。

委員長 （自問泰男君） ただいま重光委員から紹介議員 と してお願いが あ り ま したけれ ど も 、 い

かが… ・ ・ ＜ r紹介議員 じゃないですよj の声あ り ） （ 「委員 と して審議の発言を させていた

だき たい」 の声あ り ）

委員長 （自問泰男君） いや、 紹介議員の方 と 質疑 しているわけで し ょ う 。 だか ら 、 も し紹介議

員の質問ゃっ た ら オーケー しますよ。 （ 「審議に入っ たで し ょ う 。 も う 審議に入っ た よ ね」

の声あ り ） （ 「 も う 入っている わけですよ」 の声あ り ）

委員長 （自問泰男君） 審議に入っ ていますよ。 （ 「だから 、 委員 と して発言 させて も ら えればj

の声あ り ） 委員長 （ 白間泰男君） はい、 わか り ま した。 重光委員。

委員 （重光俊則君） 今、 こ の手続が ど う な る か と い う こ と を言われていますけれ ど も 、 全備句

な意見を私はまず述べ させて も らいたい と 思 う んです。 平成25年12月 に最高裁の判決を受け

て、 熊取町は談合業者に対 して損害賠償を しな さ い と い う 命令を出 しま した。 損害賠償がな

い 場合には強制駒子 します と い う こ と を伝えま した。 それで今、 和解交渉が行われていて、

10業者が既に完納 しています。 も う じき 6 業者が和解手続が完了 した と い う こ と で、 議会に

上げ られる と い う こ と になっ ていますよね。
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その よ う に非常に多 く の業者が誠実に短期間でちゃ ん と 損害賠償金を支払お う と してい

る の に、 今勝 と :jtJ J ト彦氏は、 今いろいろ話題になっ ていますけれ ど も 、 「月 2 万円程度で

いいん じゃないか」 と い う よ う な非常に倫理観のない提案を している と。 月 2 万円 と し 、っ た

ら 、 2, 400万円ゃっ た ら 100年かかる んですよ。 100年かかる と い う こ と は、 も う 払わないに

等 しいんですよね。 そ う い う こ と を堂々 と 言っ てい る じ そ う い う 今勝、 :jtJ I ト彦 さ んの今

の損害賠償金を どの よ う に して取るか と い う こ と に熊取町は全力 を挙げるべき だ と い う こ

と なんですよ。

一般的に鮒Tか ら融資 した場合、 融資が払えな く なっ た と い う 場合は、 借 り た ほ う も悪い

が貸 したほ う も悪い と い う のがある んですよ。 だけれ ど今回の場合は、 鮒Tの融資の貸 し借

り じゃ な く て、 「談合 と い う 犯罪に よ っ て熊取町に与えた損害金、 これを熊取町に支払いな

さ い」 と し 、 う 、 そ う い う 命令が町長から 出ているわけです。 それに対 して誠意あ る 回答を し

ていな川 今のま までいっ た ら 、 今のま ま の強制樹子は個別資産、 いわゆる家 と 土地に しか

回収権が及ばないです。 だか ら 、 その資産は今、 矢野議員がま さ に持っ ている資産であっ て 、

も う 今勝 と 北川 にはないわけです。 だか らそ う い う 意味で、 負債が あ る と か払え る も のはな

い と 言っ ていますが、 債権者破産申 し立て を行 う と 、 :It.I l l さ ん と 今勝建設の総資産が引 き 当

て に な る。 今の土地だけ じゃ な く て全ての資産調査をやる わけです。 「全ての資産調査を し

て、 その上で と れる も のがあればそれを と るJ と い う 状況に な る わけです。 先ほ ど藤本議員

が言われてお り ま したけれ ど も 、 債権者破産手続を します と 、 それが決定さ れた ら債務者に

破産管財人に対する説明義務を課すこ と ができ る んです。 破産裁判所に対する重要財産開示
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義務を課す、 これは、 これを違反 した ら刑事罰に処せ られる んです。 非常に厳 しい状況に置

かれる わけなんですよ。 だか ら管財人は、 今ある資産、 土地建物だけでな く 、 全ての資産を

調べる わけなんですよ。 そ う い う こ と を今の状況は、 町民は今勝建設 と �tJ I ト彦 さ んが これ

だけの損害を与えている の に月 2 万円 しか払えない、 今そ う し づ 状況は非常におか しいん じ

ゃ なし 、か と 。 今、 裁判行っていますけれど、 「これで 2 万円 を払えばいい と い う よ う な非常

に滑稽 と いいますか、 言っ てみれば悪質き わま り ないj 提言なんですよ ね。 そ う い う と こ ろ

をやは り 町が き ち ん と 押 さ えてい く んだ と い う こ と をする ためには、 今の資産状況を全て洗

い ざ ら いにする と 。 万ーない場合は と あ り ますけれ ど、 万ーない 場合は、 これは熊取町が最

善を尽 く した と い う こ と で熊取町民は理解でき る と 思 う んです。 今のま ま で全 く 何もせずに、

今勝建設 と �tJ l l一彦 さ んが こ の ま ま 2 万円ずつ払 う こ と を認め る と い う こ と は、 短期間で も

う 16業者も き ち っ と 支払お う と している、 そ う し づ 誠意を無に して し ま う 、 これに対 して熊

取町は何もでき ない と い う こ と にな る わけです。

だか ら 、 非常にまれな と It 'It 、ますか、 これはなかなか少ないんですが、 債権者破産申 し立

て を して管財人に全ての財産を開示 させる と。 その上で とれる と れない と い う のは判断すべ

き で、あっ て、 借金が あ る か ら ないだろ う と し 、 う のは推測で、あっ て、 預金が ど こ にあ る 、 誰に

ど こ に通帳があ る と い う のは全然わか ら ないわけです。 そ う い う と こ ろ を き ちん と 管財人に

調べ させて、 それを開示 した上で と れる も の は と る と い う のが こ の手続なんですよ。 だか ら 、

そ う し 、 う 手続を熊取町がき ちん と 踏んでい く と い う のが、 これは遣問子か ら借 り て返せん よ う

になった金 じゃ な く て、 犯罪に よ っ て町に与えた損害金を町が回収すべき こ と なんですよ。

それに対 して最大限の努力 をする と し 、 う 意味でこ う し 、 う 手続を しない と いけない と い う の

が こ の請願なんですよ。 だか ら 、 そ こ を よ く 理解 して も ら っ て、 今借金が あ る か ら ないだろ

う と い う ん じゃない。 これは、 今強制執行 しで も押 さ え る 資産はないんですよ 、 も う 矢野 さ

んが持っ ている か ら。 北川 さ ん と 今勝建設には資産がない状態にな っ て い る んです よ 、 表上。

だか ら 、 そ う し 、 う 状態 じゃ な く て、 全ての財産を明 ら かに して も ら っ て、 本当 に払えんのな

ら 月 2 万円 で も し ゃ あない と い う こ と にすべき かもわか り ません。

だから 、 そ こ を明確に して、 実際、 と れる ものがあ る んであれば と れる と い う こ と をすべ

き と い う こ と でこ の請願が出 されている わけで、 よ く その辺を理解 していただいて賛成 して

いただき たい と 思います。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

議員 （藤本 龍君） 鈴木委員にお聞き いた します。 鈴木委員は、 毎度毎度上位当選 さ れて、 非

常に支持者 も 多い ι思います。 鈴木委員の支持者に対 して… － － （発言する者あ り ）

議員 （藤本 龍君） わか り ま した。 皆 さ ん、 そ した ら 、 これ今、 重光委員が全ておっ しゃ られ

た と 思 う んですけれ ど も 、 犯罪に よ っ て生 じた町の損害賠償請求権なんですよ。 貸付金 と か

い う そ う し づ 債権 じゃないんですよ。 損害日制賞請求権を十分に追及せずに、 月 2 万円 、 年間
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24万円 で本来の債権額は幾 ら で したかb （ 「2, 000万 と 4, 000万J の声あ り ）

譜員 （藤本 龍君） 2, 000万円 と 4, 000万円、 約6, 000万円。 6, 000万円のあれに も な ら ないです

よ ね、 遅延損害金に も。 それ説明でき ます治、 と り あえず 2 万円返っ て く る か ら 2 万円優先

し ま した と 、 皆 さ ん、 住民の方々 に例えば駅前に立っ て言えますか。

今回の例えばこ う い う 請願が起こ っ たけれど、 私は反対 し ま した。 理由 は、 ひ ょ っ と して

何 も と られへんので、 逆に月 2 万円 も も ら えんよ う になるからやめま した、 と り あ えず 2 万

円 を優先 しま したっ て言 う か、 いや皆 さ んのお金、 多少税金を使わせて も ら っ た けれ ど、 ち

ゃ ん と と こ と ん調べて と れませんで した。 そ っ ちのほ う を住民の方は普通望みませんか。 2

万円、 年間24万円優先 して、 いや不透明やけれ ど と り あえず幕引 き を図 り ま した と い う のは

あ り 得ない と 思 う んです よ 、 現臓の議員に と っ て。

委員長 （白聞泰男君） 鈴木委員。

委員 （鈴木 実君） 私が言 う ている のは、 も しなかっ た場合の こ と を考えて 2 万円 と い う こ と

で、 今、 熊取町 と 北川一彦、 北川建設はまだ和解の裁判中なんですよ ね。 これは決定 した も

のでも ない と し 寸 時点での話を私は している んです。 決定を さ れれば、 こ う い う 形の も ので

破産宣告等を打っ て債権回収にかかろ う と い う 、 そ う し づ 決断はっき ますけれ ど も 、 今、 裁

判が継続中で、 これは 2 万円が ど う な るかわか ら ないですよ。 恐 ら く 町は 2 万円では受 けな

いですよ。 絶対受けないですよ。 だか ら 、 その辺の こ と を見なが らやっ ぱ り こ の手続 と い う

のはやっ ていかなければな ら なし 、かな と い う 気が します。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

議員 （藤本 龍君） 今後の弁済については、 何ら危倶する こ と 、 憂慮する こ と はない と 思 う ん

ですよ。 何 と い っ た っ て現臓の矢野議員の義父、 要は身内ですよ ね。 ま さ か仮に こ れで債権

者破産の 申 し立てで財産がない と 判断されて も 、 少な く と も 幾ばく かの原資は矢野議員が道

義的に、 お父 さ ん払いや と 、 と り あえず 2 万円では納得されている んで、 それは払っ ていた

だける と 思 う んですけれ どもね。

ま さ か債権者破産が成 り 立って、 矢野議員が、 いやお父 さ んイ責権者破産になったから も う

払わんでええのや と 開 き 直る と は思えません。 やっ ぱ り その辺は道義を感 じて、 当初 2 万円

と 言っ て た 2 万円 ぐ ら い払 う ん違いますか。

委員長 （自問泰男君） 佐古委員。

委員 （佐古員規君） ち ょ っ と お聞き したいこ と があ り ま して。 これが、 例えば今、 和解調定中

と い う こ と で、 も し、 も う こ んなのではだめだ と 、 だか ら ちゃん と 即刻払いな さ い と い う 判

決が出た と して、 そ した ら 、 これは今勝建設 と 北川氏が 自 主的に破産 して も ら えた ら一番え

えわけですよね。 それが思想ですよね。 も し これ熊取町が 申 し立て し よ う と した ら、 熊取町

に も 費用負担、 管財費用 と い う のはかかっ て き ます し、 その後、 これに追従す る 業者が、 ほ

んな ら俺も破産 した ら も う 払わんでええんやっ た ら破産する わ と い う のが出てけえへんか
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な と 、 その辺 ち ょ っ と 懸念 している んですけれ ど も 、 し 、かがな も ので し ょ う 。

委員長 （白聞泰男君） 藤本議員。

議員 （藤本 龍君） 佐古委員、 重光委員が先ほ どおっ しゃ られた こ と を全く 理解 さ れていない

ょ う ですね。 重光委員、 ち ょ っ と 自 己破産 と 言 う ては り ま した よ ね、 説明 された ほ う がいし 、

と 思いますわ。

委員長 （自問泰男君） 重光委員。

委員 （重光俊則君） 自 己破産 と い う のは、 企業あ る いは個人 自 身が も う 私の と こ ろには財産が

ないか ら 自 己破産宣告を して、 今の状態を公にする と い う こ と です。

これは、 債権者、 いわゆる 町が破産の 申 し立てをする 、 いわゆる今財産が どれだけあ る か

を明示 して、 今あ る債務に対 して払えないだろ う と し づ 、 表向 き は払えないだろ う と い う 状

態になっ ている のを、 総資産、 今は固定資産だけですけれ ど も 、 それ以外に資産があ る はず

ゃか ら 、 そ う い う の も 全部調べて、 債権者が破産状態にな る 、 いわゆ る 全ての財産を明示 し

て、 と れる も のは と っ て ほ しい と い う こ と を裁判所に言 う わけです。

個人が破産宣告するわけ じゃ ないです。 熊取町が 申 し立て を して、 破産管財人が き ちん と

財産を調べて 、 その上で財産があ る ないに応 じて破産をする んであれば、 その残っ ている現

状認識 される財産を誰に幾 ら分け るべき だ と い う こ と を決めて く れる わけです。 だか ら 、 そ

う い う 自 己破産 します、 私は も う 財産あ り ませんから 自 己破産 します と 言っ て逃げる ん じゃ

ないです。 それは個人が 申 し立てする こ と であって、 裁判所が管財人 と い う き ち っ と したの

を置いて、 全ての財産を精査する わけですよ。 その上で、 あ る も のは全部払b 、な さ い、 払っ

た上で破産 しな さ い と い う こ と を させる わけです。 だか ら全然違 う んですよ。 自 己破産 しま

す と 手を挙げる と い う の と は全然違いますよ。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

譜員 （藤本 寵君） よ っ て、 自 己破産があ る じゃないかと い う お答えが多分返っ て く るやろな

と 思 う たんで、 そ の辺は十分に こ漕揮 していただいて、 どれだけ債権者破産 と し 、 う のが適正

にかつ公平かっ全て ク リ ア に な っ てやる んで、 全然グ レー ドが違 う んで寸 よ 、 やる こ と が 自

己破産 と 債権者破産。 全て明 ら かになる んですよ、 これで。

我々 が政治倫理審査会で机よの空論の よ う にああやこ う や言 う ていた こ と も 、 自 己破産で

はク リ アにな ら ないわけですよ。 管財人に よ っ て全て ク リ ア に して も ら いま し ょ う よ。 それ

しかない と ，思 う んですけれ どね、 現職の議員。

委員長 （白岡泰男君） 坂上議員。

議員 （坂上巳生男君） 手続的な問題ですけれ ど も 、 も し仮に本 日 こ の場でこ の請願が可決 さ れ

た場合には、 可決 さ れたから と し り て 自 動的に債権者破産の 申 し立てが行われる わけではあ

り ません。 可決さ れた と い う こ と は、 議会 と して請顕者の請顕を受け と めた と い う こ と にな

り ます。
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したが っ て、 こ の請願を可決 した と い う こ と は理事者側に対 してそれを議会 と して要求す

る と い う 形にな る わけなんですけれ ど も 、 その次のステ ッ プは理事者側が請願に対 して ど う

い う 態度を と る か と い う こ と にな り ます。 これまで も さ ま ざま な請願が可決 さ れま したが、

理事者側が全く 放 り つ放 し と い う こ と も 多々 あ り ま した。 これについて、 請願者のほ う か ら

直接の き ち っ と した対応を して返事も欲 しい と い う ふ う な 申 し出はあ り ませんで したけれ

ど も 、 我々 紹介議員 と して、 これは理事者側が き ち ん と 請願の内容を検討 し、 そ して も し請

願に対 して応 じ られない、 債権者破産の 申 し立ては町 と して し ない と い う 態度を と る んであ

れば、 なぜそ う い う 結論に至っ たのか と い う こ と をき ちん と 議会側に対 して回答いただき た

い と い う こ と を最後につけ加えておき たい と 思います。

委員長 （自問泰男君） 藤本議員。

議員 （藤本 龍君〉 皆 さ ん、 最高裁の判決も 出て、 徐々 に業者の弁済 と 今回の和解等生 じてき

て、 こ の談合朝平に対 してま しては一応ク ロ ージングの方向に向かっ ている よ う な認識はあ

る と 思いますけれ ど も 、 ク ロ ージングに向か う のはやは り ちゃん と 弁済 も し く は分割等今後

出て く る と 思いますけれど、 そ う い う 方々 に対 して は も う 終わ り に して、 あ と は、 先ほ ど午

前 9 時半か ら の住民の方、 請願者の方のある方がおっ し ゃ られてま したけれ ど も 、 「罪を憎

んで人を憎まず」 、 あ と は町民 と して業者の方を受け入れていっ て 、 共存共栄ですか、 そ う

い う の も あ り かな と 思いますけれ ど も 、 誠意のない者に対 しては終わ り じゃ ないです。 今か

らが始ま り です。 今から法の裁き を受けるべき 、 債権者破産の 申 し立て に よ っ て、 管財人の

手に よ っ て、 本当 に彼が言っている こ と が正 しいのか、 2 万円 しカキムえないのか ど う か、 そ

れを、 今から始ま り です よ 、 追及 してい く べきゃ と 思います。 熊取町はそ こ ま で甘 く ない と

い う 態度を見せるべきゃと 思います。

皆 さ ん、 優良な方がたまたまそ う し 、 う 談合 と い う こ と に手を染めて 、 今罪を償っ てお られ

る方がいっ ぱいい ら っ しゃいますよね。 その方は罪を憎んで人を憎まずですわ。 法 と しての

法人も許 して しかるべきゃ と 思いますけれ ど も 、 不誠実は者に対 しては徹底的に追及の手を

緩めてはな り ません。 それは皆 さ ん覚えておいていただき たいこ と や ι思いますので、 以上、

よ ろ し く お願いいた します。

委員長 （ 自問泰男君） わか り ま した。

以上で意見、 質問を終わ り ます。 それでは、 請願第 3 号 北川氏 と 今勝に対する債権者破産

の申 し立て等を熊取町に求める請願の件について、 討論を省略 し、 採決を行いたい と 思いま

すが、 これに ご異議あ り ませんか。 （ 「異議な し」 の声あ り ） 異議な し と 認めます。 よ っ て 、

請願第 3 号を採決いた します。 こ の採決は起立に よ り 行います。 本請願を採択する こ と に賛

成の方は起立願います。 （起立 6 名 ）

起立全員であります。 よって、 簡願第3号の件は採択すべきものとすることに決定しました。
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と こ ろが、 後 日 開催 さ れた平成26年1 0月 7 日 （火曜） ；本会議の動向 を議事録か ら 引用 し て

紹介 します。

委員長報告 （ 白 間泰男君） は、 「それでは、 総務文教常任委員会報告をいた します。 去 る

9 月 1 2 日 の本会議において、 イ言問毛を受けま した請願第 3 号 北川氏 と 今勝に対する債権者破

産の 申 し立て等を熊取町に求め る請願の審査を行 う ため、 9 月 22 日 開催の総務文教常任委員

会に紹介議員の出席 を求め、 委員 7 名 全員出席の も と に審査を行いま したので、 そ の結果に

ついて報告いた します。 本請顕につ き ま しては、 活発な質疑応答の後、 採決の結果、 賛成全

員で採択すべき も の と 決定いた しま した。 以上で総務文教常任委員会報告を終わ り ます。 J

と して、 本会議の審議が始ま っ た。

討論において、 委員会では起立賛成 した佐古議員 と 鈴木議員が討論に立 っ て 、 2 番 （佐古

員規君） 「それでは、 一新の会、 佐古員規か ら 、 請願に係る 意見 と して、 反対、 賛成の討論

ではあ り ませんが、 請願第 3 号の採択の採決に当 た っ て一言意見を述べ さ せていただき ま す。

委員会での採決については、 採択、 賛成の立場を と り ま したが、 全て納得 して賛成 したわ

けではございません。 おおむね議会の表決においては、 議員必携及てメ会議規則の規定等に も

条件付表決は禁止 さ れている と い う こ と です。

したが っ て 、 委員会での採決では条件付賛成 と は言えませんが、 自 分の気持ち と して は、

条件付 と い う こ と で賛成 したのが正直な と こ ろです。 しか しなが ら 、 委員会の後、 自 分 と し

て条附寸、 すなわち納得でき なかっ た部分で、 こ の請願に よ り 相 ｜ ｜氏 と 今勝の 2 者に 申 し立

て を行 う こ と で、 現在係争中の他の業者に も影響する こ と が十分考え られる こ と な ど も含め、

再度法律の専門家へも相談 し、 自 分な り に研究等を行っ た結果、 先ほ ど服部議員の反対討論

に も あ り ま した よ う に、 町が債権回収の法的な手段 と して債権者破産申 し立て を行 う こ と の

メ リ ッ ト は、 ほ と ん どない と い う こ と がわか り ま したので、 本採決には、 そ の こ と を踏ま え

て臨みたい と 考えてお り ます。

8 番 （鈴木 実君） 「私のほ う か ら は、 討論ではあ り ませんけれ ど も 、 一言意見を述べ さ せ

ていただき ます。 私 も 、 佐古議員の言われた よ う に、 請願の委員会の採決に 当 た り ま しては、

賛成の立場を と らせていただき ま した。 先ほ ど佐古議員 も意見を述べ ら れた よ う に、 納得で

き ない部分も あ り ま したけれ ど も 、 一応賛成 と い う 態度を と らせていただいたわ け で ご ざい

ます。

その後、 あ る 支援者 と 話をする機会が ございま して、 その方が、 住民訴訟する のは大変や。

住民の方は全てそ う ですけれ ど も 、 関心を持たれてお り ます。 会 う たびに、 これは談合事件

は ど う な っ てんな と い う 意見を求め られる のは、 私だけではない と 。 皆 さ ん、 皆そ う であ ろ

う と 私比思っています。 その方が言われる のに、 今、 議会で ど う し 、 う 話になっ て る んな と し 、

う 話で ご ざいま した。 いや、 今回、 こ う し 、 う 請願が住民の方か ら提出 さ れま した と 。 そ の 中

で、 委員会の中で、 私は一応賛成の立場で態度表明 を したんやで と い う 話を します と 、 実 よ
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と 。 お前、 ど う い う 考えでこ う い う 態度を と ってんな と い う 話を私に さ れま した。 その中身

は、 例えばお金を貸 している 人が借 り ている人に破産を 申 し立て る そ う い う こ と をする こ と

自 体がおか しいんちゃ う か と 。 貸 している人が、 あんたは倒産 しな さ い と。 だか ら 、 私は債

権回収 しません よ と い う こ う い う 立場はおか しいんちゃ う か と い う よ う な意見も いただき

ま して、 大変気になっ て き ま し丸

その後、 佐古議員 と 一緒ですけれ ど も 、 あ る一定、 法律に詳 しい方に相談を さ せていただ

き ま したが、 その方も 、 今、 先ほ ど服部議員が反対討論を さ れた よ う な理由 を私に述べてい

ただき ま し丸 そ う い う こ と で、 賛成を した立場はその と き の判断 と して大変軽率であっ た

んかな と い う よ う な感 じが しま した。 今回の表決につき ま しては、 その参考意見を十分参考

に しなが ら態度表明 を したい と 思いますので、 ど う かよ ろ し く ご理解をいただき たいな と 思

いますので、 一応発言 と させていただき ます。 J と 発言 した。

さ ま ざまな発冨 ・ 討論の畿、 探訣に先立ち、 「矢野韓員は除斥すべきではないか』 と 3 番

（重光俊則君） 「 こ の請願は、 �tJ I I氏 と 今勝に対する債権者破産ですが、 こ の文章の 中 に 、

矢野議員が名指 し して指定されていますよね。 その関係 も書かれている わけですよ。 こ の案

件を、 当事者が採決する と い う のは、 常識か ら考え られないで し ょ う 。 法的に ど う の こ う の

と い う よ り も 、 こ の案件 自 体は、 も う 矢野議員 と 直接関係 している案文で、 その中に明確な

その位置づけ も 書いてあ る わけですよ。 それに、 こ の請願に矢野議員が採決に加わる っ て、

そんな非常識な こ と はないで し ょ う 。 当然、 これは除斥で し ょ う 。 それを、 除斥 しないので

あれば、 議長が、 事務局長 じゃ な く て、 議長がなぜそ う しないのか説明 して く だ さ し 、

議長が除斥を命 じて ほ しいわけですよ。 なぜ事務局長に説明を求め る わけなんですか。 議

長は ど う 考えている んですか。 こ の当事者に非常に近い矢野議員が、 こ の文章の中 に も 記載

さ れている 矢野議員が こ の採決に加わる こ と を、 なぜ議長はそれを認め る んですヵ、 J と 発

言 し、 続けて 「 こ の債権者破産の申 し立て と い う のは北川氏 と 今勝氏に対す る も のですけれ

ど も 、 今、 矢野議員は同居されている わけですね。 同居 されて、 今、 問題に な っ てい る のは、

総資産が問題になっ ている わけですよ。 矢野議員はも ち ろん同居 さ れている わけですが、 そ

の 中には、 今勝氏 と �tJ I I氏 自 身の私有財産も ある し、 それ以外の も の も あ る し、 全体の経済

的なや り と り は ど う い う こ と かわか り ませんけれ ど も 、 非常に密接な関係にある 当 事者がそ

こ に住まわれている。 なおかつ、 こ の請願の、 も と も と はなぜそ う なっ たか と い う のは、 北

J I  I と 今勝氏が月 額 2 万円払 う 。 その 2 万円払 う と い う のは、 矢野議員が も と も と 、 2 万円 ぐ

ら い、 わずかでも払っ ていかなあかん よ と 言っ た結果、 そ う な っ ている。 それが発端でこ の

請願を出 している わけです。 ち ゃ ん と 今勝建設 と �tJ I I氏がち ゃ ん と 損害賠償を支払 う と い う

態度を示せば、 こ う い う 請願は出ていない。 だのに、 出て き てい る のはなぜか。 なぜ＇tJ�o そ

れは同居 してい る 矢野議員が全額支払 う と い う よ う な こ と を勧めていない し、 今勝 と �tJ I I氏

が出 している 条件は と んで も ない非常識な条件だか ら 、 こ う い う 手続を しない と いけません
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よ と 。 発端は矢野議員にあ る んですよ。 それを認めて、 その結果、 こ う し 、 う 結果が出ている

わけですよ。

それを、 法的に問題ない。 何で法的に問題ないか説明 して く だ さ いよ。 これが こ の請願に

対 して直接の 当事者に近い方がお られる のに、 それを採決に加え る こ と が法的に問題でない

と い う の を明確に示 していただけますか。 J と 発言 した。

つづいて、 6番 （藤本 龍君） 「まず、 重光議員おっ しゃいま したけれ ど も 、 債権者破産

の 申 し立て等を熊取町の求める請願の 4 と 5 を読んで く だ さ し 、。 北川氏は組合を実質的に支

配 し、 組合資産を私的に流用 していた実績がある。 ま た、 北川氏は一こ こ か ら ですねー今勝

の不動産に娘婿 ・ 矢野正憲一こ こ にい ら っ しゃ る一矢野正憲議員や一族を住ま わせ、 居住費

な ど多額の費用 を供与 した り 、 親族の企業に資金を不当 に隠蔽ま たは流用 し た り 、 疑惑が多

い。 そ して、 大阪府信用保証協会は今勝の不動産に根抵当権を設定 し、 極度額を9, 360万円

と していたが、 デフ レ進行下でその不動産価値は半分ない し 3 分の 1 と 想定 さ れ、 担保価値

は相 当 に減額 していた。 5 、 8 月 21 日 、 熊取町議会の政治倫理審査会において、 こ こ にい ら

っ しゃいます現職の矢野正憲議員は、 ① 「保証協会が今勝の借鍬ヲ 1 億5, 000万円 を代弁債

し、 今 も 今勝には巨額の債務がある。 J ② 「今勝の不動産価値は約1, 500万円程度で、あ っ た。 J

③ 「信用保証協会の職員が我が家を訪問 し、 私に買い取る よ う に求めた」 等、 不審な証言を

した。 審査会か ら の質問に対する保証協会か ら の回答に よ り 、 3 が嘘だ と 判明 し た。 8 月 29

日 審査会では、 ③は、 現職の矢野正憲議員は、 私の思い違い と 弁明 したが、 そ の他弁明 に も

疑惑が多 く 残っ た と い う ふ う に、 矢野正憲議員の言論等に対 して、 こ こ で言及 している わけ

ですよ ね。

地方議会の何か細リを持ち出 されていますけれ ど も 、 熊取町議会の政治倫理審査会におき

ま しては、 準用する と すれば、 2 親等以内の親族の公共工事の入札等に関 しては、 しではな

ら ない と し づ 規定があ る ので、 そ こ を拡大解釈する と 、 やは り 除斥すべき だ と 思います し 、

こ こ にい ら っ し ゃ る 現職の矢野正憲議員が仮に議員 と してい ら っ し ゃ る な ら 、 私は、 みずか

ら 除斥すべき だ と ，思います。 」 な ど議長に強 く 抗議する発言が続いたが、 渡辺議長は採決 し

た。

除斥を求め られて いた矢野議員綿鯨に加わ り 、 鈴木議員 と佐古議員が反対に廻 り 、 6 対

6 で賛否が同数にな り 、 議長の決裁によ って、 この請願は否決された。 熊取町議会の歴史上

にも希な異常事態だ と 云 う べき、 出来事であった。
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！ 北JI配令勝附する債権者磁援の申し立て等を熊取町に求める誘引
（不採択） • •• ••I 

・5青綴の趣旨
北川一彦氏と今勝建設側は、 賠償金支払いについての裁判上の和解協議で、 月 2 万円を支払う 旨を意思表示 した。

ζれは、 彼 らが負担するべき賠償金のi度延利患にも満たす、 「田Tに賠償金を完納する窓恕l;i:主主いJ との意思表示である。
熊取町は、 北川氏と今勝との和解協議を打ち切 り 、 裁判所に判決を求め、 判決後、 遅滞な く 裁判所に債権者破産者E

申 し立てる こ と を請願する。
請願者 ： 大浦 正義他 1 5 名
紹介護員 藤本 能， 坂上 巳生男， 重光 俊則

反対討論
．新政 ク ラ フ ・ 一新の会
1 「債権者破産 申 し 立 て」 を 行 う に は 、 trnnな 費用がかかる 。 5 千万 円未満のtHtiであ っ て も 、 裁判所が定め る 予納金は例

人50万円 、 法人で70万 円 必要 と な る 。 そ の 他弁護士費用 も 要す る 。 そ の経費以上 の債権凶 収が見込 ま れな かっ た場合、 申
立て者の負担 と な る こ と か ら 、 当 該請願掛か ら は 、 こ れ ら 回収 に つ い て 確 た る も の が見え て こ な い の 然資任 な印象を 受け
さる を 得 な い。

2 こ の 埠l し立 て に よ る 財産制査で隠 しl貯艇が見つ か っ た と し て も 、 その財政 は破足立管財 人 に よ っ て税金化 さ れ、 町以外の

債権者があれば、 すべて平等 の総合で配当 さ れ る た め 、 取 し 立 て た 町が優先 し て配当 を 受 け ら れ な い。 法人 に つ い て は 、
こ の債権者破産 申 し 立 て が認め ら れれば、 最終的 に は、 会社 自 体が整理 さ れ て無 く な っ て し ま う ので、 同が こ の業者に対
し て 請求 し て い る 根拠である 「損害賠償請求権J も 実質消滅する 可能性があ る 。

:3 こ の請願に よ る 2 者 に 申 し 立 て を 行 え ば、 和解 に :.t ら な か っ た他の業者に も ［ii］様の手続 き を 行 わ な ければ公平性 に 欠
け る と と も に 、 さ ら に 多額の費用が必要 に な る 。

以上 の こ と か ら 、 ！ 債権者破産 申 し 立 て 」 を 町が行 う こ と に つ い て は 、 町 に と っ て は デ メ リ ッ ト が多 く て メ リ ァ ト は ほ と
ん ど無 く 、 債権回収の法的手段につ い て は 、 本請願の採択 に は 反対す る 。

賛成討論

• B 本共産党
務跡、の主旨は 、 r�1:J 1 1 一彦氏 と 今日最建設 （株） は 、 fli答i賠償裁判の和解協議で 月 2 万 円 を 支払 う ：在、思表示 を し て い る が、 こ れ

は遅延利息 （年79万 円） に も 消j た ず、 支払 う 意思が な い の と 同 じ。 判決後、 遅滞 な く 僚機者破産 を 申 し 立 て る こ と を 請願す
る J と の内幸子で あ り 、 熊取町が今勝 と 北川 氏 に i析悶 と し た姿勢を 示す上で有効 と 考 え 賛成す る 。

反対者 は 、 ①一定の費用が発生 す る ②町が優先 的 に 配 当 を 受け収る保�iEがな い＠｛也の業者ー と の 関係で不公平 な ど と 反対
耳ll出 を 述べ て い る が、 こ れ ら は消綴的 な 姿勢であ り 、 町が断li'll と し た姿勢 を 示 す こ と で損害；賠償の全額郎氏が可 能 と な る 。

・泉州龍馬の会
政治倫理審査会の調査機限の 限界で、 今勝の 資産状態や矢野議員 と 今勝 の 資金の流れ に つ い て 明 ら か に す る こ と が出来

な か っ た 。 今問、 今勝 に 対 す る 債権者破産の 時l し立て に よ っ て こ れ ら につ い て 明 ら か に で き る た め 賛成す る 。 債権者破産
に は多額の獄用がかかる と い う 忍：見があ る が、 そ れ は住民 に対する 説明i主任 を 来た す た めの 必；�絞資で あ り 、 何 ら追求 し な
い ほ う が問題だ。 債権者破産 に よ る 挙実の解明 は 住民の王理解が得 ら れ る と 考 え る 。
，．熊愛の会

談合事件 に 対 す る 損害賠償 は 、 す で に 9 社が完納 さ れて お り 、 さ ら に 6 社が分解i で は あ る が遅延損害金を含め て全額納入
す る こ と が確 認 さ れ た 。

し か し 、 矢野議 長 は北川一彦氏 と 問たき し て い る に も 関 わ ら ず 、 矢野議長 は 当 事者 に 対 し て 「 月 々 わずかばか り で も 納入 し
た方がい し づ と 伝 え 、 今勝建設は rn 2 万 円 を 支払 う j と い う 世間 の v 般常識で は 考 え ら れな い和解条件 を提示 し て き て い
る 。 こ れは 、 談合 と い う 犯罪 に よ っ て 町 に 与 え た損害 を 償 う と い っ た気持ち が会 〈 感 じ ら れ な い対応であ る 。

こ の よ う な 没者や伯｜ 人 に 対 し て は厳格な取 り 立で手段 を 緋 じ な い と い け な い。 mrが提起 し て い る 現在の損＇itr－賠償金支払
い訴訟 に お い て 、 和解が成立 し な い場合に は強制執行 と い う 手段が残る が、 こ の 強制執行で は 、 個 別財 産 を 特定 し て 行 う 必
要があ る 。 今の状態で級制執行 を し て も 債務の悶収はほぼで き な い状態 に あ る と 思わ れ る 。

し か し 、 債権者破産 申 立 て を 行 え ば、 債務者の総資産が引 き 当 て 対象 と な る 。 つ ま り 、 債務者の財産隠 し に よ る 悶収失敬
を 紡 ぐ こ と がで き る 。 さ ら に 、債権者破産手続開始決定の効来 と し て、債務者に破産管財 人に対す る 詳細 な説明 を 義務付け
る こ と がで き る と と も に 、 破産裁判所に対 し て重要な財援の 開示義務 を 課す こ と がで き る 。 し か も 、 こ の義務に違反す る と
刑事前の対象 と な る 。 ま た 、 こ の手続 き に よ り 、 破 産管財人が調査を ？？ぃ、 今勝建設 と 北川 一彦氏の負債や借入金、 資産 と 資
金の流れが明 ら か に な る ο そ し て 、 可能 な 限 り の綴答賠償金の 回収がで き る と 期待 さ れ る 。

こ の前膨i に あ る 債総者破産 申 立は 、 ま だ 、 和 解 に ゑ っ て い な い業者に対 し で も 町は厳格に損得賠償金のIEI収 を す る と い う

明確な姿勢 を 示す上か ら も 、 町が採 る べ き 重要な摘震であ る 。
今勝建設 と 北IIトー彦氏の 資産状況 を 明般 に し な い ま ま 、 幕引 き を し て は い け な い。 熊取町は 、住民が納得で き る よ う 今勝

建 設 と 北J l l 一 彦氏の資産状態 を 明確 に し て 、 賠償金及び損害 金 を 最大限回収で き る 努力 を 具体的な行為 と 明確な事実で示
さ な け れ ばな ら な い。

9 く まとり議会だより 平成26年 1 1 月発行 No.27
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資料集

資料 ； 第 6・6 損害賠償請求事件の第一審判決に つ い て

損害賠償請求事件の第一審判決について
伐襲取町 HP よ り 、 契約検査課債権整理対策室の発表）

平成 26 年 3 月 4 日 付けで訴訟提起 した 「平成 26 年 （ワ） 第 1937 号損害賠償請求事件」 につい
ては、 和解に至 ら なかっ た建設業者 5 社及び個 2 人に対 し、 平成 27 年 1 月 16 日 に第一審判決の
言渡 し を受けま した。

判決内容は、 建設業者 5 祖：及び個人 2 人に対 し、 町の請求額を認め、 損害賠償金及び遅延損害
金の町への支払いを命 じ る も のであ り ま した。

こ の訴訟は、 平成 25 年 12 月 17 日 付けで最高裁判所において上告が棄却 され控訴審判決が確定

した住民訴訟において、 総額 3 億 7474 万 9725 円 の損害賠償金及びこれにかかる 平成 21 年 6 月 6

日 か ら 支払い済みま で年 5 分の割合に よ る遅延損害金の支払いを建設業者 ら 25 者に対 し請求する

よ う 大阪高等裁戦闘よ り 命 じ られ、 関係する建設業者 ら に対 し、 平成 26 年 2 月 14 日 を納期限 と

して損害賠償金等の請求をお こ ないま したが、 納期限までに損害賠償金等を完納 した 5 社を除 く

建設業者 ら 20 者 （建設業者 18 社及び個人 2 人） を相手方 と し、 地方自 治法第 242 条の 3 第 2 項

に基づき 、 大阪地方裁判断に損害賠償請求訴訟を提起 した ものです。

訴訟提起の後に、 損害賠償金等を完納 した建設業者 3 社については訴えを取下げ、 損害賠償請

求訴訟の相手方は 17 者 と な り ま した。

訴輔自晶 と しては、 平成 26 年 5 月 16 日 の第一回 口 6 制2分割鮒サ と する 和解が成立 しま した。

ま た、 建設業者 2 社については既に判決が確定 してお り 、 残る 7 者 （建設業者 5 担：及び個人 2 人）

について、 こ のたて舟lj決が言渡 された も のです。 今後は、 町の損害を回復する ため適正に債権整

理に取 り 組んでま い り ます。

なお、 訴訟魁晶並びに平成 27 年 1 月 16 日 現在の損害賠償金等の納付確認状況は、 次の と お り で

す。

0平成 2 6 年 （ ワ ） 第 1 9 3 7 号損害賠償請求覇牛の艦畠

平成 2 6 年 3 月 4 日 ： 住民訴訟の判決確定を受けた建設業者 23 祖：及び個人 2 人について、 納

付期限までに損害賠償金等を完納 した 5 社を除 く 建設業者 ら 20 者を被

告 と し、 損害賠償請求訴訟を提起。

平成 2 6 年 3 月 1 0 日 ： 訴訟提起の後、 建設業者 3 社が損害賠償金等を 28 日 全額納付のため、

建設業者 3 社について訴訟取下t九

平成 2 6 年 7 月 1 7 日 ： 和解成立 （一括納付） 側高 田組

平成 2 6 年 7 月 2 6 日 ： 判決確定 側ク マ ト リ

平成 2 6 年 9 月 6 日 ： 判決確定 阪南土木工業側

平成 2 6 年 9 月 1 6 日 ： 和解成立 （一括納付） 附山本工務店
平成 2 6 年 1 0 月 1 5 日 ： 和解成立 （分審納付） 閥徳進建設、 川勝土木建材棚、 岡鳥山建設、
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報 告

資料 ； 第 6・6 損害賠償請求事件の第一審判決について

中島興業側、 岡西尾組、 開西貫社、

平成 2 7 年 1 月 1 6 日 ： 判決言渡 し 今勝建設側、 成公建設側、 日 南建設側、

（有） ヤマ シン、 附山本組

元熊取建設業協同組合 理事長 北川一彦

卦鯨建設業協同組合 専務理事 西尾明治

O損害賠償金等の納付制兄 （平成 27 年 1 月 16 日 現怠）

損害賠償金 1 億 4 3 2 1 万 9 3 9 7 円

遅延損害金 5 0 0 6 万 4 2 2 8 円

合 計 1 億 9 3 2 8 万 3 6 2 5 円 （完納業者 1 0 社 ・ 一部納付業者 7 担当

楽 こ のままの記述では分か り に く いので、 『住民の会』 と して、 次の点を修正 し、

補足 します。
(1 ) 表題を 『住民訴訟の判決が確定 して、 町が談合業者に損害賠償を請求 した裁判の第一審判決に

つ いて』 と 修正する 。

(2) 201 3 年 5 月 の高裁判決後に、糊阪商工務店 と附ールド 、糊楠プ ランニン抑 3 社は、全額を支払 っ た。

(3) 2201 3 年 1 2 月 1 7 日最高裁決定によ り 、 高裁判決カ句院 した後、 中林建設鯛と 大屋建設側、

有薗土木工業、側中武造園土木、欄泉州ピ ルド の 5 社が、 賠償金全額を支払っ た。

（の 熊取町が訴訟提起 した後、 和解が成立 し、 岡高田組と糊山本工務店の 2 社が、 賠償金金額を支

払った。 また、 分割納付の和解が成立 した 6 社の う ち 中島興業側、 側西尾組、 欄徳進建設の

3 社は分納弁済中ですが、 川勝土木建材閥、 欄鳥山建設、 側西貫社の 3 社は、 分納を一度も

し て いない。 （強制執行が可能な状況です）

(5） 損害賠償金等の状況 （5 月 29 日現在） は、 任損害賠償金 ： 約 1 億. 4. 774 万円、

告渥延損害金 ： 約 5, 006 万円で、

③合 計 ： 約 1 億 9, 780 万円です。

(6） 遅延賠償金を除いた賠償金の合計l京都 億 7474 万円です。 5/26 現在で、 回収率目。／④＝39. 4

で 39. 4%です。 大半 印. 6%は、 未回収です。 賠償金を納入 した い談合業者が多 く 、 町が債権の保

全と 回収に充分な責任を果た し て いないのが、 現状です。

56 

遅延賠償金は、 平成 25 年 6 月 6 日 を起算日 と して、 毎年、 毎月 、 毎 日 、 年利 5%の割合で大

き く な り ますが、 熊取町は遅延賠償金の現在高をいつもハッ キ リ させず、 納付金額には、 遅延

賠償金を入れて、 納付金額を大き く 見せよ う と して います。
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平成22年2月 発行 No.8くまとり議会だより
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f中西町長に恒常的談合による損害の賠償請求を求める決議j 請願

請願の趣旨
J2 月 議会 に お い て 「 中 山 町 長 は ． 平 成 21 年度 中 に 住民訴訟の 原告主張 を 受
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認願の理由
平成 19 年 lO fl 、 大原 住宅第 2 期工事の 人中し に お け る 熊取建設業協同組合 （以

下 ＝ 組合） 主導の今務処絞 ら に よ る 入札競合が発Ji： し て 、 4 名が淀揃 ー起訴 さ れ．

4期 日 のよ厄前ff�取町長は就任半年で辞任 し ま し た 。

後任の中 間町長は、 翌翌年 l 丹 、 本件につての住民盟主食請求 と 議会決殺に従 い、

今勝建 設 ほ か に 8505万円 ［ （落札金額 ー 最 低制限価格） x 1 .05） の鍛答賠償を

請求 し た 。 そ し て、 今勝建設が丸投 げ し た 下 請 け 食 業への米fl川代金 か ら 差

し 引 き ま し た 。 こ 礼 に対 し て 、 今勝 建設が起こ し た 民事訴訟の結果、 本件に

お け る 談合 の煩答の大部分は回復 し ま し た が、 会 て を 回復す る こ と は で き ま

せ ん ご し た。 そ し て 、 今 も 3主 要 な 問�i;l 、 大阪地裁の平成20 !<104 月 確定刑事

判 決 主 警察 ・ 被害害調宙な ど刑事確定記録 f以下 ＝ 記録） に よ っ て解 明 さ れた

恒常的談合 （ ー 組合結成以来の 20 年 に わ た る 組合主碍，の組織的常習的な談合）

に よ っ て、 熊取町が絞っ た 巨大 令 損容 に つ い て は、 中 間 町長が未 だ に ！賠 償 綴

求を笑行 し て い な い こ と で1 。

平成21 jド 3 月 こ の記録に よ り 解明 さ れ た 恒常的談合の真相 と 事実及び熊取

町古叫乍成 し た過去五年間、 、F成 15 11' ～ 19 年度の公共白じJjiの入札資料の事実に

も と づいて、 住民21 名が住民舷室長官青，t を 実行 し ま し た。 鈴木I泣望t'lS!.ft は記録

の事実 を認め ま し たが、 目古求は棄却 し ま し た や そ の た め 、 住民代表 4 名が「被告・

中酉町長W.0過去 5 年間の 入札の う も 、 F書札率的91.\:J. ！－.及び験書等調嘗 リ ス ト ；�

載の談合人札、 157 件 に つ いて①各談合 に よ っ て 生 じ た般害 ［ （ 落札金額 手 段

低制限価絡） x 1.05 � 総領 8 億 5983 万 97fi0 円］ を相手 方 （ 組 合 と 今勝建設な ど

23社 l に損iff賠償請求せ よ＠）組合幹部 2 名 に た い し て も 扱：害賠償 を 街求せ よ J

I 訴状の袈点） と の判決 を 求め る 住民訴訟 を 平成 21 イ1'-5 月 28 日 に提起 し、 半年

が梓過 し ；E し た 。

こ の 住民訴訟は 、 平成20 年 12 月 19 日 熊取町議会の ［過去の損容 回 復 を 求め

る 議決 ！ （附称、 賛成 ll 名 ） の趣旨の適切j会 具体的実行です。 解明 さ れた事実

に も と づい た 私 た ち の主張に対 し て 、 中 西町長は、 応部下の答弁書で周知l の事

実に 日 を背け 「 不知j をj!lf発 し ま し た 。 住民訴訟に対 し て 、 町が該合業者を 免

罪 し、 住民 と 争 う こ と は、 llfJ政の深刻 な誤 り です。 国Iが訴訟を継続す る ミ と は 、

町民財髭の ム ダ使 い で あ り 、 政治 的 に も 道義 的 に も ま っ た く 正当性があ り ま

せん。 よ っ て、 日己の趣旨の決議がな さ れる よ う 澗願 し ま す。

議
会
で
の
議
決
を
求
め
て
い

る
も
の
で
す 。
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隆 氏 ’
ー の
他 会 熊
1 取
i 大 lllJ
9 浦 を
名 正 良

義 〈

);J. 

「
熊
取
町
を
良
く
す
る
住

民
の
会」
よ
り
拠
出
さ
れ
た

請
願
（
上
記
記
載）
が
賛
成

多
数で
採
択
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
左
記
の
決
践
が
3
名
の

（襲約｝
過去の入札における熊取建設業協同組合及び

加盟業者への績書感f貨の実行を求める決議
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昨 年 12 月 19 日 熊取町滋会は、 恒常的 な 校合的；J�

�が判 明 し た こ と に 基づ き 、 議会 と し て 、 熊取町は

熊取建設業組合及びその加盟｛染者に法的な摘＇＂賄償
を求め る べ き で あ る と 決殺 し た も のである。

し か し な が ら 、 熊取町は続訴F き る だけ の 共体的
な証拠が在い と い う ご と で、 こ の 決議事項 岳 実行 し

なかった。
今回. r熊取 町 を 良 く す る 住民の会j よ り 提出 さ

れ た 「中西町長に恒常的談合に よ る 損害のK古償請求

を 求 め る 決議j の務顕が採択 さ れた事 を iJi ＜ 受け 11·.
め、 熊取町 は こ の住民の会 よ り 従訴 さ 札た殺判的応
訴 を 取 り やめ、 住民の会 を 同 じ 立場で、 ！I�取述設業

m同組合及びそのIm捜索者に損害賠償の請 求 を 行 う

こ と を蛍 〈 要望す令。
平成21 年 12月 22 El 大阪府ff�J� 町議会
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属議陥債決議支句提案と討論：�1»::\:M1'1Ar�：�f，＜�：�，－－�－0�－1':''＿·�；（：？··r－�；：·？2-E�rr2'7;:'--T'"r＿？＇.：：·�叱吟i
聞決議文 （動議） の審議

下記の勤講が提出され、 自 由討議によ る活発な議論の末、 採決を行 っ た と こ ろ可否同数 （6対6） と な り 、 議長裁定に

よ っ て否決と な り ま した。

0中西町長に 「大飯地裁の談合に対す る損害賠償請求判決」 を尊重 し た姿勢を求める決議

〈提出者 ： ：坂上巴生男 賛成者 重光俊則， 奥野待遇， 江川慶子， 鐙谷陽子， 藤本 麓〉

O提案理由

6 月 8 臼 の大阪地裁判決にお け る 「損害賠償請求事件判決」 に よ っ て 、 町営大原住宅第2期工事談合以前の本町

公共工事におい て 、 恒常的談合が繰 り 返さ れ 、 多額の損失が発生 し た こ と が認定された。 よ っ て 、 本判決に基づ

く 損害回復実現に向け、 熊叡町議会と して熊取町長に対 し 、 糞費量な簸度表明 と 実行を求め る た め 、 本決議案を提

出 す る 。

賛 成 討 論
・ 日 本共産党 〈鐙谷陽子 江川慶子〉

町営大原住宅第2期工事の談合容疑で逮捕、 起訴された4

人の刑事判決 に おいて、 熊取建設業協同組合幹部と 組合企

業が 「長年にわた っ て計画的、 常習的に談合を繰 り 返 し て

きたj と 記載されている 。 談合発覚か ら 5年間、 住民は血

l
税を取 り 戻すべ く 戦 っ て い る 。 熊取町は22年間にわた っ

て、 談合の被害 に あ っ て いた。 その金額は今回の裁判結果

（約5億5千万円 ） の4倍の約20数億円 に な る 。 刑事判決

が出た時点で、 町長は損害回復 と 信頼回復にと り く むべき

であ っ た。 今回の裁判の結果を真訟に受け と め 、 失われたl 町民の利益を回復する 立場に 立 っ て 住民と の信頼回復を

はかられたい。

1 ・3裂州�tl'iltiの会 〈重光俊則〉i 乙の度の大阪地裁の 「熊取町は、 相手方 う に 対 して損害

賠償請求権の行使を違法 に 怠 っ て い る と いわ ざる を得 恕

いj と い う 判 決 lct非常 に 重要なもので あ る 。 本 日 の討議

で、 こ の談合事件の被害者は熊取町と住民である と い う こ ！

と は議員全員が認識 している。 I 

熊取町長は、 損害額が確定 し た ら直ちに損害賠償請求す

る と の声明を出 しているが、 とれま での裁判での町の立場

は、 「談合 に ついて は不知 （わか 51CJ;い） J 、 「損害金額

の算出は難 しいj 、 「関連業者は零細企業なので配慮が必

要j など、 どち ら かと言えば加害者側に立っ た対応を して

きた。

こ れか ら控訴審が始ま る が 、 熊取町長は こ の度の大阪地

裁判決を真訟に受け止め、 住民の利主査を守る立場に立つと

と を議会に おいて明確に宣言する と と も に 、 是非 と も実行

していただきたい。
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不 採 択
請願＠＼＇寺

中西町長は、 「今後も公正 中立」 と 公言 して、 控訴審においても 「熊取町の損害回復をめざす原告 ー 住民」 と 「恒

常的談合 に よ っ て熊取町に損害を与えた相手方j の間で、 中立を装い、 不公正な態度と職務怠慢を合理化 しよ う と し

ている。 今後は、 このよ う な不合理な態度を是正 し、 町の奪われた財産を回復する立場に中西町長が立ち、 町議会や

控訴穏砿ど、 あ ら ゆる機会に、 「大原住宅第二期工事だけでな く 恒常的に組合主むの談合があ っ た。 J と する08年

4 月 の確定刑事判決の事実認定と6月8日大阪地裁 住民訴訟判決の趣旨と を支持する意思表示をする よ う 求める。

";'.j願の理由

大阪地方裁判所は証人調べを含む 3 年余の慎重忽審理の結果、 判決の主文において ‘ 「相手方 ｛①元建設業協同組

合の2 3業者と①組合理事長 、 ①専務理事l に対 し て、 それぞれ①合計5億5732万477 5 円 と②5000万円 、 ③

4000万円、 及びこれに対す る金員を熊取町に支払 う よ う賠償請求せよ。 J と中西町長に命 じた。 また、 「結論J に

おいて、 「以上のとお り 、 賠償請求権者E有 している と こ ろ 、 中西町長は、 大原住宅第 2 期工事に関する損害賠償請求

を除き、 現在ま で慣害賠償請求権 を行使 し て いないのであ っ て 、 その行使をim去 に 怠 っ て い る と 言わ ざ る を得な

い。 」 と判断 した。

との命令と判断は、 2008年4月 の限定刑事判決、 「組合では、 昭和6 1 年の設立当初か ら 、 組合主導に よる談合

を行 っ てきていた。 J fその談合体質には根深いものがある と と も に 、 このよう 芯談合を繰 り 返 した末に行われた本

件犯行は、 組織的、 計画的な犯行 であ り 、 また、 常習的な犯行である。 J Z主ど、 恒常的は談合についての事実認定を

継承 し ． 原告 ー 住民の主張 立証をほぼ認めた命令である。

中西町長は、 ζの判決にもとづく 「住民の会j の要望に 対 して 「今後も公正 ー 中立J に訴訟にあたる と 文書回答 し 、

地裁に おける不合理な訴訟姿勢を継続する と い う 態度を表明 した。 中西町長は、 テ レ ヒ1事道で 「談合は l つj f今、

調べる 限 り では、 談合はない。 J と公言する一方で、 住民訴訟の地裁の審理では 何之知 （談合があ ったかどうか、 知

らない。 ） J と称 して、 恒常的談合についての原告の主張 ・ 立誌を批判 し、 「恒常的に談合は是正かった。 J と主張す

る相手方に問調、 肩入れ した。

目Iの財産管理を適切に行 う立場に立ち、 地方自治体の本旨たる住民の福利を優先するな ら ば、 中西町長には原告

住民と相手方の閤で、 中立などあ り 得ま せん。

熊取町議会議長 鈴木 実 癒

議願者 ’ 熊取町を良 く する住民の会 代表幹事 大浦 正義、 給野 隆一

紹介議員 重光 俊刻、 奥野 1導遇、 藤本 音官、 坂上己生男、 鐙谷 陽子

反 対 二点目 、 熊取町が、 控訴 しなか っ た と とが、 控訴審に

おける立場を明確に してる。

新政ク ラ ブ 三点目 、 熊取町は、 確定判決を踏まえ、 損害賠償請求

一点目、 請願の趣旨 で 、 「あ ら ゆる機会 に 、 6月 8 日 の債権保全に必要芯対応を行い、 九月 議会で補正予算の

の地裁 住民訴訟判決の遼旨を尊重する意思表示をする 提案がある よ う で 、 一審判決を撞 く 受 け止めている姿努

ょ う j 求めているが 、 裁判上でこのよ う 芯窓思表示や主 が表れている。

張をする こ と は 、 民訴法四五条二項の規定に よ り 、 補助 以上の三点か ら、 今後も公正 中立の姿勢で臨み、 確

参加人 ら の行為を無効に する恐れがある 。 さ ら に判決確 定判決lζ基づく 績害賠償請求を実効性あるものと し 、 町

定後の、 演害賠償請求訴訟において、 民訴法四六条二号 の損害の早期回復に繋がるもの と 考え、 本請願 に は 、 反

及び三号に当たる と 、 相手方が主張すれば、 住民訴訟の 対する。

参加的効力が及ぱ主よい こ と に芯る恐れが多大である。

くまとり強会だよ り 平成24年 1 1 月 発行 No. 1 9 1 0  
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賛 成
泉州議罵の会 一新の会

反 対

これま での地裁におlオる熊取町の対応lcl:. 恒常的怠践合 ： ます、 本請願の中で‘ 「平成24年 6 月 B B の大阪地
についての原告 （住民側） の主張 ・ 立証を批判 し 、 「恒 i 裁 ・ 住民訴訟判決の趣 旨 を尊重する意思表示をする よ
常的な談合は忽か っ たJ と主張する訴訟の椙手方に問調 l ぅ 」 求め られている． し か し拡が ら 、 裁判上でとのよ う
してきたと言われている ． f今後も公正 ・ 中立忽立場j ： な窓思表示や主張をする と と lcl:. 民事訴訟法第45条第
を と る と い う 町長の発言 l志 、 今後の控訴審 に おいても 2 項の規定によ り 、 補助参加人 らの行海を無効にする恐

「熊取町の損害回復を目指す原告 ・ 住民J と 「恒常的な ： れがある．
談合に よ っ て熊取町に損害を与えた相手方J の闘で、 と J また、 その後の損番賠償請求にかかる訴訟において 、
れまでの不公正恕厳度を継続す る と 理解ぜざる を得芯 ： 民療訴訟法第46条第 2 号及び第 3 号にあたる と相手方
い． ζれはとの度の司法の判決を軽視 した態度であると ： 業者 ちから主3震があれば、 住民訴訟の参加的効力が相手
いえる． 方業者 ら に対 して及ぱta:い と と ！と怒る怒れが大き く 、 と
との事件 に 関 し て 、 町内 に は 「桜合 lま必要悪J と か、 ； う した窓思表示は、 同訴訟の局面を考えた場合、 熊取町

「談合を追及すべきでは忽いJ と寄っ た発霞をされる方 ： に非常に大き怠リ ス ク をもた らす行為である．
が一部省 られる よ う ですが、 議員の皆さんがこの請願に ； 次に、 相手方集者 ら に対する損容賠償筒求訴訟におい
賛成 して、 早期 に麟い過去を清算 し 、 多 く の建設業者の ： て、 住民訴訟の参加的効力を失わせる と い う 非常に大き
方々、 関係され心労された方々が、 生き生きと して公共 ： な り ス クがある反菌、 メ リ ッ トが何 ら見い出せ忽い． 第
の循祉のための事業展開ができる環績に転換 していける ； 一審の被告の町長が、 自 ら控訴の申立を し忽か っ た と い
よ う に し ま し ょ う ． そのために は 、 町長が毅然と した態 ： う と と か らも、 控訴審にお11る立場及び姿努l志、 明灘に
度 を と り 、 議員は 「 自 分の利益J では芯 く 「全体の事j ： な っ ていると考える．
議J 考える 「奉仕者J の精神で、 高貴な判断を していた ： 以上の と と か ら 、 熊取町lcl:住民訴飴に;ISいて公正 ・ 中
だきたい． ： 立の姿努で臨み、 その確定判決に基づく 調書賠償爾求を

’ 実効性あ ら しめるものであ り ‘ 町の被 っ た損害の早期闘
； 復に繋がるものと考え、 本翁願に は反対する．

賛 成

日 本共産党 熊取公明党

反 対

平成20年 4 月 の町営住宅談合事件の刑事判決の恕か ． ①民事訴弘溜語審45条第2項に補助参加人の訴訟行為と
で、 組合主導の下、 恒常的に談合理E繰 り 返 した宋に町営 し て f補助参加入の訴訟行為l志、 被参加入の訴訟行為と
住宅談合に至 っ た と とが指鎗されている． 「談合の損醤 ： 抵触するときは、 その効力を有 しないJ と されてお り 、
を放置 していいのがJ との住民の声を町議会lcl:翼墜に受 J 6月 8自の大阪地裁判決が無効にな り かねまぜん。
け止め、 平成20年 1 2月 に 「過去の談合による損害回復 a 現段階での鏡害賠償溺求lcl:. これまで3年間以上にわた
を求める決議J を議決 した． ； る訴訟の大部分が無意味と怒る． これまで積み上げた労

中西町長lcl:、 公正取引委員会への働きかけなど一定の ： 力、 経費が無駄と怠り、 損害回復b寝首1る可制金がある．
努力lcl:見 られたが、 あ らゆる局面において、 談合があ っ j ②今後の住民訴訟の判決確定を見据え、 既にその後の
たかど う かわからない、 と い う 姿努！と終始 し 、 結果と し j 損寄賠償額求僚権保全のために必要な処置を講 じ る こ と
て談合業者に加担する働き を し てきた． 今回の地裁判決 i も表明 し 、 また、 ζ の9月 歯車会で具体的芯債権保全のた

( 5 億 5 千万円讃求すペ し） を 『鍾 く受け止めJ 、 積極 ； めの補正予算の提案もあった．
的に控訴 し芯か っ た こ と は一歩前進だが、 補助参加の築 ： 請願で求められている意思表示を し怒 く ても、 第一審
者側b糊 したため、 控訴審が争われると と ゆった． j 判決櫨く 受け止めている搬は明白である． 判決槻

控訴審に8いては、 住民の利益を回復する立渇に立つ j 定すれば、 判決 lζ応 じな い相手側業者！こ対 し 、 6 0 日 以
て誠実に審理に臨み‘ 積極的怠解決が図 られる ととを期 ： 内iこ鍋害賠償請求をする．
待する．

11 くまとり議会だよ り 平成24年 1 1 月 発行 No. 1 9
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平成 25 年 6 月 4 日

熊取町議会 渡辺 豊子 議長

請願の趣旨

住民訴訟の高裁判決についての説明等を求める請願書

請願者 ： 熊取町を良 く する住民の会

代表幹事 大浦正義 熊取町大久保南 5ート23

代表幹事 柏野隆一 熊取町f� ヶ 正 2-13-1

平成 25 年 5 月 10 日 の住民訴訟 （損害賠償請求控訴事件） の高裁判決の結果に よ り 、 次

の 2 項 目 を請願 します。

1 . 中西町長は、 こ の度の住民訴訟の高裁判決について、 住民の理解を促すため、 主文だけで

な く 裁判所の判断の主な内容を広報誌な どで紹介 し、 説明する こ と 。

2 . 中西町長は、 判決確定ま でに、 相手方資産の動向 を厳密に把握する こ と に尽力 し、 判決確

定後には、 迅速かっ厳正に損害賠償を相手方に請求 し、 回収する こ と 。

請願の理由

平成 25 年 5 月 10 日 に大阪高等裁判所は、 住民勝訴の判決を下 した。 相手方の一部は上

告を断念 し、 多数が最高裁に上告 し丸 これ ら 上告は棄却 さ れ、 判決が確定する 可能性は極

めて高い。 今後、 判決確定後に損害賠償を全額回収するために、 町長には責任あ る 対応が厳

し く 求め られている。

( 1 ） 大阪高等裁判所は、 平成 15 年 4 月 か ら 平成 19 年 9 月 ま での聞に、 熊取町が発注 し、 組

合業者が落札 ・ 受注 した 157 件の公共工事の う ち 144 件を談合 と 認め、 相手方 （談合業者）

に対 して、 計 ・ 約 3 億 7,474 万円 （連帯責任 と して元理事長は 5,000 万円 、 専務理事は 4,000

万円） 、 及び平成 21 年 6 月 6 日 か ら支払い完了 ま での支払い遅延に よ る金員、 約 7,494 万円

（満 4 年の試算） の合計 ・ 約 4 億 企部8 万円 を 中西町長に請求する よ う 命 じた。

さ ら に、 裁判所の判断 と して、 「控訴人 （中西町長） は、 大原住宅第 2 期工事談合に関す

る損害賠償請求を除き 、 現在ま で本件相手方 ら に対 して損害賠償請求権を行使 していないの

であっ て 、 その行使を違法に怠っている と 言わ ざる を得ない。 」 と 結論づけた。

( 2 ） 談合組織であっ た熊取建設業協同組合は、 住民訴訟が提起 さ れた時点で、 すでに解散 し

てお り 、 その資産は、 相手方の一部 （有力組合員） に よ っ て 、 実関句に 「山分けj 処分 さ れ、

住民訴訟の対象か ら逃れ、 損害賠償責任を巧妙に回避 した。 起訴か ら判決確定ま でには、 年

月 がかか り 、 相手方の一部に所有資産の移転や隠蔽をはか り 、 損害賠償責任を回避 し よ う と

する動き が あ る。 上告に よ り 、 その可能性はいっそ う 大き く なる。 違法行為に よ っ て失われ

た貴重な町民の財産を回復する 責任が町長にはあ る こ と か ら 、 相手方資産の動向 を厳密に把

握 し、 判決確定後には迎車かっ厳正に債権回収を実施 しなければな ら ない。

以 上
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圃•e�；：－�；抑制訴』選出関両面�D41f9J'if主1；��長率�:I�恒到達書置包語部品E圃

・議願の重量旨
1 この度の住民訴訟の高裁判決 について、 住民の理解を促すため、 主文だけで忽 く 裁判所の判断の主な内容を

広報紙などで紹介 し 、 説明するこ と。

2 . 判決確定まで仁、 相手方資産の動向者E厳密に抱握すること に尽力 し 、 判決確定後には、 迅速かつ厳正に損害

賠償を相手方に請求 し 、 回収すること。

謂願者 ： 無限町を良 く する住民の会 代表縛耳巨 大浦正信 紺野健一
紹介富田員 ： 板上包笠男、 ・3信俊則

賛成討論
ー 一寸 「一ーー ー ー反対討論

・泉州議馬の会 ・新政ク ラ ブ ・ 一新の会
平成 2 1 年 5 月 に熊取町の住民が起こ した住民 請願書の 「趣旨 l J において 「主文だけで芯く 裁判所の判断の

訴訟に対して、 平成 2 4 年 6 月 8 臼 に大阪地方裁 主な内容」 と あ り ますが、 町のホームページに、 主文のみに止ま

判所は、 「熊取町長は相手方 に認定額等を熊取町 うす、 控訴審判決における談合の認定のほか、 上訴を行わないと

に支払 う よ う 請求せよj と いう 判決を下 し た。 ζ いっ た基本姿勢や、 結果的に補助参加人の建設業者等かう上告提

れに対 して柑手方業者は控訴 したが、 平成 25 年 起等された経緯、 訴訟経過も記載され、 控訴審判決が確定 してい

5 月 1 0 日 に大阪高等裁判所は、 損害喜賠償額の減 ない現段階における住民への周知 説明の対応は適切で あ り ます。

少はあ っ たが、 基本的に は大阪地裁の判決を踏襲 「趣旨 2 J の一点 B 、 損害賠償請求を見据えつつ予算措醤を伴つ

した判決を下 した。 乙れを受けて、 多 く の業者が た債権保全に資するため、 適時適切芯対応を行い建設業者等のj去

最高裁判所に上告 した と と ろであるが、 上告が受 務局での登記状況の調査や、 詐害行為事実での内容証明郵便等lこ

理されない可能性は極めて高い状況にある と思わ よる事実確認や保全処分にも継続的に取組んでいる 。 二点目、 判

れる。 j夫が確定すれば、 建設業者等に対 して速やかに損害賠償請求を行

熊取町は、 こ こで前町長時代の筒い過去か ら鋭 う 考えであ り 、 昨年 6 月 の第一審判決言渡 し後に、 その旨のお知

却 し、 明る い将来に向けた行政を行っ てい く 上で らせを関係業者 らに行う忽ど、 適正かつ真撃に対応 してきている。

も、 裁判の結果を受けて 、 的確に損害の回復に尽 また、 昨年 6 月 27 日の 「中西町長に 「大阪地裁の談合に対す

力すべきと い う こ とで、 本請願に賛成 しま す。 る損害賠償請求判j夫J を尊重 した姿勢を求める決議」 が本会議で

・ 日 本共産党 否決された際にも討議されて お り 、 現段階で当該請搬を採択すべ

請願主旨は、 ①住民訴訟高裁判決の内容を、 裁 き理由も 主主 く 、 総合的に判断 し、 との請願には反対 します。

判所の判断がわかる よ う 広報等でお知 らせする と ・熊取公明党
と 。 ②中西町長は、 相手方資産の動向把握に努め、 補助参加人 （建設業者） が上告提起 してお り 、 本町も確定後の

判決確定後は、 損害賠償請求を確実に実行する と 損害賠償請求を見据えた必要な保全対応にも努めている。 最高裁

と 、 こ の 2 点である。 判決確定後には建設業者に損害賠償を求めてい く 対応が恕されて

5 月 1 〔〕 臼の、 高裁判決は、 損害賠償額の認定 いる。

に差はあるものの、 地裁判決を引き継 ぐ住民勝訴 裁判所の主な判断を広報で周知 ー 徹底、 本町ホームページ等で

の内容である。 概ね住民の皆さま に周知 している。 町長は、 主体的に上訴は行わ

相手方の上告 に よ り 、 最高裁の判断を待つとい ない事。 結果的に建設業者 （補助参加人） か ら上告された経緯ゃ

う状況に至 っ て いる。 談合に よ り 失われた住民の 訴訟の経過も住民の皆さ ま に周知、 広報に努めている。 しか し控

績害を回復する と い う 姿勢に立つならば、 請願let. 訴審判決が確定 してい芯い現段階においての状況下で周知 説明

きわめて正当芯要求だと いえる。 に係る こ と は、 町の対応と して適切では芯いと 思 う 。

中西町長には、 判決についての住民の理解を促 「談合組織」 で あ っ た 「熊取建設業協同組合J との表記はあま

い 熊取町と しての断回たる姿勢を住民に示 し、 り にも短絡的すぎる。 町議会で 「百条委員会j を立ち上げ談合間

損害賠償請求を確実に実行する責任がある。 題を追求 してきた。 し か し 、 2 度も委員会で調査を進めながら明

同時に、 賠償額の支払いについては、 工事代金 磁忽事実と しての証拠はなか っ た 。 ゆえ に 「熊取建設業協同組合j

からの天引き 相殺など、 支払い可能な方法も提 を 「談合組織J と断定する事は理解出来ない。

示すべきかと思 う 。 町長か らは、 当該趨勢を見極め、 法令順守で適正に対応 してい

く と 「熊取町を良 く する会j に回答が主主されて いる。

5_ くまとり議会だより 平成25年8月発行 No.22

資料 ； 第7 5 

62 



資料集

資料 ； 第 7 -6 矢野正憲議員 の行為 について の調査 と 解明及び措置の請求

2014 年 2 月 5 日

熊取町議会 ・ 議長 協旦 豊子 殿
矢野正憲議員の行為についての調査 と 解明及凶昔置の請求

臨求の趣旨】

熊取町は平成 25 年 12 月 17 日 の最高裁決定に も と づき 、 12 月 20 日 、 今勝建謝肉 （以下、 『今
勝J と勃Tす） な ど業者らに対 して、 損害賠償を請求 した。 しかし、 矢野正憲町議会議員は、 「今

勝』 と の売買 （平成 22 年 1 月 22 日 付） によ り 、 不動産 （土地 628 rd と 家屋 ： 根抵当権の極度額 ：
9,3伺 万円） の所有権を格安で尉尋し、 最高裁決定後も原状回復 してし 、なIt 'a また、 側聞によ る
と最高裁決定の数 日 後、 町に対 して賠償責任を負 う 立場にある�tJ l l氏 と 同行 し、 町の幹部職員 ら
と 面会 した。 これらは、 議員 と して不可解な行為であ り 、 議員劇台倫理条例 ： 犠員の責務） 第

2 条及び （射台倫理基準） 第 3 条等に違反する疑いがある。
従って、 同条例によ る政治倫理審査会において、 所有権の移転に関わる諸問題について、 同議

員に説明を求め、 事実を確認する こ と 、 条例に造反する事実を確認 した場合、 今後、 本件 ・ 損害

賠償請求権に関する全ての議会審議から 同議員を除斥する こ と 、 また町長並びに関係晴損 と の不

適切な接見を禁止 し、 さ らには議員蹄磁勧告な ど適切に措置する よ う 同条例 5 条に も と づいて請
求する。

民献の理由】
( 1 ） 平成 19 年 10 月 大原住宅第二期工事談合が発覚 し、 熊取建設業協同組合 ・ �tJ I ト彦理事長 （以

下、 相 I I氏） と 「今勝J 代表 ら 4 名 が逮捕 ・ 起訴され、 大阪地織は被告 ら 4 名 に有罪判l決を下 し、
羽肢は平成 20 年4 月 に確定 しt� 刑事事件の制限南西禄に よれば、 相 I I氏は、 『今勝」 の実質
的苅諸であ り 、 組合の恒制句談合を主導 した と記載されてお り 、 長年にわたって町財敢に損害

を与えた と言える。
( 2 ） 平成 21 年 5 月 からの住民訴訟において、 大阪地裁と 大阪高裁は、 刑事事件の靭扶持鵡だけ

でな く 、 慎重な事実審理の結果、 恒輔句談合 1必 件を認定 し、 町長に談合業者ら に対する損害賠
償を請求する よ う 命 じた。

平成 25 年 12 月 17 日 の最高裁決定によ り 、 高裁割股が確定 し、 損害賠償の請求金額は計 3 億

7,474 万 9725 円 （ね I I氏にたいする不真田車帯責任 5，αm 万円を含むj 及び、 これに対する平

成 21 年 6 月 6 日 から支払済みまで年 5 %の審恰によ る遅延利息を追加する と 、 合計l誹句 4 億 5

千万円である。 12 月 20 日 、 町は 「今勝」 の賠償金 1,593 万 3,750 円 を始め談合業者 と 北川氏
らに対 して、 各賠償金 と 遅延利息を請求 した。

( 3 ） 矢野議員は、 北川氏夫妻の娘婿であ り 、 �tJ l l氏の家族 と 同居 し、 長年にわたっ て利害を共有
している。 矢野議員は、 町の幹審問議員そ顧問弁護士から も、 「今勝」 と �tJ l l氏の弁護士から も情
報を入手でき る特殊な立場にあ り 、 住民訴訟の動向 と優劣、 朝股がもっ効力について も、 当然に

勝目でき た。 また、 原告住問主勝訴すれば、 「今蜘 の所有する不動産等の財産が損害賠償の支
払いの原資 と な り 、 町の債権の回収 と保全をめ ぐって、 町との争いが生 じ る こ と を矢野議員には
充分に予見できた。

以上の状況に もかかわ らず、 【請求の趣旨】 で指摘 した と お り 、 矢野議員の行為は、 議員 と して

不可解な行為であ り 、 明創倫理審査会において、 事実を確認 し、 適切に措置する よ う 同第 5 条に よ

り 請求する。 以 上 請求人代表 7 名 は省略
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E盟理璽寧誼彊璽璽望璽璽璽E璽－璽.
1 . 調査 （審査） 誇求の対象 と な る 議員の氏名 矢野 正憲氏

政治倫理審査会委員長 自問 泰男

2 . 調査 （審査） 請求の内容 熊取町は 平成25年12Fl 1 7 日 の最高裁決定 に て . l2 月 20 円 、 今勝建設 （株） な ど業者 ら に対 し て 、

Hl答賠償 を 訴求 し た。

t-r.＊殺到 l立、 今務 と の究FilJZ lilt221f· I IJ 22 日 に 不動産 (Jニ地628 rri と と 家媛桜低当織の様度額9,360万円） を 格安で取得

し J枝問裁決定後 も 原状回復 し て い な い。

ま た 、 側 聞 に よ る と 最高裁決定の 数 円 後、 町 に 対 し て賠償責任 を 負 う 立場 に あ る北川氏 と ｜司 行 し 、 町 の幹部職員 ら と 商

会 し た 。 こ れ ら は議員 と し て 不可解な 行為であ り . I!�取町議会議員政治倫理条例第 2 条 （議 員 の 責務） 及 び第 3 条 （政品、倫

湿基準） 等 に違反す る 疑いがあ る 。

3 . 調査 （審査） の結果及び理由 「条例違反の認定J 対象議員 に よ る 今勝名義の不動産取f！｝の道義的問題、 対 象 議員 が北

川 氏 に l••Jrr し 回I駿日 と 1ili議 し た と の疑泌の 2 点 につ い て採決 を 行 っ た針，＊ · 目J戦i� の 加i談 に つ い て 倫理基準i議反が認定

さ れた 。

平成22年 l 月 22 日 、 今勝名義の不動産 を rr いj取っ た行為が政治倫理条例第 3 粂 I 立iの ( 1 ） に違反 し て い る かの審査請求

系件l立、 3 名 の委.W ii＜倫l'll!条 例 に紙触す る と し 、 ヨ 名 の受il が抵触 し な い と し た。 ·ji.成25"$12月 24 日 北川 一 彦氏 に 同 行

し 、 役場での面談 に 際 し て対象議民が付 き 添っ た fl＇為が政治倫1盟条例第 3 条 l 耳i の rn に i盆反 し て い る かの審査紡求従｛’1・

は 、 委員 中 4 名 の委貝が倫理！条 例 lこ抵触する と し 、 2 名 の委貝 が祇骨�！ し な い と し た 。

rr昔償についてJ 続 的 の 内 容 に つ い て協潟、 採決 し た結栄、 ｜ 粂 例の鋭犯 を 遵守 さ せ る た め 事干の を 発す る こ と 。 J が妥当

と 決定 さ れた c （賛成 4 名、 反対 2 名）

「理由j 今勝名義の土地、 家庭 を 対象機貨 が取得 し た につ い て 、 今勝 に は 、 代位弁済済みの保証協会 に 対 し 、 損害 金 を 含

め る と 、 本i牛譲渡金f«U.500h阿 を は る かに 超え る 1 依5.800万 円余の frlCtがあ り 、 先日 契約当時、 l可保証協会 を根抵当縦書；

と し て極度額を9.3日）万 円 と す る �Ji抵当権が本件土地 建物上 に設定 さ れて い た と こ ろ か ら ． 対象議員 と の 問 にう�:w:がな

か っ た と し て も ． 熊取町が本件土 地 建物 を 同社 に対する損害賠償苅求債権の責任財産 と し て 保 全 ー 差押 え す る こ と は閤

畿であ り 、 本 件売貿カ勾熊取町 の娘答賠償請求 、 依権回収を妨げる ｜ 詐1!:i-行為 J に 該当 す る と は雷い重量い。

し か し 本件不動産先買が、 仮 に詐'b'行為 に 該 当せず、 進法性がな い と し て も 、 絞合行為が裁判 で も 認定 さ れ 、 熊取 町 に

損符 を 与 え た 同町 か ら 摘答賠償紛求 を 受け て い る 今日罪名義の不動産 を 、 住民訴訟が提訴 さ れ た平成2J 1f. 5 J-J 後のI可22年

1 月 に 対象議員が取得 し た こ と は 、 一般住民の感情か ら 、 い さ さ か軽率な 行為であ っ た と 言 う こ と がで き る 。

上記の と お り 、 売買の対象 と な っ た不動産は も と も と 熊取町の損害賠償消求償織 を 保全す る た め の責任財 産 を構成す

る も の と は言い難 く ‘ 不動産先rtが、 ｜司l町に よ る 俄織の閲収に実質的な 不利益 を 生 じ な い と 考 え ら れる こ と 、 ま た先f-(日目

絡 も 取引相場か ら し て不相応 に i氏側であ る と は 包 えず、 任意売却に よ る 完貨 は 保部協会 と し て も 競売や他者 に売却す る

よ り は 、 m抑制収のよで合:mt的 な 選択で あ る こ と 等の祐司i悦 か ら 、 対象淡l i が不動産 を 今l惨か ら の先日 に よ り 購入 し たtr

為 は 、 仮 に 政治倫理条例 に 逃 反 す る 余地があ る と し て も 、 未だ、 町民全体の代表者 と し て 品位 と 名 誉 を 損 な う よ う な 行為

と は い え ず 、 政治 倫理条例違反 と し て 同 条 例 に基づ く 制裁 を 加 え な け ればな ら な い も の と は言い尊重い。

今勝及 びそ の代表者であ る 北川氏にj常収町 か ら m：ヰ1賠償請＇i求があ っ た 11'U査 に 、 熊取町役場 に 笛If議長であ る 対象談11が

北川氏 と 同行 し 、 契約担当職員 と 閉会 し た こ と は 、 対象議員 自 ら 包め て い る 。 同職員等か ら の聴 き 取 り に よ れば、 そ の際、

対 象議 員 が職 員 に圧力 を か け る よ う な ［百筏の言動は な かっ た も の と 忠 わ れ る が 、 対象議員が上記の よ う な時期 に北川氏

と loiJ 行 し 、 契約割当事量H と 161会す る こ と 1' 1 体が、 た と え対象議flが北川氏 と ！日；j /,1； し て い て 、 ！日l 人の健康状態 か ら －）（.介；＇；！€

の必裂があ っ た と し て も 、住民か ら す れ ば疑惑の念 を も た れる 行為であ り 、 職Hの公ii:： な駿務執行 を 妨げ 、 又 は そ の権限、

恭 し く は そ の地位 に よ る 影響力 を 不正 に行使する よ う 働 き かけ た こ と を 推認 さ せ る に足 る も の と 言 わ ざる を 得 な い。

従っ て 、 l•;J行為 は 、 政治倫到1条例のi並 行 にI！日 ら し 、 日 いイ歯車E性 を 要求 さ れ る 議』i と し て 、 し て は な ら な い行 為 であ っ た と

い う べ き であ る 。

し か し 、 当該行為 は 、 前 ill�の事情 に P,l（ ら す と 絞 fl 辞職勧告 を 裂す る ほ どの も の と は半IJl�iで き な い た め 、 警告処分 を 相 当

と し た 。

4 . 審査会の付言

法の不適及の 原員lj と 本審査会 と の笠合性は、 法 と 倫理の違いがあ る 。 法の不遡及の除、則 は 、 )fl］罰 を 基本 に 考 え 、 政治倫

理 は 議員 と し てふ さ わ し い かが判断主主主体 と な る 。 本審査会 は 、 法の不遡及の原目lj に 核 当 せず 、 条例施行 円 以前の行為 を －

w』 に対象 外 と すべ き では な い。

治求人 と 一部委員 と の IUJ に 、 消求内符の硲RI!. · 質問 に事前協議がな さ れ た こ と は 不 遮切 で は あ る が、 そ の 行為で公平 さ

が極端 に 筈 さ れ てい る と ま で は 言 え な い。

ま た 、 条例の解釈や務資会の巡·：�· も 機々 な ;1�：見由旬 、 検討の場 を 改めて設け る 必裂があ る 。

くまとり議会だより 平成周年1 1 月 発行 No.27 1 0  
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I 政繍理審査会での委員の主将見 ��］ 
＜ 不動産取得の問題 に つ い て の主 な意見 ＞

(A） 条例に抵触 ： 3 名 （坂上 ・ 重光 ・ 藤本委員）

(B） 条例 に抵触 し な い ： 3 名 （ 自 問 ・ 服部 ・ 佐古委員）

(A) 対象議員 は 、 今勝名義の不動産購入につ い て 、 信用保証協会の袋諭に応 じて勝入 し た の で あ っ て 、 な ん ら 問題な

い と 主張す る が、 保証協会の 問 答 に よ れば、 対象議員 が主体的 に購入 す る 意思 を 示 し た こ と は i切 ら かで あ る 。 熊

取町か ら 損害賠償請求 を 受 け る 可能性が高 か っ た 今勝の不動2¥ を 、 熊取町議会議 員 が購入すべ き で は な か っ た。

現在 、 今勝 は 、 熊取町か ら 損害賠償請求 を 受け て お り 、 遅延損害金 を含め総Miで約 2 千万 円 （北川氏の不兵正連

帯責任 5 千万円） に な る が、 誠実 に 支払 う 姿勢 を 示 し て い な い。 対象議 員 に よ る 今勝名義の不動産取得 は 、 法的

に 問題な い と し て も 、 今勝の「資産か く し 」「資産保全J と 受け取 ら れかね な い 行 為 で あ 旬 、 条 例 の 主 旨 に 抵触す る

と 考 え る 。

(B) 対 象議員 が購 入 し た 不動産 に は 、 大阪的 中 小企業信用保証協会の収抵当権 （極度額9,360万円） が設定 さ れ て お

り 、 不動産鑑定業者の交定 に よ れ ば約 1,500万円 の評価であ っ て 、 町の債権l国l肢の原資 と な り え な い。 し た がっ て 、

対象議員 に よ る 今l除名義の不動産取得 は 、 �ITの債権 回 収 を 妨害す る 許答行為 と は判断で き な い 。

＜ 町職員 と の面談 に つ い て の主 な 意見 ＞

(A） 条例 に 抵触， 4 名 （ 白 筒 ・ 坂上・重光・藤本委員）

(B） 条例 に抵触 し な い. 2 名 mil部 ・ 佐官委員）

(A) 対 象議員が北川 一彦氏 と 共 に 、 昨年12 月 24 日 に町職員 と I師 会 し た こ と は 、 本 人 も 認め て お り IYJ 白 であ る 。 町駿

員 か ら の聞 き 取 り 毒事 に よ れ ば、 j主力 を か け る よ う な事実は な か っ た と 思 わ れ る が、 町 か ら 今勝及び北川氏に損害

賠 償請求の あ っ た 直 後 に 、 町役場 に 副議長で あ る 対象議貝が北川氏 に 同 行 し 、 契約 担 当 事正 員 と 耐 会す る の は 「 疑

惑 を 招 く 」 行 為 で あ る 。 対象議員が憲一議 し た 、 し な い に l拘 わ ら ず、 政治倫理条例 祭3条l項の（4）「戦員 の公正 な 職務

執行 を 妨 げ又は そ の権 限 も し く は 地位 に よ る 影響力 を 不 正 に 行使 す る よ う 働 き か け な い こ と 」 に 逃反す る 行 為

だ っ た と い え る の

(8) 請求人の 「側聞j で も あ っ た が、 北川氏 に 向 行 し 、 町の幹部験貝 ら と 凶 談 し た と あ る が、 対象議貝の弁明 に お い

て も 「確かに面談 し た j と 認め て い る 。 し か し そ の際、 職員への圧 力 行均等は一切 な か っ た と 町側 か ら も 証百 さ

れ て お り 、 政治倫別条例 第 3 条 に 抵触す る も の で は な い と 判断す る 。

｜ 調査対象議員への鰭置 "'"'" - � 
矢野議員 に対す る 警告文

調査請求事項の う ち 、 熊取町が住民訴訟の確定判 決 に 1毒 づ き 損筈賠償 を 求め る 対象 者 向 身＿q�＿ ぴ に 同 対象業者の代

表者であ り 、 制査対象議員の義父 に ：当 た る 北 川 氏 に 問 行 し 、 熊取町のm答賠償請求if!当職員 と 面会 し た こ と は 、 た と

え 政 治 倫理条例第 3 条第 l 項第 4 号の規定であ る f戦員 の 公正 な 職務執行 を 妨 げ又 は そ の権限 も し く は 地位 に よ る

影軍事力 を 不正 に 行 使す る よ う な 働 き かけj が具体的 に な か っ た と し て も 、 町民か ら み て 同 規定の疑惑 を 招 き かね な い

軽率 な行為 で あ る 。

し た が っ て 、 同条例第 1 1 粂 に 規定す る f議会の品位 と 名誉 を 守 り 、 町民の信頼 を 回復す る た めj 、 今後は こ の よ う な

行為を厳に慎 む よ う 普告す る 。

1 1  くまとり議会だより 平成26年1 1 月発行 No.27
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t:1& n •ド 1 J J ot i i  

臨時閣�m�iillD団
l 住民目線の議会、断固たる賠償金回収を ！ I 
l インタ四ネット申織（録画岡信）で聞かれた議会に ！ I 
e童画E 損害賠償金の 回収対応 〉 位認園 賠償金の回収状況〉

時期 項 呂
H 1 9年 談合事件

1 0月 発覚

H 20�王 大板地裁
4月 半lj決

H 20年 議会議決
1 2月

H 2 1 年 住浸訴訟
5月

H 24年 大阪地裁
6月 判決

議会決議

H 25年 最高裁
1 2月 決定

H 26年 議会への
1 0月 講穣

内 骨層増

1 . 熊取公共工事談合事件発賞

2. 上垣町長辞職

1 .  熊取建設組合の獲年の談合を指摘

2. 4名の有罪確定

「町長は長年の談合 に対 し 損害賠償請求す る べ し 」

と議決 し た。 t反対 2 ・ 矢野議員他 1 名） しかし、 中
西町長はこれを無視。

( H 2 1 年3月 発行の繍会だより No4の4頁に渇戴）

中 西 町 長 に代わ り 、 住 民 グ ル ー プが損害賠償請求

を、 大阪地裁に提訴、

1 .  「町は過去の談合を した業者に領害賠償請求をす

る べ し 」 と 判決、 中西町長の 「職務怠慢」 を指

摘。

2. 「大阪地裁判決を尊重す る姿努を 求 め る 決議」

は、 6対6の賛否問数で、 鈴木議長が奇決。

賛成議員 ： it光？藤本、 IT/I I 、 ： 綾上、 4
自
4も谷、 奥野u

反対議員 i 矢野、 佐吉、 綴錦、 、渡辺、 閥、 前中。
CH24年8月 発行の綴会だよ り No1 8の4頁に掲載）

「中西町長は、 業者に対 し合計4憶7千万円の損害賠

償請求すべし」 との高裁判決陵定。

住浸の 「北I l l氏 （ ※ 1 ） と今勝に対し、 債権者破産

（※ 2 ） を 求 め る請願」 l立、 常任委員会では、 全員

質成で可決。

と こ ろが、 本会議で、 佐古 ・ 鈴木が反対に変身、 6対

6の賛否問数で、 渡辺議長が否決。

餐成議員 ； 守 重光d
誕
E毒本

吉
‘
、

江Iii�，＇坂上、 は も谷； . 奥
中

野
。 I�反対議員 五 矢野予 服部、 鈴木、 i 自 閥、 国 ' 

(H26年1 1 月 発行の議会だよ り No27の9頁に掲載）

賠償金の公正な回収 と 活用を求める。
回収済み約 2 億 9 8 万円

1 . 賠償金 （以下、 賠償金と遅延利息） を全額支払った業者

①阪商工務店 ②ワール ド ③楠プランニング
＠）中林建設 ⑤大屋建設 ⑥有箇土木工業

⑦中武造閤土木 ⑤泉州ピル ド ＠高団組

⑩山本工務店
1 0業者の小計 1 億6,994万円

2 .  H26年 1 0月 の和解契約に よ る 分割払い業者

。中島工業 ⑫西尾組 ⑬鳥山建波
前納分と分書IJ払い済み額の小計 1 .863万円

3 . その他、 請負工事代金か ら天引 き の小計 1 ,241 万円

回収済み賠償金の合計 2億98万円

、 分割回収8,363万円
今後の回収は、 町長 と 議会の責任 ！

中扇町長の怠慢と議会の対応 （:1tJ l l氏 と 今餅の債権者破

墜を求める 鱗願否決〕 が、 下記の通り支払い拒否と包収

困量産を拡大したと思われる。

Ile 
(1 ）和解契約に反し、 1 0月分か ら支払 っ ていないま走者

。西貫主t ＇.，？.）徳進建設 ③J l l勝土木建材 8,490万円

(2）和解不調にな り 、 支払わない業者

〔r今勝建設 1＇？；臼南建設 ＠山本品目 告〉ヤ マ シ ン

（�成公建設 〈宇仮繭土木工業 ① ク マ ト リ

1 1鍛82万円

支払う 意思がない1 0業者 （談合犯罪に無反省）

1 i慧8,572万円

組合幹部の連帯賠償責任額
来i : .1!;l!)豆i三、 矢野議員の義父、 今勝建設側の不動産 ・ 邸宅に北川 底 と矢野誠員の家族

l主北川元理事長に 6.435万円
は ． 長年にわたり同居a

,f-2 債権者破産とは、 重量産隠しゃ涜用の庖いのある債務者 C�tl l lffと今勝迎設） を裁判 ＠西尾元専務理事に 5,1 48万円
所が任命する管財人によ っ て 、 数年間にわたる資金の流れを強制的に飼査し、 イ員 f霊
者 （町〉 の債権 （賠償金） を回収する 法律上の手続き。

支払日が遅れる ほ ど、 車IJ思が増えるo 言十 1 億 1 ,583万円

監1�11 議会の イ ン タ ー ネ ッ ト 中継〉
－主主ヨf�f�）四時·�玉虫唾遺骨E哩�Zill�；－�ヨ�.芳－�1回れ伊�疋ゆ車通・ヂ －－－－ �－－ ー ー一一一『F’：＇？"l:.....喧九－�
・・・・・・E」』 l.L-..a..』・ h ’ でE -.. .....」・圃CT －ι�且』ー� 一一 週置 ' ’ . ，．』4邑4・・Ea・・・・ ・・Ea・・・・.＂・・・・E r .. r• 且A - ・・』 a・・

時期 項包 請願の提出 と 議決の結果およ び実施の内容
H 24 年 議会対応 住民グループが出 し た 「議会のイ ン タ ーネ ッ ト 中継実施の請願望3」 を全会一致で議会は可決する。

6 月 し か し、 その後半年過ぎても、 何ら進展なか っ た。

H 24 年 議会対応 議会の イ ン タ ーネ ッ ト 中継の進展が無いため、 住民グループが再度 「イ ン タ ーネ ッ ト 中継の早期実施を求めるま青

1 2 月 願書」 を出したが、 同 じ趣旨の請顕である との建白から、 議会は否決した。

議会は、 6 対 6 の賛否同数で、 鈴木議長が否決するD （議会はイ ン タ ーネ ッ ト中継に反対 ？ ）

賛反対
成議議員員’ペL 震ヲ可光野州4； 詩佐書本芦山·�..坂服土部γ、J 江jJf辺J.11ー、可 砲は閥ぢ 谷、ψよ図奥崩野...q ‘ ( H 25年2月 発行織会だよ り No20の4貿に潟政）

H26 年 宙T匿 と議 町長は、 議会の中継を役場 ロ ビーのテ レ ビで見る こ とが出来る よ う に したが、 イ ン タ ーネ ッ ト 中継 （いつでも、

9 月 員の対応 どこでも、 だれでもが見える録画配信） は実施せず。 これに対し議会がどのよ う に行動したか、 見えない。
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平成 27 年 4 11 発行

立候補予定者への

有権者へ の判断材料 を 提供 す る た め 立候補予 定者に 『公開質問書j を 渡 し 、 適切 と 思 う

回答を選択 し て 、 簡単 に理由 を記述す る よ う お願い し ま し た 。 以下は、 質 問 と 回 答要旨 の一覧表 で す 。

質問項目 ポイ ン ト 三択の回答例の要旨
� 談合 に よ る 損害賠償金の回 収 に L 法令が言干すあ らゆる手段を活用 して全ての相手方か ら全額回収するべく 努力するべきだe

ついて 2. �i1i し 合いを絡先 して、 回収の努力をすれば回lfQ:'i買が半分程度に減 っ てち佐ぢがなし ヒ
（裏面資料 1 2 を参照） 3. どち ら と も言えなv 'c 

� 回収 し た賠償金の管理 と運営に I .  談合陪］慾の反省を生かすために、 「附償金回収基金J を設け、 収支を住民に開示 し 、 「子
ついて 育て支f霊」 等、 住民O芦を開いて活用するι
（裏面資料 2 を参照） '!.. 殴会よ ，こ ヘれ、 談合の古傷のE宣泊、を目立たなし ‘よ う にするι

’1 こ1: to）テ －ハ； ＇.： c e壬ヨシ ニぺ’テ凸ー l 、' 

直ヨ 議会のイ ン タ ー ネ ッ ト 中継の実 I . 町長， こ追憶するのではな く 、 是 々 非 々 の判断が出来る議会にするべきc
施について

2. ＼： ＇ずれ町長 ちイ ン タ ー ネ ～ ト 中継の必要性を認め、 実施する よ う にな る と 思 う ので町隻の
（裏面資料 3 を参照〕 1！港「Iをf守てばよし 、ご

:J. どち ら と 毛 さ言えて；0 "; 

回 答者 氏名 門 明君艶 立候補予定者 の コ メ ン ト の 要 旨 （ 『白制 しJ は 、 その状況を記す）エオ廠） ｜ 新人 げ習 l i 2 間3 1
浦 I l l  よ L ひ ろ 新 人 I I I 1可決ヴ出ているのに、 議会快議や5古E裂が何故否決され るのか士

江 川 俊 子 現職 I l l 1 ぼ民に分か り やす く すべき。
i可 (t 弘 樹 新 人 3 I I 全額回収な悠 しいかとJ思 う 、 半分でも少ないと j忠 う か う 、 3 ですu

坂 .I: 品 史 新 人 ::1 , 2 I 回収するヰ つは必主主だが、 訴 し（��いは続けるべきですο 半分に 減 っ て乞良いと は考え ませ人c

板 上 み き お 現職 l ’ l l 1 資注隠 しを進めている業者には、 断自たる姿勢が必姿ですc
阪 しl ひ と し 新 人 I l l 防カ，��li·こ�.＇ i吹1主宰想的 と 考え るc

ill 光 俊 J!U 現職 l I l 判 長の怠忠；二関係な く 、 議長が イ ン タ ーネ ッ ト 中継を�裂 と 考え る か ど う かが、 ゑ警です三

は も 谷 防 チ 現戦 l l l すでに全gji支払 ョ た業者もあ り 、 組合のE主任蓄が賠償 しない と い う ζ と は評せなL ～

東 野 i誌 がf 人 l J 1 熊取町の未来の為、 基金設置に資問 し ますp

l阪 本 館 現総 I ; l I 賠償金沢払いはそ ラ ル ハ叶Lー ドが起こ る，， 議員はも っ と 町長 と 向 き 合 っ て判断するべきにじ
' －←一一一一ーーー一一一一一一一 一月 一一一一一一ー一一 一一一一一一一一ー一ーも

:x: 1"'f 似 治 税収 l I I r税金が！雫取 さ れ た と い う 現実の反省か ら、 賠償金の全額密収に最大限の努）Jをするべきだc

仏： 甘7 1諸 規 現総 lill 符 な し 「 ま ！�'CJけていfよい4 と答え、 その1をの出話は関守�の応答、 連絡な しc

服 部； 悩 て .fll,Q躍 ｜可 符 な し 限促の百：�o<1iに 均 し 「回答 しなし リ 理由は と 閲 く と 「理由はなv 'J と 返答 ·� t，こ。

- �.！. ひ ろ 正 新 人 阿 符 な し 儲守道を ￥ 宅入れ る乞連絡な ！しC 訪問後に －.！＇3笛えでき ません戸 と 電話連絡あ り 。

I 
「回答す る か ど う か後後者十こ格談する 」 と 返事、 笛侃1に対 し 「 後援毛ぎか ら 『出すな」 ？ 憎 う矢 野 正 懲 13!1段 ｜司 符 な し な』 と 言われた」 と 返答 したr

iN ill ＼�＇ 子 l3lli'! lnJ 符 な し F ど う し た ら よ L か分か らないので質問鰐は選管に出 し たJ と の返事c 選管理主員に事実確詑す

る と l E豆£1総長か ら質問i別立漬か っ ていなし 、」 と 当惑 していたc

’遁直訴�置両日ι量坦沼；��司［ヨ�;f�if.尋量三'k...... E理理軍事項�司南百官ヨ・�軍玄E理署
と の 4 年、 現聴議員が、 質問に関連 し た決議に 、 どのよ う な態度表明
を し た か 、 裏面の資料 1 ・ 3の中 に議員名があ り ま すの で 、 参考に し
て下さ い。

資料 ； 第7-8 (2) 

熊取町を良 く する住民の会

発行日 201 5 年 4 月
代表幹事

大浦正義
TEL 090-397 1 -47 42 
松野隆一
TEL 090- 1 022・567 1



報 告

201 5 年 8 月 25 日
熊取町議会議長 重光 俊則 様

談合賠償金を基金 と し て 管理 ・ 運用す る こ と を求め る請願
請願者

【請願の趣 旨 】
氏名 印 ・ 住所

住 民訴訟 の勝訴 に よ り 賠償金 の 回 収 が 可能 と な っ た。 そ し て 、 町 に よ っ て 回

収 さ れた恒常的談合 の 損 害賠償金 （遅延利 息 を含む） の 全額 を 一般会計 と は別

に し て 、 住 民福祉 を 向 上 さ せ る た め の 「基金」 を設立 し 、 町 民 に 分 か り 易 く 管

理 ・ 運営す る こ と を請願す る 。

【請願の理由 】
1 . 平成1 9年10月 大原住宅談合が発覚 し 、 20年3月 刑 事判 決 が 下 さ れ、 被告人 ら

4 名 は上告せず 4 月 に判決が確定 し た。 判決文 は 、 談合が建設業協 同組合業

者 に よ る 恒常的談合 の真相 と 行政の不作為 （怠慢） 、 行政 に よ る 談合暫助 と を

明 ら かに し た。

2 . 世論 を う け て 、 町民が 「熊取町を 良 く す る 住民の会J を結成 し て 、 代表 4

名 が原告 と な り 、 平成 2 1 年 5 月 住民訴訟 を 提起 し た。 大 阪地裁 と 高裁 は 、 町

の損害賠償請求権 を認 め 、 平成 25 年 1 2 月 の最高裁決定 （相 手方 の 上告 を 棄

却） に よ り 、 高裁判決が確定 した。

そ の結果、 損害賠償 3 億 7474 万 9725 円 、 遅延賠償金 を加 え た損 害賠償金の

合計は約 4 億 7 千 万 円 に な っ た。

3 . 町 は 、 平成 26 年 3 月 か ら 相 手方に対す る 損害賠償請求 の 訴訟 を 開 始 し 、 平

成 27 年 5 月 29 日 現在 、 10 社完納 と 3 社分納 に よ り 、 2 億 円 を 回 収 （ 回 収 率 ：

42 % ） し た。 今後 、 町 は 、 賠償金未払 い の 相 手方 （ 1 0 社 と 組合幹部 2 名 ） に

対 し 、 残 る 約 2 億 7 千万 円 を全額回収す る た め 、 強制執行や債権者破産 を 実行

す る な ど真剣 に努力す る べ き で あ る 。

4. 既 に 回収 し た 損 害賠償金や今 後 回収す る 損 害賠償金 を 基金 と し 、 管 理 ・ 運営

す る こ と に よ り 、 基金 の収入 と 支 出 を町民に分か り 易 く す る こ と 、 そ し て 、 忌

ま わ し い談合事件 を風化 さ せ な い よ う にす る こ と に よ っ て 、 今後 の公正 ・ 公平

な 町政 を 実現 に 寄与す る と 思料す る 。

以上、 請願 の趣 旨 の通 り 、 談合の損害賠償金 を基金 と し て 管理 ・ 運用 す る こ

と を 求 め る 請願書 を こ こ に提出す る 。

以 上
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資料集

201 5 年 8 月 25 日
熊取町議会議長 重光 俊員lj 様
小 田 中学校の新入生の就学援助金の一部を早期に支給す る よ う 求め る 請願

請願者
氏名 印 ・ 住所

【請願の趣旨】
子 ど も を も っ生活困窮家庭への就学援助金の第 1 回 目 支給は、 1 学期 が終了す る 7 月

下旬で あ り 、 小学校 と 中学校の新入生 （ 1 年生） が 4 月 入学式か ら 7 月 ま での諸費用 を

賄 う 上で、 預貯金 の な い家庭に お い て は 、 悩ま し く 、 困難を伴い ま す。 つ き ま し て は 、

所得の一定条件を満たす保護者に は 、 1 学期の就学援助金を 4 月 1 日 に支給す る よ う 請

願 し ま す。

【請願の理由 1
1 . 学校教育法では、 「経済的理由 に よ っ て 、 就学困難 と 認め ら れ る 学齢児童文 は学齢生

徒の保護者に対 し て は、 市町村は、 必要な援助 を与 え な ければな ら な い。 J （同法第 四

条） と さ れ、 生活保護法に規定す る 要保護者及び要保護者に 準ず る 程度 に 困窮 し て い る

と 認め る 者 に就学援助金 （以下、 援助金） を支給 し ま す。 援助金に は ・ 新入学児童生徒

学用 品費等 ・ 通学用 品費 ・ 学用 品費通学費 ・ 学校給食費 ・ 修学旅行費 ・ 校外活動費 ・ 体

育実技用 具費 ・ 生徒会費 · P T A 会費 ・ ク ラ ブ活動費 ・ 医療費 な ど を含むが 、 制服費

は含ま ない。 市町村が実施す る 援助事業の う ち 、 国 は要保護者に対 し て行 う 事業 に 要す

る 経費 につい て補助 を行い 、 準要保護者に対 し て行 う 事業 に 要す る 経費の補助 につ い て

は、 平成17年度 よ り 税源移譲を行い国 の補助 を廃止 し ま し た。

平成24年度の全児童に 占 め る 受給率は全国的 に は 1 5 .  6 % に達 し 、 過去最高 を記録

し 、 熊取町で も 、 平成2 1年度の 1 2 .  1 % か ら24年度 に は、 1 4 . 2 % に増 え ま し た。

学年進行に伴い受給対者が増 え、 小学生の 1 2 .  8 % と 中学生の 1 7 .  1 % で合計 6 0

1 名 の受給で した。

2 . 熊取町では就学援助金の 申 請書類提出は、 5月 であ り 、 支給回数は年 3 回、 支給時期

は、 第 1 回 目 が 7 月 下旬 、 2 回 目 は 1 2 月 下旬、 3 回 目 は 3 月 下旬 です。 従 っ て 、 第 1

回 目 の 支給が 1 学期 の終わ る 7 月 下旬であ り 、 家庭への直接支給額は、 それぞれ小学 1

年 2 万 5 千 円 、 中学 1 年 3 万 2 千円程度です。 と こ ろ が、 実際に は、 1 年生は 4 月 か ら

7 月 の 聞 に は、 頻繁に も っ と 多 く の費用 が か る た め 、 小学 1 年生 と 中学 1 年生の子 ど も

を も っ、 預貯金 の な い 困窮家庭において は、 時々 の費用負担が大 き く 苦慮、 し て い ま す。

3 . 受給対象者 は学年進行にイ料 、増加傾向 に あ り ま すが 、 受給対象の 生徒数実数は、 平成

2 4 年度度、 小学 1 年生は、 約 6 0 名 、 中学 1 年生は約 7 0 名 です。 平成 2 8 年度 の就

学援助金の支給について 、 預貯金の な い困窮家庭の 申 請 を 3 月 初旬 に受け付け、 審査の

上、 4 月 1 日 に支給すれば、 保護者の 困難は大幅に改善 さ れ る こ と は明 ら かです。

4 . こ の費用 は、 す で に 回収 で き た損害賠償金の一部 を あて る こ と が可能で、あ り 、 財政的

な 困難はあ り ま せん。

以上、 「請願の趣 旨 j の通 り 、 こ こ に請願 し ま す。
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共産党議員団

住民訴盟；の勝訴 によ り 、 賠償金の回収が可能と芯っ

た。 しかし、 IBJIま告会計ごとに回収金を入金し何に使わ

れたか不明である。 町は、 20年にわたり損害を受けて

いたことを考えると、 残る約2億7千万を必す回収 レ‘

福祉を向上させるための基金を怒立し、 町民にわかりや

すくすることは当然のことである。

熊愛の会 ・ 未来

現在の賠償金回収率は、 僅か42%で しか芯い。 残る

2億7千万円の回収！こ、 町は全力を上げ主主 く てはなら主主

い。 現在回収 した賠償金は、 一般会計に繰り 入れてい

るが、 平成26年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定が

不認定にな っ たよ う に 、 J賓客賠償金等が． あたかも一

般的な臨時収入と して赤字補てんに使用されている現

状はおかしい。

住民訴訟の務利 に よ って賂償金等の回収が可能と怒

り 、 それ らの全援を一般会計と は別に、 住民得祉を向

上させるための f基金j を芯立 レ、 将来にわた り 町民

に分か り ゃす く 管理 運営す る こ と が重要である。 何

よ り この f基金j の存在が、 熊取町の未来へ向けて、

公正 公平な町政を築く礎にはる。

反対討論
新政クラ ブ ・ 守 ク ラ ブ

基金は特定の 目 的のために絞置する ものであるため‘ 目的外の使用に
は. :!JJ限があ り 、 使い勝手の惑いものである。 今回のf貧富賠償金は、 本
来‘ 一般会計他特別会計か ら役資的経賓と して支出された も のが返還さ
れたものであ り 、 それぞれの会計に漠されるべきものである 。 ま た、 街
祉のための基金に積み立てる こ と はこの基本に相反する こ と にも怠る。
そ れ よ り も返還された娘害賠償金の使途を限定し芯い方が、 よ り 有効に
活用することができる。

また現在まで回収された損害賠償金等i革、 基金を設鑓せすとも、 も う
既に一般会計よ り 原資と して、 熊取町の行う施策に、 フ レキ シ ブル に か
つ柔軟に活用されて お り 、 基金設置の必要性は特段砿いと判断 し、 反対
とする。

熊取公明党
基金にする必要があるのか 4 点の疑聖書がある。

l 一般会計だけで芯 く 特別会計も総入と して処理されている。 それを
金額一般会計で基金にできるのか。

2. 国や府への返還金や、 弁護士報酬を、 その 「福祉向上基金j か ら 支
払えるのかa

3. 基金よ り それぞれの会計で総入と し た方が住民福祉や1iffi設鐙備等に
柔軟に活用できるのではないか。

4. 基金にし芯くても随時、 町の広報やホームページで回収状況等情報提供
されている。

函E盃亙五p証国五五亙量五五画監語語E
E冒臓の望書留 所得の一定条件を満たす保護者に は 、 1 学期の就学援助金を4 月 1 臼 に 支給す る よ う E局限す る 。
請 願 者 大浦正義 他2名 紹介議員 文野 校！）台、 坂上 巳生男、 阪口 均

賛成討論
未来 ・ 熊愛の会

現在、 熊取町において子供を持つ生活困窮家庭への

就学援助金の第 1 回目の支給は l 学期が終了する 7 月

下旬である。 実際に 4 月 から判査に通うので 7 月 ま で

に多くのお金が必要になるのは惣像に灘く 主主い．

平成24年度の金児童に占める受給率lま全国におい

て は 1 5 . 6 9もで過去震高に還し、 熊取町でも 1 4. 2 %

だった。 第 l[ 司自の支給を 7 月 か ら 4 月 にすることに

よ り 生活困窮家庭の費用負担での困難が改善される。

全国で も 4 月 に就学媛助金を支給している 自治体は

ある。 熊取町も 3 月 か ら申請を受け付け確定申告の写

しゃ学校によるヒア υ ングをベースに穏査は出来るは

すである。 就学援助金を 4 月 に支給するため に 、 出来
tJ.い理由を考え る よ り 現在の事務処理をどう変えれば

実現できるかを考え実行 していく べきである。

共産党議員団

年間所得の減少に よ り 就学援助を受ける児語のi曽
加、 預貯金のない家庭が3\!llJ と な っ てい る 。 その中

で、 入学跨の費用負担が大き く な っ ている。 網岡市で

は、 「入学準備金J と して、 入学前に支給 している。

子育て支援に力を入れている熊取町だからこそ生活実

態がつかめ実現できる と考える。
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反対討論
新政クラ ブ ・ 守クラブ

錆原の主旨にl喜一定の理解を示すが、 就学窓助金は直近の世帯収入が
確定する 6 月 よ り願次認定 し、 7 月 、 1 2月 、 3 月 と年 3 図鑑助される制

度であ り 、 前年度の収入が確定され広いと適正に算出され広い。 仮 に 4
月 に支給とする場合、 前々年度の所得 よ り 仮認定を行 う ため に 、 年末調
整済み源泉徴収祭や確定申告轡の写 しを別途準備 して頂く 手間が抱え、
申告手続き等の事務処理も複雑と主主 り 、 担当織員の事務処理作業が熔加
され． 適正な事務の妨げとなるこ とが予測される。 また、 子ども医療費
助成制度の中学 3 年生までの鉱充、 児富手当ld: 2 月 . 6 丹 、 1 0月 に支給
され、 福祉貸付制度も完備されている こ と か ら 、 子育て支j量を包括的に
行主主っている。 また何よ り 「子を育てるJ 親と して、 入学に向けての準
備などは、 ま さに綴と しての底力を発揮 して頂きたい。

最後に請願の理由の、 「 4 、 この費用はすでに回収できた損答賠償金
の一部を充てる ことが可能であり 財政的な困難はあ り ません」 とある
が、 元々財政は予算化済みの為、 との項は不要である。

熊取公明党
請願の主旨は理解できるが、 本町の就学援助の甲績について は 、 前年

度の所得による課税が確定 レ、 その課税情報を基に受け付けている。 課
税状況がわかるのは 6 月 。 共産党披露さんが再三質問 しているが、 「前
前年度の所得や確定申告書の写 しゃ源泉徴収療を基に事務を進める と 後
で却って対象者の方に負担をかけ トラブルのもと になるので 6 月 に税が
確定してから手続したいJ と担当課は常に答弁されている。

手続き上問題があるので質成できない。
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熊取町の職務怠慢と談合事件への帯助

「住民の会」 代表幹事 ・ 原告 柏野 隆一

原告として、 今回の住民訴訟の結果、 熊取町の

「不 作為 ・ 職務怠慢」並びに談合事件への「帯助」

について烏噸透視的に見て、 以下の各節に記すと

おりである。

然るにも拘らず、 熊取町は、 未だに「事実誤認」

（帯助していなし 、）としている。

熊取町の中西町長による執行下の熊取町職員ら

は、 本 当にそのように思っているとしたら、 大変

不幸なととである。

職務怠慢 （不作為）について

・ 地方 自治法の本 旨に則り、 住民の福利を優先

するという立場ならば、 相手方業者に損害賠償

請求訴訟を提起すべきではないのか。

・ 住民訴訟に至るまでに、 中西町長は、 談合事件

の今勝 建設側の裁判の刑事事件の確定記録を入

手し、 その全文コ ピ ーを既に読んでいたのであ

る。

・ しかし、 被告の中西町長は、 裁判開始当初から

判決確定まで、 談合業者側に立ち、 大阪地裁判

決後も住民側（公の立場）に寄り添うことなく、

「談合は無かった」「談合を帯助する職員も居な

い」として談合業者寄りに立ち続けた。

・ 法と正義に則り、 あらゆる手段を駆使して損害

賠償金の回収に努めるのが、 住民訴訟判決の判

決文の趣旨であり、 住民の福利に適うものであ

る0

・ その趣旨を理解していないが知く、 熊取町の取

立ての姿勢は、 職務怠慢と不作為と感じるもの

の、 原告住民として手を 乙まねくだけで、 恒a陀

たる思いであった。

・「住民の税金を 収奪された談合事件は犯罪であ

る」という認識にも欠ける中西町長の姿勢は、

弾劾されるべきである。

・ 私たち住民と行政が訴訟の主役であり、 夫々が

公の立場に立っています。 中西町長並びに行政

は住民によって選出・ 信託された機構 （しくみ）

であるに過ぎません。

・ 住民の 自助 ・ 共助による『社会をより良くした

い』という思いが地域社会を変えていくのです。

この住民訴訟に関して、 中西町長は公の立場を

失い、 卑しくも建設業者寄りの立場であった。

前町長より引き続いての建設業者への割助であ

ると疑われる所以である。

・ 私たち住民は、 建設業者が謝罪し、 住民に 「こ

のような共同不法行為 （談合）を二度と行いま

せん。」と宣誓すべきだと思う。

・ 熊取町はこの事件を契機に入札改革を行い、 町

外業者も参加させ、 その結果、 殆どの入札結果

は最低落札価格でしかも抽選で業者が落札する

という状況となった。 熊取町にとって、 財政負

担額は大幅に軽減されている。

・『権利、 競争上の地位その他正当 な利益を害す

る』 について、 高裁判決により事実関係は確定

し、 最高裁に上告しなかった業者らが、 談合し

たととを認め、 町に損害を与えたと 自ら認め、

自ら申 出て支払った会社名や損害賠償金などを

公開しない理由が、 正当な利益を害するという

ことはない。 不当な共同不法行為 （談合）によ

る得た利益 （ 自らが認めて、 上告を断念した）

から、遅延損害金が膨らむからの理由とはいえ、

積極的に支払った 乙とは評価されるべきで、 他

7 1  



報 告

の業者と一線を画している。

・ 「本件談合認定工事に係る談合により、 熊取町

は、 本件相手方らに対し、 それぞれ別紙2 相

手方一覧表の認定額欄記載の金額の損害賠償請

求権を有しているところ、 熊取町は、 現在まで

本件相手方らに対して損害賠償請求権を行使し

ていないのであって、 その行使を違法に怠って

いるといわざるを得ない。」（大阪高裁・住民訴

訟事件・平成24 年 （行 コ ） 101 号、 平成25

年5月10 日判決 18 p 上から3 行目）

熊取町の談合事件への暫助について

一一帯助について （判決よ り 引用する）

・「組合の代表理事であった被告北川一彦 は、 熊

取上垣町長に対して経審点の上乗せを働きかけ

て実現し、 地元企業により入札を独 占しやすく

して、 組合の談合体質を温存強化するのに寄与

した上、 本件においては、 前記のとおり、 落札

業者を 自 らが実質的に経営する今勝建設と決

め、 指名業者から設計書回収を指示したり、 被

告人西尾明治に対してチャンピオンとして行う

作業を指示するなど、 中心的な役割を担って

いる。J （大阪地裁・刑事事件平成19 年（わ）

6418、 平成21 年3月28 日判決、 同4月12

日確定 4 p 下から8行目）

・ 「 チャンピオンと 呼 ば れる落札予定業者は、

ボーリングと称して町役場の担当部署 に行き、

積算書類を示しながらその示唆を得て設計金額

を探り出し、 それを基に予想される入札予定価

格に近い入札金額を決め、 他の指名業者にはと

れよりも高額の入札金額を決めてこれで入札す

るよ う に指示し、 その際、 各指名業者が提出す

る参考内訳書の原案を渡すという方法で談合を

繰り返してきていたのである。」（大阪地裁・刑

事事件平成19 年 （わ） 6418 号、 平成21 年3

月28日判決、 同4月12 日確定 4 p 上から

2 行自 ）

・「熊取町における指名競争入札方法等

72 

ア 本件組合加入業者に対する評点加算熊取町

が発注する公共工事に係る指名競争入札の参加

資格に関し、 平成11 年5月頃、 熊取町建設工

事等請負業者資格審査要領が改訂され、 本件組

合の加入業者に対しては、 経営事項審査の評点

（以下経審点という） を200 点加算する 乙とと

された。（中略） 本件組合加入業者はいずれも

B ランク工事の入札参加資格を有するととと

なった。」（大阪地裁・住民訴訟事件平成21年（行

ウ ） 99号、 平成24 年6月8 日判決3 p 上か

ら6行目）

熊取町はこの事件を契機に入札改革を行い、 町

外業者も参加させ、 請負契約書に20 % の損害

賠償金の特約条項も遅まきながら付加しまし

た。 談合を輔助した経審点の200 点加算も止

めました。

・「第5 当裁判所の判断 ア 認定事実 （ア）

町営大原住宅 工事は、 1 期から3 期に分かれ

ており、 平成 16年頃、 その第 1 期工事をA ラ

ンク業者である浅沼組が落札した。 北川は、 第

2 期及び第3 期工事に関して本件組合や地元業

者に落札させたいと考え、 第1 期工事が着工

した平成16年秋頃から、 熊取町長や総務部長

らに対し、 大原住宅第2 期工事は B ランクの

建設業者が入札に参加できるように何度も陳情

を行った。」（大阪地裁・ 住民訴訟事件平成21

年（行 ウ ） 99号、 平成24 年6月8日判決

17 p 上から10 行目）

・「同 （イ） 平成18年4月頃、 それまで B ラ

ンクの建設業者が入札に参加することについて

消極的な態度を取っていた総務部長が、 方針を

変更して積極的な態度を示したため、 北川は、

大原住宅 第2 期工事において B ランク業者が

入札に参加できる可能性が高まったと考え、 そ

の頃から本件組合の会合等においてその旨を発

言するよ う になった。」（大阪地裁・住民訴訟事

件平成21 年（行 ウ ） 99号、 平成24 年6月8

日判決 17 p 下から4 行目）



2 熊取町の職務怠慢 と 談合事件への部助一一松野 隆一

・「同 （ ケ） 北J l l と西尾は、 同月2 1 日 頃、 今

勝建設事務所に おいて会談し、 今勝建設の入札

金額を6億3000万 円 とすること、 他の入 札

業者 に 対しては、 今勝建設の入札金額を推測さ

れな いよう、 いずれも7億円以上の入礼金額

を指示するととを決めた。 また、 北川 は、 同

日、 息子の露関社長に 対し、 今勝建設の参考内

訳書を渡した上、 今勝建設の入札金額を指示し

た。 さらに 、 北川は、 今勝建設の落札を確実な

もの』こするため、 熊取町総務部の露翠零�·謀長

と連絡を取り、 予定価格に 対する最低制限価格

の割合が83%であることを聞 き 出した。」（ 大

阪地裁・住民訴訟事件平成21年 （ 行ウ） 99 号、

平成2 4年6月8日判決 1 9  p 上から 4 行 目）

・「原審判断の補正 平成20年 4月から、 大原

住 宅第2 期工事談合摘発を踏まえて、 熊取町

に おける入札契約制度を改めた。 すなわち、 契

約検査謀を新設し、 熊取町建設工事等請負業者

指名審査要綱な どの全面見直しを実施した。（ 中

略） 入札業者の級別格付基準となる総合評点に

関して、 熊取町独 自 で主観点数200 点を加算

していたが、 乙のような主観点数の加点につい

ては全廃した。」（ 大阪高裁・ 住民訴訟事件 ・ 平

成2 4年 （ 行 コ ）101 号、 平 成25年5月10

日判決 5 p 上からll 行 目）

・「確かに 、 本件刑事事件に おける北川及び西尾

の供述調書には、 落札率の高さやボー リ ン グ作

業等から、 熊取町の担当職員らが談合の存在に

気づかないはずがないとか、 設計金額の概数を

教えてもらう見返りとして、 当該担当職員に 対

して飲食接待や現金授受等を行っ ていた旨の供

述がある （ 甲 4）。 （ 大阪高裁 ・ 住民訴訟事件 ・

平 成2 4年 （ 行 コ ）10 1 号、 平 成25年5月

1 0日判決上から13 行 目）

・「しかし、 仮 に 、 熊取町l隊員に監督義務違反や

担当 職員に よる教示行為等があっ たとしても、

それらは補助参加入らを含めた業者の談合行為

のいわば割助行為 に 過ぎず、 補助参加入らは、

熊取町の職員らの割助を得て、 故意による共同

不法行為者 として熊取町 に 損害を与えたので

あって、 その行為の主体性、 違法性に鑑みれば、

熊取町職員の朝助的行為を理由 に 過失相殺を適

用して、 談合を行 っ た者らの責任を減 じ る理由

は見出し矧い。」（ 大阪高裁・ 住民訴訟事件 ・ 平

成2 4年 （ 行 コ ）10 1 号、 平 成25年5月10

日判決 12 p 上から16 行 自）

おわ り に

熊 取 町 は、 平 成27年8月31日 （27 熊 契 第

12 - 21 号）、 熊取町重光議長 に 対 し、 請願書に

おける事実誤認についての文書を送付した。

私たち住民が議会に 請願した文書の記 述 に 対

し、 「事実と異 な り極めて不適 切 な 表現である」

として、 「議会として事実 に 相反する理由に 基づ

く請願については、議会に おいて慎重なる取り扱

いを行うこと求める」との内容である。

熊取町の住民の皆様は、 とれを どのように感 じ

られ、 どう考えられるのか？

判決文は、 裁判官の公正で公平な判断を下した

結果である。

以 上
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熊取町 ・ 住民訴訟の成果 と 問題点

ミ ネル ヴ、 ア 法律事務所 ・ 弁護士 畠 田 健治
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略 歴

①所属事務所 ミネル ヴ、ア法律事務所 ’ 

住所 〒 530 -0047 大阪市北区西天満5 丁 目 l 番9 号

新日本曽根崎 ピル9 階

電話06 -4709 -1233 F A X  06 -4709 -1235 

②経歴 1991年4 月 、 大阪弁護士会に入会。 現在に至る。

大阪弁護士会行政問題委員会、日弁連行政訴訟センタ一、 全国市民オ

ンブズマン連絡会議

③取扱 事件 相続、 離婚、 倒産等の一般事件の外に、 談合事件、 職員厚 ；

過事件等の住民訴訟事件、 情報公開請求事件に携わる。
‘ ーーーーーーー 一 一 一 一 一 一 一 ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーーー一 一一一一一 一一一一一一一一 一ーー一一一一 ー一一ーーーーー － － － ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－ ·

1 は じめ に

一審 （ 大阪地方地裁） 、 控訴審 （大阪高裁） 判

決の意義については、 他の訴訟代理人から詳細な

原稿をいただいているので、 私は、 市民オンブズ

マンの代理人 と して乙れまで多少なり と も住民訴

訟にかかわっ た経験からの本件訴訟の意義者E述べ

る と と もに、 本件訴訟を通 じて改めて浮き彫り と

なっ た現行住民訴訟制度の問題点を指摘したい と

考える。

2 本件訴訟の住民訴訟史的意義

委員会の調査に関連する証拠等が一切ない中で、

従前より談合が行われやすい環境が整 っ ていたこ

と ， 本件入札の落札率が高いと と 及び本件入札前

に談合情報が提供されていた と と だけを根拠 と

していた点で、ある。 一審判決 （金沢地裁H17 .8 .8

判決） は、 住民らが立証すべき対象は、 具体的な

日時及び場所まで特定した談合行為ではなく，「特

定の入札につき， なんらかの形で入札業者の間で

談合行為が行われた事実」である と して， 住民ら

の主張、 立証する根拠から談合行為を推認した と

い う ものであっ た。 従前、 談合事件においては、

平成21年初頭、 本件訴訟について、 大浦、 柏 不法行為に関する主張立証の原則 どおり、 具体的

野両氏から相談を受けた時、 私は、 ある裁判例を

紹介した。

津幡町事件 と 言われるその談合事件は、 市民オ

ンブズマンの間では有名な事何ニで、ある。 石川県河

北郡津 幡町において町発注の工 事 につき、 複数

の JV 聞で談合があ っ た と して提起された住民訴

訟であるが、 その特徴は、 刑 事記録及び公正取引
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な日 時及び場所まで、特定した談合行為の主張立証

までを求められていたこ と 、 そのため、 畢寛刑事

記録や公正取引 委員会の調査記録がなければ、 談

合行為が認められなかっ た と と からすれば、 津幡

町事件の第一審判決は、 市民オンブズマンに と っ

ては画期的な判決であ っ た。 これまで、 95 % を

超える高い落札率を 目 の当たりにしながら、 立 証



3.熊取町 ・ 住民訴訟の成果と問題点

の壁に立ちふさがられ、 住民訴訟の提起すら二の は、 住民は、 地方公共団体に代わって、 直接、 不

足を踏んできた多くの住民にとっては、 暗黒の中

の一筋の光明であった。

ととろが、 その控訴審 （名古屋高裁金沢支 部

正な支出を行った首長や職員、 談合を行った業者

等を被告として、 住民訴訟を提起することができ

た。 ところが、 個人として住民訴訟の被告となる

H19 .l .5 判決） は、 具体的な 日時及び場所まで特 乙とは負担が大きいので嫌だという首長や職員の

定は求めなかったものの、 原告主張の事実から談 要望が ストレートに反映された住民訴訟制度の改

合行為は推認できないとして住民側逆転敗訴の判 正 （改悪） がなされた。 これが現行法である。

決をし、 最高裁も住民側からの上告を受理しな

かったので、 津幡町事件の第一審判決は幻の名判

すなわち、 住民は、 機関としての首長老被告と

して、 不正な支出を行った首長個人や職員個人、

決に終わっていたのである。 談合を行った業者等に対して、 損害賠償請求の義

個々の談合行為を立証する刑事記録がないとい 務付けを求める住民訴訟を提起する （第l 段階訴

う点、 高い落札率を根拠としている点、 本件は、 訟） 、 その結果、 住民勝 訴の判決が確定した場合

津幡町の事件と共通であるが、 それだけに前途は には、 改めて首長は、 不正な支出を行った首長個

想像以上に多難であることが予想され、 私は、 そ 人 （ただし、 首長個人に対する訴訟は代表監査委

のことを率直に大浦、柏野両氏に告げたのである。 員が行う） 、 職員個人、 談合を行った業者等に対

そして、 原告のみなさんにも、 この点での理解を して、 損害賠償請求を行い、 支払わないときは訴

得た上で、 数十回に及ぶ原告団会議を開催し、 訴 訟を提起する （第2 段階訴訟） という構造となっ

状や準備書面を作成した。 た。

しかしながら、 各判決の意義の論稿のとおり、 一見するだけでも、 談合による損害賠償を回

第一審、 控訴審ともに、 各談合行為の事実につき 収するためには、 二回訴訟をしなければならず、

具体的な 日時及び場所まで特定を求めず、 間接事 非常に迂遠であり、 時聞がかかる。 しかも、 第1

実により立証する方法を前提に原告らが主張立証 段階の訴訟は、 給付を命じるものではないので、

する落札率の高さ、 大原第2 住宅 事件の前後の落 仮執行宣言もつかない。 また、 第2 段 階訴訟に

札率の比較、 従前談合行為が横行していたという おいては、 住民は全く関与できない。 本件におい

刑事事件の供述調書等を根拠に、 談合の事実在認 ては、 以上のような現行住民訴訟の構造の弊害が

め、 その判決が確定した。 津幡町事件では果たし まざまざと見せつけられた。

得なかった直接的な証拠なしの談合立証が、 やっ すなわち、 談合に関わった談合業者等が倒産し

とのことで認められたのである。 たり、 無資力状態となったりしたために、 勝 訴判

乙のことは、 住民訴訟の歴史において、 素晴ら 決の一部の実効性がなくなってしまったが、 乙れ

しい出来事であるといえる。 熊取町事件は、 全国 も訴訟期間自体を短縮できれば、 あるいは、 仮執

の市民オンブズマ ンらを勇気づける判決となるこ 行宣言を付することによって責任財産の保全がで

とは間違いない。 きれば、 未然に防止することができたのではない

かと考えられる。

3 現行住民訴訟の問題点 また、 第2 段 階 訴訟の段 階 では、 熊 取 町 は、

その反面、 本件談合事件を通して、 現行住民訴 債権の保全や回収に問題が多く、 多額の債権未回

訟の問題点も浮き彫りとなった。 地方 自治法が改 収が生じている。 また、 一部の業者に対して、 8

正 （ 改悪） され、 住民訴訟制度が現行のものと 年を超える非常に長期の分割弁済を容認し、 裁判

なったのは、 平成14年のことである。 それまで 上の和解を締結しが、 ここまでの妥協が正しかっ
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畠田 健治

たのか問題が残る。 債権の保全と回収のために談

合業者の資産を暴き、 追及する手だてはなかっ た

ものか、 住民としては非常に歯痔い思いをしてい

る。 それらは、 住民が第2 段階訴訟について、 出

廷することも、 又何らかの意見を述べる機会も与

えられていない乙とによる。 折角、 第 l 段階の訴

訟で勝訴しでも、 その後の地方公共団体が甘い対

応をしていれば、 住民の努 力は無駄に終わると と

になっ てしまう。 制度としての大欠陥と言わなけ

ればならない。
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4 結びに か え て

以上のとおり、 本件は、 住民訴訟史的にも、 現

行住民訴訟制度を見直す上でも、 非 常に意義のあ

る司王イ牛である。

このような事件に携わる と とができた と とは、

弁護士として傍倖であるといわなければならな

い。 原告や と の訴訟を支えて く れた住民の方々 、

きづがわ法律事務所の弁護士の方 々 に、 と の場者E

借りて感謝の；曹、を述べたい。

以 上



大阪地方裁判所判決の意義

きづがわ共同法律事務所 ・ 弁護士 横山 精一

略 歴 : 

l ①所属事務所 きづがわ共同法律事務所

住所 〒 556 00 1 1 大阪市浪速区難波中1 -1 0-4 南海野村 ピル5 1暗

電話 06 -66 33-7621 F A X 06 66 33 04 94 

②経歴 1 986年4月、 大阪弁護士会に入会。 現在に至る。

自 由法曹団、 民主法律協会等に所属。

③取扱事件 労働事件の労働組合｛J1ij、 労働者側の代理人 と する事件に携

わる。 タク シー、 パ スの労働者が組織する自交総連に関連する事件が

多い。 その他、 嘉手納基地爆音差止事件の住民側の代理人 と して沖縄

！ に通 う 。

は じめに

2 012年 （平成24年）6 月 8日、 大阪地方裁

判所第2 民事部 （ 111田明裁判長） は、 2 3 者の談

合の事実を認め、 この2 3 者に合計5億57 32万

4775 円、 及び、 熊取建設業協 同組合 （以下 「本

件組合」 と い う ） の理事2名に対して、 それぞ

れ、5 000万円、4 000万円を熊取町に支払う よ う 、

熊取町が請求するこ と を命 じた。

談合業者、 協同組合による談合行為を認め、 熊

取町に各業者に請求するよ う に命 じた点で、 熊取

町の住民の請求を認める判決であった。 以下、 と

の判決の内容、 意義について報告する。

1 判決の概要

(1） 本件の主たる争点は以 Fの2 点で、あった。

ア 住民が請求する対象工事に係わる談合行為の

有無

イ 熊取町に生 じた損害の有無及び額

以上の争点について、 裁判所は以 下の と おり、

判断した。

(2 ） 住民が請求する対象工事に係わる談合行為

の有無

乙の点について、 判決 は、 結論 と して、 「少な

く と も 95 %以上の落札率をもって落札された工

事については 、 談合が行わ れた と みて不合理では

ない」 と して、 住民が請求する対象工事の う ち、

①本件組合加入業者のみが入札に参加し、 かつ、

②落札率が 95 % 以上であるものについては、 特

段の事情がない限り、 本件組合の主導による談合

行為が存在するこ と が出来る と 判断した。 その上

で、 一部の業者が主張する事情について検討し、

特段の事情の存在を否定した。

(3）熊取町に生 じた損害の有無及び額

この点について、 裁判所は、 談合が認定された

工事の落札価格に15 % 相当 額に消費税相当 額を

加算した額を損害額 と 認め、 合計5億57 32万

4775円の損害が生 じている と 判断した。

そして、 各工事を落札した業者に、 それぞれの

工事に関する損害を賠償する責任を認める と と も
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横山 精ー

に、 本件組合の理事2 名について、 組合ぐるみ は 「大原住宅第2 期工事談合が発覚したことに

で談合が行われたことについてこの両者が共同不 より、 本件組合を中心とする談合が不可能となっ

法行為責任を負うとし、 代表理事について5000 た結果であり、 大原住宅第2 期工事談合の発覚

万円、 専務理事について4000万円の賠償責任を

認め、 談合業者と連帯責任を負うと判断した。

2 判決の意義

以前における高い落札率は、 恒常的な談合によっ

て維持されていたものとみるのが合理的かつ 自然

である」 と判断した。

以上の刑事記録による関係者の供述と、 落札率

(1 ) 本件談合が本件組合ぐるみで行われたこと の変化という客観的な根拠に基づいて、裁判所は、

が明らかになった。 本件組合を基盤とする恒常的な談合の存在を認定

本件発覚の端緒となった大原住宅第2 期工事 したのである。

談合に関する刑事記録により、 本件組合をベ ー ス 翻って考えると、 以上のような刑事記録及び落

とした談合の事実が認定された。 札率の変化は、 熊取町 自身が把握していたもので

本件組合は談合をするために昭和61 年に設立 あり、 本件判決を待つまでもなく、 熊取町が談合

され、 設立当初より、 本件組合の主導の下、 本件 関係者に対して 自主的に賠償請求を行うべきで

組合加入業者の閣で談合が繰り返されてきた。 組 あったと考える。 このような機敏な行動を熊取町

合の中で落札業者 （ チャンピオン）が、 星取り表 が取っていたならば、 損害の回復は更に進んでい

により決定され、 チャンピオンが工事費用を積算 たのではないだろうか。

し、 組合幹部も含めて熊取町役場でボーリングを (2 ）談合業者及び談合の舞台となった本件組合

行い、 入札額が決定され、 入札が実施された。 そ 幹部の責任が明らかにされた。

の結果、 落札率 95 % 以上の高率で落札された。 裁判所は、 刑事記録から、 本件組合が談合をす

落札受注したチャンピオンは受注金額の1 % を本 るととを 目 的として設立され、 組合設立後、 組合

件組合に納めた。 とのような関係者の供述を、 裁 役員が主導して、 組織的に、 談合が実施されてき

判所は 「信用できないということはできない」 と た事実を認定した。 乙とに、 本件談合事件の特徴

し、 「恒常的な談合行為の推認が妨げられるもの があった。 本件組合は、 談合という犯罪行為を行

ではない」 と認定した。 うととを 目 的として設立され、 その 目 的通りの談

また、 裁判所は、 大原住宅第2 期工事談合発 合を広範囲、 長期間にわたり行い、 それにより熊

覚前後の落札率の変化も本件談合を認定する裏付 取町に5億5732万円もの損害を被ら せた。 こ

けとした。 の損害はすべて住民の税金により捕われてきた。

大原住宅第2 期工事の談合が発覚したのは平

成1 9年10月のことであった。 平成15 年4月

からこの談合発覚までの聞に熊取町で実施された

とのような前代未聞の不 祥事に対して熊取町は

どのような対策を取ってきたのか。

熊取町は、 今回の裁判所の判断を真撃に受け止

指名競争入札の平均落札率は96.0 % であったの め、再び住民に こ のよ う な損害を被らせないため、

に対し、 発覚後の平成1 9年12月から20 年3 反省しなければならないと思う。

月31 日までの競争入札の平均落札率は76.7%、 同時に、 乙のような大問題について、 熊取町の

平成20 年度の平均落札率は80 .9% ですべて最 住民が立ち上がったととに敬意を表するととも

低制限価格で落札された。 乙のように大原住宅 に、 その人々と共に闘うことが出来たととに感謝

第2 期工事談合が発覚した平成19 年10月前後 します。 (2015年10月5 日）

で、 落札率が大きく変化した乙とについて、 判決
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住民側勝訴の一審判決を支持 し た大阪高裁判決

きづがわ共同法律事務所 ・ 弁護士 森 信雄

略 歴 : 
①所属事務所 き づがわ共同法律事務所

②経歴 1986年、 大阪弁護士会登録。

③取扱事件 労働事件 と して朝 日 放送事件な ど。

行政事件 と して、 高槻市勤務評定開示請求事件など。

住民事件 と して、 千里ニュータウン団地建替事件な ど。

その他、 松 F電器年金事件な ど。

2013年 （ 平成 25年）5 月 10 日 、 大阪高等裁

判所は、 一審判決 と 比較して損害額を減額したも

のの、 談合を否定した業者 （ 補助参加人） の主張

を認めず、 一審判決に 引 き続いて住民側勝訴の判

決を言い渡した。

審判決の意義は別稿で、触れられているので、

以下、 業者が控訴理白書に おいて一審判決の問題

点 と 指摘した点を中心に、 大阪高裁判決の内容を

報告する。

1 本件請求対象工事の談合行為性に つ い て

( 1 ） は じめに

本件は大原住宅第2 期 工 事 に おける談合が刑

事事件に発展し、 事件関係者が取調べの過程で恒

常的に談合行為を行っていた と と を認めたこ と を

一つの契機 と する。

住民は、 各工事の予定価格、 落札価格、 最低制

限価格等について詳細な分析を行い、2003年（ 平

成15年）4月から 2008 年 （ 平成 20年）3月

までの期 聞 に 熊取町が発注した公共工事のうち、

少なく と も、 落 札率 （ 落 札 価 格 ÷ 予定価格） が

95%を超える工事及び95%以下であっても関係

者が捜査段階で談合を認めた工事の合計157 件

の工事につき 、 談合行為があった と して損害賠償

請求をした。

一審判決は、 大原住宅第2 期 工事を除く工事

に 関する談合を否定する業 者 側の主張を認めな

かったが、控訴審 に おいて、 業者側は、 主 と して、

次の各点を問題にした。

( 2 ） 談合事件に おける立証の程度

審判決は、 住 民が詰求した157 件のうち、

組合加入業者ではない業者が入札に 参加した工事

及び落札率が95% 未満の工事を除いた144 件の

工事について談合を認定したが、 それは、 組合加

入業者のみが入札 に 参加し、 落札率が95%以上

のものについては、 合理的 と 認められる特段の事

情がない限り、 組合の主導による談合行為が存在

した と 推認するのが相当 である と の判断を前提 と
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森 信雄

した。 額とした。

乙の認定手法に対し、 業者側は、 一審判決が、 業者は一次的には談合を否定しつつ、 二次的に

各工事につき、 いつ、 どこで、 どのような方法で 損害額も争った。

談合したのかについて具体的に特定して認定して この点につき、 大阪高裁判決は、 大原住宅第2

いない点を指摘した。 期工事談合発覚後の平均落札率が町の設定した予

しかしながら、 大阪高裁判決は、 対象工事は工 定価格の80%程度であったことからすれば、 本

事名、 契約 日及び落札者で特定されており、 行為 件対象工事においても談合がなかったならば予定

態様も、 入札者聞において落札者に当該工事を落 価格の80%程度に近い価格で落札された蓋然性

札させる合意をした上、 落札予定者以外の者は同 が高いとしつつ、 落札価格は、 景気変動、 工事の

人の入札金額を超える金額で入札する協定老した 内容、 規模や金額、 入札業者の規模や技術、 入札

という内容で一義的であり、 他との識別及び防御 予定者数等に影響される面もあるから、 控えめに

の対象としては十分であり、 特定性に欠けること 見て、 落札価格の10%相当額をもって損害額と

はないと判示した。 するのが相当と判断した。

組合が談合手法を決定し、 それに従って恒常的 ( 2 ）一審判決からみれば、 若干の後退ではある。

に談合が行われていた本件実態に鑑みれば、 上記 しかし、これまでの裁判実例に照らしてみても、

判示は正当である。 落札価格の10%相当額を損害額と認定した点は

( 3 ）刑事事件における供述調書の信用性 大いに評価されるべきである。 住民が上告ないし

一審判決が本件工事の談合性を認定するに際 上告受理申立をしなかったのは、 大阪高裁判決の

し、 刑事事件における関係者の供述調書は一つの 意義を理解したからにほかならない。

重要な証拠で、あったが、 控訴審においても、 業者

は、不 当な取り調べによって行われたものであり、 3 大阪高裁判決の確定

信用性がない旨主張した。 町及び業者は、 大阪高裁判決に不 服であるとし

しかし、 大阪高裁判決は、 捜査段階の供述内容 て、上告及び上告受理申立をしたが、2013年 （平

及び一審の供述内容を比較し、 改めて、 信用性を 成2 5年）12月17 日、 最高裁は上告を棄却する

認めた一審判決の判断を支持した。

(4 ）落札率による談合の推定の可否

業者は、 落札率が 95%を上回る場合には特段

の事情がない限り談合が推認できるという経験則

は存在しないとして、 一審判決の不当性を主張し

とともに上告を受理しない旨の決定をした。

乙れにより、大阪高裁判決が確定したのである。

4 おわ り に

一審で大部の書証を提出するとともに、 関係者

たが、 大阪高裁判決は、 全国市民オンブズマ ン の証人尋問を行ったため、 控訴審における審理は

作成の「入札調書の分析結果についての報告」に 書面のやりとりが中心となったが、 業者の主張に

よ れば、 落札率 95 % 以上の も のは談合の疑いが 反論す る た め、 全国市民オ ン プズマ ンの資料を提

強いか極めて強いと分析していることなどを挙げ 出するなどした。

て、 この経験則は一般化していると推認されると 大阪高裁判決でとの資料が引用されていること

して、 上記主張を排斥した。 を見るにつけ、 一審判決の勝 訴に油断することな

く最後まで闘いきった成果が現れたと言え、 感慨

2 損害額について 深い。

( 1 ）一審判決は、 落札価格の1 5%相当額を損害
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弁護士報酬裁判の意義

きづがわ共同法律事務所 ・ 弁護士 古本 剛之

， ー ーーーーーーーーーーーーー ー ー － ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー回目ーーーーーー 一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ーーーーーーーー 一．

略 歴

①所属事務所 きづがわ共同法律事務所

②経歴 2 003年1 0月、 大阪弁護士会に入会。 現在に至る。

大阪弁護士会子 ど もの権利委員会、 自 由法曹団、 民主法律協会等に

所属

③取扱事件 中 国残留孤児国家賠償請求事件、 B 型肝炎訴訟な どの弁

護団員 と して事件に携わる。 相続、 離婚、 交通事故、 借金問題など

の一般事件の他に 、 労働事件、 児童虐待事件な ど に も関わる。

白色 一 ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーーーーー

1 経緯

談合についての住民訴訟事件は、 2 0 1 3年（平

成2 5年） 1 2月1 7日の最高裁決定によって終

結した。 乙 れに よ っ て熊取町が、 談合業者に対し

損害額を請求して回収できる権利が確定したので

ある。 つまり町は、 談合業者相手に 改めて談合を

立証する必要がな く なっ たこ と になる。

それに伴い、 住民側弁護士の適正な報酬の支払

いを熊取町に求めた と こ ろ 、 応 じなかっ たために

提訴するこ と にな っ た。

ために住民訴訟を起としたものであり、 実際に利

誌を得たのは熊取町で、 住民代表ら個人は何らの

経済的利益も受けてはいない。 むしろ 住民代表は、

多大な苦労に加え、 住民訴訟を続ける中で交通費

やコ ピー代な ど 少な く ない実費を持ち出し負担し

ているのである。 その上 に住民代表に弁護士報酬

まで払わせるのは、 あまりに も公平さを欠 く もの

である。 乙 のために 、 lllTに弁護士報酬を負担させ

ると と が法的 に認められているのである。

3 訴訟の経過

2 弁護士報酬請求の意義 ( 1 ） 訴訟に おいて熊取町は、 主 に 報酬の金額に

ここに 言う弁護士報酬は、 住民側弁護士が訴訟 ついて争 っ た。 住民側は、 住民訴訟で認容された

を追行し、 熊取町の談合業者に対する損害賠償請

求権を勝ち取っ たこ と に対する報酬である。

元々弁護士に依頼をしたのは住民訴訟を起こし

た住民代表であるため、 報酬も住民代表に支払う

義務がある 乙 と になる。

しかし、 住民代表は、 あ く まで熊取町の利益の

lll Jから談合業者に対する損害賠償請求権の金額を

基準 と して、 ｜日弁護士報酬規定や従 来の慣習で認

められる報酬額を請求した。

しかし、 町は、 業者からの回収が出来ていない、

あるいは回収が困到iであると と や、 回収について

lflJに 経費が生 じるこ と な ど を理由 に 、 報酬額の大
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古本 剛之

rj届な減額を主張した。 4 判決

(2 ） 業者からの回収が困難になった一因には、 判決は、 lllJが現実に回収した金額のおよそ l害lj

lllJによる放置が挙げられる。 最初に大原住宅工事 程度を報酬額として認定し、 lllJが主張した回収経

の談合が発覚した直後に全ての談合について追求

し損害賠償請求していれば＼ 相応の回収が出来て

いたはずである。 実際には町は動かず、 長期間放

置したために、 その間業者の業績悪化や倒産 （ 談

合が発覚した業者の業績が悪化するのは、 容易に

予想できる こ とである）、 資産流失を招き回収が

困難になったのである。

また、 II町は業者からの回収の経費を理由として

減額を主張したが、 回収のために特別に新たな人

員を雇い入れたりしたような事情はない。 IIIJの業

務として回収をしているに過ぎず、 それを特別な

費の控除は認めなかった。

5 判決の意義

判決は、 住民訴訟についての弁護士報酬につい

て、 おおむね適正な判断をされたと思われる。 報

酬額が不当に低額に認定されるようでは、 前述す

るように住民訴訟を起とした住民が負担しなけれ

ばならない事態を招いたり、 弁護士が低額な費用

で多大な労力を強いられる こ とにもなりかねず、

ひいては住民訴訟を起こ す乙とがより困難になっ

ていくととになる。 そのような判決とならなかっ

経費のごとく主張するのは、 まやかし以外の何物 たととには安心している。

でもない。 1 つ残念なこ とは、 IHJが早期に談合を追求して

( 3 ） 報酬額を減額するこ とでIRJの財政支出を抑 損害を回収する動きをとらなかったために回収が

えようとする姿勢 自 体はもっともなものだとも言

える。 しかし、 法的に認められる適正な額の支払

いを拒み、 訴訟で争う乙とによってJllJ側弁護士へ

の報酬支払いを高騰させるという事態を招く対応

は本末転倒であろ う。

(4 ） また、 IHJは、 「住民訴訟は公益を図る 目的

で、起乙すものであるから、 住民訴訟を起こ した住

民が負担すべき弁護士報酬を全額lllJに請求できる

ものではない。 請求できるのは一部にと どまる。」

という主張もしていた。 つまり、 住民代表は公益

のために行動したのだから、 報酬額の一部は住民

で負担せよというのである。

こ れがまかり通れば、 住民代表は個人的には何

らの収入も得られるととはないにもかかわらず報

酬は負担するという リ ス ク を負わねばならなくな

る。 そうなれば、 住民訴訟を起こ すに当たっての

ハー ドルは非常に高くなり、 住民訴訟が起こ され

る率が減ってしまうだ ろ う。 こ れは、 ひいては自

治体の利益が計られない こ とになる。
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困難になった部分について、 しかるべき責任追及

が出来なかった こ とである （ 直接的には報酬請求

裁判の問題ではないのだが）。 乙れは、 残念なが

ら法的な追求が困難なものである。 今後の、 住民

の方々 による政治的な審判に期待したい。
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1 . 大阪地方裁判所の判決

平成 2 4 年 6 月 8 日 判決言渡 同 日 原本領収 裁判所書記官

平成 2 1 年 （行 ワ ） 第 9 9 号 損 害賠償請求事件 （住民訴訟 ）

口 頭弁 論 終結 日 平成 2 4 年 1 月 1 8 日

判 決

（ 当 事者 の 表 示 別紙 1 当 事者 目 録記載の と お り ）

主 文

第 1 請 求

1 被告 は ， 別 紙 2 相 手方一覧表 の 相 手方欄記載 の 各相 手方 に 対 し ，

そ れ ぞ れ 同 相 手 方 一 覧 表 の 認 定額欄 記載 の 金額及 び こ れ に 対す る

平 成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金 員 を

熊 取 町 に 支払 う よ う 請 求せ よ 。

2 原告 ら の そ の 余 の請 求 を 棄却す る 。

3 訴訟費用 は ， こ れ を 3 分 し ， そ の 1 を原告 ら の 負 担 と し ， そ の 余

を 被告 の 負 担 と し ， 補助参加 に よ っ て 生 じ た費用 は ， こ れ を 3 分 し ，

そ の 1 を 原 告 ら の負 担 と し ， そ の 余 を 被告補助参加入 ら の 負 担 と す

る 。

事 実 及 び 理 由

被告 は ， 別紙 2 相 手方一 覧 表 の 相 手方欄記載 の 各 相 手方 （ 以 下 ， 併せ て 「本件

相 手方 ら J と い い ， 同 相 手方 一 覧 表 の 番 号 1 か ら 2 3 ま で の 相 手方 を 併せ て 「本

件建設業者 ら 」 と い う 。 ま た ， 本件相 手方 ら に つ い て は ， そ れぞれ 同 相 手方一覧

表 の 略称栂記載 の 略称 を 用 い る 。 ） に対 し ， そ れぞれ 同 相 手方一覧表 の 請 求額欄記

載 の 金額及 び こ れ に 対す る 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支払 済 み ま で年 5 分 の 割 合 に

よ る 金員 を 熊 取 町 に 支払 う よ う 請求せ よ 。

第 2 事案 の概要

1 事案 の骨子

本件 は ， 熊 取 町 の住 民 で あ る 原告 ら が ， 平成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 2 0 年

1 
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判決集

3 月 3 1 日 ま で の 聞 に 熊 取 町 が 発 注 し た 別 紙 3 工 事 一 覧 表 記 載 の 1 5 7 件 の

公共工事 （ 以 下 「本件請求対象 工事J と い う 。 ） に 関 し ， 熊 取 町 の 地元建設業

者 に よ っ て組織 さ れ る 熊取建設業協 同 組合 （ 以 下 「本件組合J と い う 。 ） の 理

事で あ っ た 北川 及 び西尾 の 主導 に よ り ， 本件建設業者 ら （ 2 個人 を含む 2. 3 者）

の 談合 が 行 わ れ た 結果， 熊 取 町が損害 を 被 っ た と し て ， 同 町の執行機 関 で あ る

被告 に 対 し ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 項 4 号 に基づ き ， 本件相 手方 ら に対

し て 不法行為 に 基づ く 損 害賠償請求 を す る こ と を 求 め た住 民訴訟 で あ る 。

2 前提 と な る 事 実 （ 当 事者 聞 に 争い の な い事実並 び に 証拠及 び弁 論 の 全趣 旨 に

よ り 容易 に認定す る こ と の で き る 事実。 な お ， 書証番号 に つ い て は特 に 断 り の

な い 限 り 枝番号 を 含 む。 ま た ， 当 事者間 に争い の な い 事実 に つ い て は認定根拠

を 付 し て い な い。 ）

( 1 )  当 事者等
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ア 原告 ら は ， いずれ も 熊 取町の住民で あ る 。

イ 被告 は ， 熊 取 町 の 町長 で あ り ， 同 町 の執行機 関 で あ る 。

ウ 本件組合 は ， 中 小企業等協 同組合法 に基づ き ， 昭和 6 1 年 1 月 1 4 日 に

設 立 さ れ た 事業協 同 組合 で あ り ， 平成 3 年 4 月 頃 に 官公需適格組合の証明

を 受 け ， 熊 取 町 内 の 建設業者 に よ っ て構成 さ れて い た。

本件組合 は ， 平成 2 0 年 3 月 2 2 日 ， 総会 の議決 に よ り 解散 し ， 平成 2

1 年 1 2 月 7 日 に清算結 了 し ， 同 月 2 2 日 に そ の 登記簿が 閉 鎖 さ れた （弁

論 の 全趣 旨） 。

エ 本件建設業者 ら は ， いずれ も 建設業 を 営 む法人又 は個 人 で あ り ， 本件組

合 の加入業者で あ っ た者で あ る 。

オ 北川 は ， 本件組合 の設立 当 初 は本件組合 の 専務理事， 設立 か ら 2 , 3 年

後 か ら 平成 2 1 年 3 月 頃 ま で は代表理事の立場に あ っ た 者 で あ り ， 平成 2

0 年 5 月 2 日 以 降 ， 今勝建設の代表取締役 の 立場 に あ る 者 で あ る （ 甲 4 ,

5 ， 丙 B 3 ， 弁論 の 全趣 旨 ） 。

2 
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カ 西尾 は ， 本件請 求対象工事の 入札 が行 わ れた 各 時期 に お い て ， 本件組合

の 専務理事で あ っ た 者 で あ り ， 西尾組の代表者の子 で同社の仕事 に 関 与 し ，

ま た ， 西貫社の 取締役 を 務 め て い た者で あ る （ 甲 4 ， 丙 A B ， 弁 論 の 全趣

旨 ） 。

( 2 )  熊 取 町 に お け る 指名 競争入札 の 方法等

ア 本件組合加 入業者 に 対す る 評点加 算

熊 取 町 が 発 注す る 公 共 工 事 に係 る 指名 競争入札 の 参加 資 格 に 関 し ， 平成

1 1 年 5 月 頃 ， 熊 取 町建設 工事等請負 業者資格審査要領 が 改訂 さ れ ， 本 件

組合 の加入業者 に 対 し て は ， 経営事項審査の評点 （ 以 下 f経審点j と い う 。 ）

を 2 0 0 点加 算 す る こ と と さ れ た。 熊 取 町発 注 の公共工事 を 受注で き る 建

設業者 の格付 け に は ， A か ら D ま での 4 段階の ラ ン ク が あ り ， 建築一式工

事の場合， 熊取町建設工事等請負 業者資格審査要綱上， 8 億 円 以 上 の 工事

に つ い て は A ラ ン ク （評点 1 5 0 0 点以上） ， 1 5 0 0 万 円 以 上 8 億 円 未満

の 工事 に つ い て は B ラ ン ク （評点 9 0 0 点 か ら 1 4 9 9 点 ま で） ， 3 0 0 万

円 以上 1 5 0 0 万 円 未満 の 工事 に つ い て は C ラ ン ク （評点 8 0 0 点 か ら 8

9 9 点 ま で） ， 3 0 0 万 円 未満の 工事に つ い て は D ラ ン ク （評点 7 9 9 点以

下） と の格付 け に よ っ て入札参加資格 が 定 め ら れ て い た と こ ろ ， 上記 の 経

審点加 算 に よ り ， 本件組合加入業者 は いずれ も B ラ ン ク 工 事 の 入札参加資

格 を 有す る こ と と な っ た （ 甲 4 , 1 1 ， 弁 論 の 全趣 旨 ） 。

イ 最低制 限価格の 公表

熊 取 町 は ， 平成 1 5 年 4 月 か ら ， 熊取 町実施 の 指名 競争入札 に お い て ，

最低制 限価格 の事前公表 を 開 始 し た。 ま た ， 予定価格に つ い て は ， 事後 に

公表す る こ と と し た （弁論 の 全趣 旨 ） 。

( 3 ） 本件請 求対象 工事 に係 る 入札 の 実施等

熊 取 町 は ， 平成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 日 ま で の 聞 に ， 別

紙 3 工事一覧表記載の と お り ， 本件請求対象工事 （建設工事， 道路工事， 下
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水道工事等） に つ い て ， 指名 競争入札 の 方 法 に よ り 1 5 7 件 の 入札 を 行 い ，

入 札 の 結果 ， 同 一 覧表 の 業者名 欄記載 の 建 設 業 者 が ， 同 一 覧 表 の 落札価格欄

記載 の 金額 で そ れぞれ落札 し た。 熊 取 町 は ， 落札 し た 各建設業者 に 対 し て 本

件 請 求 対 象 工 事 を 発 注 し ， 上記落札価格欄記載 の 金額 に 消 費税 を 加 算 し た金

額 を 工事代金 と し て そ れ ぞれ支払 っ た。

な お ， 熊 取 町 に お い て は ， 上 記 1 5 7 件 の 本件 請 求 対 象 工 事 の ほ か 3 平成

1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 日 ま で の 聞 に ， 指名 競争入札 の 方 法

に よ り 1 3 2 件 の 公 共 工事 に 係 る 入札 が 行 わ れ た （ 甲 1 3 ， 弁 論 の 全趣 旨 ） 。

(4 )  熊 取 町営 大原住 宅 建 替 工事 （第 2 期 ） （ 以 下 「大原住 宅 第 2 期 工事」 と い う 。 ）

に 関 す る 入 札 談 合 事件 の 経緯等

ア 大 阪府警察 は ， 大原住宅第 2 期 工 事 に 係 る 指名 競争入札 に 関 す る 談合 （ 以

下 「 大 原 住 宅 第 2 期 工事談合J と い う 。 ） を 被疑 事 実 と し て ， 平成 1 9 年 1

0 月 ， 北） 1 1 ， 西尾 ， 本件組合 の 事務職員 で あ っ た園田園田 （ 以 下 「国鴎J

と い う 。 ） 及 び 当 時今勝建設 の 代 表 取締役 で あ っ た・・・Eを 逮捕 し ， 大 阪

地方検察 庁 は ， 同 年 1 1 月 9 日 ， 上記 4 名 を 刑 法 9 6 条 の 3 第 2 項 の 談 合

罪 で 大 阪 地 方裁 判 所 に 起 訴 し た （ 甲 3 ） 。

イ 大 阪地方裁判所 は ， 平成 2 0 年 3 月 2 8 日 ， 談 合 罪 に よ り ， 北川 に 対 し ，

懲役 1 年 6 月 ， 4 年 間 執行猶予 の 判 決 を ， 西 尾 に 対 し ， 懲役 1 年 2 月 ， 3 

年 間 執行猶予 の 判 決 を ， E置 に 対 し ， 懲役 1 0 月 ， 3 年 間 執行猶予 の 判 決

を ， 削削聞 に 対 し ， 懲役 1 0 月 ， 3 年 間 執行猶予 の 判 決 を そ れ ぞれ言 い

渡 し ， 同 判 決 は ， 控 訴期 間 の 経過 に よ り 確定 し た （ 甲 6 ， 弁 論 の 全趣 旨 。

以 下 ， 大原住 宅 第 2 期 工事談合 に 関 す る 上記刑 事手続 を 「本件刑 事事 件 」

と し 、 う 。 ） 。

上 記 判 決 に お い て認定 さ れ た罪 と な る べ き 事実 は ， 以 下 の と お り で あ る 。

「被告 人 北 川 一 彦 は ， 建築工事等 を 業 と す る 今勝建設株式会社 （ 以 下 「今

勝建設 J と い う 。 ） を 実質的 に経営 し ， 同 社 が 組合員 と し て 加 入す る 建 築 工
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事： の 共 同 受 注等 を 業 と す る 熊 取建設業協 同 組合 （ 以 下 「組合J と い う 。 ） の

代表理事 で あ っ た も の ， 被告人 西尾 明 治 は ， 組合 の 専務 理 事 で あ っ た も の ，

被告 人留盟掴は ， 組合 の 事 務 責任者 で、 あ っ た も の ， 被告 人．．． は ，

今 勝 建 設 代 表 取 締 役 で あ る が ， 大 阪府泉南郡熊 取 町 が 平成 1 8 年 8 月 2 2 

日 を 入 札 日 と し て 執行 す る 「 熊 取 町営大原住 宅 建 替 工事 （ 第 2 期 ） J の 指名

競争入札 に 関 し ， そ の 指 名 通 知 を 受 け た 今勝建設 に 落札 さ せ よ う と 企 て ，

同 入 札 の 指名 通 知 を 受 け た 株 式会 社 山 本 工務 店 代 表 取 締 役．．．ほ か指名

業者 3 社 の 代 表 取締役 ら 数名 と 共謀 の 上 ， 公 正 な 価格 を 害 す る 目 的 で ， 同

工 事 の 指名 競 争入 札 に 際 し ， 同 月 2 1 日 こ ろ か ら 同 月 2 2 日 ま で の 間 ， 同

町大 久保 中 3 丁 目 ．． 号所在 の 今 勝建設事務所 内 及 び 同 町 野 田 1 丁 目 ．
聞鴎号所在 の 熊 取 町役 場付近 に お い て ， 今勝建設 に 同 工 事 を 落 札 さ せ る こ

と で 合 意 す る と と も に ， 上記株式会社 山 本 工務店 ほ か 3 社 の 入札金額 を 今

勝建設 の 入礼金 額 を 超 え る 金額 と す る 旨 協 定 し ， も っ て 入 札 の 公 正 な価格

を 害 す る 目 的 で 談合 し た も の で あ る 。 J

( 5 )  監査請求及 び本件訴訟 の 提 起

ア 原 告 ら を 含 む 2 1 名 の 熊 取 町 の 住 民 ら は ， 平成 2 1 年 3 月 3 日 ， 熊 取 町

監査委員 に 対 し ， 平成 1 5 年度 （ 平成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 1 6 年 3 月

3 1 日 ま で の 期 間 を い う 。 以 下 同 様。 ） か ら 平成 1 9 年度 ま で に 行 わ れ た 指

名 競争入 札 の う ち z 本件組合 に所属 す る 建設 業 者 が 落 札 し た 1 8 6 件 に 関

し て 談合 が 行 わ れ ， 熊 取 町 に 損害 が 生 じ た と し て ， 建 設 業者 ら に 対す る 損

害賠償請求等 の 必 要 な 措置 を 請求 す る こ と を 求 め る 住 民 監 査 請 求 を行 っ た

（ 甲 1 ） 。

こ れ に 対 し ， 熊 取 町監査委員 は ， 平成 2 1 年 5 月 1 日 ， 監 査 請 求 の対象

と な っ た 工事 に つ い て 談 合 が 行 わ れ ， 熊 取 町 に 損 害 が 発 生 し て い る 可能性

を 排 除す る こ と は で き な い も の の ， そ の 損害賠償請求額 の 算 定 は極 め て 困

難 で あ る こ と な ど を 理 由 に ， 上記監査 請 求 を 棄却 し た （ 甲 2 ） 。
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イ 原 告 ら は ， 平成 2 1 年 5 月 2 8 日 ， 本件訴訟 を 提起 し た （顕著 な 事実） 。

第 3 争点

本件の争点 は 次 の と お り で あ る 。

1 本件請求対象工事に係 る 談合行為 の 有無

2 熊 取町 に 生 じ た損 害 の 有無及び額

3 過失相 殺 の 可否及びそ の割合

第 4 争点 に 関 す る 当 事者 の 主張

1 争点 1 （本件請求対象工事 に係 る 談合行為 の 有無） に つ い て

【 原告 ら の 主張 】

( 1 ） 談合事件 に お け る 立証の程度 に つ い て

92 

原告 ら は ， 本件 に お い て ， 被告及び被告補助参加入 ら が い う と こ ろ の 「基

本的 ・ 抽象的合意J 等 と い う も の を 主張 し た こ と も な い し ， 個 々 の本件請求

対象工事 に つ い てそ れぞれ受 注予定業者 の決定が さ れた こ と ， 個別 の話し合

い に お い て 決 定 さ れた 受 注業者， 入札 に お い て 予 め決定 さ れ た受 注業者が 落

札 し た こ と に つ い て は 主張立証を行 っ て い る 。

談合 に基づ く 損 害賠償請求事件 に お い て は ， 個 別 の 談合行為 の 正確 な 日 時，

場所， 内容 を 主 張立証す る 必要 は な い。 談合行為 を 実行す る 関係者が ， 個 々

の 工事 に 係 る 個別具体的 な談合行為 の 存在 を 明確に示す よ う な証拠 を残 し て

お く こ と は通 常 考 え ら れず， 個別 の 談合行為 の 存在 は ， 様 々 な 間接証拠及 び

間 接事実 に よ っ て合理的 に 推認で き る 範 囲 でそ の存在を認め る こ と が で き れ

ば足 り る と い う べ き だか ら で あ る 。

そ し て ， 談合行為 は ， 落札者の 決定が複数 関 与者 の 協議 に よ る も の で あ り ，

特定関与者 聞 で 談合行為 が繰 り 返 さ れ る と い う こ と を本来的 な特質 と し て い

る の で あ る 。 し た が っ て ， 談合 は単独で は存在 し 得ず， 談合が 1 件 あ る と い

う こ と は ， そ の グループの 関与す る 入札 は全て談合で あ る と の推定が な さ れ

る と い っ て も 過言 で は な い。
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本件 に お い て は ， 以 下 に 述べ る よ う な 事情 に 照 ら し ， 本 件 請 求 対象 工 事 に

お い て 談合 が 行 わ れ た こ と は 十 分 に 推認 さ れ る と い う べ き で あ る 。

(2 ） 本件組合 に お け る 談合 の 方 法 に つ い て

本件刑 事事件 の 判 決確定後 ， 原告 ら が本件刑事事件 の 判 決書や確定記録 を

入 手 し た と こ ろ ， 大原住 宅 第 2 期 工事談合の ほ か ， 熊 取 町 の 公 共 工 事 の 入 札

に お い て ， 本件組合 が ， 昭 和 6 1 年 の 設 立 当 初 か ら ， 恒 常 的 に 自 ら 率先 主 導

し て 談合行為 を 行 っ て き た こ と が発 覚 し た。

す な わ ち ， 本件組合 で は ， 熊 取 町発 注 の 建 設 工 事等 を ， 予 め 定 め た順番 に

従 っ て 順 次落札 し ， 2 巡 回 か ら は落札金額が低 か っ た 業者 か ら 順次落札す る

と い う ノレ ー ノレ を 定 め ， 組合員 が 均 等 に 落札 で き る よ う に す る 一 方 ， チ ャ ン ピ

オ ン と 呼 ばれ る 落 札 予 定業者 は ， 町役場 の 担 当 部署 に 行 き ， 積算書類等 を 示

し な が ら そ の 示唆 を 得 て 設 計 金額 を 探 り 出 し （ 以 下 「 ボ ー リ ン グJ と い う 。 ） ，

こ れ を 基 に 予想 さ れ る 入札予 定価格 に 近 い入札金額 を 決 め ， 他 の 指名 業者 に

は こ れ よ り も 高 額 の 入礼 金額 を 決 め て こ れで入札す る よ う に 指 示 し ， あ る い

は ， 各 指名 業者 が 提 出 す る 参 考 内 訳 書 （ 工事見積書 の ま と め に 相 当 す る 。 申

4 の 1 参照。 ） の 原案 を 渡す と い う 方 法 で の 談 合 を 繰 り 返 し て い た の で あ る 。

本件 で 問題 と な っ て い る 談合行為 は ， 本件組合 が 主 導 し て き た も の で あ り ，

北川 及 び西尾 は ， そ れぞれ本件組合 の 理事長 ， 専務理事 と し て ， い わ ゆ る 星

取 り 表 を 作成す る な ど し て ， 持 ち 回 り で チ ャ ン ピ オ ン を 決 め る 談合 シ ス テ ム

を 運 営 し て き た 。

( 3 )  各 談 合行為 の 存在 に つ い て

平成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 日 ま で の 聞 に 熊 取 町 が 発 注 し

た 公共 工 事 （合計 2 8 9 件） の う ち ， 別紙 3 工事一覧表記載 の 1 5 7 件 の 建

設 工 事 ， 道 路 工 事 ， 下水道 工事等 （本件請求対象工事） に つ い て ， 談 合 が 行

わ れ た 。 本件請求対象 工事 は ， 本件組合 の構成員 で あ る 建設 業者 が 落札 し た

工事の う ち ， 落 札 率 （入札予定価格 に対す る 落札価格 の 割合 を い う 。 以 下 同
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じ 。 ） が 9 5 パ ー セ ン ト を 超 え る も の 及 び落札率 が 9 5 パ ー セ ン ト 以 下 で あ っ

て も ， 大原 住 宅 第 2 期 工事 に 関 す る 本件刑 事事件 の 捜 査過 程 に お い て ， 北） 1 I ,  

西尾 ら が 談合行為 の 存在 を 認 め た 工事 で あ る 。 こ れ ら の 工 事 に 関 す る 入 札 の

結 果 ， 別 紙 3 工事一覧表記載の と お り ， 本件建設業者 ら が そ れ ぞれ落札 し ，

熊 取 町 と そ れぞれ契約 を締結 し ， 熊 取 町 は ， 同 一 覧 表 の 落 札価格欄記載 の 金

額 に 消 費税 を 加 算 し た 額 を 工事代金 と し て そ れ ぞれ支払 っ た 。

(4 )  本件請求対象工事に係 る 談合 の 存在 を 示す事実等 に つ い て

94 

ア 本件刑事事件 に係 る 捜査及 び公判 に お い て ， 関 係 者 が 恒 常 的 な 談 合 の 存

在 を 認 め て い る こ と

本件刑 事事件 の 関係者 （ 北川 ， 西尾 ， ．． ， ．．．． ， ．．．． （ 以 下

「－J と い う 。 ） ， ．．．． （ 以 下 「－J と い う 。 ） ） は ， 大原 住 宅 第 2

期 工事 以 外 に も 恒 常 的 に 談合行為 が 行 わ れ て い た こ と を 認 め て お り ， 恒 常

的 談 合 の 事 実 を 疑 う 余 地 は な い。 特 に ， 談 合 の 中 心 的 役割 を 果 た し た 本件

組合 の 代表 理 事 で あ っ た 北川 ， 本件組合 の 専務理事で あ っ た 西 尾 ， 本件組

合 の 事務 責任者 で、 あ っ た掴園の供述 内容 は 重 要 で、 あ る 。

ま た ， 本件刑 事 事件 の 判 決 に お い て も ， 本件組合 は 談 合 を繰 り 返 し て き

た 旨 の 事 実 が 認 定 さ れ て お り ， 同 判 決 は 控訴 さ れ る こ と な く 確 定 し て い る 。

イ 熊 取 町が 自 ら の 調 査 に 基づ き ， 大 原 住 宅 第 2 期 工 事 以 外 の 工事 に つ い て

も 談合 が あ っ た こ と を認 め て い る こ と

本件請 求 対 象 工 事 の 発 注者 で あ る 熊 取 町 は ， 自 ら の 調査結果 を 踏 ま え ，

平成 1 9 年 1 1 月 1 2 日 ， 大原住宅第 2 期 工 事 の 談合 に 関 与 し た 本件組合

に 対 し て 2 年 間 ， 同 工事 を 落 札 し た 今 勝建 設 に 対 し て 2 年 間 ， 同 工 事 に お

け る 今 勝 建設 以 外 の 入札業者 に 対 し て 6 か月 間 の 指名 停止措 置 を 講 じ る と

と も に ， 本件組合 に加入す る 他 の建設業者 1 8 社 （ 本件 に お け る 被告補助

参 加 入 ら を 含 む。 ） に 対 し て 3 か月 間 の 指名 回避措置 を 講 じ て お り （ 甲 9 ) '

本件組合 の 主 導 で大原住宅第 2 期 工 事 に 関 す る 談合 が 行 われ た こ と の み な

8 
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ら ず ， そ れ 以 前 か ら 談合 が 行 わ れ て い た こ と を 明 ら か に し た 。

ウ 談合発 覚 前 後 の 落 札 率 の 顕著 な 差

大原住 宅 第 2 期 工事談合が 平成 1 9 年 1 0 月 に発覚 し た た め ， そ れ以 降

は 談合 が で き な く な り ， 公 共 工 事 は 自 由 な指名 競争入札 に な っ た 結果 ， 平

成 1 9 年度 の 工事 の う ち 同 年 1 0 月 以 降 の公 共 工事 の 落札 率 は 平均 7 6 .  

7 パ ー セ ン ト と な っ た 。 ま た ， 平成 2 0 年度 の 公 共 工事 の 落札 率 は ， 最低

制 限価格 が 設 定 さ れ た も の に つ い て ， 平均 8 0 .  9 パ ー セ ン ト と な っ た 。

こ の よ う に ， 自 由 な指名 競争入札 に な っ て 以 降 の 落札 率 は ， 本件請求対

象 工事 の 落 札 率 が ほ ぼ 9 5 パ ー セ ン ト 以 上 で あ っ た こ と と 比 較 し ， 劇 的 に

低 下 し た の で あ る （ 甲 1 2 か ら 1 5 ま で） 。

エ 賦課金 の 徴収

本件組合 の 加 入 業者 は ， 加 入 時 に 入会 金 1 7 0 万 円 ， 出 資 金 3 3 0 万 円

の 合 計 5 0 0 万 円 を 支払 い ， 会 費 と し て 月 2 万 円 ， 公共工事 を 落札 し た 場

合 に は ， 落 札 金額 の 1 パ ー セ ン ト を 賦課金 と し て 本件組合 に 支 払 う こ と が

取 り 決 め ら れ て い た 。 加入業者 が こ の よ う な 負 担 を し て ま で本件組合 に加

入す る の は ， 談合 に よ り 大 き な利益 を 得 る た め で あ り ， ま た ， 落札金額の

1 パ ー セ ン ト の 賦課金 を 支払 う の は ， 本件組合主導 に よ る 指名 業者聞 の 談

合 の お か げで 落 札 で き た こ と に 対す る 報酬 を 意 味す る も の で あ る 。

被告補助 参加人 ら は ， 賦課金徴収 の 趣 旨 に つ い て ， 経審点 2 0 0 点加 算

の 対価 で あ る と す る が ， そ う で あれ ば ， それ は入札機会 の 拡大 の 対価 で あ

る か ら ， 各 業者一律 の 年 会 費 と すべ き で あ る 。 に も か か わ ら ず ， 賦課金 が

実際 の 落札価格 に対す る 割 合 と な っ て い る の は ， 談合 が 成立 し て 落札価格

が 入 る か ら で あ る 。

オ 談合事件発 覚 直 後 の 本件組合 の解散

平成 1 9 年 1 0 月 に 大 原 住 宅第 2 期 工事 に 関 す る 談合事件 が 発 覚 し ， そ

の わず か 5 か月 後 に 本件組合 の解散決議が さ れて い る 。

9 
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本件組合 が 組合員 の 技能 の 向 上 等 の 正 当 な 目 的 を 実現す る 組織 で あ れ ば ，

談合事件 が 発 覚 し た か ら と い っ て 解散す る 必要 は 全 く な い。 要 は ， 長 年 に

わ た り 本件組合 が 談 合 の 中 心的役割 を 果 た し ， 各組合員 は 談 合 に よ る 利 益

を 享 受 し て い た と こ ろ ， 大原住 宅 第 2 期 工事 に 関 す る 談合事件 の 発 覚 に よ

り ， 本件組合 が 以 後 談合 の 主導的役割 ， 組合員 聞 の 調整機能 を 果 た す こ と

が で き な く な り ， 組合員 も 何 ら 利 益 を 享 受 で き な く な る こ と が 明 ら か に な

っ た た め ， 本件組合 の 存在意義 が な く な っ て 解散 し た の で あ る 。

カ い わ ゆ る 見 え 見 え 談 合 に つ い て

例 え ば ， 平成 1 6 年 7 月 2 日 に 入 札 が 実施 さ れ た 公 面 汚 水 官 渠 第 1 6 -

3 工 区布 設 工事 （ 別 紙 3 工事一覧表番 号 4 8 ） を み る と ， 落札価格 と 最 高

入札価格 と の 差 は 1 . 6 パー セ ン ト の 範 囲 内 で あ り ， 極 め て 近接 し た 価格

の 中 で 1 4 業者 が 入 札 し て い る 。 こ の 工事 に つ い て ， 落札業者で あ る 阪南

工務店 は ， 積算 し た 実行価格 に ， 予 測 し 得 な い 障 害要 因 に備 え た 1 2 パー

セ ン ト か ら 1 5 パ ー セ ン ト の 極 め て 大雑 把 な 利 益 を 上乗せ し て 算 出 し て 入

札価格 と し て い る と の こ と で あ る が ， そ の 大雑把 な価格 が ， 他 の 業 者 の 算

出 金額 と 極 め て 近接す る な ど ， あ り 得 な い こ と で あ る 。

こ の 他 に も ， 別 紙 3 工事一覧表ー記載 の本件請求対象 工 事 の 中 に は ， 同 じ

く 落札価格 と 最 高入札価格の 差が極 め て 近接 し た 範 囲 内 で あ っ た り ， 全て

の 入 札 が 予 定価格 を 超 え る 高 額 な 価 格 で さ れ た り す る な ど ， 談 合 が 見 え 見

え と 思 わ れ る も の が 多 く 存在 す る （ 甲 2 4 ） 。

キ 非組合員 の 参加 し た 入札 に つ い て

別紙 3 工 事一 覧 表 記載 の 工事 に は ， 非組合員 で あ る 圃聞及 び臨寵
が 入 札 に 参加 し て い る 工事 が 4 件 （番号 6 0 , 1 1 5 , 

1 5 5 , 1 5 7 ) 存在す る が ， 上 記 2 業 者 は 町 内 業 者 で あ り ， 本件組 合 あ

る い は そ の 組合員 の 影響力 が 及 ぶ業者 で あ る か ら ， こ れ ら の 業者 が 参加 し

た 入札 に お い て も ， 組合業者 の み が 参加 す る 入札 と 同 様 ， 談 合 が 行 わ れ て
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い た。

す な わ ち ， 上記 4 件 の 工事 に つ い て の 各業者の入札額は ， 落札価格か ら

数パー セ ン ト 以 内 に集 中 し て お り ， 談合の存在が 強 く 推認 さ れ る 。

［ 被告及 び被告補助参加入 ら の 主張 （ な お ， 被告 は本件各談合行為 の 有無 に つ

い て は不 知 と 認否 し て お り ， こ の 点 に 関す る 主張は被告補助 参加 人 ら の 主張に

基づ く 。 ） ］

( 1 )  談合事件 に お け る 立証の程度 に つ い て

競争入札 に お い て ， 事前 に 受 注予定業者 を決定 し て い た こ と を 主張 し て発

注者が 入札参加業者 に対 し て 損 害賠償 を請求す る た め に は ， 請求原因 事実 と

し て ， 基本的 ・ 抽象的 な談合の合意 の み な ら ず， 個 々 の 工事 に つ い て ， そ れ

ぞれ受 注予定業者 の決定が さ れ た こ と ， 個別の話 し合 い に お い て決定 さ れた

受 注業者， 入札に お い て 予 め 決 定 さ れ た 受 注業者 が落札 し た こ と を 主張立証

し な け れ ば な ら な い （東京地判平成 1 4 年 7 月 1 5 日 （ 平成 6 年間第 1 8 3 

7 2 号） 参 照 ） 。

し か し な が ら ， 原告 ら が 談合行為 が 存在す る 根拠 と す る と こ ろ は ， ①本件

組合 は談合 を 目 的 と し て 作 ら れた も の で あ る ， ②本件刑 事事件 に お け る 供述

調書に ， 恒常的 に談合が あ っ た 旨 の記載が あ る ， ③そ も そ も 談合 そ の も の が

特定関与者 間 で繰 り 返 さ れ る と い う こ と を 本来的 な特質 と し て い る の で あ る

か ら ， 談合が 1 件 あ ればそ の グルー プの 関 与す る 入札は全て 談合で あ る な ど

と い う も の で あ っ て ， 以 下 に 述べ る と お り ， いずれの 根拠 に よ っ て も ， 個 々

の 談合 の 存在 を 立証 し得 な い こ と は 明 ら かで あ る 。

(2 )  本件刑 事事件記録 に つ い て

本件組合 は ， 談 合 を 行 う こ と を 目 的 と し て い た も の で は な く ， 組合員 の参

加 し た入札 に お い て 恒常 的 に 談合が行われ て い た と い う こ と は な い。

原告 ら の 主 張 は ， 本件刑事事件記録であ る 関係 者 の 各供述調書に基づ く も

の と 思われ る が ， い う ま で も な く ， こ れ ら の供述調書は大原住宅第 2 期 工事

1 1  
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談合 を 立証す る た め に作成 さ れた も の で あ り ， 本件組合 の設 立経緯や 関係者

の加入 目 的等 に 関 す る 供述 は背景事情 に 関す る 供述 に す ぎ な い。 大原住宅第

2 期工事談合 に 関 す る 供述調書の 中 の抽象的 かっ一般的 な文書 を 捉 え て ， 過

去 の 個 々 の入札行為 に つ い て 談合の存在 を推測す る こ と は不 当 と い う ほ かな

し 、 。

加 え て ， 供述調書 は い ずれ も 取諦官の作文 で あ り ， と り わ け 身体拘 束下 に

お け る 被疑者の 供述調 書 に つ い て そ の ま ま 信用 性 を 付与 で き る も の で は な い。

本件刑事事件記録に お い て も ， 供述者 の認、識 と 異 な る 事実が検察官 の ス ト ｝

リ ー に沿 う よ う に 記載 さ れて お り ， 信用性が な い。

( 3 ） 落札率 の 差 に つ い て

98 

原告 ら は ， 大原住宅第 2 ・期 工事談合 が発覚 し た 平成 1 9 年 1 0 月 の 前後 に

お け る 落札率の 差 を も っ て 談合が存在 し た こ と の根拠 と す る が ， 平成 1 9 年

1 0 月 の前後で社会 の 景気動 向 は異 な っ て い る 。 す な わ ち ， 平成 1 6 年か ら

平成 1 8 年頃 は 景気 の拡大期 で あ り ， 材料費 ， 人件費 と も に 高値で あ っ た た

め ， 工事予算 は必然 的 に 高額 と な ら ざ る を得ず， 最低制 限価格で は と て も 利

益 が 出 な い状況 に あ っ た。 と こ ろ が ， 平成 1 9 年以 降 ， 国 内 の 景気 は急激な

後 退傾 向 と な り ， 現在 も そ れ は回復す る に 至 っ て い な い。

ま た ， 平成 1 9 年 1 0 月 の 談合発覚以前 は ， 熊取町発注の B ラ ン ク 工事に

お い て 町外業者 が指名 さ れ る こ と は な か っ た た め ， 談合の有無 に か か わ ら ず ，

現実問題 と し て さ ほ ど競争が織烈 と は な ら な い と い う 状況 が あ っ た が ， 談合

発覚後 ， 熊取町は本件組合 に加入 し て い た ほ と ん ど の 町内業者を指名 停止 あ

る い は指名 回避 と し た た め ， こ れ を チ ャ ンス と 見 た 町外業者が 軒並み最低制

限価格で の入札 を 行 い ， 以後 ， 熊取町発 注 の 工事 で は最低制 限価格 で の 入札

で な け れ ば落札 で き な い 状況 と な っ て い る 。

そ も そ も ， 予定価格 は ， 会計法 2 9 条 の 6 ， 予算決算及 び会計令 7 9 条，

8 0 条 に よ っ て ， 取 引 の実例価格， 需給の状況， 履行の難易 ， 数量の 多寡，

12 
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履行期 間 の長短等 を 考慮 し て 適正 に 定 め な け れ ば な ら な い と さ れて お り ， 現

場の 条件 に 照 ら し て 最 も 妥 当 性が あ る 標 準的 な 工法で施工す る の に 必要な価

格 と な っ て い る 。 し た が っ て ， い か に企業努力 を 行 っ て も ， 入札額が 予 定価

格 を 大 き く 下回 る こ と は で き ず， 正 常 な 自 由 競争が行われて いれば， 落札額

が 予 定価格か ら 大 き く 外れ る こ と は な い の で あ っ て ， 9 5 パーセ ン ト 前後 の

落札率 は ま さ し く 自 由 競争が行われて い た証左 で あ る 。 現在の熊 取 町 に お い

て ， 最低制 限価格 に近い額で落札 さ れ る 状況が続いて い る と い う の は ， 正常

な 競争が行 われ て い な い 異 常 な 状態 と い う べ き で あ る 。

(4 ） 賦課金 の徴収 に つ い て

本件組合は ， 加入組合員 が 2 0 0 点 の経審点加算 と い う 利益 を 享受 し て い

る こ と に鑑み， 落札 し た 際 に 組合運営 費 と し て 1 パー セ ン ト の賦課金 を 徴収

し て い る に す ぎ な い。

本件組合 は ， 事務所 を 設置 し ， 事務員 も 雇用 し て い た こ と か ら ， そ の運営

に は 当 然 に 日 常経費 が発生す る 。 そ の た め ， 本件組合運営 の た め に 賦課金 と

い う 名 目 で運営費 を徴収す る こ と は極 め て 自 然 な こ と で あ る 。 仮 に ， 各業者

一律 に 同 額の経費 を 負担 さ せ る よ う な制 度 と し た 場合 に は ， た ま た ま 年間 を

通 じ て公共工事 を落札 し な か っ た業者や， 小規模 な 工事 し か落札 し な か っ た

業者ま で 大 き な利益 を 上 げて い る 業者 と 同額の経費 を負担す る こ と に な り ，

か え っ て 不公 平 な 結果 と な る こ と は 明 ら かで あ る 。

な お ， 阪南工務店 は， 落札 し た 3 件 の 工事 につ き 賦課金 を 徴収 さ れて い な

し 、。

( 5 )  談合事件発覚後 の 本件組合 の解散 に つ い て

大原住宅第 2 期 工事談合 が発覚 し た約 5 か月 後 に本件組合が解散 し た 点 に

つ い て は ， 本件組合 を舞台 と す る 談合事件が発覚 し た 以 上 ， 熊取町の本件組

合 に 対す る 信頼 は失盤 し ， ま た ， 本件組合の存続 は社会的 責任 と い う 意味で

も 適切 で は な か っ た こ と か ら 解散 し た も の で あ り ， 本件組合 が解散 し た こ と
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を も っ て ， 恒 常 的 な 談合 の 存 在 を 推認す る の は論理の飛躍 と い う ほ か な い 。

ま た ， 阪 南 工務 店 に つ い て は ， 本件組合 の解散決議 に 反 対 し て い た の で あ

る か ら ， 阪 南 工務 店 が 本件組合 を 利 用 し て 恒 常 的 談 合 を 行 っ た と 認定 す る こ

と は で き な い。

(6 )  非組合員 の 参加 し た 入 札 に つ い て

別紙 3 工 事 一 覧 表記 載 の 工事 の う ち ， 番 号 6 0 '  1 1 5 '  1 5 5 ,  1 5 7 

に つ い て は ， 木件組合 の 組合 員 で、 は な し 岡国国，
が 入 札 に 参加 し て い る 。 い う ま で も な く ， 談合が 功 を 奏す る た め に は ， 入札

に参加 し た 業者 の 全員 で価格調整 を 行 う 必要 が あ る の で あ っ て ， 非組合員 が

参 加 す る 入 札 に お い て は ， い く ら 組合員 間 で価格調整 を 行 っ て も ， 非組合員

で あ る 業者 の 協 力 が な け れ ば ， 受 注 予 定者 を 定 め る 仕組みが成就 し な い こ と

に な る の で あ る か ら ， 不 法行為 は成 立 し な い。 こ の 点 に つ き ， 原告 ら は ， 非

組合員 で あ る 業者 ら に 対 す る 具体的 な 協 力 依頼 の 事 実等 に つ い て 何 ら 主 張 立

言正 を し な い 。

［ 阪南 工 務店 の 主 張 ｝

阪 南 工務店 は ， 入 札 ま で の 聞 に ， 現場説明 会 に お い て 交付 さ れ る 設計 図 書 を

詳 細 に 検 討 し ， 自 社 の 過 去 の 施 工 実績， 市 場 の 状 況 に 照 ら し て 当 該工 事 に つ い

て 予 想 さ れ る 実行 予 算 （ 実 際 に か か る で あ ろ う 経費 を い う 。 ） を 入念 に積算 し

て い る 。 そ し て ， 入札価格 は ， かか る 実行予算 に 企 業 の 利 益活動 と し て 是認 さ

れ る 範 囲 の 僅 か な 利 益 を 乗 せ て 決 定 し て い る 。 ま た ， 時 に は ， 工 事 実績 を 作 る

こ と を 第 1 目 標 と し て ， 利 益 を度外視 し 実行 予算 ぎ り ぎ り の 価 格 で、 入 札 を 行 っ

た こ と も あ る 。

こ の よ う に ， 阪 南 工務店 は独 自 の積算 に よ っ て 入 札価格 を 決 定 し て い る の で

あ り ， 談 合 に よ っ て 高 い 入札価格 を 設 定 し た と い う こ と は な い。 阪南工務店 は ，

熊 取 町職員 に 一 切 知 己 が な い た め ， 自 ら ボ ー リ ン グ を 行 う こ と は不 可能 で あ り ，

本 件 組 合 の 理 事 や そ の 他 の 加 入 業者 に 頼 ん で ボ ー リ ン グ を 行 っ て も ら っ た 事
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実 も 一切 な い。

2 争点 2 （熊取町 に 生 じ た 損害 の 有無及び額） に つ い て

【 原告 ら の 主張 】

1 . 大阪地方裁判所の判決

( 1 )  本件各談合行為 に よ り ， 熊 取 町 に 生 じ た損 害 は ， 落札価格 （ 消 費税抜 き ）

か ら 最低制 限価格 （ 消 費税抜 き ） を 差 し 引 い た 額 に 消 費税 を 加 算 し た も の で

あ る 。 熊 取 町 の 公共 工事 の入札 に お い て は ， 事前に 最低制 限価格 が公表 さ れ

て お り ， 自 由 競争が行われた場合， 最低制 限価格 に入札が集 中 す る こ と は経

験則 上 明 ら か で あ る か ら ， 談合行為 が な ければ想定 さ れ る 落札価格は ， 最低

制 限価格 に等 し い。

( 2 )  以 上 の 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 工事 ご と の 具体 的 な 損 害 額 は別 紙 3 工事ー

覧表 の 主 張損害額欄記載 の と お り で あ り ， 熊 取 町 は合計 8 億 5 9 8 3 万 9 7 

5 0 円 の 損 害 を 被 っ て い る 。 ま た ， 本件建設業者 ら は ， そ れ ぞれ落札 し た 工

事 に係 る 損害 を 賠償すべ き で あ り ， 各相手方 ご と の落札工事に係 る 損害額合

計 は ， 別 紙 4 相 手方別 工事一覧表 の 主張損害 額欄記載 の と お り で あ り ， 熊 取

町 は ， 各 相 手方 に 対 し ， それぞれ別紙 2 相 手方一覧表 の 請求額欄記載の金額

の 損害賠償請 求 を すべ き で あ る 。

(3 )  ま た ， 熊 取 町 は ， 本件組合幹部 で あ っ た北川 ， 西尾 に 対 し て ， 談合行為 に

よ り 生 じ た 損 害 の 合計金額 で あ る 8 億 5 9 8 3 万 9 7 5 0 円 の 損 害賠償請

求権 を 有 し て い る 。 被告 は ， 上記損害の一部 と し て ， 北川 に対 し 5 0 0 0 万

円 ， 西尾 に 対 し 4 0 0 0 万 円 の損害賠償請求 を すべ き で あ る 。

【 被告 の 主 張1

仮 に本件請求対象工事 に つ い て 談 合の存在が認め ら れた と し て も ， 損害額の

認定 に つ い て は ， 民事訴訟 法 2 4 8 条 の規定に よ り ， 裁判所 が 口 頭弁論の全趣

旨 及 び証拠調 べ の 結果 に 基づ き ， 多種多様 な 間 接事実 を 総合判 断 し た 上 で相 当

な 損 害額 を認定す る こ と が 必要で あ る 。 と り わ け本件 に お い て は ， 入 札 に 参加

し た の は 大 手業者で は な く 零細 の 業者で あ り ， 仮 に談合の存在が認定 さ れた場
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合 で も ， 損害額の判 断 に お い て ， 事案 に即 し た合理的 ， 説得的 な算定根拠が 要

請 さ れ る 。

【被告補助参加 人 ら の主張】

最低制 限価格 と は ， こ れ以下 の価格では適正な 内 容 の 工事が さ れ る と は考 え

難い と さ れ る 限度額で あ り ， 過 当 競争の結果， 手抜 き 工事 と な る こ と を 防 ぐ た

め ， た と え入札価格が低 く て も こ れ以下 の価格 で は受 注 さ せ な い と し て設 定 さ

れ た 額 に す ぎ な い。 す な わ ち ， 最低制 限価格イ コ ール適正価格で は な い。 最低

制 限価格で入札 を 行 う の は ， 最低制 限価格 で も 十分 に 利 益 が 出 せ るか ら で も ，

採算が 合 う か ら で も な く ， そ う し な い と 仕事 を 得 ら れ な い か ら やむ を 得ず入札

し て い る にす ぎ な い の で あ る 。

指名 競争入札 に お い て は ， 入札 に係 る 工事の規模， 種類や特殊性の ほ か ， 入

札指名 業者の数や各業者の事業規模， さ ら に入札 当 時 の 社会情勢， 入札が行わ

れ た 地 域 の 特性 な ど 様 々 な 要 因 が複雑に影響 し 合 っ て 落 札 価 格 が 形 成 さ れ る

の で あ る か ら ， こ れ ら の要 因 に かかわ ら ず， 一般的 に 談合 が さ れな か っ た場合

の 落札価格 が 最低 制 限価格 に 近づ く と の 客観的経験則 は存在 し な い と い う べ

き で あ る 。

3 争点 3 （過 失相 殺 の 可否及びそ の割合） に つ い て

【被告補助参加入 ら の 主 張】

仮 に ， 本件請求対象工事につい て談合が認め ら れ る と し て も ， 損害 の発生及

び拡大 に は熊取町 自 身の義務幌怠行為 ， 違法な便宜供与行為 も 寄与 し て い る と

い う べ き で あ り ， 損 害額 の認定後 ， 相 当 の過失相 殺 が 行 われ る べ き で あ る 。

こ の 点 ， 北川 及 び西尾 の本件刑事事件 にお け る 供述調書 に よ れば， 熊取町の

職員 ら が 談合 の存在 を 知 っ て い た か ， 当 然 に想像が つ い て い た と い う 状況 が あ

っ た と さ れて い る 。 そ う で あれば， 熊取町の 担 当 職員 ら は， 当 然そ の よ う な 談

合 をやめ る よ う 指導， 監督 を すべ き 義務， あ る い は少 な く と も 事実調査 を 行 う

べ き 義務 が あ っ た に も かかわ ら ずそ れ を 怠 っ て い た こ と に な る 。
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加 え て ， ボ ー リ ン グ と い われ る 作業 を 西 尾 が 行 う 際 に は ， 熊 取 町 の 担 当 原課

職員 が 設 計金額 の 予想 に 示 唆 を 与 え て お り ， し か も 職員 の う ち 1 名 に つ い て は

飲 食 接 待 や 現金 の 授 受 な ど の 違 法 な 利 益 供 与 ま で 受 け て い た と い う の で あ る

か ら ， 仮 に こ れ が 真 実 で あ れ ば， 熊 取 町 の 帰責性は決 し て 小 さ く な い 。

［ 原 告 ら の 主 張 ］

被告補 助 参 加 人 ら が 行 っ て き た 行 為 は ， 談 合 と い う 故 意 の 不 法行 為 で あ る 。

仮 に 入 札価格 等 の 漏 え い が あ っ た と し て も ， 故 意 の 不 法行 為 を 行 う の は談 合 業

者 で あ り ， 彼 ら が 自 ら の 損 害 賠償 債 務 を 減 じ る た め に 過失相 殺 の 主 張 を 行 う こ

と は ， 信義則 に も と る 身勝 手 な 主 張 と い わ な け れ ば な ら な い 。

第 5 当 裁判 所 の 判 断

1 争点 1 （本件請求対象工事 に係 る 談合行為 の 有 無） に つ い て

( 1 )  大 原 住 宅 第 2 期 工事 談 合 の 状 況 に つ い て

ア 認定 事 実

前記前提 と な る 事 実 並 び に 証 拠 （ 甲 4 , 5 ,  1 1 , 1 5 , 1 9 , 2 0 , 

証人 西尾 同副回 岡 田鹿覇 ， 問屋翠 ， 同盛翠翠 ） 及 び弁論 の 全趣 旨 に よ

れ ば， 以 下 の 各 事 実 が 認 め ら れ る 。

ケ） 町 営 大 原 住 宅 工 事 は ， 1 期 か ら 3 期 に 分 か れ て お り ， 平 成 1 6 年 頃 ，

そ の 第 1 期 工事 を A ラ ン ク 業者 で あ る 浅 沼 組 が 落 札 し た 。 北川 は ， 第 2

3封j 及 び 第 3 期 工 事 に 関 し て は 本 件 組 合 や 地 元 業 者 に 落 札 さ せ た い と 考

え ， 第 1 期 工 事が 着 工 し た 平成 1 6 年秋 頃 か ら ， 熊 取 町長や総務部長 ら

に 対 し ， 大原住 宅 第 2 期 工 事 は B ラ ン ク の 建設業者 が 入 札 に 参加 で き る

よ う 何度 も 陳情 を 行 っ た 。

付） 平成 1 8 年 4 月 頃 ， そ れ ま で B ラ ン ク の 建 設 業 者 が 入 札 に 参加 す る こ

と に つ い て 消 極 的 な 態度 を 取 っ て い た 総務部長 が ， 方 針 を 変 更 し て 積極

的 な 態度 を 示 し た た め ， 北 川 は ， 大原住宅第 2 期 工事 に お い て B ラ ン ク

業 者 が 入 札 に 参加 で き る 可能 性 が 高 ま っ た と 考 え ， そ の 噴 か ら 本件組合
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1 04 

の会合等 に お い て そ の 旨 の発言 を す る よ う に な っ た。

（功 北川 は ， 同 年 6 月 下旬 頃 に 開催 さ れ た本件組合 の会合に お い て ， 参加

し た 組合員 に 対 し ， 「 大原住宅第 2 期 工事 に つ い て は ， 正式に B ラ ン ク

業者でや る こ と に な っ たん 「 こ の件 は組合預か り に し て ほ し いJ ， 「現場

説 明 会 で配布 さ れ る 設計 図 書等 は説 明 会 が 終 わ り 次第回収す る 」 な ど と

説 明 し た 。 北川 の 上記説明 は ， 大原住宅第 2 期 工事 に お い て 談合 を行 い ，

今勝建設 に 落 札 さ せて ほ し い こ と ， 積算 に必要 な設計図書等 の 回収 は 談

合破 り を 防 ぐ た め で あ る こ と を趣 旨 と し て お り ， 上記会合 に 参加 し た 組

合員 も そ の趣 旨 で理解 し ， 異議 を述べ る 者 は い な か っ た 。

仁i::.) 同 年 8 月 3 日 ， 熊取 町役場 か ら ， 阪南土木 工 業 ， 高 田 組， 成公建設，

今勝建設及 び 山 本工務店の 5 業者 に 対 し ， 大原住宅第 2 期 工事の入札参

加 の 指名 が 通 知 さ れ た 。

同 北川 は ， 同 日 噴 ， 西尾 に 対 し ， 設計金額の 推定， ボー リ ン グ， 入札参

加各社 の 参考 内 訳書の作成 ， 入札金額の決定， 入礼金額の指示等 を依頼

す る 趣 旨 で ， 「今 回頼むで。 J と 述べた。 西尾 は ， 北川 の 上記発言 の意味

を 理解 し ， 今勝建設 が 大原住宅第 2 期 工事 を 落札す る た め に 必 要 な段取

り を 行 う こ と を 了 承 した。

加） 北川 は ， 同 月 4 日 ， 全員協議会 の 開 催後 に ， 大原住宅第 2 期 工事の入

札 に 指名 さ れた 5 業者 を 小会議室 に集 め ， 上記 5 業者 に 対 し ， 現場説明

会 の 後 で設計 図書等の 資料 を 回収す る 旨 を再度伝 え た。

（弔 問 月 7 日 ， 大原住宅第 2 期 工事 に 関す る 現場説 明 会 が 開催 さ れた 。 現

場説明 会 に お い て配布 さ れた設計図書等の積算 に必 要 な書類 は ， 現場説

明 会 の 直後 ， 北川 及 び西尾 の指示 に よ り ， 本件組合の事務責任者 で あ る

璽翻が今 勝建設 を 除 く 各指名 業者か ら 回収 し た （ な お ， 上記設計図書等

に つ い て は ， 入札前 日 の 同 月 2 1 日 ， 北） I I の 指示 に よ り ， 盤整舗が各指名

業者 に 返遺 し た。 ） 。
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（ク） 西尾 は ， 現場 説 明 会 の 後 で ， 熊取 町建築課職 員 で、 あ る掴園田躍か ら 大

原住宅第 2 期 工事 の 設計金額 を 間 き 出 し た り ， 同課 を 訪れ て ボ ー リ ン グ

を 行 っ た り す る な ど し て ， 設計金額 を 6 億 8 0 0 0 万 円 台 と 推 定 し た 。

例 北川 と 西尾 は ， 同 月 2 1 日 頃 ， 今勝建設事務所 に お い て 会 談 し ， 今勝

建設の 入札金額 を 6 億 3 0 0 0 万 円 と す る こ と ， 他 の 入札 業者 に 対 し て

は ， 今 勝建設 の 入 礼金 額 を 推 測 さ れ な い よ う ， い ずれ も 7 億 円 以 上 の 入

札金額 を 指 示 す る こ と を 決 め た。 ま た ， 北） I f は ， 同 日 ， 臨調・・ に 対 し ，

今勝建設 の 参 考 内 訳 書 を 渡 し た 上 ， 今勝建設 の 入 札金額 を 指 示 し た 。 さ

ら に ， 北川 は ， 今勝建設 の 落 札 を 確 実 な も の と す る た め ， 熊 取 町総務部

の 課長 と 連絡 を 取 り ， 予定価格 に対す る 最低制 限価格 の 割 合 が

8 3 % で あ る こ と を 聞 き 出 し た。

（コ） 西尾 は ， 同 日 ， 今勝建設 以外 の 指名 業者 4 者 （ 山 本 工務 店 の翠盟 ，

高 田 組 の掴園 ， 阪南 土木 工業 の劃 ， 成公建 設 の 薗闇自） に 連 絡 を

し ， 入 札 当 日 に 西尾 が 参 考 内 訳 書 と 入 札金額 の 指 示 を 渡す こ と ， 参 考 内

訳 書 の表紙 に 会 社 の 記名 判 を 押 し て 持参 し て ほ し い こ と 等 を 伝 え た。

付） 同 月 2 2 日 ， 大 原 住 宅 第 2 期 工事 に係 る 入 札 が 行 わ れ た 。 入 札 に は ，

今 勝建設 の 爾踊麓 ， 山 本 工務店の 臨蓄電 ， 高 田 組の闇闇3 阪南 土

木 工業 の闇回 成公建設 の 翻醸騒が そ れ ぞれ参加 し た 。 西尾 は ， 入札

会 場 で あ る 熊 取 町役場付近 に赴 き ， 今 勝建設以外 の指名 業 者 の 各 担 当 者

か ら ， 記名 判 を 押 し た 参 考 内 訳 書 の 1 枚 目 を 受 け 取 り ， 予 め 積算金 額 を

記載 し た 参 考 内 訳 書 の 2 枚 目 を ホ ッ チ キ ス で 留 め た 上 ， 指名 業 者 の 各 担

当 者 に 渡 し た 。 ま た ， 西 尾 は ， 各 担 当 者 に 対 し ， そ れ ぞれ 7 億 円 以 上 の

金額が記載 さ れ た付筆 を 見せ ， 入札金額を指示 し た 。 今 勝建設 を 除 く 指

名 業者 の 各 担 当 者 は ， 西尾 か ら 受 け 取 っ た 参 考 内 訳書 を 熊 取 町 に 提 出 し ，

ま た ， 西尾 か ら 見せ ら れ た 付 護 に 記載 さ れた 金額 と 同 額 かそ れ よ り も や

や 高 い 額 で入 札 し た 。 そ の 結果， 今勝建設 が 6 億 3 0 0 0 万 円 ， 山 本 工
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務店 が 7 億 0 5 0 0 万 円 ， 高 田組 が 7 億 0 7 0 0 万 円 ， 阪南土木工業が

7 億 1 0 0 0 万 円 ， 成公建設が 7 億 2 3 0 0 万 円 で入札 し ， 今勝建設が

落札 し た 。 な お ， 大原住宅第 2 期 工事の設計価格 は 6 億 8 6 4 7 万 2 0

0 0 円 ， 予 定価格 は 6 億 5 7 0 0 万 円 ， 最低制 限価格 は 5 億 4 9 0 0 万

円 で、 あ っ た。

（川 西尾 は ， 平成 1 9 年 1 月 頃 ， 大原住 宅第 2 期 工事 の 談合 に 関す る 謝礼

と し て ， 今勝建設か ら 西尾組が架空 の 工事 を 請 け負 っ た こ と と し て ， 5

2 5 万 円 を 受 け 取 っ た 。 な お ， 西尾 は ， 上記談合 の 発 覚 後 ， 上記金員 を

北川 に返済 した。

（対 大原住宅第 2 期 工事談合事件の発覚後 ， 熊 取 町 は ， 今勝建設や本件組a

合等に対 し ， 問事件の損害賠償 と し て 8 5 0 5 万 円 を 請求 し ， 大原住宅

第 2 期 工事 の 請負代金 と 上記金額 と を 相 殺 す る 旨今勝建設 に 対 し て 通

知 し た。

イ 事実認 定 の補足説明

上記認定事実 に対 し ， 北川 は， 大原住宅第 2 期工事 に 関 し て談合 を行 っ

た こ と は な く ， 本件刑事事件 に お け る 供述 は全て虚偽 で あ る 旨 供述す る

（証人北） I I ) 。

し か し な が ら ， 本件刑事事件の捜査段階にお け る 北川 の供述は ， 大原住

宅第 2 期 工事 に 関 し て 行 われ た 談 合 の 方法 に つ い て 極 め て 具体 的 に述べ

ら れ て お り ， 他 の 関係者供述 と も 矛 盾 な く 合致 し て い る こ と ， 北川 は， 本

件刑事事件 の 公判段階にお い て も ， 上記談合 が行 われた こ と を 前提 と す る

供述 を し ， こ れ を争っ た形跡は う かが われ な い こ と な ど の 事 実 に 照 ら し ，

本件刑事事件 に お け る 北川 の 供述 が虚偽で あ っ た と は認 め ら れ な い。 本件

に お け る 証人北川 の 上記供述 は採用 で き ず， 大原住宅第 2 期工事談合 の 状

況 に つ い て ， 上記認定事実の と お り 認定す る こ と が で き る 。

ウ 検討
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上記認定事 実 に よ れ ば ， 北川 は ， 大原 住 宅 第 2 期 工 事 談 合 を 行 う こ と に

つ い て ， 談 合 の 方 法 等 を 具体 的 に 説 明 す る こ と な く ， 組合員 が 参加 す る 会

合 に お い て 「 こ の 件 は 組 合 預 か り に し て ほ し い 。 j ， 「 設 計 図 書 等 は 説 明 会

が 終 わ り 次 第 回 収 す る 。 J な ど と 述 べ た の み で あ り ， 他 の 組合員 は そ の 説

明 で談 合 が 行 わ れ る こ と を 理解 し ， そ の こ と に つ い て 異 議 を 述 べ た 者 は い

な か っ た こ と ， 西 尾 は 3 北 ） 1 J か ら の 「 今 回 頼 む で 。 」 と の 発 言ー か ら ， 今 勝

建 設 を 落 札 者 と す る た め に 必 要 な 設 計 金 額 の 推 定 や ボ ー リ ン グ 等 の 作 業

を 行 う こ と を 理解 し た こ と ， 大原 住 宅 第 2 期 工事 の 入 札 に 参加 し た 今 勝 建

設 以 外 の 4 業者 は ， 入 札 当 日 に 西 尾 ら が 用 意 し た 参 考 内 訳 書 を 熊 取 町 に 提

出 し ， 西 尾 に 指示 さ れ た と お り の 金 額 か そ れ を 上 回 る 金 額 で 入 札 を 行 っ て

い る こ と な ど の 事 実 が 認 め ら れ ， 北） 1 1 ， 西尾及 び 大 原 住 宅 第 2 期 工 事 談 合

に 参加 し た 指 名 業者 ら の ヒ 記 行 動 は ， 大 原 住 宅 第 2 期 工 事 談 合 以 前 に ， 本

件組合 の 指 示 又 は 主 導 に よ る 日 常 的 ・ 反 復 的 な 談合 行為 が あ っ た こ と を 推

認 さ せ る も の で あ る 。

(2 )  恒 常 的 な 談 合 行 為 の 有無 に 関 す る 関 係 者 の 供述 に つ い て

ア 本 件 刑 事 事件 に お け る 北） 1 1 ， 西 尾 圃聞及 び国副聞の 供述 内 容

本 件 組合 が 主導 す る 恒 常 的 な 談 合行為 に つ い て ， 本 件 組合 の 代表 理 事 で

あ っ た 北 川 ， 専務 理 事 で、 あ っ た 西 尾 ， 事務 責任者 で、 あ っ た臨調及 び北川 の

．で、 今勝建設 の 代表 取 締 役 で、 あ る．圃・ （ 以 下 ， 併せ て 「 北） 1 1 ら j と い

う 。 ） の 本 件刑 事 事 件 に お け る 供 述 を 総 合 す る と ， 要 旨 次 の と お り で あ る

（ 甲 4 , 5 ,  1 1 ） 。

ケ） 本 件組合 は ， 建 前 上 は組合員 の 経済 的 地位 の 向 上 ， 共 同 受 注等 を 目 的

と し て い る が ， そ の 実態 は 談 合 す る た め に 設 立 さ れ た 組織で あ り ， 昭 和

6 1 年 の 本件組合設 立 当 初J か ら ， 本件組合 の 主 導 の 下 ， 本件組合加入業

者 の 間 で 談 合 を 繰 り 返 し て い た。

（イ） 落 札 予 定 業 者 （ チ ャ ン ピ オ ン ） を 誰 に す る か は ， 本件組合 内 部 の 取 り
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決 め に よ っ て星取 り 表 を作成 し ， 本件組合加入業者の持 ち 回 り で決 め て

い た。 星取 り 表 は ， 本件組合加入業者が 集 ま っ て 作成 し て い た が ， 最終

的 な調整 は西尾が行っ て い た。

（功 チ ャ ン ピ オ ン に決ま っ た業者 は ， 設計図書に基づ く 積算 を行 い ， ま た ，

熊取町役場に赴い て ボー リ ン グ を行 う な ど し て 設計金額 を予想 し た。 チ

ャ ン ピオ ン以外の指名 業者は ， 自 ら 積算す る こ と は な く ， ボ ｝ リ ン グ に

行 く こ と も な か っ た。

仁工） 露盤は ， 大原住宅第 2 期 工事以 外 に お い て も ， 北川 の指示 に よ り ， 設

計図書等 を 指名 業者か ら 回収 し た こ と が あ っ た。

同 西尾 は ， 土木工事につい て は積算す る こ と が で き ， 熊取町役場に も よ

く 顔 を 出 し て い た た め ， チ ャ ン ピオ ン の 代 わ り に ， あ る い は チ ャ ン ピオ

ン と 一緒 に な っ て ボ ー リ ン グ を す る こ と も あ っ た。

（カ） チ ャ ン ピオ ン は ， 予想 し た設計金額 に基づ き ， 他の指名 業者が入札時

に役場 に提出す る 参考内訳書の原案 を 作成 し た り ， 他の指名 業者 に 対 し

て入礼金額の指示 を 出 し た り し て い た 。 チ ャ ン ピオ ン が 作成 し た 他 の 指

名 業者 の 参考 内 訳書の原案 と 入礼金額の 指示 は ， 入札 日 の 1 日 か 2 日 前

の午前 中 に ， 本件組合事務所で チ ャ ン ピオ ンが各指名 業者 に渡す こ と が

通例 と な っ て い た。 指定の時間 に 来 ら れ な か っ た 指名 業者 に つ い て は，

璽襲撃が チ ャ ン ピオ ン か ら 参考 内 訳書 を 預 か つ て 代 わ り に 渡 す な ど し て

い た 。

（胡 襲警喜は ， チ ャ ン ピオンか ら 依頼 を 受 け て ， 他の指名 業者の参考内訳書

を代筆す る こ と も あ っ た。

伊） 熊取町発注 の公共工事の う ち ， B ラ ン ク 業者が 落札率 9 5 %以 上 の 高

率で落札 し た 工事は， 正 に談合の結果で あ る 。

桝 本件組合加入業者が熊取町発注の公共工事を 落札受注 し た場合， 賦課

金 と し て 受注金額の 1 % を本件組合 に 納 め る こ と と な っ て い た。
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イ 上記供述 の 信 用 性の検討

北川 ら の 上記供述 内容 は ， 本件組合 が 主導 し て 行 っ て き た 談 合 の 方 法 を

具体的 に 述べ る も の で あ り ， それぞれの供述が矛盾 な く 整合 し て い る の で

あ っ て ， こ れ ら が虚偽 で あ る と は考 え難い。 ま た ， 本件組合加入 業者 で あ

る 阪南土木工業， 高 田 組， 山 本 工務店， 成公建設 の各代表者及び従業員 も ，

本件刑事事件 の 供述調 書 に お い て ， 大原住宅第 2 期 工事談合 が 初 め て の 談

合 で は な く ， 大原住宅第 2 期 工事談合以 前 に も 繰 り 返 し 談合 を 行 っ て き た

こ と を 前提 と す る 供述 を し て い る こ と が認 め ら れ （ 甲 4 , 1 1 , 1 9 ) , 

こ の こ と は ， 北J I I ら の 上記供述 を裏付 け る も の で あ る 。 さ ら に ， 前記（ 1 ）の

と お り ， 大原住宅第 2 期 工事談合 の 状況 は ， 大原住宅 第 2 期 工事談合以前

に ， 本件組合 の指示又 は 主導 に よ る 日 常 的 ・ 反復 的 な 談合行為 が あ っ た こ

と を推認 さ せ る も の で あ っ て ， 北J 1 1 ら の 上記供述 と 整合 的 で あ る 。

以上 に よ れ ば， 北川 ら の 上記供述 は十分 に信用 す る こ と が で き ， 本件組

合 の 主 導 に よ る 恒常的 な 談合行為 が あ っ た こ と を認 め る こ と が で き る 。

ウ 被告補助参加 入 ら の 主 張 に つ い て

開 被告補助参加人 ら は ， 北J 1 1 ら の 上記供述 は 大原住宅第 2 期 工事談合 に

関 す る 刑 事事件記録で述べ ら れた も の にす ぎず， 過去 の 全 て の 入 札 に つ

い て 桓常的 な 談 合 が あ っ た こ と を 前提 に す る も の で は な い 旨 主 張す る 。

確か に ， 北J 1 1 ら の 上記供述 は ， 大原住宅第 2 期 工事談合 に 関 す る 取調

べ の 中 で述べ ら れた も の で は あ る が ， 大原住宅第 2 期 工事談合 に 至 る 経

緯 と し て ， 恒 常 的 に 談合が繰 り 返 さ れて き た か ど う か と い う 点 は本件刑

事事件 に お い て も 重要 な事実 で あ り ， 大原住宅第 2 期 工事談合 の具体的

状況以外 の 事実 に係 る 供述部分が信用 で き な い と い う こ と は で き な い。

そ し て ， 北J 1 1 ら の 上記供述 が ， 過去全て の入札 に つ い て 談合 が行われた

趣 旨 の も の で は な い と し て も ， 本件組合 の主導 に よ る 談合 が 日 常 的 に繰

り 返 し行 わ れ て き た こ と を述べ る も の で あ る こ と は 明 ら かで あ っ て ， 恒
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常 的 な 談 合行為 の 推認が 妨 げ ら れ る も の で は な い。

付） ま た ， 被告補助 参加入 ら は ， 木件刑事事件 に お け る 供述調書 の 内 容 は

いずれ も 事実や供述者 の 認識 と 異 な る 取調 官 の 作 文 で あ り ， 信 用 性 が な

い 旨 主 張 し ， 証人組目 同 北川 ， 同 西 尾 ， 同 組閣及 び 同闇閣 の 各 証言

並 び に 同 人 ら の 陳述書 （ 丙 A 6 ,  8 ,  9 ， 丙 B 3 ， 丙 D 1 ） に お い て も ，

こ れ に 沿 う 供述 が あ る 。

し か し な が ら ， 北川 ら は ， 本件刑 事事件 の公判 段 階 に お い て も 特 に 供

述調 書 の 内 容 を 否認 す る こ と な く ， 大原住宅第 2 期 工事談合以外 に も 談

合 が 繰 り 返 し 行 わ れ て い た こ と を 前提 と し て 任 意 に 供 述 し て い る こ と

が 認 め ら れ （ 甲 5 ） ， 恒 常 的 に 談 合 が 繰 り 返 さ れ て き た か ど う か と い う

点 は 量刑事情 と し て も 重要 な 事実で あ る こ と も 併せ 考 え れ ば ， 恒 常 的 な

談 合 の 有無 に つ い て の 北川 ら の供述が虚偽 で あ る と は認 め ら れず ， 被 告

補助参加 人 ら の 上 記 主 張 は採 用 で き な い。

（ウ） な お ， 阪南工務店 は ， 談 合 の 事実 を 否 定 し た 上， 落札後 の 本件組合 に

対す る 賦課金 に つ い て ， こ れ を 本件組合か ら 請 求 さ れ た こ と は な く ， 支

払 っ た こ と も な い 旨 主 張 し ， 証人園閏間 （ 以 下 回目 と い う 。 ） も

こ れ に 沿 う 供述 を す る 。

し か し な が ら ， 証拠 （ 甲 4 , 1 1 , 1 9 ， 丙 A 8 ， 証人副鴎） に よ れ

ば， 本件組合 に お い て は ， 一般的 に 落札者が 1 % の賦課金 を 納 め る こ と

が慣行 と な っ て い た こ と が認 め ら れ る と こ ろ ， 阪南工務店 の み こ れ を 免

除す る 合理 的 な 理 由 は 見 当 た ら ず， 証人周回 の 証言 を 裏付 け る 的確 な 証

拠 も な い の で あ っ て ， 他 の 関係 者 の 供 述 に 照 ら し て 同証言 を 信用 す る こ

と は で き ず ， 阪南工務店 の 上記主 張 を 採用 す る こ と は で き な い。

( 3 )  大 原 住 宅 第 2 期 工事談合発 覚 前 後 の 落札 率 の 変 化 に つ い て

ア 認定事実

後 掲各証拠及 び 弁 論 の 全趣 旨 に よ れ ば， 以 下 の 各事 実 が 認 め ら れ る 。
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I . 大阪地方裁判所の判決

ゲ） 平成 1 5 年度 以 降大原住宅第 2 期 工事談合 が 発 覚 す る 前 で あ る 平成

1 9 年 1 0 月 以 前 に 熊 取 町 で 実施 さ れ た 指名 競争入札 に お け る 平均 落

札 率 は ， 平成 1 5 年度 （ 7 4 件） が 9 7 .  5 % ， 平成 1 6 年度 （ 6 4 件 ）

が 9 6 .  5 % ， 平成 1 7 年度 （ 5 4 件） が 9 7 .  7 % ， 平成 1 8 年度 （ 5

3 件） が 9 3 .  6 % ， 平成 1 9 年 4 月 1 日 か ら 同年 1 0 月 3 1 日 ま で （ 2

6 件） が 9 2 .  0 % で あ り ， 平成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 平成 1 9 年 1 0 月

3 1 日 ま で （ 2 7 1 件） の合計平均値 は 9 6 . 0 % で あ っ た （ 甲 1 4 ） 。

付） 熊 取 町 は ， 大原住宅第 2 期 工事談合 が発覚 し た後 で あ る 平成 1 9 年 1

1 月 1 2 日 ， 本件組合及 び今勝建設 に 対 し て 2 年 間 の 指名 停止措置 を ，

山 本 工務店， 高 田 組 ， 阪南土木工業及 び成公建設 に 対 し て 6 か月 間 の 指

名 停止措置 を ， そ の他本件組合 に加入す る 建設業者 1 8 者 に 対 し て 3 か

月 間 の 指名 回避措置 を そ れぞれ行 っ た （ 甲 9 , 1 6 ） 。

（ウ） 熊 取 町 は ， 同 年 1 2 月 1 1 日 ， 1 1 件の公共 工 事 に つ い て 指名 競争入

札 を実施 し た と こ ろ ， 上記 の と お り 指名 停止措置等 を 受 け た 建設業者の

入札参加 は な く ， いずれ も 最低制 限価格 と 同額 で 落札さ れ た （ 甲 9 , 1 

4 ,  1 7 ） 。

件） 上記（ウ）の指名 競争入札 を含 め ， 平成 1 9 年 1 2 月 1 日 か ら 平成 2 0 年

3 月 3 1 日 ま で に 実施 さ れた指名 競争入札 （ 1 8 件） の 平均 落札率は 7

6 .  7 % ， 平成 2 0 年度 に 実施 さ れた指名 競争入札 （ 4 8 件） の 平均落

札率は 8 0 .  9 % で あ っ た。 な お ， 平成 2 0 年度 に 実施 さ れた指名 競争

入札 に お い て は ， 全て 最低制 限価格 で落札 さ れ た （ 甲 1 4 ） 。

イ 検討

上記認定事実 に よ れ ば， 大原住宅第 2 期 工事談合 の発覚前 に お け る 過 去

約 5 年間 の公共工事 の 落札 率 の 平均 は 9 6 .  0 % と 極 め て 高 い数値で あ っ

た一方， 大原住宅第 2 期 工事談合の発覚直後 に 実施 さ れ， 本 件組合加入業

者が参加 し な か っ た 入札 に お い て は いずれ も 最低制 限価格 で 落札 さ れ， そ
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の 後 の 平均落札率 は 7 6 .  7 % ,  8 0 .  9 % と 大 き く 低下 し た こ と が認 め

ら れ る 。

こ の よ う に 大原住宅第 2 期 工事談合が発覚 し た 平成 1 9 年 1 0 月 前後

で 平均落札率が 大 き く 変化 し た の は ， 大原住宅第 2 期 工事談合が発覚 し た

こ と に よ り ， 本件組合 を 中 心 と す る 談合が不可能 と な っ た結果で あ り ， 大

原住宅第 2 期 工事談合 の発覚以前に お け る 高 い落札率 は ， 恒 常 的 な 談 合 に

よ っ て維持 さ れて い た も の と み る の が合理的 かっ 自 然で あ る 。

こ の 点 ， 被告補助参加入 ら は ， 同 月 前後 に お い て社会 の 景気動 向 は変化

し て お り ， 圏 内 の 景気が急激な後退傾 向 と な っ た こ と が 落札率の変化の原

因 で あ る 旨主張す る が ， 仮 に景気 の変動 が あ っ た と し て も ， それが わずか

数 か 月 の 聞 に 上記 の よ う な 顕 著 な 落札率 の変 化 を も た ら す原 因 に な る と

は考え難い上， 平成 2 0 年度 に お い て も ， 落札率は一定 し て 8 0 % 前後 の

低水準を保っ て い る の で あ っ て ， こ の よ う な落札率の推移状況 を 景気変動

の み に よ っ て説 明 す る こ と は 困難で、 あ る 。 し た が っ て ， 被告補助参加 入 ら

の上記主張は採用 で き な い。

ま た ， 被告補助参加入 ら は， 予定価格は最 も 妥 当 性が あ る 標準的 な 工法

で施工す る の に必要 な価格であ り ， 正常な 自 由 競争 の 下 で は落札額が 予定

価格 を 大 き く 外れ る こ と は な い の で あ っ て ， 最低制 限価格 に近い価格で落

札 さ れ る 状況が異常 で あ る 旨主張す る 。 し か し な が ら ， 本件刑事事件 の供

述調書 に お い て ， 大原住宅第 2 期 工事の入札 に参加 し た指名 業者の 各代表

者及び従業員 が ， 大原住宅第 2 期 工事談合が な ければ予定価格 に近い金額

で落札す る こ と は で き ず， 最低制 限価格 で落札 さ れて い た可能性 も あ っ た

旨 供述 し て い る こ と （ 甲 1 9 ） ， 大原住宅第 2 期 工事 を 落札 し た今勝建設

は， 同 工事 を 最低制 限価格 に近い 5 億 6 0 0 0 万 円 で下請 け 業者 に丸投げ

し て い る こ と （ 甲 4 ） な ど に 照 ら す と ， 最低制 限価格 に近い価格 で落札 さ

れ る こ と が 異 常 な状態 で あ る と は認 め ら れず， 被告補助参加入 ら の 上記主
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張 は採 用 で き な い。

(4 )  本件請求対象 工事に係 る 談合行為 に つ い て の 推認 の 可 否 に つ い て

ア 以上検討 し た と こ ろ を 総合すれ ば， 熊 取 町 が 実施 し た 指名 競 争入 札 に お

い て ， 本件組合加 入 業者 の 問 で ， 本件組合 の 主 導 に よ る 談合 が 日 常 的 ・ 恒

常 的 に 行 わ れ て い た も の と 認 め ら れ る 。 こ の こ と は ， 本件組合加 入業者が

入 札 に 参加 し た 全 て の 公 共 工 事 に お い て 談 合 が 行 わ れ た こ と を 示 す も の

で は な い が ， 本件組合加 入業者 の み が 参加 し た 入 札 で 高 い 落 札率で落札 し

た 工 事 に お い て 談 合 が 行 わ れ た こ と を 推認 さ せ る 事 実 で あ る と い う べ き

で あ る 。 そ し て ， 正 常 な 自 由 競争 の 下 で は ， 落札価格 は ， た た き 合 い に よ

っ て 予 定価格 を 相 当 下 回 る 額 と な る の が 自 然 で あ る こ と ， 北川 ｜ は ， 本件刑

事事件 で の 供 述調 書 に お い て ， 9 5 % 以 上 の 落 札 率 は 正 に 談合 の 結果 で あ

る 旨 供述 し て い る こ と （ 甲 4 ） ， 他 方 で ， 大 原 住 宅 第 2 期 工事 談 合 発 覚 後

に お い て も ， 9 0 % を 超 え ， 又 は 9 0 % に 近 い 落 札 率 で 落札 さ れ た 公共工

事 も 存在 す る こ と （ 甲 1 4 ） な ど に 照 ら す と ， 少 な く と も 9 5 % 以 上 の 落

札 率 を も っ て 落札 さ れた 工事 に つ い て は ， 談 合 が 行 われ た と み て 不合理で

な い。

し た が っ て ， 本件請 求対象工事の う ち 3 本件組合加 入 業 者 の み が 入 札 に

参加 し ， か っ ， 落 札 率 が 9 5 % 以 上 で あ る も の に つ い て は ， 落札価格 が予

定価格 に 近 づ く こ と が 合理 的 と 認 め ら れ る 等 の 特 段 の 事情 が な い 限 り ， 本

件 組合 の 主 導 に よ る 談 合 行 為 が 存在 し た と 推認 す る こ と が で き る と 解 す

る の が 相 当 で あ る 。

一 方 ， 本件請求対象工事の う ち ， 本件組合加入 業者 で は な い 業 者 （．． 
・E及 び 田園圃圃圃園田園圃） が 入 札 に 参加 し た 工 事 （別 紙 3 工事一

覧 表 の 番 号 6 0 , 1 1 5 , 1 5 5 ,  1 5 7 ） 及 び 落 札 率 が 9 5 % 未満 の 工

事 （別 紙 3 工 事 一 覧表 の 番 号 1 6 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 4 5 , 4 8 , 1 0  

7 ,  1 4 0 , 1 4 1 ） に つ い て は ， 入札参加 業者 に お い て 談 合 を し て い な
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い ， 文 は談合が成立 し な か っ た な ど の 可能性が否定で き な い と い う べ き で ，

上記各工事に つ い て 談合の存在を推認す る こ と はで き な い。

イ 上記推認 を 覆す特段の事情の有無につい て

(7) 阪南工務店 の 主張につ い て

阪南工務店 は ， 本件請求対象工事の う ち ， 阪南 工務店が落札 し た 3 工

事 （別紙 3 工事一覧表の番号 4 8 , 5 5 , 1 4 8 ） に つ い て ， 入札金額

を独 自 の積算 に よ っ て決定 し て お り ， 談合の結果落札 し た も の で は な い

旨 主張 し ， 上記 3 工事につ い て の 実施予算書 〈丙 c 1 か ら 3 ま で） を提

出す る ほか， 証人麟欝も こ れに 沿 う 供述 を す る 。

し か し な が ら ， 上記実施予算書は， 当 該工事の実行予算 （実際 に かか

る であ ろ う 経費） につい て積算が さ れた こ と を示す も の で は あ る が ， 最

終的な入札金額 （落札金額） を決定 し た過程につ い て は ， 実行予算 に上

乗せ し た利益の根拠が必ず し も 明 ら かで は な い か ら ， 実施予算書の存在

か ら 直 ち に 談 合 に よ ら ず に 入礼金額 を 決定 し た と 認 め る こ と は で き な

し 、 。

そ し て ， 証人爵襲警は， 阪南工務店が落札 し た 上記 3 工事 も 含 め ， 本件

組合 に お い て談合が さ れた こ と は一切 な い 旨供述す る が ， 証拠 （ 甲 4 )

に よ れば， 平成 1 7 年 5 月 3 0 日 か ら 平成 1 8 年 1 2 月 8 日 ま で の 間 に

9 5 %以上の高 い落札率で今勝建設が 落札 し た 5 件 の 工事 （ こ れ ら の 工

事につ い て は ， 本件刑事事件の供述調書に お い て 北川 が談合行為 の存在

を認 め て い る 。 ） の う ち 3 件の 工事に つ い て 阪南工務店が入札 に参加 し

て い る の で あ っ て ， 少 な く と も こ れ ら の 工事につ い て は 阪南工務店が 談

合 に協力 し て い る も の と 認め ら れ る か ら ， 証人醸覇の上記供述 は信用 す

る こ と が で き な い。

し た が っ て ， 阪南工務店の 上記主張は採用 で き ず， 落札率が 9 5 % を

超 え る 別紙 3 工事一覧表番号 5 5 及び 1 4 8 の 工事 につ い て ， 談合が あ
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っ た こ と の 推認 を 覆 す こ と は で き な い 。

（イ） そ の 他 の被告補助参加入 ら に つ い て

阪南 工務店 を 除 く 被告補助 参加人 ら は ， 上 記 特段 の 事情 の 存在 に つ い

て 主張 立 証 を し な し 、 か ら ， 上 記 特段 の 事情 の 存在 は認 め ら れ な い。

ウ 原 告 ら の 主 張 に つ い て

ケ） 原 告 ら は ， 本 件 請 求 対 象 工 事 の う ち ， 本件組合加 入 業 者 で、 は な い．． 
．．及 び が 入 札 に 参加 し た 4 工事 に つ い て も ，

上 記 2 業 者 は 町 内 業者 で あ っ て 本 件組 合 あ る い は 組 合 員 の 影 響 力 が 及

ん で い る か ら ， 上記 4 工事 に つ い て も 談 合 が 行 わ れ て い た 旨 主 張 す る 。

し か し な が ら ， ・岡田及 び が 本 件 組合 又 は

本 件 組 合 加 入 業 者 と 特別 な 関 係 を 有 し て い る と い う 事 情 は 証 拠 上 う か

が わ れ ず ， 本件組合 に加入 し て い な け れ ば ， 談 合 に 協 力 す る こ と に よ っ

て 他 の 工 事 の 落札 者 と な る と い う 利 益 を 得 る こ と は で き な い の で あ る

か ら ， 本件組合加 入 業者 で な い 業者 が 入 札 に 参加 し て い る 工事 に つ い て ，

落 札 率 が 高 い と い う こ と の み か ら 談 合 行 為 の 存在 を 推認 す る こ と は で

き な い。

付） ま た ， 原告 ら は ， 本 件 請 求 対 象 工 事 の う ち 落 札 率 が 9 5 % 未満 の 工事

は ， 本 件 刑 事 事 件 の 捜 査過 程 に お い て ， 北J 1 1 ら が 談 合行為 の 存在 を 認 め

た も の で あ る 旨 主 張 す る が ， 本 件 刑 事 事件 に お け る 北 川 ら の 供述 調 書

（ 甲 4 ） に よ れ ば ， 上 記 各 工事 に お け る 個別 的 な 談合 行 為 の 存 在 を 認 め

た 趣 旨 の も の と は い え ず ， 上記供述調書 の み に よ っ て 談 合行 為 の 存在 を

認 め る こ と は で き な い 。

（功 さ ら に ， 原 告 ら は ， 本件請 求 対 象 工 事 の 中 に は ， 落 札 率 が 9 5 % 未満

で あ っ て も ， 落札価格 と 最高 入札価格 と の 差が 極 め て 近接 し た 範 囲 内 で

あ る な ど ， 談 合 が 行 われ た こ と が 明 ら か で あ る も の が 存在す る 旨 主 張 す

る 。
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しか し な が ら ， 落札価格 と 最高入札価格 と の 差が近接す る こ と は ， 談

合が行われて い な い場合で あ っ て も 生 じ得 る こ と で あ り ， 逆 に ， 談合が

行われた場合 ， 自 然な入札が行われた よ う に見せか け る た め ， あ え て そ

れぞれの 入札金額 を 近接 さ せ な い こ と と す る こ と も 十分 に 考 え ら れ る

の で あ る か ら ， 落札価格 と 最高入札価格 と の差が近接 し て い る こ と と 談

合行為 の 存在 と が必ず し も 結びつ く も の で は な く ， 落札価格 と 最高入札

価格 と の 差 が 近接 し て い る か ら 談 合 の 存在 が 明 ら か で あ る と い う こ と

は で き な い。

( 5 ) 小括
以上に よ れば， 本件請求対象工事の う ち ， 本件組合加入業者で は な い業者

が入札 に参加 し た工事 （別紙 3 工事一覧表の番号 6 0 , 1 1 5 , 1 5 5 , 1 

5 7 ） 及び落札率が 9 5 %未満 の 工事 （別紙 3 工事一覧表 の番号 1 6 '  2 0 , 

2 1 , 2 3 , 4 5 ,  4 8 , 1 0 7 , 1 4 0 , 1 4 1 ） を 除 く 工事 （以下 f本

件談合認定工事j と い う 。 ） に つ い て は ， 本件組合 の 主導 に よ り ， 入札 に 参

加 し た本件組合加入業者 の 聞 で談合 が行われた も の と 認 め ら れ る 。

2 争点 2 （熊取町に 生 じ た損害の有無及び額） に つい て

(1 ） 損 害 の認定につ い て

1 1 6  

ア 前記 の と お り ， 本件談合認定工事に つ い て ， 本件組合が 主導す る 談合が

行 われた こ と が認 め ら れ る と こ ろ ， 当 該談合 に 関与 し た本件相 手方 ら は ，

それぞれ関与 し た談合に係 る 工事 に つ い て ， 熊取町に対 し て ， 公正 な競争

の 下 に 形成 さ れ た で あ ろ う 想定落札価格 と 現実 の 落札価格 と の 差額相 当

額の損 害 を 与 え た と み る こ と が で き る 。

も っ と も ， 談合が な ければ公正 な 自 由 競争に よ っ て 形成 さ れた で あろ う

想定落札価格は ， 談合の結果， 現実 に は形成 さ れな か っ た価格 で あ り ， し

か も こ の想定落札価格 は ， 当 該工事の種類， 規模， 特殊性， 地域の特性，

入札参加者の数及 び各業者の受注意欲 ・ 財政状況， 入札 当 時の経済情勢等
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の 多種 多様 な 要 因 が 複雑 に 絡 み合 っ て 形成 さ れ る た め ， 証拠 に 基づ い て 具

体 的 に 想 定落札価格 を 認 定す る こ と は極 め て 困 難 で あ る 。 そ う す る と ， 本

件 に お い て は ， 熊 取 町 に 損 害 が 生 じ た こ と は認 め ら れ る も の の ， 損 害 の 性

質 上 そ の 額 を 立 証 す る こ と が 極 め て 困 難 で あ る と き に 該 当 す る と い え る

か ら ， 民事訴訟 法 2 4 8 条 を 適 用 し て ， 相 当 な 損 害額 を 認 定す る の が 相 当

で あ る 。

イ 上記 の 見 地 か ら ， 本件 に お け る 相 当 な 損 害 額 を 検討す る に ， 前記認定事

実 （ 1 ( 3 ） ア ） の と お り ， 平成 1 9 年 1 2 月 1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 日

ま で に 実施 さ れ た 指名 競争入札 （ 1 8 件 ） の 平均 落 札 率 は 7 6 .  7 % ， 平

成 2 0 年度 に 実施 さ れ た 指名 競争入札 （ 4 8 件） の 平均 落札 率 は 8 0 .  9 % 

で あ っ た こ と が 認 め ら れ ， こ の よ う な 大 原 住 宅 第 2 期 工事談合発 覚 後 の 入

札状況 に 照 ら せ ば ， 同 談 合 発 覚 前 後 の 景気動 向 を 考慮 し た と し て も ， 本件

談合認定 工事 に つ い て ， 仮 に 談 合 が 行 わ れ な か っ た な ら ば ， い ずれ も 予 定

価格 の 8 0 % 程 度 に 近 い 価 格 で 落 札 さ れ た 蓋 然性 が 高 い と い う べ き で あ

る 。 こ の こ と に加 え ， 本件 談 合認 定工事 の 際 用 い ら れ た 工事 請負 契約 書 5

0 条 1 項 6 号 に お い て ， 地方 自 治 法施行令 1 6 7 条 の 4 第 2 項 2 号 （競争

入札又 は せ り 売 り に お い て ， そ の 公 正 な 執行 を 妨 げ た と き 文 は公 正 な 価格

の 成 立 を 害 し ， 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連合 し た と き 。 ） に 該 当

し た 場合 の 賠償額 の 予 定 と し て ， 請負 代金額の 2 0 % に 相 当 す る 金額 左 定

め ら れ て い る こ と （ 甲 3 1 ） ， 本件談合認 定 工 事 の 各 入 札 時及 び大 原 住 宅

第 2 期 工事談合発 覚 後 に お け る 景気動 向 ， 上記 の と お り 想定 さ れ る 落札価

格 と 実 際 の 落 札 率 と の 差 等 ， 本件 に 現れ た 一 切 の 事情 を 総合 考 慮 す る と ，

本 件 談 合認 定 工 事 に お い て 行 わ れ た 談合 に よ り 想 定 落 札 価 格 と 実 際 の 落

札価格 の 差額 と し て 熊 取 町 が 被 っ た 損 害 （ 民事訴訟 法 2 4 8 条 に よ る 相 当

な 損 害額） は ， 本件談合認 定 工事 の 各 落札価格 （税抜 き ） の 1 5 % 相 当 額

に 消 費税相 当 額 を 加 算 し た 額 で あ る と 認 め る の が 相 当 で あ る 。
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ウ こ れ に対 し ， 原告 ら は ， 想定落札価格 は最低制 限価格 に 等 し し 、 か ら ， 熊

取 町に 生 じ た 損 害 は ， 落札価格 （税抜 き ） か ら 最低制 限価格 （税抜 き ） を

差 し 引 い た 額 に 消費税 を加算 し た金額で あ る 旨 主 張す る 。

し か し な が ら ， 証拠 （ 甲 1 4 ） に よ れば， 大原住宅第 2 期 工事談合が発

覚 し た 後 の指名 競争入札 に お い て も ， 全て が最低制 限価格で落札 さ れた わ

け で は な く ， 最低制 限価格 を 超 え る 金額で落札 さ れ た 工事 も 存在す る こ と

が認め ら れ る の で あ っ て ， 本件談合認定工事 に お い て 談合 が な か っ た な ら

ば確実 に 最低制 限価格 で落札 さ れ て い た こ と を 認 め る に 足 り る 証拠 は な

い か ら ， 原告 ら の 上記主張は採用 す る こ と が で き な い。

( 2 )  具体的 な損害額 の 算 定

以 上 に 従 い ， 本件談合認定工事 に 関 し て 熊取町に生 じ た損 害額 を 算 定すれ

ば， 別紙 3 工事一 覧表 の認定損害額欄記載 の と お り ， 合計 5 億 5 7 3 2 万 4

7 7 5 円 の損害 が 生 じ て い る と 認 め ら れ る 。

3 本件相手方 ら の 責任 につ いて

( 1 ） 本件建設業者 ら の 責任に つ い て

原告 ら は ， 各 工 事 に つ い て 落札業者 に 対す る 損害賠償請求 を 求 め て い る と

こ ろ ， 上記の 熊 取町 に 生 じた損害 を 各落札業者 ご と に ま と め る と ， 別紙 4 相

手方別 工事一覧表 の認定損害額欄記載の と お り と な る 。 し た が っ て ， 本件建

設業者 ら は， 熊 取 町 に 対 し ， 不法行為 （民法 7 0 9 条） に基づ き ， そ れぞれ

別紙 4 相 手方別 工事一覧表 の 認 定損 害額欄及び別紙 2 相 手方一覧表 の認定

額欄記載 の金額の損害賠償責任 を負 う 。

(2 ) 北川 及 び西尾 の 責任に つ い て

前記認定の と お り ， 本件談合認定工事 に係 る 談合 は いずれ も 本件組合加

入業者 の 間 で行 われ ， チ ャ ン ピ オ ン業者 を 決 め る 星取 り 表 は 本件組合 内 部 の

取 り 決 め に よ っ て 作成 さ れて い た。 ま た ， 北川 及 び西尾 の指示 に よ り ， 露盤
が 設 計 図 書等 を 指名 業者か ら 回収 し た こ と が あ り （ 甲 5 ） ， チ ャ ン ピ オ ン業
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者 が 作成す る 参 考 内 訳 書 は ， 本件組合事務所 に お い て ， チ ャ ン ピ オ ン 業者又

は 露翻か ら 他 の 指名 業者 に 渡 さ れ て い た ほ か ， 藤塁審が 参考内 訳 書 を 作成 し た

り ， 西 尾 が チ ャ ン ピ オ ン業者 と 一 緒 に ， あ る い は チ ャ ン ピ オ ン業者 に 代 わ っ

て ボ ｝ リ ン グ を 行 っ た り す る な ど （ 甲 4 ） ， 組合 ぐ る み で 談 合 が 行 わ れ て い

た こ と が 認 め ら れ る 。

そ し て ， 北川 は ， 本 件 談 合 認 定 工 事 に 係 る 談 合 が さ れ た 各 時期 に お い て ，

本件組合 の 代表 理事 の 立場 に あ っ た 者 で あ り ， そ の 指示 に よ っ て 本件組合 に

お け る 談 合 の シ ス テ ム が構築 さ れ ， か っ 運 営 さ れ て き た も の と 認 め ら れ る か

ら ， 本 件談合認 定 工 事 に お け る 個 々 の 談合行為 に よ っ て 熊 取 町 に 生 じ た 損 害
に つ い て ， 共 同 不 法行為 責任 を 負 う と い う べ き で あ り ， そ の 損 害 額 は 5 0 0

0 万 円 を 下 ら な い と 認 め ら れ る 。

ま た ， 西尾 は ， 本件談合認 定 工事 に 係 る 談合 が さ れ た 各 時期 に お い て ， 本

件組合 の 専務理事 の 立場 に あ っ た 者 で あ り ， 前 記認定 の と お り ， 談 合 の 成 立

を 容易 に す る た め に ボ ー リ ン グ を 行 っ た り ， 北J 1 1 か ら の 指 示 に 基づ い て ， チ

ャ ン ピ オ ン 業 者 以 外 の 指名 業 者 に 対す る 入 札 金 額 の 指 示 等 を 行 っ た り し て

い た と い う の で あ る か ら ， 北川 と 同 様 ， 本件談合認定 工事 に お け る 談 合 を 主

導す る 立場 に あ っ た 者 と し て ， 本件談合認 定 工事 に お け る 個 々 の 談 合行為 に

よ っ て 熊 取 町 に 生 じ た 損 害 に つ い て ， 共 同 不法行為責任 を 負 う と い う べ き で

あ り ， そ の 損害額は 4 0 0 0 万 円 を 下 ら な い と 認 め ら れ る 。

な お ， 本件談合認定 工事 に お け る 談合行為 は ， そ れ ぞ れ 工事 ご と に入札参

加者 も 異 な る 別 個 の 不 法行為 で あ る と 解 さ れ る と こ ろ ， 原告 ら は ， 北川 及 び

西尾 に 対す る 請求 額 に つ い て ， 各 工事 （ 不 法行為） ご と の 請求額 を 明 ら か に

し て い な い が ， 上記各 工事 ご と に ． 認 定損 害額 に 応 じ て 誇 求額 を 按分 し た 額

を も っ て 請 求す る 趣 旨 の も の と 理解す る こ と が で き ， 各 工事 ご と に 同 額 を も

っ て 落 札 業者 で あ る 本件 建 設 業 者 ら と 不 真 正 連 帯 責任 を 負 う も の と 解 さ れ

る 。
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4 争点 3 （過失相 殺 の 可否及びそ の 割 合） に つ い て

被告補助参加 入 ら は， 仮に本件請求対象工事 に お い て 談合 の 存在 が認 め ら れ

る と し て も ， 熊取町 の 担 当 職員 ら は談合の存在を 知 っ て い た か， 当 然 に想像が

つい てい た の で あ る か ら ， 熊取町の 担 当 職員 ら に は ， 談合 を や め る よ う 指導監

督すべ き 義務 文 は 少 な く と も 事実調査 を行 う べ き 義務 が あ っ た に も か かわ ら

ず こ れを 怠 っ た過失が あ る か ら ， 相 当 の過失相殺が行われ る べ き で あ る 旨 主 張

す る 。

確か に ， 本件刑 事事件 に お け る 北川 及び西尾 の供述調書 に は， 落札率の 高 さ

やボー リ ン グ作業等か ら ， 熊取町の担 当職員 ら が 談合の存在 に気づ か な い はず

が な い と か， 設計金額の概数を教え て も ら う 見返 り と し て ， 当 該担 当 職員 に対

し て飲食接待や現金授受 等 を行 っ て いた 旨 の供述 が あ る （ 甲 4 ） 。

し か し な が ら ， 仮 に そ の よ う な事情 が あ っ た と し て も ， 本件相 手方 ら は ， 自

ら の判 断で あ え て 談 合行為 と い う 故意 の不 法行為 に 及 ん だ も の で あ り ， こ れ を

正 当 化すべ き 事情 と は な り 得 な い 。 ま た ， 熊取町 に 生 じ た 損 害額 を 過失相 殺 に

よ っ て減ず る こ と は ， 最終的 に は地方公共団体 の 住 民 の 犠牲 に 帰す る も の で あ

る こ と に も 鑑みれ ば ， 本件 にお い て ， 熊取町側 の 過 失 に 基づ い て過失相殺 を行

う こ と が 損 害 の公 平 な 分担 の 見地か ら 妥 当 で あ る と い う こ と はで き な い 。

し た が っ て ， 被告補助参加入 ら の 上記主張 を採用 す る こ と はで き な い 。

5 結論

以 上 の と お り ， 本件談合認定工事 に 係 る 談合 に よ り ， 熊 取 町 は ， 本件相 手方

ら に 対 し ， そ れ ぞれ別紙 2 相 手方一覧表の認定額欄記載 の 金額 の 損害賠償請求

権 を 有 し て い る と こ ろ ， 被告 は ， 大原住宅第 2 期 工事談合 に 関 す る 損 害賠償請

求 を 除 き ， 現在 ま で本件相手方 ら に対 し て損害賠償請求権 を 行使 し て い な い の

で あ っ て ， そ の 行使 を違法 に 怠 っ て い る と い わ ざ る を得な い 。

そ う す る と ， 原 告 ら の請求 は， 主文 1 項の限度で理由 が あ る か ら こ れ を認容

し ， そ の余 の請求は理由 が な い か ら こ れを棄却す る こ と と し て ， 主文の と お り
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判決す る 。

大 阪地方裁判所第 2 民事部

裁判長裁判 官

裁判 官

山

内

田

藤

1 . 大阪地方裁判所の判決

和

裁判官徳地淳 はる 転補 の た め署名 押 印 す る こ と が で き な い。

裁判長裁判官 山 田
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判決集

（別紙 1 ) 

当 事 者 目 録

大 阪府泉南郡熊取町大久保南 5 丁 目 1 番 2 3 号

原 1i!ヒコ 大 浦 正 義
大 阪府 泉 南郡 熊 取 町新 野 田 1 丁 目 1 7 番 1 7 号

原 止にと1 曽 我 兼 品司
大 阪府泉南郡熊取町新 野 田 1 丁 目 5 番 1 0 号

原 止ロと 町 回 克 フロ

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町桜 ケ丘 2 丁 目 1 3 番 1 号

原 と口ヒ 柏 野 隆

原 告 ら 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 畠 回 健 1台

同 横 山 精

同 万フt" 雄

同 古 本 同リ 之

大 阪府泉 南郡熊 取町野 田 1 丁 目 1 番 1 号

被 止ロと 熊 取 町 長

中 西 誠

被 告 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 4尋 津 正 組

同 松 原 伸 幸

大 阪府 泉 南郡 熊取町小垣内 3 丁 目 8 番 3 号

被 告 補 助 参 加 人 株 式 会 社 山 本 工 務 店

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府 泉 佐野 市 下 瓦屋 3 0 1 番 地

被 告 補 助 参 加 入 阪 南 土 木 工 業 株 式 会 社

同 代 表 者 代 表 取 締 役
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1 . 大阪地方裁判所の判決

大 阪府泉南郡熊取町大久保東 1 丁 目 1 番 2 6 号

被 告 補 助 参 加 入 成 公 建 設 株 式 会 社

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊 取 町野 田 1 丁 目 1 1 番 1 0 号

被 告 補 助 参 加 人 株 式 会 社 徳 進 建 設

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊取町七 山 東 9 0 6 番 地

被 告 補 助 参 加 入 株 式 会 社 西 尾 組

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊 取 町 七 山 東 9 1 5 番 地

被 告 補 助 参 加 入 株 式 会 社 西 貫 ネ土

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊取町五 門 西 2 丁 目 6 番 1 5 号

被 告 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

株 式 会 社 山 本 組

大 阪府泉南郡熊取町野 田 2 丁 目 1 8 番 7 号

被 告 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

株 式 会 社 中 武 造 園 土 木

大 阪府泉南郡熊取 町 自 由 が 丘 2 丁 目 1 2 番 5 号

被 告 補 助 参 加 入 有 薗 土 木 工 業 こ と 有司圃・・

大 阪府泉南郡熊取町大久保東 2 丁 目 6 番 1 7 号

被 告 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪市大正 区鶴町 3 丁 目 1 7 番 4 号

被 告 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役
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判決集

大 阪府泉南郡熊取町和 田 2 丁 目 2 0 番 2 0 号

被 告 補 助 参 加 人 大 屋 建 設 株 式 会 社

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊取町久保 3 丁 目 1 5 番 9 号

被 告 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府 泉 南郡 熊 取 町五 門 商 2 丁 目 6 番 1 5 号

被 告 補 助 参 加 入 有 限 会 社 ヤ マ シ ン

同 代 表 者 代 表 取 締 役

株 式 会 社 泉 州 ビ ノレ ド

大 阪府泉南郡熊取町七 山 北 2 1 4 番地の 1

被 告 補 助 参 加 人 株 式 会 社 鳥 山 建 設

同 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府泉南郡熊取町大久保中 2 丁 目 1 0 番 5 号

被 告 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

大 阪府 泉 南郡 熊 取 町五 円 西 4 丁 目 7 8 8 番地 の 6

被 告 補 助 参 加 入 西 尾

大 阪府 泉 南郡 熊 取 町 大 久保 中 5 丁 目 8 5 6 番地 の 3

被 告 補 助 参 加 入

間 代 表 者 代 表 取 締 役

上記 1 8 名 訴訟代理人弁護士

問

同

同

同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士

川 勝 土 木 建 材 株 式 会 社

明 ？台

日 南 建 設 株 式 会 社

回

木

本

々

甲

沙

藤

昭

陸

久

司

己

通

裕

樫

財

田

家 庄 司

大 阪府泉南郡熊取町大久保 中 3 丁 目 8 番 1 号

1 24 
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I . 大阪地方裁判所の判決

被 告 補 助 参 加 人 今 勝 建 設 株 式 会 社

間 代 表 者 代 表 取 締 役 北 ) 1 1  彦

問 所

被 告 補 助 参 加 入 北 ) i i  彦

上 記 2 名 訴 訟 代 理 人 弁護 士 井 上 良日
同 井 J: 健 策

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 小 垣 内 2 丁 目 8 4 1 番地 の 4

被 告 補 助 参 加 入 株 式 会 社 阪 南 工 務 店

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 谷 英 樹
同 唐 ｜崎 浩 司

同 鈴 木 百 世

｜司 J 1 1  ｜崎 真 陽

同 中 村 ち と せ

大 阪府 泉 南郡熊 取 町野 田 1 丁 目 2 0 番 2 0 号

被 告 補 助 参 加 入 株 式 コdコ＼－、 キ土 高 回 来丑

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 太 回 夜 子
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判決集

O:llJ紙2) 相手方一覧表

相手方 略称 請求額 認定額
1 今勝建設株式会社 今勝建設 39, 637, 500 23, 900, 625 
2 株式会社山本工務店 山本工務店 48, 720, 000 28, 066, 500 
3 株式会社高 田 組 高 田組 88, 882, 500 62, 866, 125 
4 阪南土木工業株式会社 阪南土木工業 34, 965, 000 20, 238, 750 
5 成公建設株式会社 成公建設 1 1 , 956, 350 7, 596, 225 
6 株式会社徳進建設 徳進建設 90, 709, 500 72, 290, 925 
7 株式会社 ワ ール ド ワ ーJレ ド 2, 100, 000 1 , 575, 000 
8 株式会社西尾組 西尾組 106, 155, 000 79, 899, 750 
9 株式会社西貫社 西貫社 54, 915, 000 34, 398, 000 

10 株式会社山本組 山本組 37, 905, 000 20, 034, 000 
1 1  日 南建設株式会社 日 南建設 5 1 , 534, 000 28, 016 ,  100 
12 株式会社中武造園土木 中武造闘 土木 26, 040, 000 5, 780, 250 
13 有薗土木工業 こ と 有薗土木工業 20, 874, 000 10, 486, 350 
14 中林建設株式会社 中林建設 70, 990, 500 63, 165, 375 
15 中 島興業株式会社 中 島興業 47, 071, 500 32, 004, 000 
16  大屋建設株式会社 大屋建設 1 5, 655, 500 9, 490, 950 
17 株式会社泉州 ピノレ ド 泉州 ピノレ ド 20, 307, 000 1 1 , 576, 250 
18 有限会社ヤマ シ ン ヤ マ シ ン 16, 537, 500 8, 056, 125 
19 株式会社鳥 山建設

・・圃晶
｜鳥
楠プ

山建
ラ

設 17, 902, 500 9, 261 , 000 
20 楠プラ ンニ ン グ こ と ンニ ング 14, 645, 400 7, 950, 600 
2 1  株式会社ク マ ト リ ク マ ト リ 17, 241 , 000 9, 599, 625 
22 川勝土木建材株式会社 川勝土木建材 1 1 , 592, 000 6, 252, 750 
23 株式会社阪南工務店 阪南工務店 13, 503, 000 4, 819, 500 

彦一
治
二
明

川一
尾

北一
西

4
＝。
円品目
円A

（小計） 859, 839, 750 557, 324, 775 
�tJ 1 1  I 5o, ooo, ooo l 5o, ooo, ooo 
西尾 I 40, ooo, ooo l 40, ooo, ooo 
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（ 別 紙4) 相手方別工事一覧表’ ��Q］議ま蚕証：：尊重通．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 圃I :1却 n量式会証一．． 尾組 I 5.040’000 1 4、as 1 .ooci
J＿�生 l議式会註．．青島〕…・・ ・ ・ ・ ・ 圃 ・ ・ ・ ＿ ＿ ＿ J. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M�＿Q,Q9_Q j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M_4生9.R9.
1 52 I株式会社 西尾組 I 5.1 45.0 O I J喧,TI;O

I （小計） I 1 06, 1 55.000 1 79,899,750 
. . ？�_ j控室t金位．車J貫Jt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �.�？－�.Q9.Q [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?J回？，？＿Q9.·55 I 株式会社 西置社 I 630 000 1 441 ooo 
： ：語： l議議議註：：菌室：二二二二I二：： ： ：：正面弱if.q［二二：： ： ：三弱j:9�9.

｛！�： 1祭器－－酋劃一一－． ． ． ． ． ． ． ． ． ． －十一一＿ ＿ ＿ : :1究－�����F－ － － － － － － － －語録；
I （小計＞ I 54,91 5,000 1 34.398,000 

1 4  I株式会社 山本組 I 0 1  
: :?fl議ま蚕証：：函［通：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：I ： ： ： ： ： ： ： ： ：治話語頭［：: : : : : : : : :  �： ： : : �：： ： 9: 
1 35 I株式会社 山本組 I 5.880.000 I 3.339.000 

I （小計） I 37.905,000 I 20.034,000 
_ _  ?Q_ J旦蘭建設－－＊�窓会主＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ J. ＿ ＿ ＿ ＿ ー － . . . －�＇ 1 �＿Q,Q9_Q l .  . . . - . - . . - - . - - - - - - . .  9. ． ．毘＿ J旦商建設．．・� 11; ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ・ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ J. L I 70 旧 南建設 株式会社 I 1 974 000 1 1 445 859, 
99 旧 南建設 株式会社 I I J.Q�＿ J旦蘭翠罷．一.� l:t . . . . . . . . . . . . . J. . . . . . . . . . . ？.�？＿Q,Q9.Q l . . . . . . . . . .  ?J��？，？�9. 1 1 2  I 日 南建設 稼式会社 I 6 090 000 1 3 307 500 ．五fl百福垂設．．．量．全荘－ － － － － － － － － － － － － ，－ － － － － － － － · － ·5_oiicio而r - - - - - · · · ·a.誌正売む←I 一 一 一 （小計) I 51 ,534,000 1 28.0 1 6.1 00 

－ －�� _j援護金位．・ I園主主＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ J_ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 息 ＇！9.�.Q9.Q l . .  - - - - . . - - - - . - - - - - . . 9. 
品：｜：ま去をし：li�：： ： ： ： ： ：I ： ： ： ： ： ： ： ： �：�：i������［：： ： ： ： ： ： ： ： ���：����：��：1 41 I株式会社 中武造園土木 I 4.41 0.000 I o 
－一一「一一一一 一 --c示計） ｜ 26,040,000 1 5,780,250 
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（別紙4) 相手方別工事一覧表 （ 円 ）
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平成 2 5 年 5 月 1 0 日 判 決言渡 同 日 原本交付 裁判所書記官

平成 2 4 年間第 1 0 1 号 損害賠償請 求控訴事件

（原審 ・ 大 阪地方裁判所平成 2 1 年額第 9 9 号）

口 頭弁論終結 日 平成 2 5 年 1 月 2 3 日

判 決

（ 当 事者 の 表示 別 紙 1 当 事者 目 録記載 の と お り ）

主 文

1 原判 決 を 次 の と お り 変更す る 。

( 1 ) 控訴人 は ， 別紙 2 相 手方一 覧表 の相 手方欄記載 の各相 手方 に対 し ， それ

ぞれ 同 相 手方一覧表 の認定額欄記載の金額及 び こ れに対す る 平成 2 1 年 6

月 6 日 か ら 支払 済み ま で年 5 分の割合によ る 金員 を熊 取 町 に 支払 う よ う 請

求せ よ 。

(2 ） 被控訴人 ら の そ の 余 の 請求 を棄却す る 。

2 訴訟費用 （補助参加 に よ っ て 生 じ た費用 を 除 く 。 ） は ， 第 1 , 2 審 を通 じ

て これ を 5 分 し ， そ の 2 を 控訴 人 の ， そ の 余 を 被控訴人 ら の各 負 担 と し ， 補

助 参加 に よ っ て 生 じ た 費用 は各補助参加人 ら の各負担 と す る 。

事 実 及 び 理 由

第 1 控訴 の趣 旨 （控訴人補助参加入 ら 2 4 名 ）

1 原判決 中 控訴人敗訴部分 （各控訴人補助参加入 ら 関係部分） を 取 り 消す。

2 上記取消部分 に係 る被控訴人 ら の請求 を いずれ も 棄却する 。

第 2 事案の概要

1 本件 は ， 熊 取 町の住 民 で あ る 被控訴人 ら 4 名 が ， 平成 1 .5 年 4 月 1 日 か ら 平

成 2 0 年 3 月 3 1 日 ま で の 聞 に 熊 取 町 が 発 注 し た 別 紙 3 工事 一 覧表記載の 1

5 7 件 の 公共 工 事 （ 以 下 「 本 件 請 求 対 象 工 事 J と い う 。 ） に 関 し ， 熊 取町 の

地元建設業者 に よ っ て組織 さ れ る 熊 取建設業協 同 組合 （ 以 下 「本件組合j と

い う 。 ） の 理事 で あ っ た 補助 参加 人 北川 一彦 （ 以 下 「北川 ｜ 」 と い う 。 ） 及び

1 
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判決集

同 西尾 明 治 （ 以 下 「 西 尾 j と い う 。 ） の 主導 に よ り ， 同 組 合 所属 の J.lljffi氏 2 相

手 方 一 覧 表 記載 の 番 号 1 か ら 2 3 ま で の 建 設 業者 ら 2 3 業者 （ 2 個 人 を 含む。

以 下 「 本 件 建 設 業 者 ら j と い う 。 ） の 間 で談 合 が 行 わ れ た 結 果 ， 熊 取 町 が 損

害 を 被 っ た と し て ， 同 町 の 執行機 関 で あ る 控訴 人 に 対 し 3 地 方 自 治 法 2 4 2 

条 の 2 第 1 項 4 号 に 基 づ き ， 北） 1 1 ， 西 尾 及 び本 件 建 設 業者 ら （ 以 下 3 併せて

「 本 件 相 手 方 ら J と い う 。 ） に 対 し て 不 法行為 に 基 づ く 損 害 賠 償 請 求 を す る

こ と を 求 め た住民 訴訟 で あ る 。

原 審 に お い て ， 控訴 人 に ， 補助参加入悶悶・・ （ 以 下 「補助 参加 入園J と

い う 。 ） 及 び 同 株式 会 社 ワ ー ノレ ド （ 以 下 「補助 参 加 入 ワ ー ル れ と い う 。 ）

を 除 く 控 訴 人 補 助 参 加 入 ら 2 2 名 （ 以 下 「原審補助 参 加 入 ら 」 と い う 。 ） が ，

そ れ ぞれ 自 己 関 係 分 に 関 す る 訴訟 に つ き 補助 参加 し た 。

原 判 決 は ， 被 控 訴 人 ら の 請 求 を 一 部認容 し た と こ ろ ， 原審補助参加入 ら が ，

控 訴 人 の 敗 訴部 分 を 不 服 と し て ， そ れ ぞれ 自 己 関 係 分 に つ い て 控訴 人 の た め

に 控 訴 し た 。 ま た ， 当 審 に お い て ， 補助 参 加 入．．及 び 同 ワ ー ル ド （ 以 下

「 当 審 補 助 参加 入 ら 」 と い う 。 ） が ， 控訴人に 補助 参 加 の 上 ， そ れ ぞれ 自 己

関 係 分 に つ き ， 控 訴 人敗訴部 分 の 取 消 し 及 び取 消 部 分 に 係 る 被 控 訴 人 ら の 請

求 棄 却 の 判 決 を 求 め た。

2 前提 と な る 事実 は ， 原判 決 が 「 事実及び理 由 」 欄 の 第 2 の 2 ( 2 頁 8 行 目 か

ら 6 頁 1 行 目 ま で ） に ， 争 点 及 び争 点 に 関 す る 当 事 者 の 主 張 は ， 同 第 3 及 び

第 4 ( 6 頁 2 行 目 か ら 1 7 頁 9 行 固 ま で ） に そ れ ぞ れ 摘 示 す る と お り で あ る 。

た だ し ， 以 下 の と お り 補正 す る 。

( 1 )  8 頁 5 行 自 の 「 契約 」 を 「 当 該 工事に係 る 工事請負 契約 J に 改 め る 。

(2 )  1 1 頁 1 4 行 目 の 「 参 照 J を 「 ・ 丙 A l 参 照 J に 改 め る 。

3 当 審 に お け る 被控 訴 人 ら の 本 案 前 の 主 張 （ 当 審補助参加 人 ら の 参加 の 可否）

当 審係属 中 の 平成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 に補助 参加 入植瞳が ， 同 年 1 1 月 2 日

に 問 ワ ー ノレ ド が， そ れ ぞれ補助参加 の 申 出 を し た 。 し か し ， 本 件 に お い て は控
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訴人 自 身 に よ る 控訴 は な し 、 か ら ， 控訴期 間 内 に 控 訴 し た 補 助 参加 入 に 関 係 す る

部分 の み が 移審す る 。 同期 間 内 に控訴 し な か っ た 当 審補助 参加人 ら に 関係す る

部 分 は ， 移審効 は な く ， 間 関係部分 は控訴期 間 徒過 に よ り 確定 し た と い う べ き

で あ る 。 し た が っ て ， 当 審補助参加人 ら の 補助参加 は 却 下 さ れ る べ き で あ る 。

な お ， 控訴人 は ， 当 審補助参加人 ら に損害賠償請求を通告 し て お り ， 両者 に 関

す る 敗訴部分 に つ い て 控訴権の放棄 に も 等 し い行為 を行っ て い る 。 も し ， 控訴

の効果 を 両者 に 関 す る 敗訴部 分 に ま で及 ぼす と すれば， 控訴人 の 「控訴 し な い

自 由 」 を侵害す る 。

第 3 当 裁判 所 の 判 断

1 被控訴人 ら の 本案前の 主張に つ い て

訴 訟 物 が 異 な る 数個 の 訴 え に つ き ， 第 1 審 で 併合審理 ・ 判 決 が な さ れ ， そ

の 一部 に つ き 控 訴が あ っ た場合 ， 訴訟 は全体 が 移審 し （控訴不可分 の 原則 ） ，

控訴審 の 口 頭弁論終結 に 至 る ま で， 控訴提起 時に 不 服 を 申 し 立て な か っ た 訴

訟物に つ い て も ， 不服の範囲 を拡張す る こ と は許 さ れ る 。

と こ ろ で ， 本件 に お い て ， 控訴 人 に 対 し ， 別 紙 2 相 手方 一 覧表 の 相 手方欄

記載 の 各 相 手方 に 対 し ， 各 損 害 賠償 を 請 求 す る こ と を 求 め る 訴 え は ， そ れぞ

れ訴訟 物 が 異 な る け れ ど も ， 原 審 に お い て 併合審理 （ 客観 的 併合 ） ・ 判 決 が

さ れ た も の で あ る 。

し た が っ て ， 訴訟物 の 一部 に つ い て 利 害 関 係 を有す る 原審補助 参加人 ら に

よ り 控訴 が な さ れ た 場合 ， そ の 不服 の範 囲 は ， 利 害 関係 を 有す る 部分， す な

わ ち 本件 に 即 し てい え ば ， 当 該補助 参加人 が 控訴人 か ら 請求 を 受 け る こ と に

な る 部分 に 限 ら れ る こ と に な る が ， 他方， 同 補助参加 入 の 控訴 に よ り ， 訴訟

は全体が移審す る こ と と な る か ら ， 控訴審 の 口頭弁論終結 に 至 る ま で， 訴訟

の結果 に つ い て 利 害 関係 を有す る 第三者 は ， 自 ら が利 害 関係 を 有す る 自 己 関

係 分 に つ き ， 当 事者 の一方に補助参加 し ， そ の不服 の範囲 を 拡張す る こ と も

許 さ れ る も の と 解 さ れ る 。 な お ， こ の よ う に解 し て も ， 控訴人 は 当 該拡張部
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分 に つ き 取 下 げす る こ と が で き な く な る も の で は な く ， 何 ら 控訴 人 の 権利 を

侵 害す る も の で は な い 。

よ っ て ， 補助 参加 人．．及 び 同 ワ ー ノレ ド の 当 審 に お け る 補 助 参加 及 び不服

申 立 て の 範 囲 の 拡 張 は ， 控訴期 間経過 に か か わ ら ず適 法 ・ 有効 と い う べ き で

あ る 。 被控訴人 ら の 本 案前 の 主 張 は理 由 が な い。

2 争点 1 （本件請求対象工事 に 係 る 談 合行為 の 有無） に つ い て

1 40 

( 1 )  原 判 決 が 「事実及び理 由 j 欄 の 第 5 （ 以 下 「原審判 断」 と い う 。 ） の 1

( 1 7 頁 1 1 行 目 か ら 3 0 頁 1 5 行 自 ま で ） に記載 の と お り で あ る 。 た だ

し ， 以 下 の と お り 補 正 す る 。

ア 1 7 頁 1 4 行 自 の 「 2 0 '  J を 「 2 0 ＇ 丙 B 4 ,  5 ,  J に 改 め ， 同 1

5 行 自 の 「 岡田園， J を 削 除す る 。

イ 1 9 頁 1 5 行 目 末尾 の 次 に 「 通 常 の 談 合 の 場合 は ， 2 日 前 に 参 考 内 訳

書 と 入 札 金額 の 指 示 を 渡 す が ， 大 原 住 宅 第 2 期 工事 に つ い て は 金額 が 大

き い 工 事 で あ っ た た め ， 談 合 抜 け を 防 止 す る た め ， 当 日 に 渡 す こ と を 指

示 し た も の で あ っ た。 」 を 加 え る 。

ウ 2 0 頁 l 3 行 目 末尾 の 次 に ， 次 の と お り 加 え る 。

「 そ し て ， 今勝建設 と 熊 取 町 と の 間 で 訴 訟 （ 大 阪地方裁判所平成 2 0 年

（ワ）第 2 3 6 4 号 ， 大 阪 高 等裁判所平成 2 1 年体）第 5 4 7 号 ， 同 第 7 3 

4 号 。 以 下 ， 一 連 の 訴 訟 を 「 大 原 住 宅 第 2 期 工 事 民 事 事 件 j と い

う 。 ） と な り ， 同 事 件 で ， 前記談合事件 に よ る 損 害 額 が 争点 と さ れ ，

落札 価格税込 み 6億 6 1 5 0 万 円 と 適 正 な 競争価格税 込 み 5 億 9 1 1 

5 万 円 と の 差 額 で あ る 7 0 3 5 万 円 と 認 定 さ れ ， 間 判 決 は 確 定 し た

（ 丙 B 4 ,  5 ） 。 」

エ 2 1 頁 2 0 ・ 2 1 行 自 の 「 要 旨 次 の と お り で あ る （ 甲 4 ' 5 '  1 

1 ) J を 「 要 旨 次 の と お り 認 め ら れ る （ 甲 4 ' 5 '  1 1 ＇ 弁 論 の 全趣

旨 ） J に 改 め ， 2 5 行 目 の 末 尾 の 次 に 「 北） I ／ は 設 立 当 時 ， 専務理事の
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地位 に あ り ， 2 , 3 年 後 3 ま も な く 代 表 理 事 と な っ て 長 年 そ の 地 位 に

留 ま っ て い た 。 北 川 は 遅 く と も 平成 1 5 年 こ ろ に は 2 本件組合 の 預 金

口 座 を 管 理 し ， 本 件 組 合 の た め に 活動 し ， 最 高 責任者 と し て 自 他 と も

に 認 め る 存在 と な っ て お り ， 西尾や瞳及 び闇聞 そ の 他 本件組合

加入業者 ら は ， 北） 1 1 の 意 向 に 従 っ て い た。 j を 加 え る 。

オ 2 2 頁 末行 の 次 に 改行 の 上， 次 の と お り 加 え る 。

f (:::z) 熊 取 町議会 で 組 合 の こ と 等 が 問 題 と な っ た 場合 は ， 本件組合員 を

招 集 し て 問議会 の 傍聴 に行 き ， 反 対議員 に 無言 の 圧 力 を か け る な ど

の 活 動 も 行 っ て い た。 J

カ 2 5 頁 1 2 行 目 末 尾 の 次 に改行の上， 次 の と お り 加 え る 。

r ま た ， 平成 2 0 年 4 月 か ら ， 大 原 住 宅 第 2 期 工 事 談 合摘発 を 踏 ま え

て ， 控 訴 人 に お け る 入 札契 約 制 度 を 改 め た 。 す な わ ち ， 契 約 検 査課 を

新設 し ， 熊 取 町建 設 工事等請負業者指名 審 査 要 綱 な ど の 全 面 見 直 し を

実施 し た 。 発 注基 準 額 土 木 1 億 円 ， 建 築 1 億 5 0 0 0 万 円 以 上 に つ い

て は 制 限付 一 般 競 争入 札 を 導入 し ， 指名 競争入 札 に つ い て は 基 準 額 の

上 限 を 従 来 の 土 木 2 億 5 0 0 0 万 円 ， 建 築 8 億 円 に つ い て 3 土 木 1 億

円 ， 建 築 1 億 5 0 0 0 万 円 へ と そ れ ぞ れ 引 き 下 げ ， 指 名 業者 に は必ず

町外業者 3 社以 上 を 含 め る よ う に し た 。 ほ か に も ， 平 成 1 9 年 1 1 月

に 工事 請 負 契 約 約 款 を 改正 し ， 2 0 % の 談 合違約 金 条 項 を 制 定 し ， 試

行 的 に 実施 し て い た 予 定価格 の事前公表 を 平成 2 0 年度 か ら 本格 実 施

し た。 官公需適格組合 で あ る 建設 業 協 同 組合 に 加 入 し て い る 業者 に 対

し て ， 入 札 業 者 の 級 別 格付基準 と な る 総合評 点 に 関 し て ， 熊 取 町独 自

で主観点 数 2 0 0 点 を 加 算 し て い た が 2 こ の よ う な 主観点数 の 加 点 に

つ い て は 全廃 し た （ 甲 2 0 ） 。 j

キ 2 5 頁 2 1 行 目 末尾 の 次 に 改行 の 上 ， 次 の と お り 加 え る 。

「件） ま た ， 大 原 住 宅 第 2 期 工 事談合発 覚前後 で ， 落札価格 と 最 高入札価

h ;) 
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格 と の 差 の ば ら つ き に有意 な違い が み ら れ る 。 例 え ば， 前記 談合発覚

前 の 入札状況 は別紙 5 （ 甲 3 3 の 1 ） の と お り で あ り ， そ の う ち 番号

1 は 落札価格 1 2 5 0 万 円 の と こ ろ ， 入札数 1 1 件 の 入礼金額 を み る

と ， 落札価格 と の 差 は低い方から 4 万 円 ， 5 万 円 （ 2 件） , 7 万 円 ，

9 万 円 ， 1 0 万 円 （ 2 件） , 1 1 万 円 ， 1 4 万 円 ， 1 6 万 円 と な っ て

い る 。 落札価格 と 最 高入札価格 と の 差 は わずか 1 . 3 % で あ っ た 。 特

に ， 顕著 な の は ， 同 番号 3 3 で あ り ， 落札金額 4 2 3 0 万円 に 対 し ，

1 3 札 が 2 . 8 % の 範囲 内 に 収 ま っ て い る が ， そ の金額の差 も 5 万 円 ，

2 0 万 円 （ 2 件） , 3 0 万 円 ， 4 5 万 円 ， 5 0 万 円 ， 7 0 万 円 ， 7 5 

万 円 ， 8 0 万 円， 9 0 万 円 ， 1 1 5 万 円 ， 1 2 0 万 円な ど と 5 万 円 単

位 の刻 み と な っ てい る 。

他方， 前記談合発 覚 後 に お い て は ， 別紙 6 （ 甲 2 6 ） の と お り ， 入

札金額 が 最低入札金額の 1 0 % 以 上 か ら 2 0 %以上の ば ら つ き が あ り ，

時 に 3 0 % 以 上に な る こ と も あ っ て ， 入札価格 も 無秩序な価格 と な っ

て い る 。

落札価格 と の 耳障離率 を 別紙 5 と 同 6 で比較する と， 前記談合発 覚前

OJIJ 紙 5 ） は ， 1 6 3 9 札 の う ち 落札札 1 5 7 札 を 除 い た 1 4 8 2 札

の 落札金額 と の 差 は ， 5 %未 満 の も の が 約 8 0 % を 占 め ， 1 0 % 以 上

の も の が 5 . 1 % で あ り ， 2 0 % を超 え る 入札 は な か っ た 。 他方 ， 前
記談合発 覚 後 （別紙 6 ） は ， 入札総数 1 5 7 札 に 対す る 講離率 1 0 %

以 上 の も の は 6 2 札 あ り ， そ の 占 め る 割合 は 3 9 .  5 % ， 耳障 離率 2 0

% 以 上 の も の が 4 2 札 あ り ， そ の 占 め る 割合は 2 6 .  8 % も 存在 した

（ 甲 2 3 な い し 2 7 , 3 2 , 3 3 ） 。 J

ク 2 7 頁 1 行 目 末尾 の 次 に 改行の上， 次 の と お り 加 え る 。

r さ ら に ， 大原住宅第 2 期 工事談合発 覚 前 の 落札率 が 高 く ， 前記発覚後

の 落 札率 が 大 き く 下落 し た と い う 事実 が あ る こ と の み な ら ず ， 前記認
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定 の と お り ， 前 記 発 覚 前 に お い て は ， 個 々 の 工 事 の 落 札 価 格 と 入 札 価

格 と の 近接 性 と 規 則 性 が 認 め ら れ る も の が 多 数存在 し た の に 対 し ， 前

記発 覚 後 に お い て は こ れ に ば ら つ き が あ っ た こ と に 照 ら せ ば ， 前記発

覚 前 に は 多 数 の 談合 が あ っ た こ と が 推認 さ れ る 。 j

ケ 2 7 頁 1 2 行 目 の 「他方 で 」 か ら 2 1 行 自 末尾 ま で を 次 の と お り 改 め る 。

「 大 原 住 宅 第 2 期 工事 談 合発 覚 前 に お い て は 落札価格 と 入札価格 と の 近接

性 と 規則 性 が み ら れ る も の が 多 々 存在 し た こ と な ど に 照 らす と ， 上 記

北川 の 供 述 に 従 え ば ， 特 に 反 証 の な い 限 り ， 前 記 談 合 発 覚 前 ， 少 な く

と も 9 5 % 以 上 の 落札 率 を も っ て 落札 さ れ た 工 事 に つ い て は ， す べ て

談合 が 行 わ れ た も の と 推認す る の が 相 当 で あ る 。 」

コ 同 頁 2 4 行 目 の 「 1 5 7 J を ， 「 1 5 7 0 平成 2 1 年 1 1 月 2 5 日 付 け

原審原告 ら 準備 書 面 （2） 別 紙 参 照 」 に 改 め る 。

サ 2 8 頁 3 行 目 か ら 2 9 頁 4 行 自 ま で を 次 の と お り 改 め る 。

「 イ 阪南 工務店 の 主 張 に つ い て

阪 南 工務店 は ， 本件請求対象 工事 の う ち ， 阪南 工務店 が 落札 し た 3

工事 （ 別 紙 3 工 事一 覧 表 の 番 号 4 8 , 5 5 ,  1 4 8 ） に つ い て ， 入

札金額 を 独 自 の 積 算 に よ っ て 決 定 し て お り ， 談 合 の 結 果 落 札 し た も

の で は な い 旨 主 張 し ， 上記 3 工 事 に つ い て の 実施 予 算 書 （ 当 該 工事

の 実 行 予 算 ， す な わ ち 実 際 に か か る で あ ろ う 経 費 に つ い て 積 算 し た

計 算 書 。 丙 c 1 か ら 3 ま で ） を 提出 す る ほ か ， 原 審 証 人寵璽も こ れ

に 沿 う 供述 を す る 。

し か し な が ら ， 上記 実施予算書 は パ ソ コ ン の デ ー タ を 打 ち 出 し た も

の と い う こ と で あ り （ 原 審 証 人露翻 ， そ の 作成 時期 に つ い て は 必

ず し も 客観 的 に 特 定 で き る も の で は な く ， ま た ， 作成 方 法 や そ の 数

字上 の 根 拠 に つ い て 裏 付 け と な る も の は な く ， 果 た し て ， 入 札 前 に ，

設 計 図 書 等 を も と に し て 積 算 ・ 作成 さ れ た も の か ど う か に つ い て は
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疑 問 を 呈 さ ざ る を 得 な い。 上 記 実施予算 書 に 基づ く 実行 予 算 か ら ，

最終的 な入礼金額 （落札金額） を 決 定 し た 過程 に つ い て も ， 実行予

算 に 上 乗せ し た利 益 の 根拠は必ず し も 明 ら かで は な い 。 こ の よ う に

み て く る と ， 上記実施予算 書 の 存在 を も っ て ， 前記談 合 の 推認 を覆

す に 足 り な い。

ま た ， 原審証人襲撃還は ， 阪南工務 店 が 落札 し た 上記 3 工事 も 含 め ，

本件組合 に お い て 談 合 が さ れ た こ と は 一 切 な い 旨 供述す る が ， 証拠

（ 甲 4 ） に よ れ ば， 平成 1 7 年 5 月 3 0 日 か ら 平成 1 8 年 1 2 月 8

日 ま で の 聞 に 9 5 % 以 上 の 高 い 落札 率 で 今勝建設 が 落 札 し た 5 件の

工事 （ こ れ ら の 工 事 に つ い て は ， 本件刑 事事件 の 供述調 書 に お い て

北川 が 談合行為 の 存在 を 認 め て い る 。 ） の う ち 3 件 の 工事 に つ い て

阪南工務店 が 入札 に 参加 し て い る の で あ っ て ， 少 な く と も こ れ ら の

工事 に つ い て は 阪南 工務店が 談 合 に 協 力 し て い る も の と 認 め ら れ る 。

そ う す る と ， 阪南工務店落札 に係 る 上記 3 工 事 の み 例 外 で あ っ た と

す る 根 拠 も 見 当 た ら ず ， 前記 3 工事 の 談 合 を 否 定す る 供述 に つ い て

も そ の信用性に疑 問 を 差 し挟ま ざ る を得な い。

し て み る と ， 阪南工務店 の 上記主張 は採用 で き ず， 落札率が 9 5 %

を 超 え る 別紙 3 工事一覧表番号 5 5 及 び 1 4 8 の 工事 に つ い て ， 談

合が あ っ た こ と の推認 を 覆す こ と は で き な い。 j

シ 2 9 頁 1 7 行 目 か ら 3 0 頁 8 行 自 ま で を 次 の と お り 改 め る 。

「何） 被控訴人 ら は ， 本件請求対象工事 に つ い て は ， すべて 本件刑事事件

の捜査過程 に お い て ， 北川 ら が 談合行為 の 存在 を認 め た も の で あ る

か ら ， そ の とお り 認 め ら れ る べ き で あ り ， ま た ， 落札価格 と 最 高入

札価格 と の 差 が 極 め て 近接 し た 範囲 内 で あ る も の は 談 合 が 行 われた

こ と が 明 ら か で あ る か ら ， 談合 に よ る も の と 認 め ら れ る べ き で あ る

旨 主 張す る 。
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確 か に ， 大原住 宅 第 2 期 工事談合発 覚 後 は ， 平均 し て 予 定価格の 8

0 % 程 度 で 落 札 さ れ て い る こ と に 鑑 み る と ， 9 0 % 以 上 と い う 数字

は 有 意 に 高 く ， ま た ， 前 記 発 覚 後 の 落 札 価 格 と 最 高 入 札 価 格 と の 差

の ば ら つ き が 大 き い こ と と 対比 し て み る と ， そ れ が 極 め て 近 接 し て

い る と い う こ と は 談 合 の 存在 を 推 認 さ せ る も の と い う こ と が で き る 。

し か し ， 他 方 ， 北 川 ｜ 及 び 西 尾 は 9 5 % 以 上 の も の は 談 合 に よ る も

の で あ る と 述 べ， あ え て 9 0 % 以 上 と は 述 べ て い な い こ と （ 甲 4 の

3 ・ 5 ） に 照 ら す と ， 9 5 % 未 満 の 中 に は 談 合 が 行 わ れ て い な い も

の を 含 む 可 能 性 が あ る ニ と を 否 定 で き ず ， こ の 点 を 考 慮 す る と ， 前

記 の 事 情 が あ る か ら と い っ て ， 9 0 % 以 上 の も の は す べ て 談 合 に よ

る も の と 認 め る こ と に は 臨 時せ ざ る を 得 な い 。 な お ， ．．．．の 供

述 調 書 （ 甲 4 の 7 ) で は 9 0 % 以 上 の 落 札 率 の 工 事 に つ い て す べ て

談 合 を 認 め る か の よ う な 記 述 に は な っ て い る が ， こ の 点 は 3 北 川 や

西 尾 の 供述 調 書 と 甑 酷 し て お り ， ま た ， 倒閣聞聞 は 本 件 組 合 の 中 枢

で は な い 立 場 の 者 で あ る こ と に 照 ら す と ， そ の 正 確性 に は 疑 問 を 差

し 挟 ま ざ る を 得 な い 。 こ の よ う に み て く る と ， 落 札 率 9 0 % 以 上 で p

か っ 落 札 価 格 と 最 高 入 札 価 格 と の 差 が 近 接 し て い る も の は 談 合 の 疑

い が 強 い も の と は 認 め ら れ る が 3 す べ て 談 合 に よ る と ま で は 断 定す

る に 至 ら ず ， 結 局 ， 落 札 率 9 5 % 以 上 の も の を も っ て 談 合 に よ る も

の と 認 め る の が 相 当 で あ る 。 」

3 争 点 2 （ 熊 取 町 に 生 じ た 損 害 の 有無及び額） に つ い て

( 1 )  前記 の と お り ， 本 件 談合 認 定 工事 に つ い て ， 本件 組 合 が 主 導 す る 談合 が

行 わ れ た こ と が 認 め ら れ る と こ ろ ， 当 該 談 合 に 関 与 し た 本件 相 手方 ら は ，

そ れ ぞれ 関 与 し た 談 合 に係 る 工 事 に つ い て ， 熊 取 町 に 対 し て ， 公正 な 競 争

の 下 に 形成 さ れ た で あ ろ う 想 定落 札価格 と 現実 の 落札価格 と の 差額相 当 額

の 損 害 を 与 え た と み る こ と が で き る 。
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も っ と も ， 談 合 が な け れ ば公 正 な 自 由 競 争 に よ っ て 形成 さ れ た で あ ろ う

想定落札価格 は ， 談合 の 結果 ， 現 実 に は形成 さ れ な か っ た 価 格 で あ り ， し

か も こ の 想定落札価格は ， 当 該工事 の 種類， 規模， 特殊性， 地域 の特性，

入札参加者 の 数及 び各業者 の 受 注意欲 ・ 財政状況， 入札 当 時 の 経済情勢等

の 多種多様 な 要 因 が複雑に絡み合 っ て 形成 さ れ る た め ， 証拠 に 基づ い て 具

体的 に 想定落札価格 を認定す る こ と は極 め て 困難で あ る 。 そ う す る と ， 本

件 に お い て は ， 熊 取 町 に損害 が 生 じ た こ と は認め ら れ る も の の ， 損 害 の性

質 上 そ の 額 を 立証す る こ と が 極 め て 困 難 で あ る と き に 該 当 す る と い え る か

ら ， 民事訴訟 法 2 4 8 条 を適用 し て ， 相 当 な 損害額 を認定す る の が 相 当 で

あ る 。

(2 ) 上記 の 見地 か ら ， 本件 に お け る 相 当 な損 害額 に つ い て判 断す る 。

1 46 

ア 前記認 定事実 の と お り ， 平成 1 9 年 1 2 月 1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 

自 ま で に 実施 さ れ た 指名 競争入札 （ 1 8 件 ） の 平均落札 率 は 7 6 .  7 % ,  

平成 ·2 · 0 年度 に 実施 さ れた指名 競争入札 （ 4 8 件 ） の 平均 落札率 は 8 0 . 

9 % で あ っ た こ と が 認 め ら れ， こ の よ う な 大原住宅第 2 期 工事談合発 覚 後

の入札状況 に 照 ら せ ば ， 本件談合認定 工 事 に つ い て ， 仮 に 談合 が 行 わ れ な

か っ た な ら ば， い ず れ も 予 定 価 格 の 8 0 % 程度 に 近 い 価格 で落札 さ れ た 葦

然性が 高 い と い し． 、 得 る 。 も っ と も ， 談 合 発 覚 に よ り ， 本件組合員 に 対 す る

指名 停止 等 の 措置 が な さ れ た こ と に よ り ， 熊 取 町 の 実施 す る 指名 競争入札

へ の 本件組合員 以 外 の 業者 の 関 心 が 高 ま り ， 競争入札 が 通 常 よ り も 激化 し

た 可能性 も 否 定 で き な い。 ま た ， 補助 参加 入 ら が 指摘す る と お り ， 落札価

格 は景気 の 変 動 や 個 別具体的 な 工事 内 容や規模 ・ 金額， 入 札 業 者 の 規模 ・

技術 ， 入札 予 定者数等 に 影響 さ れ る 面 も あ る。 さ ら に ， 大原住 宅第 2 期 工

事の民事事件では ， 最低制 限価格 5 億 4 9 0 0 万 円 （ 税抜 き ） の と こ ろ ，

想 定落札価格 5 億 6 3 0 0 万 円 （ 同 ） と さ れて お り ， 両価格が必ず し も 一
致す る も の と 認 定 さ れ て は い な い （ 丙 B 4 , 5 ） 。 落札後 に 工事価格修 正
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が 行 わ れ ， 結局 ， 請負 代 金 額 が 最低制 限 価 格 を 上 回 る こ と も 時 折存在す る

と こ ろ で あ り ， す べ て 「 落 札 価格 一 最低 制 限価格J を も っ て 損 害 と み る の

は 相 当 と は い え な い 。 し て み る と ， 談合 が な さ れ る 以 前 に お い て ， 談合 が

な か っ た な ら ば形成 さ れ た で あ ろ う 想 定 落 札価格 は ， 最低制 限価格 に 等 し

い も の と 直 ち に 推 定す る の は 相 当 で は な く ， 熊 取 町 が 被 っ た 損 害 （ 民 事訴

訟 法 2 4 8 条 に よ る 相 当 な 損 害 額 ） は ， 控 え 目 に み て ， 本件談合認定 工事

の 各 落札価格 （税 抜 き ） の 1 0 % 相 当 額 に 消 費 税相 当 額 を 加 算 し た 額 で あ

る と 認 め る の が 相 当 で あ る 。

イ と こ ろ で ， 原判 決 の と お り ， 損 害額 を 各落札価格 （ 税 抜 き ） の 1 5 % 相
当 額 に 消 費 税相 当 額 を 加 算 し た 額 で あ る と み る と ， 工 事 に よ っ て は ， 想 定

落 札価格 が 最低落札価格 を 下 回 る と い う 不合理 な 結果 を 生 じ る こ と に も な

る 。 例 え ば ， 最 低 制 限価格 が 予 定価格 の 8 6 % に 過 ぎ な い 工事 に つ い て は ，

前記 1 5 % を 損 害 と す る 考 え 方 に 従 え ば ， 落札価格 が 予 定価格 に 等 し い 場

合 ， 想 定落 札価格 （ 予 定価格 × （ 1 0 0 - 1 5 % ) ） が 最低制 限価格 （ 予

定価格 × 8 6 % ） を 下 回 る 事 態 が 生 じ ， 不 合理 な 結 果 を 招 来 す る こ と と な

り ， 適切 で は な い 。

ウ 結局 ， 現 実 に は存在 し な い あ る べ き 想 定落札価格 を 算 出 す る に 当 た っ て ，

そ の 推計 の 手 が か り と な る 根 拠 に 乏 し い 本 件 に お い て は ， 大 原 住 宅 第 2 期

工 事 の 損 害 額 に 着 目 し て ， 前 記 ア の と お り 算 定す る の が 相 当 で あ る 。 な お ，

本 件 談 合 認 定 工 事 に お い て ， 予 定価格 の 9 0 % を 上 回 る 最 低制 限価格 の も

の は な く ， 前記 の と お り 判 断 し で も 不合理 は な い 。

エ な お ， 補助参加入盤鞠 は ， 大 原 住 宅 第 2 期 工事談合発 覚 後 ， 最低制 限価

格 を 公 表 す る な ど 運用 を 改 め て お り ， 運 用 が 異 な る も の を 比較 し て 損 害 額

の 判 断 を 行 う こ と は 適 切 で は な い と 主 張 す る が ， 最低制 限価格 は 平成 1 5 

年度 当 時 か ら 事前公表 さ れ て お り ， そ の 前提 に 誤 り が あ り ， ま た ， 前記 の

運用 改 定 の 内 容 に 照 ら し ， 比 較 対照 す る こ と が 不 相 当 と は認 め 難 い 。
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( 3 )  具体的 な損害額の算定

以 上 に 従 い ， 本件談合認定工事 に 関 し て 熊 取 町 に 生 じ た損害額 を 算 定すれ

ば， 別紙 3 工事一覧表 の認定損害額欄記載の と お り ， 合計 3 億 7 1 5 4 万 9

8 5 0 円 の損 害 が 生 じ て い る と 認 め ら れ る 。

4 本件相手方 ら の 責任 に つ いて

原審判断の 3 ( 3 2 頁 1 4 行 目 か ら 3 3 頁末行 ま で） に 記載 の と お り で あ る 。

5 争点（3) （過失相 殺 の 可否及 びそ の割合） に つ い て

補助参加入 ら は ， 仮 に本件請求対象工事 に お い．て談合の存在 が 認 め ら れ る と

し て も ， 熊取町の担 当 職員 ら は談合の存在 を 知 っ て い た か ， 当 然 に想像が つ い

て い た の で あ る か ら ， 熊取町の担 当 職員 ら に は ， 談合 をや め る よ う 指導監督す

べ き 義務又 は少 な く と も 事実調査 を行 う べ き 義務 が あ っ た に も かか わ ら ず こ れ

を 怠 っ た過失が あ る か ら j 相 当 の過失相殺が行われ る べ き であ る 旨 主張す る 。

確か に ， 本件刑事事件に お け る 北川 及び西尾の供述調 書 には ， 落札率の高 さ

やボ｝ リ ン グ作業等 か ら ， 熊取町の担 当 職員 ら が談合の存在 に 気づ か な い はず

が な い と か， 設計金額 の概数 を 教 え て も ら う 見返 り と し て ， 当 該担 当 職員 に対

し て飲食接待や現金授受等 を行 っ て い た 旨 の 供述が あ る （ 甲 4 ） 。 し か し ， 仮

に ， 熊 取町職員 に 監督義務違反や担 当 職員 に よ る 教示行為 等 が あ っ た と し て も ，

それ ら は補助参加 入 ら を含 め た業者 の 談合行為 の いわ ば暫助行為 に過 ぎず， 補

助参加 入 ら は， 熊取 町の職員 ら の暫助 を 得 て ， 故意 に よ る 共 同 不 法行為者 と し

て 熊 取 町に損害 を 与 え た の で あ っ て ， そ の行為 の 主体性， 違法性 に鑑みれば，

熊取町職員 の需助 的行為 を 理 由 に過失相殺 を 適用 し て ， 談合 を 行 っ た者 ら の責

任 を減 じ る 理 由 は見 い 出 し難い。 熊 取町職員 が 不 当 な 手段 を 用 い て 強 い て補助

参加人 ら に 談合 を さ せ た よ う な事情が あ る 場合は格別 ， そ の よ う な 事情 が な い

本件 にお い て は， 損 害 の公平な分担の 見地か ら ， 過失相殺 を認 め る こ と な く ，

補助参加人 ら が そ の 全額 に つ い て賠償責任 を負 う とみ る の が相 当 で あ る 。 し た

が っ て ， 補助参加 入 ら の 上記主張を採用 す る こ と はで き な い。
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6 当 審 に お け る 控訴人及 び補助 参加 入 ら の 主 張 に つ い て

( 1 ) 談 合 事件 に お け る 立証 の 程度

2. 大阪高等裁判所の判決

ア 補助参加入 ら は ， 本件請求 対 象 工 事 は 1 5 7 件 ， 落札者 2 3 業者 と い う

膨 大 な も の で あ り ， そ れ ぞれ の 工事 ご と に 落札業者 も 指名 入 札参加業者 も

異 な る 上 に ， 工事 の 時期 ， 種類， 規模等 も 多様で あ る に も か か わ ら ず ， 原

判 決 は ， すべて ま と め て 1 件 の 訴訟 と さ れ た と い う 本件 事 例 の 異例 さ か ら ，

一 つ 一 つ の 工事に つ い て 談合行為 が あ っ た か否 か を 十分 に 検 討 し て認定す

る こ と を 諦 め ， 個 別 の 談 合行為 の 日 時 ， 場所 ， 方法 の 具 体 的 な 特定， す な

わ ち 防御 の 対象 の 特 定 を す る こ と も な く ， 一 定 の 基 準 を も う け て 一律 に綿

を 引 く と い う 暴挙 に 出 て し ま っ た も の と 推測 さ れ る が ， こ の よ う な判 断は

余 り に撤密 さ に か け ， ま た ， 論 理 の 飛躍 も 甚 だ し い も の で あ っ て ， 到底許

さ れ る も の で は な い ， 北J I I ら は ， 本件組合加入業者 が 指名 業者 と な っ た 工

事 に つ い て は すべ て 談合 を し て い た な ど と は 供述 し て い な い し ， すべ て の

本件組合加入業者 が 談合 に加 わ っ て い た と の 供述 も し て い な い ， 本件請求

対 象 工事 は ， 刑 事 事件 に な っ た こ と も ， 公正取引 委員 会 に よ る 談合認定 さ

れ た こ と も な い ， 偏 っ た 状況事実 と 一 つ の 刑 事事件 で得 た 供述 だ け を よ り

所 に し て ， 5 年 間 の ほ ぼすべて の 工事 を 談合 と 認定す る の は 明 ら か に 不 当

で あ る な ど と 主張す る 。

イ な る ほ ど ， 前記 の と お り ， 本件 に お い て は別紙 3 工事一 覧表記載 の 各 工

事 の う ち 本件 談 合認定工事 に つ い て 落 札 者 が 談合 （違法行 為 ） を 行 っ た こ

と を 認 定 し て い る が ， 具体的 に ， い つ誰 と の 聞 で ど の よ う な 方法で談合 し

た の か に つ い て ま で具体的 に特定 し て 認 定 し て は い な い 。 し か し ， 談 合 を

行 っ た 対象 に つ い て は 工 事名 ， 契約 日 及 び落札者で特 定 さ れ て お り ， 行為

の 態様 も ， 談 合す な わ ち 入札 者 聞 に お い て ， 落札者 に 当 該 工事 を 落札 さ せ

る 合意 を し た 上 ， 落 札 予 定者 以 外 の 者 は 同 人 の入札金額 を 超 え る 金額で入

札 す る 協 定 を し た と い う 内容で一義的 な も の で あ り ， 他 と の 識別及 び防御
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判決集

の 対象 と し て は 十 分 で あ り ， 特 定 と し て 欠 け る と こ ろ は な い と い う べ き で

あ る 。 そ し て ， 本件 談合認定工事 に つ い て 談 合 が 行 わ れ た こ と は ， 前記認

定判 断 し た と こ ろ に 照 ら せ ば， 優 に 推認 さ れ る と こ ろ で あ っ て ， 証 明 が 足

り な い と い う こ と は で き な い 。

(2 )  本件刑事事件 に お け る 供述 調 書 の 信 用 性

補助参加 入 ら は ， 当 審 に お い て も ， 本件刑 事事件 に お け る 関 係 者 の 供述調

書 は利益誘導そ の 他 の 不 当 な 取 調 べ に よ り 作成 さ れ た 作文 で あ り ， し か も ，

し か も ， 被疑事実 に 直接 関係 の な い 事情 に 亘 る 部分 に過 ぎず ， 信 用 性 が な い

旨 主 張す る 。

し か し ， こ の 点 に つ い て は ， 前記認定判 断 し た と お り で あ り ， 北） 1 1 に し て

も ， 西 尾 に し て も ， そ の 他国国， 園 ら も ， 本件 刑 事 事 件 の 公 判 に お い

て も ， 捜 査 段 階 の 供述 に 沿 う 供述 を し て い る と こ ろ で あ っ て ， 他 方 ， 原審に

お け る 同 人 ら の 供述 は あ い ま い な 点 が 多 く ， 前記主 張 が 採用 で き な い こ と は

多 言 を 要 し な い と こ ろ で あ る 。 な お ， 高 田 組 の 現代表者 で あ る 原 審証 人・－
mは ， 恒 常 的 な 談 合 が 行 わ れ た こ と を 述べ た 捜査官 に 対 す る 供述調 書 は信用

に 値 し な い 旨 主 張す る が ， 同 調 書 に お け る 供 述 内 容 は ， 前記 北川 ら 多 数 の 関

係 者 の 本 件 刑 事 事件 に お け る 供述 と も 合致す る も の で あ っ て ， 信用 に 値 し ，

前 記 主 張 は採用 で き な い。

( 3 )  落 札率 に よ る 談 合 の 推 定 の 可否

1 50 

補 助 参 加 入 ら は 3 落 札 率 が 9 5 % を 上 回 る こ と を も っ て 談 合 が 推認 で き る

な ど と い う 経験則 は な い 旨 主 張す る 。 平成 1 5 年度 か ら 平成 1 9 年度 ま で に

行 わ れ た 熊 取 町 の 指 名 入 札 に よ る 公 共工事 2 8 9 件 （ 甲 1 2 , 1 3 ） の う ち ，

非組合 業 者 が 予 定価格 の 9 5 % 以 上 で 落 札 し た 工 事 は 多 数存 在す る こ と ， 談

合 が 止 ん だ平成 1 9 年 1 2 月 以 降 に お い て も ， 9 0 % 前 後 の 高 い 落 札 率 の も

の が 4 件 も あ る こ と ， さ ら に ， 全 国 市民 オ ン フ守ズマ ン連絡会議作成の 「 2 0 

0 7 年度 （ 平成 1 9 年度 ） 入札 調 書 の 分析結果 に つ い て の 報 告J に よ る と 3
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2. 大阪高等裁判所の判決

都道府県発 注 工 事 の 落 札 率 は ， 平成 1 4 年度 は 9 5 .  3 % ， 平成 1 5 ' 1 6 

年度 は 9 4 % ， 平成 1 7 年度 は 9 l ,  1 % ， 平成 1 8 ,  1 9 年度 は 8 3 . 5 

% で推移 し て い る こ と ， 平 均 落札 率 9 5 % 以 上 の 都道府県 は ， 平成 1 5 年度

は 4 7 都道府 県 中 2 2 ， 平成 1 6 年 度 は 1 8 に の ぼ っ て お り ， 全 国 統 計 か ら

み て も ， 落札 率 が 異 常 と い う も の で は な い こ と ， 熊 取 町 に 隣接す る 泉佐野市

の 平成 1 5 年度 か ら 平成 1 7 年度 ま での落札率 （ 丙 E 1 ） を み る と ， 高 い落

札率で あ っ た こ と が 分 か る こ と ， そ も そ も ， 入札業者は， 皆 同 じ よ う な積算

資料 （原材料カ タ ロ グや建物物価） と 積算 ソ フ ト を 用 い て 作成 し た 見積書 を

も と に最終的 な 入礼金額 を 決定 し て い る か ら ， 入札者の入札金額が似通 っ て

い る の はむ し ろ 当 然 で あ る こ と な ど を指摘す る 。

し か し ， 熊取町 の 工事 に つ き ， 本件組合加入業者 で は な い者 が 属 す る 入札

に お い て落札率 の 高 い も の が あ る と し て も ， ま た ， 大原住 宅 第 2 期 工事談合

発 覚 後 に お い て も 落札 率 の 高 い も の が あ る と し て も ， こ れ ら も 談 合 に よ る 可

能性 が あ る こ と を 否 定 で き ず （ こ れ ら を 談合 に よ る も の と は認 定 し な い も の

の ， 談 合 の 疑 い を 否 定す る も の で は な い。 ） ， こ れ ら の 存在 を も っ て ， 落 札

率 9 5 % 以 上 の 工 事 が 談 合 に よ る も の と 推認す る こ と を 妨 げ る も の で は な い。

全国平均 等 の 落札 率 に 高 い も の が あ る こ と に つ い て も ， そ の 数値 の 基礎 に は

談合 が 行 われて い る も の も 含 ま れて い る 可能性 も あ り ， 必ず し も 参考 と は な

ら な い。 か え っ て ， 全国市民オ ン ブ、 ズマ ン作成 の 「入札調書の分析結果 に つ

い て の 報告J （ 甲 3 9 な い し 甲 4 8 ） に よ れ ば ， 落札率 9 5 % 以 上 の も の を

「談合 の 疑 い が 強 い J な い し 「極 め て 強いj も の と 分類 し て調査分析 を 行 っ

て お り ， こ の経験則 は 一般化 し て い る も の と 推認 さ れ る （ な お ， 同書証 に よ

れ ば ， 平成 1 7 年 か ら 平成 1 8 年 に かけ て 談 合 の 疑 い が 高 い と さ れ る 落札率

9 5 % 以 上 の 落札 は 5 2 .  5 % か ら 2 5 .  1 % に 半減 し て い る 一方 ， 8 5 %

未満 の 落札 も 2 0 .  7 % か ら 3 7 .  1 % に上昇 し て お り ， そ の こ ろ か ら 談合

に つ い て の 住 民訴訟 が 増 加 傾 向 に あ る こ と と 関 連 し て ， 談 合 率 が 減少 し た こ

1 5  
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判決集

と に よ る も の と 推認 さ れ る 。 ） 。 さ ら に ， 補助参加入 ら は， 積算資料 （原材

料カ タ ロ グや建物物価） と 積算 ソ フ ト を 用 い て 作成 し た 見積書 を も と に最終

的 な入礼金額 を決定 し て い る か ら ， 入札者 の 入札金額が似通 っ て い る の は 当

然で あ る と も 主張す る が ， 前記 の と お り ， 大原住宅第 2 期 工事談合発覚後 は ，

入札価格 に ば ら つ き が 生 じ て い た の で あ り ， 必ず し も 入札金額が似通 う も の

と い う こ と は で き ず ， ま た ， そ も そ も 入札制度 は， 企業努力 を前提に し て 競

争入札 を 行 う 制度 で あ り ， 数値 に ば ら つ き が あ る 方 がむ し ろ 自 然で あ っ て ，

補助 参加 入 ら の 主 張 は採用 で き な い。

(4 ） 落札回数及び落札金額に よ る 談合の推定の 可否

補助 参加入 ら は ， 談合が組織的 ・ 計画的 に 行 われ， 予 め 定 め た順番 に 従 っ

て順次落札 し て い く と い う ノレール が 定 め ら れ て い た の な ら ば ， 落札回数 も 落

札金額 も 均一 にな る はず で あ る が ， 本件 に お い て は ， 本件組合員 の落札回数

( 1 回 ～ 1 3 回） も 落札金額 （ 2 1 0 万 円 か ら 1 億 円 余 ） も 全 く 均一 に な っ

て い な い ， こ の こ と は談合が組織的計画的 に 行 わ れ な か っ た こ と を表す も の

で あ る と 主張す る 。

し か し ， 甲 4 の 5 ・ 7 添付 の 「平成 1 5 ～ 平 成 1 8 年度 熊 取町土木工事

( B ラ ン ク ） 入札結果J に よ れ ば， 概ね規則 的 に割 り 当て が な さ れて お り ，

談合の存在が推認 で き る 。 確 か に ， 落札回数や落札金額 が均一 で は な い と は

認 め ら れ る が ， 会社規模， 受 注意欲， 入会順位等に左右 さ れ ， あ る い は ， 落

札 は し な く と も 落札者 の 下請 に 回 る こ と に よ る メ リ ッ ト を受 け て い る 可能性

も あ り ， 必ず し も 重視す る に値せず， 前記落札 回数や落札金 額 が 異 な る こ と

を も っ て 直 ち に 談合 を否定で き る も の で は な い。 被控訴人 の 前記主張は採用

で き な い。

( 5 ) 当 審 に お け る 補助 参加入北川 の 主 張 に つ い て

1 52 

ア 補助参加入 北川 は ， 本件談合認定工事 に係 る 全工事 1 4 4 件 に つ い て ，

北川 が独立に不法行為 の 要件 を備 え る 程度 に 具体的 に 関 与 し た事実 は認め
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2. 大阪高等裁判所の判決

難 い ， 北川 は組合設 立 当 初J は組合 の 代 表 理事 の 地位 に は な く ， 北川 が 指 示

を し て 談合 シ ス テ ム を 構 築 さ せ た も の で は な い ， 落札予 定業者 は ， 星 取 り

表 を 作成 し て 持 ち 回 り で 決 め ら れ る の で あ っ て ， 北川 が 決 め る の で は な い ，

北川 に 関 連 す る 今勝建設 の 損 害認定額 も 2 3 社 中 9 番 目 に 過 ぎず ， 突 出 し

て い る も の で も な い 旨 主 張す る 。

イ し か し ， 前 記 工事 は い ず れ も 入 札 者 間 で 事 前 に 談 合 が 行 わ れ た こ と が

明 ら か な も の で あ り ， こ れ に 北川 が い か に 関 与 し た かが 問 題 で あ る と こ ろ ，

前記 の と お り ， 北川 は ， 本件刑事事件 に お け る 供述調 書 の 中 で ， 本件組合

が ま さ に 談合 を す る た め の 組織 で あ る こ と ， こ れ ま で恒 常 的 談 合 が 行 わ れ

て き た こ と を 自 認 し て お り ， そ の よ う な 組織 に お い て ， 本 件 談 合認 定工事

が 行 わ れ た期 間 中 ， 本件組合 の 代表理事 の 地位 に あ り ， かっ ， 本件組合 の

預金 口 座 を 独 占 的 に 掌握 し て い た こ と ， 本件組合 に お い て は 定期 的 あ る い

は 臨 時 的 に 理事会や全員協議会 が 聞 かれ て い た と 推認 さ れ る こ と （ 弁 論 の

全趣 旨 ） ， 西尾 は現場説 明 会 に は必ず行 っ て お り ， そ の こ ろ 北J I I と 西尾 と

の 問 で 特 に 車L離 が あ っ た と 認 め る に 足 り る 証拠 は な く ， 北川 が 西尾 を 通 じ

て すべ て の 本件組合加 入 業 者 の 工事 に つ い て 情 報 を 得て い る と み る の が 自

然 で あ る こ と ， 工 事 が 落 札 さ れ た 場合 に は落札金額の 1 % を 落札者か ら 徴

収 す る こ と に な っ て お り ， 全 工事 を 把握 し 得 る 立場 に あ っ た こ と ， 熊 取 町

議会 で組合 の こ と 等 が 問題 と な っ た 場合 は ， 本 件組合員 を 招 集 し て 同議会

の傍聴 に 行 き ， 反 対議員 に 無言 の 圧 力 を か け て い た な ど の 活 動 を 行 っ て お

り ， 本件組合活動 の 中 心 的 存在 と し て ， そ の 業務 に 実質 的 に 深 く 関 与 し ，

大 原 住 宅 第 2 期 工 事 談 合 の 維 持 に も 余念 が な か っ た こ と に 照 ら す と ， 本件

談合認定工事 の す べ て に つ い て 談 合 に よ る 入札 者 と 意思 を 相 通 じ て ， 個別

の 案件 に つ い て も す べ て 談 合 の 維 持 に 影 響 力 を 及 ぼ し て お り ， 共謀 の 意 図

が あ っ た も の と 推認す る の が 相 当 で あ る 。

7 な お ， 株 式 会 社 ク マ ト リ の 関 係 す る 部 分 に つ い て は ， 控 訴 人 か ら 控 訴 は
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な く ， か つ 同 社 が 補助 参 加 す る こ と も な か っ た か ら ， 同 部 分 を 被控訴人 ら

の 不利 益 に 変 更 す る こ と は で き な い 。

8 以上 に よ れ ば ， 本件談合認定工事 に係 る 談合 に よ り ， 熊 取町 は ， 本件相 手方

ら に 対 し ， そ れ ぞれ別紙 2 相 手方一 覧表 の 認 定額欄記載 の 金額 の 損害賠償請求

権 を 有 し て い る と こ ろ ， 控訴人 は ， 大原住宅第 2 期 工事談合 に 関 す る 損害賠償

請 求 を 除 き ， 現 在 ま で本件相手方 ら に対 し て 損 害賠償請 求権 を 行使 し て い な い

の で あ っ て ， そ の 行使 を違法 に 怠 っ て い る と い わ ざ る を得な い。

1 54 

そ う す る と ， 被 控 訴 人 ら の 請 求 は ， 主 文 第 1 項（ 1 ） の 限 度 で 認 容 し ， そ の

余 は 棄 却 す る の が 相 当 で あ る 。 よ っ て ， こ れ と 一 部 異 な る 原 判 決 を 上記 の 趣

旨 に 従 っ て 変更 す る こ と と し ， 主文 の と お り 判 決す る 。

大 阪高等裁判所第 1 1 民事部

裁判長裁判官
一也，＿円lj 坂 光 雄

裁判 官 菊 池 徹

裁判官 遠 藤 俊 郎
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2 大阪高等裁判所の判決

（別紙 1 ) 

当 事 者 目 録

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 野 田 1 丁 目 l 番 1 号

控 訴 人 （ 被 告 ） 育員 取

西

津

原

正 ロ民間mH

町 長

誠

訴訟代理人 弁 護 士

同

中

得

松 市中 幸

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 小 垣 内 三 丁 目 8 番 3 号

控 訴 人 補 助 参 加 入

代 表者代表取締役

大 阪府 泉 佐 野 市 下 瓦屋 3 0 1 番 地

控 訴 人 補 助 参 加 人

代 表 者 代 表 取締役

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 大 久保東一 丁 目 1 番 2 6 号

株 式 会 社 山 本 工 務 店

阪 南 土 木 工 業 株 式 会 社

控 訴 人補 助 参加 入

代 表 者 代表 取締役

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 野 田 一 丁 目 1 1 番 1 0 号

成 公 建 設 株 式 会 社

控 訴 人 補助 参加 人

代 表 者代表 取締役

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町七 山 東 9 0 6 番 地

株 式 会 社 徳、 進 建 設

控 訴 人 補助 参 加 入 株 式 会 社 西 尾 組

代 表 者 代 表 取締役

大 阪 府 泉 南 郡熊 取 町七 山 東 9 1 5 番地

控 訴 人 補助 参加 入 株 式 会 社 西 貫 社

代 表 者 代 表 取締役 西 尾 明 fムロ

1 9  
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1 56 

大 阪府泉南郡熊 取 町玉 門 西 二 丁 目 6 番 1 5 号

控訴人補助参加入 株 式 会 社 山 本 組

代表者代表取締役

大 阪府泉南郡熊 取 町野 田 二丁 目 1 8 番 7 号

控訴人補助参加入 株 式 会 社 中 武 造 園 土 木

代表者代表 取締役

大阪府泉南郡熊 取 町 自 由 が 正 2 丁 目 1 2 番 5 号

控訴人補助参加入 有 薗 土 木 工 業 こ と ・闘闘聞

大 阪府泉南郡熊 取 町 大 久保東二丁 目 6 番 1 7 号

控訴人補助参加人 中 林 建 設 株 式 会 社

代表者代表 取締役

大 阪 市大正 区 鶴 町 三 丁 目 1 7 番 4 号

控訴人補助参加人 中 島 興 業 株 式 会 社

代表者代表取締役

大 阪府 泉 南郡 熊 取 町和 田 二 丁 目 2 0 番 2 0 号

控訴人補助参加人 大 屋 建 設 株 式 会 社

代表者代 表 取 締役

大阪府泉南郡 熊 取 町久保三丁 目 1 5 番 9 号

控訴人補助参加入 株 式 会 社 泉 州 ピ ル ド

代表者代表 取締役

大 阪府 泉 南郡熊 取 町 五 門 西 二 丁 目 6 番 1 5 号

控訴人補助参加入 有 限 会 社 ヤ マ シ ン

代表者 代 表 取 締役

大阪府泉南郡熊取町七 山 北 2 1 4 番 地 の 1

控訴人補助参加人 株 式 会 社 鳥 山 建 設

代表者代 表 取締役
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2 大阪高等裁判所の判決

大 阪府泉 南郡熊取町大久保 中 二 丁 目 1 0 番 5 号

控訴 人補助参加 入

代表者代表 取 締役

川 勝 土 木 建 材 株 式 会 社

大 阪府 泉 南郡熊 取 町五 円 西 4 丁 目 7 8 8 番 地 の 6

控 訴 人補助参加入 西 尾 明 治

大 阪府泉 南 郡 熊 取 町大久保 中 五丁 目 8 5 6 番 地 の 3

控訴人補助 参 加 入 日 南 建 設 株 式 会 社

代表者代表取 締役

上記 1 8名訴訟代理人弁護士 甲 閃 通 日吉

同 沙 々 木 H主

同 藤 本 裕 己 久

同 長 回 知1 恵

同 財 家 庄 司

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 大久 保 中 三 丁 目 8 番 1 号

控 訴 人 補 助 参 加 入 今 勝 建 設 株 式 会 社

代表者代表取締役 北 ) 1 1  彦

同 所

控 訴 人補助参加入 北 ) 1 1  彦

上記 2名訴訟代理人弁護士 井 上 良日

同 井 上 健 策

大 阪府 泉 南郡熊 取 町小垣 内 二 丁 目 8 4 1 番 地 の 4

控訴人補助参加人 株 式 会 社 阪 南 工 務 店

代表者代 表 取 締役

訴訟代理人弁護士 谷 英 樹
同 中 tJ・ ち と ーせ

大 阪府 泉 南 郡 熊 取 町 野 田 一 丁 目 2 0 番 2 0 号

2 1  
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控訴人補助参加入 株 式 会 社 高 田 弁;El

代表者代表取締役

訴訟代理人弁護士 太 国 小 夜 子

大 阪府泉南郡熊 取 町玉門東 4 - 5 - 4

控訴人補助参加入

訴訟代理人弁護士 イ主 伯 良 宇治

大 阪府泉南郡熊取町青葉台 一 丁 目 6 番 2 2 号

控訴人補助参加 人 株 式 会 社 ワ ー ル ド

代表者代表取締役

訴訟代理人弁護士 藤 木 達 自日

大 阪府泉南郡熊取町大久保南 5 丁 目 1 番 2 3 号

被控訴人 （原告） 大 浦 正 義
大 阪府泉南郡熊取町新野 田 1 丁 目 1 7 番 1 7 号

被控訴人 （原告） 首εョ 我 兼 嗣
大 阪府泉南郡熊 取 町新野 田 1 丁 目 5 番 1 0 号

被控訴人 （原告） 町 田 克 フE

大 阪府泉南郡熊 取町桜ケ丘 2 丁 目 1 3 番 1 号

被控訴人 （原告） 柏 野 隆

上 記 4 名 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 畠 田 健 f台

同 横 山 精

同 方フに不 雄

同 古 本 同リ 之
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2. 大阪高等裁判所の判決

（別紙2) 相手方一覧表 （ 円 ）
相 手方 i略称 請求額 認定額

i 今勝建設株式会社 今勝建設 39.  637 .  5 0 0  1 5, 933 ,  7 50  

2 株式会社山 本工務店 山本工務店 48, 7 20, 0 0 0  1 8. 7 1 1 , 0 0 0  

3 株式会社高 田 組 高 田組 8 8, 882 .  5 0 0  4 1 . 9 1 0, 7 5 0  

4 阪南土木工業株式会社 阪商土木工業 34, 9 6 5 ,  0 00  1 3. 492, 500  

5 成公建設株式会社 成公建設 l I. 956 ,  3 5 0  5 ,  0 64. 1 5 0  

6 株式会社徳進建設 穂進建設 90, 709 ,  5 0 0  4 8 ,  1 93, 9 5 0  

7 株式会社 ワ ール ド ワ ール ド 2. 1 00 ,  0 0 0  I .  050, 000 

8 株式会社西尾組 西尾組 1 0 6, 1 5 5 , 000  5 3, 2 6 6, 500 

9 株式会社西貫社 西貫社 54, 9 1 5 , 0 00  2 2. 9 3 2, 000  

1 0  株式会社山本組 山本組 37, 905 ,  000  1 3. 3 5 6 , 000 

1 1  日 南建設株式会社 日 南建設 5 1 . 534, 000  1 8. 677 ,  400  

1 2  株式会社中 武造 園土木 中武造国土木 2 6, 040, 0 00  3 ,  8 5 3, 5 00  

1 3  有薗土木工業 と と 有薗土木工業 20, 874, 000  6 ,  990, 900 

14  中林建設株式会社 中林建設 70, 990, 500  4 2. l l O, 250  

1 5  中 島興業株式会社 中 島興業 47. 07 1 ,  500 2 I .  3 3 6, 000 

1 6  大屋建設株式会社 大屋建設 1 5, 6 5 5, 500  6 ,  3 27. 300 

17 株式会社泉州 ピル ド 泉州 ピル ド 2 0; 3 07. 000  7, 7 1 7, 500 

1 8  有限会社ヤ マ シ ン ヤマ シ ン 1 6. 5 3 7, - 500  5, 370, 750 

1 9  株式会社鳥 山建設 鳥 山 建設 1 7. 902, 500  . 6, 1 74. 000 

20 楠 プ ラ ン ン グ こ と 繍プラ ン ン グ 1 4. 645, 400 5. 300, 400 

2 1  株式会社ク マ ト リ ク マ ト リ 1 7, 24 1 .  000  9 ,  599 , 625  

22  川 勝土木建材株式会社 川 勝土木建材 I I .  592 ,  000 4 ,  1 6 8, 500  

23 株式会社阪商工務店 阪商工務店 1 3. 503,  000  3 .  2 1 3. 000  
（小計） 8 5 9, 839, 7 5 0  37 4 .  7 49. 7 2 5  

2 4  北Jl l 一彦 北} I I 5 0, 000.  000  5 0, 000 .  000  

2 5 西尾明治 西尾 40, 000, 000 40,  0 00, 000 

).j 
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（別紙3) 平成1 5年から 1 9年 1 0 月 まで工事一 覧表 （ 円 ）

I 業者名 ｜ 契約日 一一



雪 l年

（別紙3) 平成1 5年から 1 9年 1 0 月 まで工事一覧表 （ 円 ）



（別紙3) 平 成 1 5年か ら 1 9年 1 0 月 まで工事一覧表 （ 円 ）
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相手方知l工事一覧表
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甲33号笹の1 談合が『見える』入礼状況
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見える餓合工事1 57件の入札状況 甲33号艇の1 政合が『見える』入礼状況
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見える餓合工事1 57件の入礼状況 甲 33号笹の1
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見える餓合工事157件の入札状況 甲33号症の1 飯合が『見える」入札状況
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見える餓合工事1 57件の入礼状況
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甲 26号証 平成1 9年度の談合発覚後， 1 2月 と1 月 の 入札資料
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＠ 裁判長
認 印

（決定）書調
ロ
方
ロ
方

。5 3 第
第

平 成 2 5 年 （ 行 ツ ）
平 成 2 5 年 （ 行 ヒ ）

方て表の件事
7 6 3 

日7 1 月2 1 年5 2 平 成日炉＆司．疋決

廷
春

子

彦

郎

祥

法

代．
正

喜

剛

逸

道

第所HHHHe

 

虫十

橋

部

谷

田

内

裁高

大

岡

大

寺

木

最所
裁 判 長 裁 判 官

裁 判 官
裁 判 官
裁 判 官
裁 判 官

判裁

別紙 当 事者 目 録記載の と お り

大阪高等裁判所平成 2 4 年 （行 コ ） 第1 0 1 号 （平成 2 5
年 5 月 1- 0 日判決）

等

原 判 決 の 表 示

者事当

裁判 官全員一致の意見で， 次 の と お り 決定。
第 1 主文

1 本件上告 を棄却す る 。
2 本件 を上告審 と して受理 し な い。
3 上告費用 及び申 立費用 は上告人兼 申 立人 の負担 と す る 。

第 2 理 由
1 上告 に つ い て

民事事件 に つ い て最高裁判所 に 上告 を す る こ と が許 さ れ る の は， 民訴法 3
1 2 条 1 項文は 2 項所定の場合に 限 ら れ る と こ ろ ， 本件上告理 由 は， 理 由 の

不備 ・ 食違い を い う が， そ の実質は事実誤認 を 主張する も の で あ っ て ， 明 ら
かに 上記各項 に規定す る 事 由 に該当 し な い。

2 上告受理申 立 て につい て

本件 申 立て の理 由 に よ れ ば， 本件は ， 民訴法 3 1 8 条 1 項に よ り 受理すべ
き も の と は認め ら れな い。

平成 2 5 年 1 2 月 1 7 日
最高裁判所第三小法廷

裁判所書記官 高 英 ＠博屋

1 8 1  
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判決集

誠
ほか県

組田

西

正

高十L
ょっAi

録

熊 取 町長 中

得 津
株 式 会

目者事

太 田 小 夜 子
株 式 会 社 山 本 工 務 店

阪 南 土 木 工 業 株 式 会 社

社設 株 式 会成 公 建

設建進株 式 会 社 徳

子且尾西社i』ヨミ式トド
，＋b叫・

社
治
組

貫西
明
山

ネ土会
尾
会

式株
西
株 本社式

株 式 会 社 中 武 造 国 土 木

式 会 社株設中 林 建

社島 興 業 株 式 会hμl

 

rs

 LL

 

A，々ιv
A Zミ建 設 株 式大 屋

株 式 会 社 泉 州 ビ ル ド

ソ ノマ限 会 社 ヤ有

山 建 設株 式 会 社 鳥

川 勝 土 木 建 材 株 式 会 社

西 尾 明 治
日 南 建 設 株 式 会 社

ヒ 告 人 兼 申 立 人

間 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

同 補 助 参 加 入

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 入

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 入

同 代 表 者 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 人

同 補 助 参 加 入

同 代 表 者 代 表 取 締 役

当

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  
1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  
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3 最高裁判所の決定

ほか甲 田 通 昭
今 勝 建 設 株 式 会 社
北 川 ｜ 一 彦

北 川 ｜ 一 彦

井 上 健 策

株 式 会 社 阪 商 工 務 店
ほか

ドjレワ株 式 会 社

1 83 
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隆

健

浦
我
田
野
田

大
曽
町
粕
畠

- 3 -

上記 1 8 名 訴訟代理人 弁護士

同 補 助 参 加 入

同 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 入

上 記 両 名 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

同 補 助 参 加 人

間 代 表 者 代 表 取 締 役

同 補 助 参 加 入

同 補 助 参 加 人

同 代 表 者 代 表 取 締 役

被 上 告 人 兼 相 手 方

被 上 告 人 兼 相 手 方

被 上 告 人 兼 相 手 方

被 上 告 人 兼 相 手 方

上 記 4 名 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

2 1  

22 

23 

24 
25 

fo
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n百

円y

勺L

勺ム

勺ん

勺ん



H ヤ 6 0 0 - Z l 緩思議

こ れ は 正 本 で主あ… る 。

1 2 月 1 7 日

裁判所書記官

最高裁 1 2 ・ 0 0 9 4 1 7



住民訴訟の弁護士報酬訴訟
大阪地方裁判所の判決 （確定）
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平成 2 7 年 9 月 3 日 判 決 言 渡 同 日 原本交付 裁判所書記官

平成 2 6 年 （行 ウ ） 第 5 1 号 弁 護 士 報 酬 請 求 事件

口 頭弁論終結 日 平成 2 7 年 5 月 2 8 日

判 決
大 阪府泉南郡熊 取 町大久保南 5 丁 目 1 番 2 3 号

原 告 大 f甫 正 ’ 義

大 阪府 泉 南郡熊 取 町新野 田 1 丁 目 1 7 番 1 7 号

原 告 曽 我 兼 嗣
大 阪府泉南郡熊 取 町新野 田 1 丁 目 5 番 1 0 号

原 告 町 田 克 フE

大 阪府泉南郡熊 取 町桜 が 丘 2 丁 目 1 3 番 1 号

原 止ロと 柏 野 隆

原 告 ら 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 畠 田 健 1台

同 横 山 精

同 森 信 雄

同 古 本 関lj 之
大 阪府 泉 南郡熊 取 町野 田 1 丁 目 1 番 1 号

被 告 熊 取 町

同 イt 表 者 町 長 中 西 誠

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 f尋 津 正 J配， 、 、、

同 松 原 伸 幸

主 文

1 被告 は ， 原告 ら 各 自 に 対 し ， 2 1 0 0 万 円 及 び こ れ に 対す る 平成 2 6 年

1 月 1 0 日 か ら 支 払 済 み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員 を 支 払 え。

2 原告 ら の そ の 余 の 請 求 を 棄却 す る 。

3 訴訟費用 は ， こ れ を 5 分 し ， そ の 2 を 原告 ら の 負 担 と じ ， そ の 余 は被告

’EA

 1 87 



判決集

の 負 担 と す る 。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

被告 は ， 原告 ら 各 自 に 対 し ， 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円 及び こ れ に 対す る 平成 2

6 年 1 月 1 0 日 か ら 支払 済 み ま で年 5 分の割合に よ る 金員を 支払 え。

第 2 事案 の概要

本件は， 被告 で あ る 熊取 町 の 住民で あ る 原告 ら が ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2

第 1 項 4 号 に 基づ き ， 熊取町長 に 対 し て損害賠償請求の義務付 け を 求 め て提起

し た住 民訴訟 （ 以 下 「本件住民訴訟j と い う 。 ） に お い て 一 部勝訴 し た た め ，

同 条 1 2 項 に基づ き ， 本件住民訴訟 に つ い て 委任 を 受 け た弁護士 ら （ 以 下 「本

件受任弁護 士 ら J と い う 。 ） に支払 う べ き 報酬額の範 囲 内 で相 当 と 認 め ら れ る

額 （以 下 「弁護士報酬相 当 額J と い う 。 ） と し て ， 被告 に 対 し ， 原告 ら 各 自 に

対 し ， 不可分債権 と し て 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円 及び これに対す る 平成 2 6 年 1

月 1 0 日 か ら 支払 済 み ま で民法所定の年 5 分 の割合 に よ る 遅延損害金 の支払 を

求 め る 事案 で あ る 。

1 前提事実 （ 当 事者 聞 に 争い の な い事実 の ほ か ， 各項掲記 の証拠 （以 下 ， 枝番

の あ る も の は特記 な き 限 り 枝番 を 全て含む。 ） 等 に よ り 容易 に認定す る こ と が

で き る 事実及び当裁判所に顕著な事実）

( 1 ） 原 告 ら

原告 ら は ， いずれ も 熊 取町の 住 民 で あ る 。

( 2 )  本件住 民訴訟 の 提起

ア 原告 ら は ， 本件受任弁護士 ら （ な お ， 原告 ら 訴訟代理人 弁護士 ら と 同 一

で あ る 。 ） に 訴訟委任 を 行 い （ 以 下 ， 問訴訟委任 に係 る 委任契約 を 「本件

委任契約J と い う 。 ） ， 平成 2 1 年 5 月 2 8 日 ， 熊取町の執行機 関 で あ る

熊 取 町長 を 被告 と し て ， 別 紙 1 相 手方一覧表 （ 以 下 ， 単 に 「 相 手方 一 覧

表J と い う 。 ） の 「相 手方」 欄記載の各相手方 （ な お ， 各 相 手方 を 個 別 に

q＆
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表 記す る 場合 に は ， 同 表 に 記載 さ れ た 略称 を 用 い る 。 ） に 対 し ， そ れ ぞれ
同 表 の 「請求額」 欄記 載 の 各金額及 び こ れ に 対す る 平成 2 1 年 6 月 6 日 か

ら 支 払 済 み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員 を 熊 取 町 （被告） に 支 払 う よ う 請

求す る こ と の 義務付 け を 求 め て ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 項 4 号本文

に 定 め る 本件住民訴訟 （ 当 庁 平成 2 1 年 （行 ウ ） 第 9 9 号） を提起 し た。

な お ， 同 表 の 「 相 手 方 」 欄記載 の 各相 手方 の う ち ， ワ ー ノレ ド ， 補 プ ラ ン ニ

ン グ及 び ク マ ト リ を 除 く 2 2 者が ， そ れぞれ 自 己 関係 分 に 関 す る 訴訟 に つ

き 被告 に 補 助 参加 し た 。 （ 甲 1 ' 4 )  

本件住 民訴訟 の 第一審裁判所 は ， 平成 2 4 年 6 月 8 日 ， 熊 取 町長 （本件

住 民訴訟被告） に ， 相 手方 一 覧 表 の I相 手方」 欄記載 の 各 相 手方 に 対 し ，

そ れぞれ 同 表 の 「認定額 （ 第 一 審） J 欄記載の 金額及び こ れ に 対す る 平成

2 1 年 6 月 6 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金員 を 熊 取 町 （被

告 ） に 支 払 う よ う 請 求 す る こ と を 義 務 付 け る 内 容 の 一 部 認 容 判 決 を し た

（ 甲 1 ） 。

イ 上記 ア に お い て 熊 取 町長 （本件住民訴訟被告 ） に 補助 参加 し て い た者 は ，

上記 ア の 第 一 審判 決 の 控訴人 で あ る 熊 取 町長 の 敗訴部分 を 不服 と し て ， そ

れ ぞれ 自 己 関係 分 に つ い て 熊 取町長の た め に 控訴 し （ 大 阪 高 等裁判所平成

2 4 年 （行 コ ） 第 1 0 1 号） ， さ ら に ， ワ ール ド及 び楠 プ ラ ン ニ ン グ が 熊

取 町長 （本件住民訴訟控訴人） に 補 助 参加 し ， そ れ ぞれ 自 己 関係 分 に つ い

て控訴人敗訴部 分 の 取 消 し 及 び取 消 部 分 に 係 る 被控訴人 ら （本件住 民訴訟

第一審原 告 ら ） の 請 求 棄却 の 判 決 を 求 め た （ 甲 2 ） 。

本件住 民訴訟 の 控訴審裁判所 は ， 上記 ア の 第 一 審 判 決 を 変 更 し ， 熊 取 町

長 （本件住 民 訴 訟 控 訴 人 ） は ， 相 手方 一 覧 表 の 「 相 手方」 欄 記 載 の 各 相 手

方 に 対 し ， そ れ ぞれ 同 表 の 「認定額 （控訴審） J 欄記載 の 金 額及 び こ れ に

対す る 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支 払 済 み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員 を 熊

取 町 （被告） に 支払 う よ う 請求 す る こ と を 義務付 け る 内 容 の 一 部認容判決

- 3 -
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（ 以 下 「本件控訴審判決j と い う 。 ） を し た （ 甲 2 ） 。

ウ 本件控訴審判 決 を 不服 と す る 控訴人補助参加入 ら は ， 上告 を提起す る と

と も に 上告受理 申 立 て を し た （最高裁判所平成 2 5 年 （行 ツ ） 第 3 5 0 号

な い し 第 3 5 2 号， 同年 （行 ヒ ） 第 3 6 7 号 な い し第 3 6 9 号） と こ ろ ，

最高裁判所 は ， 同 年 1 2 月 1 7 日 ， 各上告 を 棄却す る と と も に ， い ずれ も

上告審 と し て 受理 し な い 旨 の 決定 を し た （ 甲 3 ， 弁論 の 全趣 旨 ） 。

(3 ） 原告 ら に よ る 弁護士報酬の請求

原告 ら は ， 平成 2 5 年 1 2 月 2 6 日 ， 被告 に対 し ， 本件住民訴訟 に係 る 弁

護 士報酬相 当 額 と し て ， 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円 （消費税 を含 む。 ） を 1 4 日

以 内 に 支払 う よ う 請求 し た （ 甲 7 ） 。

( 4 )  日 本弁護士連合会 に お い て 従前定 め ら れて い た 報酬等基準規程 （ 甲 3 3 )  

1 90 

日 本弁護士連合会 に お い て は ， 従前， 報酬等基準規程 （平成 7 年 9 月 1 1 
日 会規第 3 8 号。 以 下 「 旧 報酬規程j と い う 。 ） を 定 め て い た （ な お ， 旧 報

酬規程 は ， 平成 1 6 年 4 月 1 日 に廃止 さ れ， 以後 ， 弁護士報酬が 自 由 化 さ れ

た （弁論 の 全趣 旨 ） 。 ） 。 旧 報酬規程 に は ， 本件 に 関係す る 部分 と し て ， 以

下 の 定 め が あ る 。

ア 弁護士報酬 は ， 法律相 談料， 書面 に よ る 鑑定料， 着手金， 報酬金， 手数

料， 顧問料及 び 日 当 と す る 。 こ れ ら の う ち ， 着手金 と は， 事件又 は法律事

務 （以 下 「 事件等」 と い う 。 ） の性質上， 委任事務処理の結果 に成功不成

功 が あ る も の に つ い て ， そ の結果 の い かん に かかわ ら ず受任時 に受 け る べ

き 委任事務処理 の 対価 を い れ ま た ， 報酬金 と は ， 事件等 の性質上， 委任

事務処理 の結果に成功不成功 が あ る も の に つ い て ， そ の成功 の程度 に応 じ

て 受 け る 委任事務処理の対価 を い う 。 ( 3 条）

イ 弁護 士報 酬 は ， 1 件 ご と に 定 め る も の と し ， 裁判上 の 事件 は審級 ご と に ，

裁判外 の 事件等 は 当 初依頼 を 受 け た事務の範囲 を も っ て ， 1 件 と す る 。 た

だ し ， 旧 報酬規程第三章第 1 節 に お い て ， 同 一弁護士が 引 き 続 き 上訴審 を
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受 任 し た と き の 報 酬 金 に つ い て は ， 特 に 定 め の な い 限 り ， 最終審 の 報酬金

の み を 受 け る 。 ( 5 条 1 項 ）

ウ 旧 報 酬規程 に 定 め る 額 は ， 消 費 税 法 に 基 づ き ， 弁護 士 の 役 務 に 対 し て 課

せ ら れ る 消 費税 の 額 に 相 当 す る 額 を 含 ま な い （ 1 0 条 ） 。

エ 民事事件 の 着手金及 び報酬金 に つ い て は ， 旧 報 酬規程 に 特 に 定 め の な い

限 り ， 着 手 金 は事件等 の 対 象 の 経済的利益 の 額 を ， 報 酬 金 は 委任事務処理

に よ り 確保 し た 経 済 的 利 益 の 額 を そ れぞれ基準 と し て 算 定す る （ 1 3 条） 。

オ 上記 エ の 経済 的 利 益 の 額 は ， 旧 報酬規程 に 特 に 定 め の な い 限 り ， 金銭債

権 は債権総額 （利息及 び遅延 損 害金 を 含 む 。 ） と し ， 継続的給付債 権 は 債

権総額 の 1 0 分 の 7 の 額 （ た だ し ， 期 間 不 定 の も の は 7 年分 の 額） と し て

算 定す る （ 1 4 条 1 項 1 号 ， 3 号） 。

カ 訴訟 事件 ， 非訟 事件 ， 家事 審判 事件 ， 行政審判 等事件及 び仲裁事件 の着

手金及 び報酬 金 は ， 旧 報 酬 規 程 に 特 に 定 め の な い 限 り ， 経 済 的 利 益 の 額 を

基 準 と し て ， そ れ ぞれ次 の と お り 算 定す る （ 1 7 条 1 項） 。

経済的利 益 の 額 着 手 金 報酬金

3 0 0 万 円 以 下 の 部 分 8 % 1 6 %  

3 0 0 万 円 を 超 え 3 0 0 0 万 円 以 下 の 部 分 5 % 1 0 %  

3 0 0  0 万 円 を 超 え 3 億 円 以 下 の部 分 3 % 6 % 

3 億 円 を 超 え る 部分 2 %  4 % 

キ 上記カ の 着 手金及 び報酬金 は ， 事件 の 内 容 に よ り ， 3 0 % の 範 囲 内 で増

減額す る こ と が で き る （ 1 7 条 2 項） 。

ク 民事事件 に つ き 同 一 弁護 士 が 引 き 続 き 上 訴事件 を 受任 す る と き は ， 上記

カ ， キ に か か わ ら ず ， 着 手 金 を 適 正 妥 当 な 範 囲 内 で減額す る こ と が で き る

( 1 7 条 3 項） 。

2 争点及 び こ れ に つ い て の 当 事者 の 主 張

本 件 の 主 た る 争点 は ， 本件住 民 訴訟 に お い て 一 部勝訴 し た こ と を 理 由 と し て ，

戸hu
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原告 ら が ， 本件受任弁護士 ら に対 し て支払 う べ き 報酬額の範囲 内 で， 地方 自 治

法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項 に基づ き ， 被告 に対 し て 支払 を請求す る こ と の で き る

「相 当 と 認 め ら れ る 額 J （弁護 士報酬相 当 額） が い く ら かで あ る 。 こ の争点 に
つ い て の 当 事者 の 主張 は ， 以下 の と お り で あ る 。

（原告 ら の 主張）

( 1 ) 原告 ら は ， 本件受任弁護士 ら と の 聞 で ， 本件住 民訴訟 に 先 立 ち ， 住 民側 の

勝訴が確定 し た場合に は ， 判決で認容 さ れた損害賠償請 求 を 義務付 け る 額の

元本額 を 経済的利益 と し て ， 旧 報酬規程に よ り ， 着手金， 報酬金及び こ れ ら

に対す る 消 費税額 を支払 う こ と と す る 合意 を した。 本件住 民訴訟 において認

容 さ れ た 損害賠償金元金 は 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 で あ る か ら ， 旧 報酬規

程を適用 す る と ， 着手金 1 1 1 8 万 4 9 9 4 円 ， 報酬金 2 2 3 6 万 9 9 8 9 

円 ， 消費税 1 6 7 万 7 7 4 9 円 と な り ， こ れ ら の 合計額は 3 5 2 3 万 2 7 3 

2 円 と な る 。

( 2 ）ア例 最高裁判 所平成 1 9 年 （受） 第 2 0 6 9 号同 2 1 年 4 月 2 3 日 第一小

法 廷判 決 ・ 民 集 6 3 巻 4 号 7 0 3 頁 （ 以 下 「 平 成 2 1 年 判 決 」 と い

う 。 ） は ， 「相 当 と 認 め ら れ る 額J に つ い て ， 住 民訴訟 に お い て 住民か

ら 訴訟 委任 を 受 け た 弁護士 が 当 該訴訟 の た め に 行 っ た 活 動 の 対価 と し て

必要かっ 十 分 な 程度 と し て 社会通念上適正妥 当 な額を い う と し ， そ の 具

体的 な 額 は ， 当 該訴訟 に お け る 事案の難易 ， 弁護士が 要 し た 労力 の 程度

及 び時 間 ， 認容 さ れた額， 判決の結果普通地方公共 団 体が 回 収 し た額 ，

住民訴訟 の 性格そ の他諸般の 事情 を総合的 に勘案 し て 定 め ら れ る べ き も

の で あ る と し て い る 。

付） そ し て ， 最高裁判所平成 2 1 年 （受） 第 1 4 0 8 号同 2 3 年 9 月 8 日

第 一 小 法 廷 判 決 ・ 裁判集 民事 2 3 7 号 3 1 1 頁 （ 以 下 「 平成 2 3 年判

決J と い う 。 ） に 照 ら せば， 普通地方公共 団 体 が 回 収 し た 額 を 考慮す る

に 当 た っ て は ， 実際 の 回収額か ら 一定額 の 拠出 を控除す4 き で な い こ と

且U
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に な る か ら ， 被告 が 主 張す る よ う に ， 回 収 し た 額 か ら 回 収 に 要 し た 経 費

を 差 し 引 く 扱 い を す る こ と は 失 当 で あ る 。 こ の こ と は ， 本 件住 民訴訟 に

対応 し た 熊 取 町長 の 代理人 弁 護 士 及 び 被 告 の 職員 の 人 件費 （ い わ ゆ る 第

2 次 訴 訟 を 含 む 。 ） ， さ ら に 債権 回 収 に 要 し た 費 用 に つ い て も 同 様 で あ

り ， 上 記 回 収 し た 額 の 考慮 に 当 た っ て は こ れ ら の 費 用 は 差 し 引 かれ る べ

き も の で は な い 。 ま た ， 国 庫補助金 の 返 還額 に つ い て も 回 収 し た 額 と し

て 考 慮 すべ き も の に 当 た ら な い 。

第 2 次 訴 訟 に お い て ， 被告 と 談合業者 と の 間 で 分割弁済 の 裁判 上 の 和

解 が 成 立 し た 部 分 に つ い て は ， 長期分割弁済 の 裁判 上 の 和 解 を 行 う 場 合 ，

当 初 か ら 実現不 可 能 な 和 解 を 行 う こ と な ど あ り 得ず ， 一括弁 済 は で き な

い も の の 長 期 分割 を す る こ と に よ り 営 業 を継続 し な が ら 完済 を す る こ と

が 可 能 で あ る と い う 一 定 の 予 測 の 下 に 合意 さ れ る も の で あ る か ら ， 和 解

に よ り 確認 さ れ た 損 害賠償債務 の 全額 が 上記 回 収 し た 額 と し て 考慮 さ れ

る べ き で あ る 。 仮 に 現 時点 で和 解 の 実 現 が 危ぶ ま れ る よ う な 状況 が 生 じ

て い る と すれ ば ， 和解案検討 に 当 た り ， 被告側 の 故意過 失 に よ り 審査 を

誤 っ た も の で あ っ て ， 被 告 の 財産で あ る 債権 管 理 を 怠 っ た こ と を い う に

す ぎ な い 。 こ の 点 を 措 い て 仮 に 将来 の 支 払 不 能 リ ス ク を 考慮 し た と し て

も ， 旧 報 酬規程 で は ， 継続 的 給 付債 権 の 場合 に そ の 債 権 総額 の 7 割 を 経

済 的 利 益 の 額 と し て 算 定す る こ と と さ れ て い る か ら （ 1 4 条 3 号） ， こ

れ に よ り 少 な く と も 元 本 部 分 の 7 割 は 回 収額 と し て 報 酬算 定 の 基礎 と す

べ き で あ る 。

な お ， 遅延損 害金 に つ い て も ， 上記 回 収 し た 額 に含 ま れ る 。

（ワ） ま た ， 平成 2 1 年判 決 に い う f 住 民 訴 訟 の 性格j に つ い て ， 同 判 決 は

そ の 具 体 的 内 容 を 示 し て い な い が ， 住 民 訴訟 の 目 的 が 原 告 の 個 人 的利 益

を 追 及 す る も の で は な く ， 公 の 利 益 に 資 す る た め の も の で あ る こ と か ら

すれ ば ， 原 告 個 人 に は 何 ら の 個 人 的利 益 は入 ら な い の で あ る か ら ， 約 定
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さ れ た 弁護 士 費 用 の 大 半 は公 の 費用 に お い て 賄 われ る べ き で あ る 。

被告 は ， 住 民訴訟 の 目 的が住民全体の た め に 地方公共 団 体 の 財務会計

上の行為 を 正す こ と に あ る と し て ， 住民訴訟 の 弁護士報酬相 当 額に つ い

て も 旧 報酬規程か ら 5 0 %程度減額 さ れ る べ き で あ る と 主張す る が ， 住

民訴訟 の 目 的 の 一 つ が違法な財務会計行為 の 是正 に あ る と し て も ， それ

に と ど ま ら ず地方公共団 体が被 っ た損 害 の 回 復 と い う 目 的 も 含 ま れてお

り ， 本件住民訴訟 は， 本来熊取町長 が提起 し な け れ ば な ら な かっ た訴訟

を 原告 ら が こ れ に 代 わ っ て行っ た も の にす ぎ な い か ら ， こ れ を行っ た こ

と に よ り 弁護 土 に 対 し て 支払われ る 報酬が減額 さ れ る べ き も の で は な い

し ， 違法 な財務会計行為 の 是正 に よ り ， 地方公共 団 体の コ ン ブ ラ イ ア ン

ス が 向 上 す る 以上 ， 弁護士に対 し て 支払 われ る 報酬 を減額す る 理 由 はな

い 。 加 え て ， 住 民訴訟 に お い て は， 住 民 が 弁護 士 に 対 し て 高額 な着手金

を 支払 う こ と が で き る 例 は少 な く ， 弁護 士 に お い て も ， 住 民 の 経済的事

情 を 理解 し て 低廉 な 着 手金 で受任 し て 訴 訟 追行 し て い る の で あ っ て ， こ

の よ う な 活動 に 対 し て 正当 な 報 酬 が 確保 さ れ な け れ ば ， 訴訟 を受任す る

弁護士が い な く な り ， 住 民 に 与 え ら れ た 監査請求， 住 民訴訟 を提起す る

権利 を 実質的 に 奪 う こ と に な る 。

イ 本件住 民訴訟 の 経過

開 平成 1 9 年 1 0 月 下旬頃， 新聞報道 に よ り 被告 の 町営住宅 で あ る 大原

住宅第 2 期 工事 （以下 「第 2 期 工事J と い う 。 ） の談合が発覚 し ， 熊取

町建設業協同組合 （以下 「組合J と い う 。 ） 幹部 と 今勝建設 の 代表者 ら

4 名 が 同 年 1 1 月 に入札妨害被告事件 （ 以 下 「 関連入札妨害事件J と い

う 。 ） に よ り 起訴 さ れ， 平成 2 0 年 3 月 に言い渡 さ れ た 今勝建設 の代表

者 ら に 対 す る 刑 事事件判 決 に お いて ， 組合主導 の 下 で ， 第 2 期 工事だ け

で な く ， 長年 に わ た り 恒常的 に 談合が存在 し た 旨 の事実が寵定 さ れた。

（イ） 原告大浦正義 は ， 被告が 談合業者 に対す る 損害賠償請求訴訟 を 提起 し
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な か っ た こ ど か ら ， 刑 事確定訴訟記録法 に 基 づ い て 関連入札妨害事件 の
記 録 の 一 部 を 入 手 し ， さ ら に ， 原告 ら は ， 平成 2 1 年 3 月 ， 住 民監査請

求 を 行 っ た 。

（ウ） 原 告 ら は ， 住 民監査請 求 が 棄却 さ れ た こ と を 受 け て ， 本件受任弁護 士

ら に 住 民訴訟 の 受任 を 打診 し ， 関連入札妨害事件 の 事件記録 の 一部及 び
住 民監査請求 に 用 い た 資 料 を 提供 し て 検討 さ れ た 結果 ， 本件受任弁護士

ら を 代理人 と し て ， 平成 1 5 年度 か ら 平成 1 9 年度 ま で の 被告 の 建設 工

事 の 中 か ら 明 ら か に 談 合 で あ る と 考 え ら れ る 1 5 7 件 の 公共 工 事 （ 以 下

「本件請求対象工事j と い う 。 ） に つ い て ， 建 設 業者 ら 2 3 業者 ， 組合

の 理 事 の 職 に あ っ た者 2 名 及 び組合 を 請 求 の 相 手方 と す る 履行請求訴訟

（本件住民訴訟） を 提起 し た 。

本件住民訴訟 の被告で あ っ た 熊 取 町長 は談合 が あ っ た こ と に つ い て は

不知 と す る 答弁 を し ， 熊 取 町長 が請求 の 相 手方 で あ る 2 3 業者， 組合 の

理 事 の 職 に あ っ た者 2 名 及 び組合 に 訴訟告知 を 行 っ た と こ ろ ， ヲ ー ル ド ，

楠 プ ラ ン ニ ン グ ， ク マ ト リ 以外 は ， いずれ も 訴訟代理人 を 選任 し た 上 で ，

熊 取 町長 （本件住民訴訟被告） に補助参加 し ， 談合行為 を 否認す る 旨 の

答 弁 を 行 っ た 。

そ こ で ， 原告 ら （ 本件受任弁護士 ら ） は ， 関 連入札妨害事件 の 事件記

録 を 入 手すべ く ， 文書送付嘱託 の 申 出 等 を 行 い ， ま た ， 先行 し て 訴訟係

属 し て い た 今 勝建 設 の 被告 に 対す る 第 2 期 工 事 に 係 る 請負代金請求訴訟

（ 以 下 「 別 件 民事訴訟 J と い う 。 ） の 証拠 の 中 に ， チ ャ ン ピ オ ン 以外 の

業者 の入札金額 の 決 め 方 に つ い て言及 し た 成公建設代表者 の 検 察 官 に 対

す る 供述調 書 が 存 し た こ と か ら ， こ れ を 参 考 と し て ， 入 手 し た 関連入札

妨害事件 の 事件記録等 を 精 査 し ， 分析 を 重 ね ， 本件請求対象工事 の う ち ，

「 談合 し て い る こ と が 見 え 見 え な 金額j の 公 共 工 事 の 入 札 3 6 件 ， 「 見

え 見 え J に な ら な い よ う に 少 し 工夫 さ れ た 入 札 1 2 件 ， 巧 妙 に 工夫 さ れ

nv

 1 95 



判決集

1 96 

て 金 額 だ け で は 談合 だ と は分 か ら な い入札 1 2 件 が あ る と 判 断 し ， 更 に ，

平成 1 9 年 1 2 月 以 降 の 談合が行われて い な い 入 札調 書 を 分析 し ， こ れ

と 対 比 し て 談 合 が さ れ て い る 場合の特徴， さ れ て い な い場合 の 特 徴 を 比

較 し た。

そ し て ， 原告 ら は ， 本件住民訴訟 に お い て ， 証人 と し て 組合事務局長

で、 あ っ た．．．を 申 請 し ， 補助参加入 ら は ， 証 人 と し て ね 1 1 （組合 の

元 理事） ， 西 尾 （ 同 ） ， 圃園 （阪南 土木 工 業） ， 自国 （ 高 田 組代

表者） ， ・・・圃 （ 阪南 工務店の親会社の 代 表 者） を 申 請 し ， そ れ ぞれ

採用 さ れ ， 尋 問 が 行 わ れ た が ， いずれの証人 も 原告 ら か ら は い わ ゆ る 敵

性証人白で あ っ た。

以 上 の よ う に ， 本件住 民訴訟 は本件請 求対象 工 事 が 談 合 に 当 た る か否

か を 審 理 の 対象 と す る も の で あ り ， 請 求 の 相 手方 と な る 業者 だ け を み て

も 2 3 業者 と 極 め て 多 く ， 複雑な事案 で あ り ， 談 合 を 立証す る 直接証拠

が な く ， 立 証 も 困 難 な も の で あ っ た 。 加 え て ， 本件住 民訴訟 の被告であ

っ た 熊 取 町長 は ， 本件住民訴訟 中 に お い て 談合行為 に つ い て 調査 を し た

と 主 張 し な が ら ， 原告 ら に よ り 向 調 査 の 結果 を 提 出 す る よ う 釈 明 を 求 め

ら れ た に も か か わ ら ず こ れ に応 じ よ う と し な い な ど ， 原 告 ら に よ る 本件

住 民訴訟 の 訴訟追行 に 非 協 力 的 で あ っ た。

ウ ケ） 被告 は ， 総 額約 1 億 3 0 0 0 万 円 の 経費支 出 が あ り ， こ の 経費支払の

う ち ， 合理性 ・ 相 当 性 の あ る 範囲で控除すべ き で あ る と 主張す る 。 しか

し ， 談 合 に よ っ て 被 っ た 損 害 に つ い て ， そ の 賠償 を 求 め ， 損 害 の 回 復 を

図 る こ と は 自 治体 が 行 う べ き 業務 で あ る か ら ， 本 来 自 治 体 が 行 う べ き 回

収 業務 に 関 す る 人 件 費 ， 弁護士費用 等 を そ の 主 た る 内 容 と す る 被告が主

張 す る と こ ろ の 経 費 を ， 住民訴訟 に 関 す る 弁 護 士 報 酬 相 当 額 を 算 定 す る

際 に 考 慮 す べ き も の と は解 さ れ な い。 具 体的 に は ， 本 件 住 民 訴 訟 経費

( 3 2 0 万 6 1 9 0 円 。 う ち 着手金及 び報酬金 と し て 3 1 5 万 円 ） ， 債
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権保全経費 （ 3 3 9 万 7 5 8 8 円 。 う ち 弁護士委託料 と し て 7 3 万 5 0 
0 0 円 ） ， 訴外交渉等経費 （ 6 3 万 円 ） ， 損 害 賠償請求訴訟 費用 等 （ 3 

0 8 万 5 7 6 4 円 。 う ち 着手金 1 0 5 万 円 ， 報 酬金 1 0 5 万 円 ） ， 相 手

方弁護士報酬請求訴訟 （本訴訟） 費 用 等 （ 3 7 3 3 万 2 7 3 2 円 ょ う ち

着手金 1 0 5 万 円 ， 報 酬 金 1 0 5 万 円 ， 原告 ら が本訴 で弁護士費用 と し

て 主 張す る 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円 ） ， 支 払 履行 費 用 （ 6 5 万 2 7 9 6 

円 ） 並 び に 人件費 ・ 旅費 （ 8 3 4 4 万 1 0 4 0 円 ） は ， いずれ も 本件住

民訴訟 に 関す る 弁護士費用 （弁護士報酬相 当 額） を算定す る 際 に考慮す

べ き も の に は 当 た ら な い。

付） ま た ， 第 2 次訴訟 は ， 既 に 第 1 段 階 の 訴訟 （ 住 民訴訟 ） で確定 さ れ て

い る 地方公共団 体 の 金銭債権 を執行す る こ と を 目 的 と す る 民事訴訟 で あ

り ， こ れ ら に は第 1 段 階 の 訴訟 （住民訴訟） に よ る 参加 的 効 力 が 及 ん で

い る こ と か ら も ， 第 2 次訴訟 の訴訟追行の負担は大 き い も の で は な い。

仮 に 回収 に つ い て 困難が存 して い る と すれば， それは被告が 平成2 0 年

時点 に お い て 訴訟 を提起 し な か っ た こ と ， 原告 ら が提起 し た 本件住民訴

訟 に対 し 妨害 と も い う べ き 態度 を し た こ と に よ る も の で あ る 。

エ 熊取町長 は ， 被告 の 平成 2 0 年 1 2 月 議会 に お い て ， 過去 の 入札 に お け

る 不法行為 に 対 し ， 毅然た る 方針の 下， 法的 な損害賠償 を 求 め る べ き で あ

る と の決議 が 可決 さ れて い た に も かかわ ら ず， そ の 怠慢 に よ り ， 訴 え を提

起す る こ と な く 放置 し た の で あ る か ら ， 自 ら の 怠慢 に よ っ て住民 ら （原告

ら ） に訴訟追行 の 負 担 を か け た の で あ り ， そ の 訴訟追行に あ た っ た本件受

任弁護 士 ら に対 し て 支払 われ る 弁護士報酬相 当 額 の減額 を 主 張す る こ と な

ど許 さ れ な い。

（被告の主張 ）

(1 )  地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項に い う 「相 当 と 認 め ら れ る 額J の認定に

当 た っ て は ， 旧 報酬 規程 は 既 に 廃止 さ れ ， 長期 間 が 経過 し て い る こ と に 照 ら

噌’ム噌’A
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せ ば ， 旧 報酬規程 に よ る こ と が 適 正 な弁護 士 費 用 と は認 め ら れ な い。

(2 ）ア 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項の 「相 当 と 認 め ら れ る 額」 の合理的算

定 に 当 た っ て は ， 当 該地方公共団体の確保 し た経済的利益の額， 住民訴訟

の 目 的 （個人的 な権利 利 益 の保護救済 を 図 る た め で は な い こ と ） 及 び住民

訴訟 の 改 正 に よ る 手続 の 変 更 に 対す る 考慮 （ 開 法 の 改正 に よ り ， 同条 1 項

4 号の住民訴訟 が ， 1 回 の 訴 え で、損害賠償請求等 を行っ て い た 点 を 改 め て ，

執行機 関 を 被告 と す る 義務 付 け 訴訟 と し て の 第 1 次訴訟 と ， 債権者 で あ る

地方公共団体が原告 と な っ て 業者 ら に対す る 損 害賠償等 を請求す る 第 2 次

訴訟 を要す る こ と と な り ， 地方公共団体に新た な負担 を 生 じ さ せて い る こ

と ） を重視す る 必要が あ る 。

イ 被告 は ， 本件住民訴訟 に お い て請求す る こ と を 義務付 け ら れた相手方 の

う ち 1 0 者 か ら は完済 （相 殺等 に よ る も の を含む。 ） を 受 け て い る が ， 残

り の 1 5 者 （ 組 合 の 理事 の 職 に あ っ た 2 人 の 自 然 人 （ 北J I I ， 西 尾 ） を含

む。 ） に つ い て は ， そ の 資産， 収入及びそ の経営状況か ら す る と ， 自収が

厳 し い も の と 見込 ま れて い る 。 平成 2 7 年 4 月 3 0 日 時点 に お け る 回収済

み の損害賠償金元金及び遅延損害金の合計は 1 億 9 6 6 7 万 6 6 2 5 円 で

あ る 。

弁護士報酬相 当 額の算定 に 当 た っ て は， 損害賠償金元金 を 基準 と すべ き

で あ り ， 遅延損 害金を加算す る こ と は正 当 と は解 さ れない。 す な わ ち ， 遅

延損害金は ， 金銭債務の 不履行 に よ る 損害賠償金で あ り ， 元金 と の 関係 で

は付随的 ・ 二義 的 な も の で あ る 。 ま た ， 原告 ら が本件受任弁護士 ら と の 聞

で締結 し た 本件委任契約 に お い て も ， 弁護士報酬 に つ い て ， 判 決認容額の

元本額 を経済的利益の額 と し て お り ， 遅延損害金 を 含 め て は い な い。 実際

に も ， 遅延損害金は， 損害賠償金元金が認 め ら れた場合 に 法定金利 に よ り

計算 さ れて い る も の で ， 弁護士報酬相 当 額の算定に 当 た っ て は損害賠償金

元金 を 基準 と す る こ と で足 り る も の と い え白 る 。 さ ら に ， 住 民訴訟 は個人的

qL
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な権利利 益 の 保護救済 を 図 る た め の も の で は な い こ と か ら ， 被告 の 確保 し

た 経 済 的 利 益 の 額 と し て は遅延損 害金 を 含 む 必 要 性 は 低 い と い え る 。

長期 分 割 支 払 の 合 意 を し た 業者 （ 第 2 次訴訟 に お い て 6 者 と の 間 で分割

弁 済 に よ る 和 解成 立 ） に つ い て は ， 当 該業者 の 資 産 及 び 資 力 が 乏 し か っ た

こ と か ら ， 長 期 に お け る 分割支払 と な っ た も の で あ っ て ， 将来 の 回 収 の 見

込 み が 低 い と い え る か ら ， 将来 の 分割弁 済 に係 る 金 額 を 弁護 士報酬相 当 額

の 算 定要素 に 入れ る 合理性 に 乏 し い。 ま た ， 第 2 次訴訟 に お い て 判 決 に 至

っ た 業者 等 に つ い て は ， い ずれ も 会社 と し て の 実 体 が な く な っ て い る か ，

ま た は既 に 会 社 と し て の 機能 が 正 常 に 活 動 し て い る と は い え な い も の で あ

る し ， 組合 の 理事 の 職 に あ っ た者 2 名 に つ い て も ， 負 担す る 損 害賠償金等

の 責任財産 で あ る 資 産 及 び 資 力 は ほ と ん ど 存 し な い。

ウ （アj 被告 は ， 本件住民訴訟 の 判 決確定後 ， 直 ち に 損 害 賠償金 の 回 収 に 向 け

て ， 専属 の 部署及び担 当 者 を 配置す る な ど ， 債 権 回 収 の 体制 を 整 え ， し

か も こ れ ま で 多 大 な 経 費 等 の 支 出 を 行 っ て お り ， 平成 2 6 年 I 2 月 末 日

時点 に お い て ， 総 額 約 1 億 3 0 0 0 万 円 に 及 ぶ （ そ の 内 訳 は ， ・別 紙 2

f住 民訴訟 に か か る 年度別経費 （概数） J の と お り で あ る 。 ） 。 こ れ ら

の 経費 は ， 被 告 が 債権 回 収 に よ る 経 済 的利 益 を 確保す る た め ， 被告 の職

員 ら が 行 っ た 事務 等 に 要す る 費 用 で あ り ， そ の 苦労 は 甚大 で あ っ て ， そ

の た め の 経費 支 出 も 多 額 に な っ て い る 。 そ う す る と ， 弁 護 士報酬相 当 額

の 判 断要 素 と し て は ， 単 に 損 害賠償金 の 入金額 だ け を 考慮す る こ と な く ，

そ の た め の 経 費 に つ い て も ， 合 理性 ・ 相 当 性 の あ る 範 囲 内 で 当 然 こ れ を

控除すべ き で あ る 。

付） 上記聞の 事情 に加 え ， 仮 に 本件住民訴訟 に お い て 談合 が 存 し た も の と
認定 さ れ た I 4 4 件 の 建設工事に対す る 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 の 全

額 が 納 付 さ れた場合， 7 3 件 の 建設 工 事 が 国庫補助 金等 を 受 け 事業実施

し て い る た め ， 概 ね 1 億 円 の 返還 を 要す る こ と と な る 。 現 時 点 で の 損 害
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賠償金元金の納付額か ら す る と ， 過 交付 と な る 補助金額 と し て は 3 4 0

0 万 円 を 上回 る 額 を 返還す る 見込み と な る 。 し た が っ て ， 弁護士報酬相

当 額の 判 断要素 と し て は ， 被告が確保 し た経済的利益の入金額だ け で考

慮す る こ と な く ， 当 該工事 に お け る 国庫補助 金等 の 返還額 につ い て も 相

当 の 範囲 内 で控除 さ れ る べ き で あ る 。

エ 住 民訴訟 の 目 的 は ， 住民全体の利益の た め に 地方公共団体の財務会計上

の 行為 を 正 す こ と に あ っ て ， 訴 え を提起 し た者 の個人的 な権利又 は 地方公

共 団 体 の利益の各保護救済 を 図 る た め で は な い な ど の 制 度趣 旨 を 考慮す る

必要が あ る 。 弁護士報酬相 当 額 を 決す る に 当 た り 旧 報酬規程 を勘案 し得 る

と し て も ， そ の基準額が 当 然 に適用 かつ是認 さ れ る の で は な く ， 通常一般

の 民事訴訟 の 場合 に お い て も ， そ の事件の 内容 い か ん に よ っ て 旧 報酬規程

に よ り 算 出 さ れた 弁護士報酬 を 3 0 % 減額す る こ と が許容 さ れて い た こ と

か ら ， 住民訴訟 に つ い て は ， そ の公益 目 的 を 考慮 し ， 旧 報酬規程 に よ り 算

出 さ れ た 額か ら 5 0 %程度 の減額の幅 が 存す る と 解 し て も 合理性， 正 当 性

が 認 め ら れ る 。

オ そ も そ も 本件住民訴訟 に お い て損害賠償請求の相手方 と さ れた 業者 は ，

いずれ も 地元 の小規模零細 な業者が多 く ， そ の財務状況は いずれ も 脆弱 で

資 力 も 乏 し く ， 多額な損害賠償債務 を一括で納付す る 資力 や資産の な い 業

者 が ほ と ん ど で あ る 。

カ 上記事情 を 総合す る と ， 「相 当 と 認 め ら れ る 額j （弁護士報酬相 当 額）

と し て は ， 8 0 0 万 円 を 超 え る 金額 に な る こ と は な い と 解 さ れ る 。

第 3 当 裁判所 の 判 断

1 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項の趣 旨

地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 の 定 め る 住民訴訟 は ， 住 民 が ， 自 己 の個 人 的 な権利

利 益 の 保護救済 を 求 め て提起す る も の で は な く ， 地方財務行政の適正 な運営 を

確保す る こ と を 目 的 と し て ， 自 己 を 含 む住 民全体の利益 の た め に ， い わ ば公益

一 1 4 -
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の 代表者 と し て 提起 す る も の で あ り ， こ れに勝訴す る と ， 結果 と し て 普 通 地方

公 共 団 体 の財務会計上 の 違 法 な 行為 又 は怠 る 事 実 が 防止 さ れ又 は是正 さ れ る こ

と に な る 。 特 に ， 同 条 1 項 4 号 の 規 定 に よ る 住 民訴訟 は ， 住 民 が 普通地方公共

団 体 の 執行機 関 等 に 対 し て 損 害賠償請求等の義務付 け を 求 め て 提 起す る も の で

あ り ， こ の 訴訟 に お い て 住 民 が 勝訴 し た と き は ， 執行機 関等 は損 害賠償請求権

等 の 行使 を 義務付 け ら れ ， こ れ に よ り 普通地方公共 団 体 が 現実 に 経 済 的利 益 を

受 け る こ と に な る の で あ る か ら ， 住 民 が そ の た め に 費 や し た 費 用 を 全 て 負 担 し

な け れ ば な ら な い と す る こ と は ， 衡 平 の 理念 に 照 ら し 適 当 と は い い 難 い 。 そ こ

で ， 同 条 1 2 項 は ， 上記住民訴訟 を 提起 し た 住 民 が 勝訴 （ 一 部 勝訴 を 含 む。 ）

し た 場合 に ， 当 該住 民 訴 訟 の 提起及 び追行 を 委 任 し た 弁護士 に 支払 う べ き 報酬

額 の 範 囲 内 で相 当 と 認 め ら れ る 額 （弁護 士報酬相 当 額） の 支 払 を 普通 地方公共

団 体 に 対 し て 請 求す る こ と が で き る こ と と し た も の で あ る 。

以 上 の よ う な 同項 の 立 法趣 旨 に 照 ら す と ， 同 項 に い う 「 相 当 と 認 め ら れ る

額J と は ， 上記住民訴 訟 に お い て 住 民 か ら 訴訟 委任 を 受 け た 弁 護 士 が 当 該訴訟

の た め に 行 っ た 活動 の 対価 と し て 必 要 かつ十分 な程度 と し て 社会 通 念上適正妥

当 と 認 め ら れ る 額 を い い ， そ の 具体的 な 額 は ， 当 該訴訟 に お け る 事案 の難易 ，

弁護士 が 要 し た 労 力 の 程度 及 び 時 間 ， 認容 さ れ た 額 ， 判 決 の 結果普通地方公共

団 体 が 回 収 し た 額 ， 住 民 訴 訟 の性格そ の他諸般の事情 を 総合 的 に 勘案 し て 定 め

ら れ る べ き も の と 解す る の が 相 当 で あ る 。

（ 以 上 に つ き ， 平成 2 1 年判 決参 照 ）

2 認 定事実

前記前提事 実 の ほ か ， 争 い の な い事 実 ， 各項掲記の 証拠及 び弁論 の 全趣 旨 に

よ り ， 以 下 の 事 実 を 認 め る こ と が で き る 。

( 1 )  本件委任契約 の 締結

原 告 ら は ， 平成 2 1 年 5 月 7 日 ， 本件受任弁護 士 ら （原告 ら 訴訟代理人弁

護 士 ら と 同 じ ） と の 間 で ， 本件住 民訴訟 に 関 し ， 本件委任契約 を 締結 し た。

phu
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本件委任契約 の 概 要 は ， 以 ド の と お り で あ る 。 （ 甲 4 )

ア 受任範囲 は ， 第一審訴訟事件， 控訴審訴訟事件及び上告審訴訟事件 と す

る 。

イ 弁護 士報酬 に つ き ， 以下 の と お り ， そ の種類及 び金額又 は算定方法 を合

意 し た 。

（アj 弁護 士報酬金

本件住民訴訟 に よ り 確定 し た判決認容額 の 元本額 を 経済的利益 の額 と

し て ， 旧 報酬規程 に よ り 算 出 さ れた着手金額及 び報酬金額の合計額 に 消

費税 を加算 し た も の と す る 。

付） 支払 時期

上記｛ア）の弁護士報酬金の一部であ る 4 2 万 円 に つ い て は本件委任契約

の締結時 と し ， そ の余の額に ついて は ， 原告 ら は連帯 し て ， 本件住 民訴

訟確定時 に 支 払 う も の と す る 。

（功 特約

上記（ア？の 金 額 が ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項 に 基づ き 熊取町長

が原告 ら に対 し て 支払 う 弁護士報酬 の 額 を 超過す る と き は， 本件受任弁

護 士 ら は ， 原告 ら に対 し て ， そ の超過す る 部分 を請求 し な い。

(2 ） 本件住 民訴訟 の 経緯

ア 第一審

202 

本件住 民訴訟 の 内容 は ， 熊取町の住民で あ る 原告 ら が ， 平成 1 5 年 4 月

1 日 か ら 平成 2 0 年 3 月 3 1 日 ま での 聞 に被告 （熊取町） が発注 し た本件

請求対象工事 に 関 し ， 熊 取町の地元建設業者 に よ っ て組織 さ れ る 組合の理

事 （北川 及 び西尾） の 主導 に よ り ， 建設業者 ら （ 2 3 業者） の談合が行わ

れ た 結 果 ， 被告 が 損 害 を 被 っ た と し て ， 被告 の 執行機 関 で あ る 熊 取 町長

（本件住民訴訟被告） に 対 し ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 項 4 号 に基づ

き ， 相 手方 一 覧 表 の 「相 手方J 欄記載 の 各相 手方及 び組合 に 対 し て 不法行
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為 に 基づ く 損害賠償請求 （合計 8 億 5 9 8 3 万 9 7 5 0 円 及 び 平成 2 1 年

6 月 6 日 か ら 支 払 済 み ま で の 遅延損害金） を す る こ と （損 害賠償請 求 の 義

務付 け ） を 求 め た 住 民訴訟 で あ る （ 甲 1 ' 1 5 ） 。 な お ， 原告 ら は ， 上記
の う ち ， 組合に 対す る 損 害賠償請求の義務付 け に係 る 訴 え に つ い て は ， 平
成 2 2 年 4 月 9 日 に 実施 さ れ た 第一審 の 第 5 回 口 頭弁論期 日 に お い て ， 取

り 下 げ た （ 甲 5 の 5 ' 1 5 ） 。

本件住 民 訴 訟 の 第 一 審 の 第 1 回 口 頭弁論期 日 は ， 平成 2 1 年 7 月 1 0 日
に 実施 さ れ ， 平成 2 3 年 1 0 月 1 2 日 に 実施 さ れ た 第 1 3 回 口 頭弁論期 日

に お い て 6 名 の証人 の 取調 べ を行い （ な お ， 他 に 1 名 の証人 の 取調べが予

定 さ れ て い た が ， 不 出 頭 に よ り 証人採用 決定が 取 り 消 さ れ ， 当 該証人 に係

る 証拠 申 出 が 撤回 さ れ た 。 ） ， 平成 2 4 年 1 月 1 8 日 に 実施 さ れ た 第 1 4 

回 口 頭弁論期 日 に お い て 弁 論 を 終結 し ， 同 年 6 月 8 日 に 実施 さ れた 第 1 5 

回 口 頭弁論期 日 に お い て 判決が言い渡 さ れた 。 な お ， 本件受任弁護士 ら は ，

判決言渡期 日 を含む全て の 口 頭弁論期 日 に少 な く と も 3 名 出席 し て い た 。

（ 甲 1 , 5 ,  1 0 ) 

本件住 民訴訟 の 第 一 審 に お け る 主要 な争点 は ， 原告 ら が 指摘 し た 本件請

求 対象 工 事 に 係 る 談 合行為 の 有無 ， 被告 に 生 じ た 損 害 の有無及 び額 ， 過 失

相 殺の 可否及びそ の 割 合 の 3 点 で あ り ， 原告 ら は ， 上記争点 に 関 し ， 合計

9 通 の 準備書面 を 提 出 し ， 書証 と し て 甲 1 号証 な い し 3 8 号証 を 提 出 し ，

証人 1 名 と 原告本人 1 名 の 人 IDT: 申 請を し た ほ か， 関連入札 妨害事件 に 関す

る 文書 の 送付嘱託及 び別件民事事件に 関 す る 文書の記録 の 提示 の 申 出 を行

っ た （上記書証 に は ， 送付嘱託等 に よ っ て 得 ら れた記録 を謄写す る な ど し

た も の も 含 ま れ る 。 ） （ 甲 1 ' 5 ' 9 '  1 O ， 弁論の全趣 旨 ） 。

本件住 民訴訟 の 第 一 審 は ， 審理の結果， 本件請求対象 工事 の う ち ， 組合

に加入 し て い な い 業者 が 入札 に 参加 し た 工事 4 件及び落札率 が 9 5 %未満

の 工事 9 件 を 除 く 工事 に つ い て は ， 組合 の 主導 に よ り ， 入札 に 参加 し た組
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204 

合加入業者 の 間 で談合が行われて い た も の と 認 め ， 談合が行 われた も の と

し て認定 さ れ た工事 に お い て ， 談合に よ り 形成 さ れた 実際 の 落札価格 と 想

定落札価格 と の 差額 を被告 が被 っ た損害 と し ， 民事訴訟法 2 4 8 条 を 適用

し て ， 損 害 の 額 につ い て は ， 談合が行われた も の と し て認定 さ れた 工事の

各落札価格 （税抜 き ） の 1 5 %相 当 額 に 消 費税相 当 額 を加算 し た額 と 認 め

る の が相 当 で あ る と し た 上 で ， 過失相殺 の 主張を排斥 し ， 熊取町長 （本件

住 民訴訟被告） は ， 相 手方一 覧表の 「相手方J 欄記載 の各相手方 に 対 し ，

それぞれ 同 表 の 「認定額 （第一審） 」 欄記載の金額 （合計 5 億 5 7 3 2 万

4 7 7 5 円 。 な お ， 北川 （ 5 0 0 0 万 円 ） 及 び西尾 （ 4 0 0 0 万 円 ） に 関

し て は， 各建設業者 に 対す る 認定額に応 じ て 按分 し た額 に つ い て ， 各建設

業者 と 不真正連帯責任 を負 う も の と さ れて い る 。 ） 及 び こ れ に対する 平成

2 1 年 6 月 6 日 か ら 支払済 み ま で年 5 分の割合 に よ る 金員 を被告 に支払 う

よ う 請求す る こ と の義務付 け を認 め る 一部認容判 決 を し た （ 甲 1 ） 。

イ 控訴審

本件住 民訴訟 の第一審の被告補助参加入 ら は， 上記 ア の 第一審判決の被

告 （熊 取 町長 ） 敗訴 部 分 を 不服 と し て 控 訴 を 提起 し た （前記前提事実（2 )

イ ） 。 ま た ， 控訴審 に お い て ， ワ ーノレ ド及び楠プ ラ ン ニ ン グ が控訴人 （熊

取町長） に 補助参加 し た （ 甲 2 , 6 の 1 ） 。

控訴審 に お い て は ， 平成 2 4 年 1 1 月 6 日 に第 1 回 口 頭弁論期 日 が 実施

さ れ， 平成 2 5 年 1 月 2 3 日 に 実施 さ れた第 2 田 口 頭弁論期 日 に おいて弁

論 が 終結 さ れ， 同年 5 月 1 0 日 に 実施 さ れた 第 3 回 口 頭弁論期 日 に お い て

本件控訴審判決が言い渡 さ れた。 本件受任弁護士 ら は ， 判決言渡期 日 を含

む全て の 口 頭弁論期 日 に少 な く と も 3 名 出席 し て い た （ 甲 6 ） 。

控訴審 に お け る 主要 な争点は， 第一審 に お け る 争点 の ほか， 控訴審 にお

いて補助 参加 し た補助参加入 2 名 （ ワ ール ド及び楠プ ラ ン ニ ン グ） の補助

参加及 び不服 申 立て の範 囲 の拡張の可否 で あ り ， 原告 ら は， 上記争点 に 関
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4 . 住民訴訟の弁護士報酬訴訟 大阪地方裁判所の判決 （確定）

し ， 2 通 の 準備 書 面 を 提 出 し ， 書証 と し て 甲 3 9 号証 な い し 4 8 号証 を 提

出 十 る な ど し た （ 甲 2 , 6 , 1 1 ） 。

控訴審裁判 所 は ， 審 理 の 結果， 上記補助 参加 入 2 名 の補助 参加及 び不服

申 立 て の 範 囲 の 拡 張 を 適 法 ， 有効 で あ る と 認 め ， 第 一 審 が ， 本件請求対象

工 事 の う ち ， 組 合 に 加入 し て い な い 業者 が入札 に 参加 し た 工事 4 件 及 び落

札 率 が 9 5 % 未満の 工事 9 件 を 除 く 工事 に つ い て は ， 組合 の 主 導 に よ り ，

入 札 に 参 加 し た組合加 入 業者 の 聞 で談合 が 行 わ れ て い た も の と 認 め た 点 を

正 当 と 認 め ， 談合 が 行 わ れ た も の と し て 認 定 さ れ た 工事 に お い て ， 談合 に

よ り 形成 さ れ た 実 際 の 落札価格 と 想定落札価格 と の 差額 を 被 告 が 被 っ た 損

害 と し ， 民事訴訟 法 2 4 8 条 を適用 し て 損 害 を 算 出 す る と し つ つ も ， 損 害

額 に つ い て は ， 談 合 が 行 わ れ た も の と し て 認 定 さ れ た 工 事 の 各 落札 価格

（ 税抜 き ） の 1 0 % 相 当 額 に 消 費税相 当 額 を 加 算 し た 額 と 認 め る の が 相 当

で あ る と し た 上 で ， 過 失相 殺 の 主 張 を 排斥 し ， そ の 結 果 ， 第一審判 決 を 変

更 し ， 熊 取 町長 （本件住 民訴訟控訴人） は ， 相 手 方一覧表 の 「相 手方J 欄

記 載 の 各 相 手方 に 対 し ， そ れ ぞれ 同 表 の 「認定額 （控訴審） J 欄記載 の 金

額 （合計 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 ） 及 び こ れ に対す る 平成 2 1 年 6 月 6

R か ら 支払 済 み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員 を 被告 に 支払 う よ う 請求 す る

こ と の 義務付 け を 認 め る 判 決 を し た （本件控訴審判決。 甲 2 ） 。

ウ 上告審

本件住 民訴訟 の 控訴人補助参加 入 ら は ， 本件控訴審判 決 を 不服 と し て敗

訴部分 の 取 消 し を 求 め て 上告 及 び上告受 理 申 立 て を し た （ 前記前提事実（2)

ウ ） が ， 最 高 裁判 所 は ， 平成 2 5 年 1 2 月 1 7 日 ， 上告 に つ い て は ， そ の

実質は事実誤認 を 主 張す る も の で あ り ， 民事訴訟 法 3 1 2 条 1 項又 は 2 項

に 規 定す る 事 由 に 該 当 し な い と し て ， 各 上告 を 棄却 し ， 上 告 受 理 の 申 立 て

に つ い て は ， 同 法 3 1 8 条 1 項 に よ り 受 理すべ き も の と は認 め ら れ な い と

し て ， い ず れ も 上 告 審 と し て 受 理 し な い 旨 決 定 し た （ 申 3 ， 弁 論 の 全趣
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旨 ） 。

( 3 )  回 収 額等

206 

ア的 被告 は ， 熊 取 町長 が 損 害賠償金元金及 び遅延損害金 を 被告 に 支払 う よ

う 請求す る こ と を 義務付 け た本件控訴審判決 が確定 し た こ と を 受 け て ，

相 手方一覧表 の 「相 手方j 欄記載の各相 手方に対 し て 本件控訴審判決 に

よ り 請求を命 じ ら れた金員 の支払 を請求 し ， 平成 2 5 年 7 月 5 日 に は阪

南 工務店か ら 3 8 6 万 8 8 0 4 円 ， 同 月 i 9 日 に は ワ ーノレ ド か ら 1 2 6 

万 6 3 2 8 円 ， 同 年 9 月 2 1 日 に は楠プ ラ ン ニ シ グか ら 6 4 4 万 3 2 5 

3 円 ， 平成 2 6 年 2 月 7 日 に は 中 林建設か ら 5 1 9 5 万 7 1 2 4 円 ， 同

月 1 2 日 及び 同 月 2 6 日 に は大屋建設 か ら 合計 7 8 1 万 1 1 8 1 円 の各

支払 を受 け た （ 乙 2 ） 。

被告 は ， 平成 2 6 年 3 月 4 日 ， 本件控訴審判決に よ り 請求を命 じ ら れ

た 金員 の 支 払 に応 じ な かっ た 2 0 者 （上記 5 業者 を 除 く 1 8 業者及び 2

名 の 元理事） を被告 と す る 訴訟 を提起 した （第 2 次訴訟。 当 庁平成 2 6 

年 （ ワ ） 第 1 9 3 7 号。 乙 3 な い し 7 ） 。

被告 は ， 上記第 2 次訴訟 を提起 し た 後 ， 平成 2 6 年 3 月 6 日 に は有薗

土木工業か ら 8 6 5 万 1 4 7 8 円 ， 同 月 1 4 日 に は 中 武造園土木か ら 4

7 7 万 3 0 6 1 円 ， 同 月 1 7 日 に は泉州 ピノレ ド か ら 9 5 6 万 2 2 9 9 円

の 支払 を 受 け た こ と か ら ， そ の頃， こ れ ら の 業者に対す る 第 2 次訴訟 を

取 り 下 げ ， ま た ， 同年 7 月 1 7 日 に は 高 田組が 5 2 2 7 万 3 6 1 1 円 を

被告 に一括弁務す る 旨 の ， 同年 9 月 1 6 日 に は 山 本工務店が 2 3 3 3 万

7 4 8 6 円 を被告 に一括弁済す る 旨 の 和解 （訴訟 上の和解） を そ れぞれ

し ， こ れ ら の業者 に 対す る 第 2 次訴訟 を終了 さ せ る と と も に各和解金の

支払 を 受 け た （ 乙 2 ） 。

付） 被告が 提起 し た 上記（アjの第 2 次訴訟 の う ち ， 上記例の 訴 え の 取下げ及

び一括弁 済 に よ る 和解 に よ っ て訴訟が終了 し た 各業者以外の者 （業者 ら
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及 び元 理 事 ら ） を 被告 （ 第 2 次訴訟被告） と す る 部 分 は ， 後 記（切の と お

り 分割 弁 済 に よ る 和 解 （ 訴 訟 上 の 和 解） に よ っ て 訴訟 が 終T し た 業者 ら

を 被告 と す る 部 分 を 除 き ， 平成 2 6 年 7 月 1 1 日 か ら 平成 2 7 年 1 月 1

6 日 ま で の 聞 に ， 以 下 の a な い し c の と お り ， そ れ ぞれ被告 と さ れ た 者

（業者 ら 及 び元 理事 ら ） に損害賠償金元金及 び遅延損害金 の 支払 を 命ず

る 判 決 が さ れ ， こ れ ら の 判 決 は いずれ も そ の 頃確定 し た （ 乙 3 な い し 5 '

弁論 の 全趣 旨 ） 。

a 第 2 次訴訟被告 ク マ ト リ （ 乙 3 )

判決言渡 日 平成 2 6 年 7 月 1 1 日

損 害 賠償金元金 9 5 9 万 9 6 2 5 円

遅延損 害 金 上記元金 に つ い て 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支払 済

み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員

b 第 2 次 訴訟被告 阪南土木工業 （ 乙 4 )

判決言渡 日 平成 2 6 年 8 月 2 2 日

損 害賠償金 元 金 1 3 4 9 万 2 5 0 0 円

遅延損害金 上記元金 に つ い て 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支 払 済

み ま で年 5 分 の 割合 に よ る 金員

c 第 2 次訴訟被告 今勝建設 ， 成公建 設 ， 山 本組， 日 南建設 ， ヤ マ シ

ン ， 北川 及 び西尾 （ 乙 5 )

判 決 言 渡 日 平成 2 7 年 1 月 1 6 日

損 害賠償金元金 今勝建設 1 5 9 3 万 3 7 5 0 円

成公建設 5 0 6 万 4 1 5 0 円

山本組 1 3 3 5 万 6 0 0 0 円

日 南建設 1 8 6 7 万 7 4 0 0 円

ヤ マ シ ン 5 3 7 万 0 7 5 0 円

北川 5 0 0 0 万 円

－A
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208 

遅延損害金

西尾 4 0 0  0 万 円
上記損害賠償金元金 に つ い て そ れ ぞれ平成 2 1 年

6 月 6 日 か ら 支払済み ま で年 5 分の割合に よ る 金

員 （た だ し ， 日 南建設及びヤ マ シ ン に つ い て は ，

平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日 ま で の 確定遅延損害金

（前者 につ き 2 6 5 万 2 0 7 2 円 ， 後者 に つ き 7

7 万 9 8 2 0 円 ） を 損害賠償金元金 に加算 さ れた

金額が ， 主文に記載 さ れ， う ち 損害賠償金元金に

対す る 同月 2 1 日 か ら 支払済みま で年 5 分の割合

に よ る 金員 の 支払 と さ れて い る 。 ）

（功 被告 が提起 し た 上記聞の 第 2 次訴訟 の う ち ， 上記開及び川に記載 し た

訴 え の 取 下 げ， 一括弁済 に よ る 和解 （訴訟上の和解） 並びに判決言渡 し

に よ っ て訴訟 が 終 了 し た各被告以外の業者 ら を被告 （第 2 次訴訟被告）

と す る 部分 は ， 平成 2 6 年 1 0 月 1 5 日 ， 以 下 の a な い し f の と お り ，

こ れ ら の業者が被告 に 対 し て 損害賠償金元金及 び遅延損害金 を支払 う 旨

の訴訟上 の 和解が成立 し た （ 乙 6 , 7 ） 。

a 第 2 次訴訟被告 中 島興業 （ 乙 6 の 1 ) 

(a) 支払義務 を認 め た額
損 害賠償金元金 2 1 3 3 万 6 0 0 0 円

遅延損害金 上記損害賠償金元金 に対す る 平成 2 1 年 6 月 6

日 か ら 支払済みま で年 5 分 の 割合 に よ る 金員

(b) 分割弁 済 の 金額

損害賠償金元金 2 1 3 3 万 6 0 0 0 円

遅延損害金 5 6 7 万 5 9 6 0 円

（上記損害賠償金元金 に対す る 平成 2 1 年 6 月

6 日 か ら 平成 2 6 年 9 月 3 0 日 ま で の遅延損害
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金）

2 7 0 1 万 1 9 6 0 円

(c） 分割弁済方法

平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 1 0 0 万 円

同 年 1 1 月 か ら 平成 3 3 年 8 月 ま で ， 毎 月 末 日 限 り

3 1 万 5 0 0 0 円 ずつ

同 年 9 月 3 0 日 限 り 1 8 万 1 9 6 0 円

b 第 2 次訴訟被告 西尾組 （ 乙 6 の 2 )

(a) 支払義務 を 認 め た 額

損 害 賠償金元金 5 3 2 6 万 6 5 0 0 円

遅延損害金 上記損害賠償金元金 に 対す る 平成 2 1 年 6 月 6

日 か ら 平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日 ま で の 遅延損 害

金残金 5 4 7 万 8 0 6 2 円 及 び 同 月 2 1 日 か ら

支 払 済み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金員

(b) 分割 弁 済 の 金額

損 害賠償金 元 金 5 3 2 6 万 6 5 0 0 円

遅延損害金 5 4 7 万 8 0 6 2 円

（上記（a）の 平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日 ま で の 遅延

損害金残金）

2 0 7 万 2 2 8 5 門

（上記損害賠償金元金 に 対す る 同 月 2 1 日 か ら

平成 2 6 年 9 月 3 0 13 ま で の 遅延損害金）

合計 6 0 8 1 万 6 8 4 7 円

(c） 分 割 弁 済 方 法

平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 1 0 0 万 円

同年 1 1 月 か ら 平成 3 3 年 8 月 ま で ， 毎 月 末 日 限 り

qJ
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2 1 0 

7 2 万 3 0 0 0 円 ずつ

同 年 9 月 3 0 日 限 り 5 3 万 0 8 4 7 円

c 第 2 次訴訟被告 鳥 山建設 （ 乙 6 の 3 )

(a) 支払義務 を認 め た額

損害賠償金元金

遅延損害金

(b) 分割 弁 済 の 金額

6 1 7 万 4 0 0 0 円
上記損害賠償金元金 に 対す る 平成 2 1 年 6 月 6

B か ら 支払 済み ま で年 5 分の割合 に よ る 金員

損害賠償金元金 6 1 7 万 4 0 0 0 円

遅延損害金 1 6 4 万 2 4 5 3 円

合計

- (c) 分割弁済方法

（上記損害賠償金元金 に対す る 平成 2 1 年 6 月

6 日 か ら 平成 2 6 年 9 月 3 0 日 ま で の 遅延損害

金）

7 8 1 万 6 4 5 3 円

平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 1 4 万 円

同 年 1 1 月 か ら 平成 3 3 年 8 月 ま で， 毎月 末 日 限 り

9 万 3 0 0 0 円 ずつ

同 年 9 月 3 0 日 限 り 5 万 0 4 5 3 円

d 第 2 次訴訟被告 徳進建設 （ 乙 7 の 1 ) 

(a) 支払義務 を認 め た額

損 害賠償金元金 4 8 1 9 万 3 9 5 0 円

遅延損害金 上記損害賠償金元金 に対す る 平成 2 1 年 6 月 6

日 か ら 平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日 ま で の遅延損害

金残金 7 8 9 万 5 9 6 6 円 及び 同 月 2 1 日 か ら

支払済みま で年 5 分の割合に よ る 金員
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(b) 分 割 弁 済 の 金額

損害賠償金元金 4 8 1 9 万 3 9 5 0 円

遅延損 害 金 7 8 9 万 5 9 6 6 円

（ 上記（a）の 平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日 ま で の 遅延

損 害 金残金）

1 8 7 万 4 9 4 2 円

（ 上記損害賠償金元金 に 対す る 同 月 2 1 日 か ら

平成2 6 年 9 月 3 0 日 ま で の 遅延損害金）

合 計 5 7 9 6 万 4 8 5 8 円

(c） 分割弁済方法
平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 8 0 万 円

同 年 1 1 月 か ら 平成 3 4 年 8 月 ま で ， 毎月 末 日 限 り

6 0 万 2 0 0 0 円 ずつ

同 年 9 月 3 0 日 限 り 5 7 万 6 8 5 8 円

e 第 2 次訴訟被告 西 貫 社 （ 乙 7 の 2 )

(a） 支払義務 を 認 め た 額
損 害賠償金 元 金 2 1 2 0 万 6 2 0 3 円

遅延 損 害 金 上記損 害賠償金元金 に 対す る 平成 2 6 年 4 月 2

6 日 か ら 支払済み ま で年 5 分 の 割 合 に よ る 金員

(b） 分割弁 済 の金額
損 害賠償金元 金 2 1 2 0 万 6 2 0 3 円

遅延損 害 金 4 5 万 8 9 8 3 円

（ 上記損害賠償金元金 に 対す る 平成 2 6 年 4 月

2 6 日 か ら 同 年 9 月 3 0 日 ま で の 遅延損害金）

合計 2 1 6 6 万 5 1 8 6 円

(c） 分割弁済方法
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平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 3 0 万 円

同年 1 1 月 か ら 平成 3 3 年 8 月 ま で ， 毎月 末 日 限 り

2 5 万 8 0 0 0 円 ずつ

同 年 9 月 3 0 日 限 り 2 0 万 9 1 8 6 円

f 第 2 次訴訟被告 川勝土木建材 （ 乙 7 の 3 )

（心 支払義務 を認めた額

損害賠償金元金 4 1 6 万 8 5 0 0 円

遅延損害金 上記損害賠償金元 金 に対す る 平成 2 1 年 6 月 6

日 か ら 支払済み ま で 年 5 分 の 割合 に よ る 金員
(b） 分割弁済の金額

損 害賠償金元金 4 1 6 万 8 5 0 0 円

遅延損害金 1 1 0 万 8 9 3 5 円

（上記損害賠償金元金に対す る 平成 2 1 年 6 月

6 日 か ら 平成 2 6 年 9 月 3 0 日 ま での遅延損害

金）

合計 5 2 7 万 7 4 3 5 円

(c) 分割弁済方法

平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日 限 り 1 1 万 円

同 年 1 1 月 か ら 平成 3 3 年 8 月 ま で ， 毎月 末 日 限 り

6 万 2 5 0 0 円 ずつ

同年 9 月 3 0 日 限 り 4 万 2 4 3 5 円

イ 被告 は ， 第 2 次訴訟 にお い て和解が成立 し た も の の 分割金の支払 を 履行

し な か っ た業者並びに第 2 次訴訟 に係 る 判決が確定 し た 業者及 び連搭債務

の 支払 を課せ ら れた個人 2 名 （組合の理事 の職 に あ っ た者） に つ い て ， こ

れ ら か ら 破産手続 を行 う こ と を 明 言 し て い る 業者 2 社 （ ク マ ト リ 及 びヤマ

シ ン。 乙 3 の 3 ' 1 4 ） 並びに公示送達に よ り 判決 を 受 け た業者 1 社 （阪
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南 土 木 工業。 乙 4 ） を 除 く 9 者 （今勝建 設 ， 北J 1 1 ， 成公建 設 ， 山 本組 ， 日

南建設 ， 西尾 ， 川 勝 土木建材 ， 西 貫社 ， 徳進建 設 ） に 対 し て 財産 開 示手続

を す る こ と と し ， 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 付 け で 同 手続 に係 る 申 立 蓄 を 提 出

し （ 大 阪地方裁判 所岸和 田 支 部 同 年 （財チ） 第 3 号 な い し 第 1 1 号） ， 同

年 5 月 2 2 日 付 け で ， い ずれ も 財産 開 示 手続 を 実施す る 旨 の 実施決 定 が さ

れ た （ 乙 1 7 ， 弁論 の 全趣 旨 ） 。

ウ 被告 の 平成 2 ＇｛ 年 4 月 3 0 日 時点 に お け る 回 収 額 は ， 別 紙 3 「 住 民訴訟

に か か る 損 害 賠償金 等 の 納付状況j の 「納付済 額 計 J 欄 及 び別紙 4 r 損 害

賠償金等納付 状 況 J の 「 支 払 （納付） 総額J 欄 記 載 の と お り ， 1 億 9 6 6 

7 万 6 6 2 5 円 （ 内 訳 は ， 損 害賠償金元 金 1 億 4 6 6 1 万 2 3 9 7 円 ， 遅

延 損 害金 5 0 0 6 万 4 2 2 8 円 ） で あ る （ な お ， 別 紙 3 及 び別紙 4 に お い

て 「 業者名 J 欄 に 対応 し て 付 さ れ た 1 な い し 2 5 の 番 号 は ， 相 手方 一 覧表

の 「 相 手方 J 欄 に 対応 し て 付 さ れ た 番 号 に 対応す る も の で あ る 。 ） 。

3 検討

( 1 ) 本件住 民訴訟 に お け る 事案 の 難易 ， 本件受任弁護 士 ら が 要 し た 労力 の 程度

等

ア 前記認定事実（2 ）の と お り ， 本件住民訴訟 に お い て は ， 被告 に お い て 平成

1 5 年度 か ら 平成 1 9 年度 ま で に 行 われた本件請 求 対 象 工事 に お け る 談合

の 有 無 が 主 要 な争点 の 一 つ で あ っ た と こ ろ ， 一 般 に 談 合 は秘密裏 に 行 われ

る も の で あ っ て ， そ の 証 拠 の 収集 に も 閤 難 を 来す も の と い え る 上 ， 本件請

・ 求 対 象 工事 は ， 上 記 の と お り 5 年 間 に 及ぶ合計 1 5 7 件 の 公共工事 で あ っ

て （ 甲 1 ' 2 ） ， 本件住 民訴訟 に お い て 損 害賠償請 求 を すべ き も の と さ れ

た 公共工事 の件数 も 1 4 4 件 で あ り ， 業者 も 2 3 業 者 に 上 る な ど ， そ の 関

係者 も 多 数 に 及 ぶ も の と い う こ と が で き る 。 そ し て ， 上記争点 に 関 し て は ，

平成 2 0 年 3 月 に 今 勝建設代表者 ら に 対す る 関連入札妨 害事件 に つ い て さ

れ た 刑 事事件判決 に お い て ， 組合主導 の 下 で長 年 に わ た り 恒 常 的 に 談 合 が
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存在 し た 旨 の事実が認定 さ れて お り ， こ れが原告 ら が本件住民訴訟 を提起

す る 端緒 と な り ， かつ本件請求対象工事 に つ い て談合が さ れ た こ と を 疑 わ

せ る 重要 な 契機 と な っ て は い る も の の （ 甲 l ， 弁論の全趣 旨 ） ， 本件請求

対象工事 の 中 に は本件住民訴訟 の提起 の 時点 で そ の 契約 か ら 5 年程度 が経

過 し た も の も 存 し （前記前提事実（2） ， 甲 1 ) ， 関連入札妨害事件の事件記

録 の 他 に は本件請求対象工事 に つ い て 談合 の 存在 を 示す十分 な証拠 を入手

す る こ と は 困 難 で あ っ た も の と い え る 。 さ ら に ， 上記の と お り ， 本件請求

対象工事の件数 も 多数に上 る も の で あ っ て ， 本件住民訴訟 に お い て損害賠

償請求 をすべき も の と さ れた 業者 の数 も 2 3 者 と 相 当 数に 上 る 上， 組合の

元理事 2 名 の責任 も 追及 し て お り ， ま た ， こ れ ら 損害賠償請 求 を すべ き も

の と さ れ た 業者や理事個人 の大部分の者が本件住民訴訟 に 補助参加 し て お

り ， かっ これ ら 補助参加入 ら と の 間 で大 き く 主張が対立 し て い たも の で あ

っ た （ 甲 1 , 2 ） 。 そ の た め ， 本件受任弁護士 ら と し て は ， 談合 の 存在等

に つ い て ， 関係者の供述の信用 性 の検討に加 え て ， 間接事実 を積み重ね る

こ と に よ り こ れ を推認す る と い う 立証方法 を採 る こ と を 余儀 な く さ れた こ

と が う かが われ る （ こ の 点， 本件住民訴訟被告 （熊取町長） が原告 ら の 主

張立証活動 に特段協力 的で あ っ た と い う 形跡 も う か が われ な い。 ） 。 そ し

て ， 原告 ら は ， 平成 1 5 年度か ら 平成 1 9 年度ま で に 行われた本件請求対

象工事にお け る 談合が存在 し た こ と を 立証す る た め ， 関連入札妨害事件 に

係 る 事件記録等 を入手す る 必要が あ り ， そ の た め に 前記認定事実（2）ア の と

お り ， 本件受任弁護士 ら に お い て 文書送付嘱託や記録の提示 の 申 出 を す る

な ど し ， こ れ ら に よ り 裁判所に送付等 さ れた記録の謄写等 を 行 っ て 本件住

民訴訟 に 書証 と し て 提出 を し た も の で あ っ て ， 本件住民訴訟 を進 め る に 当

た っ て は ， 関連入札妨害事件 に係 る 記録等の検討， 分析等 を含 め て相 当 程

度 の 労力 を 割 く こ と をやむ な く さ れて い た も の と い え る 。

さ ら に ， 前記前提事実（2）及び前記認定事実（2）の と お り ， 本件住民訴訟 は，
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訴 え 提起か ら 判 決 の 確 定 ま で 4 年 6 か月 以 上 を 要 し ， 第 一 審 に お い て は 6

名 の 証人 尋 問 を 実施 し て い る 。

以 上 の 諸 点 に鑑み る と ， 本件住 民訴訟 は ， 相 当 程度複雑 困 難 な 事案 で あ

っ た も の と 認 め ら れ る 。

イ こ の よ う に 本件住 民訴訟 は相 当 程度複雑 困 難 な 事案 で あ っ た も の で あ る

と こ ろ ， 前記認定事実（ 2 ）ア ， イ の ど お り ， 本 件 受任弁護 士 ら は ， 第一審及

び控訴審 に お い て ， 多 数 の 準備書面及 び書証 を 提 出 し て い る ほ か ， 第 一 審

に お い て は 6 名 の 証人 尋 問 を 行 っ て い る が ， う ち 5 名 は 本 件住 民訴訟 の 補

助 参加 入 ら の 申 請 に 係 る も の で あ り ， 原告 ら 申 請 の 1 名 を 含 め た 全員 が 原

告 ら に と っ て は い わ ゆ る 敵性証人 で あ っ て （ 甲 1 0 ， 弁 論 の 全趣 旨 ） ， 本

件 受任弁護士 ら に お い て は ， そ の尋問 に 相 当 程度 の 労力 を 要 し た も の と 推

認 さ れ る 。 そ， し て ， 本件受任弁護士 ら は ， 第一審及 び控訴審 の 各 口 頭弁論

期 日 に お い て 必 ず 3 名 以 上 が 出 席 し て い る 。

(2 )  本 件 住 民 訴 訟 の 判 決 （ 本件控訴審判決） に お い て 認容 さ れ た 額 ， 本件控

訴審判決 を 踏 ま え 被告 が 回 収 し た 額

前記認 定 事 実（2）イ の と お り ， 本件住 民訴訟 に お い て ， 本件控訴審判 決 に

お い て 認容 さ れ た 額 は 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 （ 損 害 賠償 金 元 金 ） 及 び

こ れ に 対す る 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金

員 （遅延損 害金） で あ る 。

他 方 ， 前 記 認 定 事 実（ 3 ） ウ の と お り ， 本 件 控 訴 審 判 決 の 結 果 ， こ れ に 基 づ

い て 被告 が 回 収 し た 額 は ， 平成 2 7 年 4 月 3 0 日 時 点 に お い て ， 損 害 賠償

金 元 金 1 億 4 6 6 1 万 2 3 9 7 円 及 び遅延損 害 金 5 0 0 6 万 4 2 2 8 円 の

合 計 1 億 9 6 6 7 万 6 6 2 5 円 で あ り ， 被告 は ， 同 時 点 に お い て ， 現 実 に

同 額 の 経 済 的利 益 を 受 け た も の と い う こ と が で き る 。

な お ， 上 記 の と お り ， 被告 が 回 収 し た 上記金額 は 遅 延 損 害金 を 含 む も の

で あ る が ， 本 件 住 民 訴 訟 に お い て 遅 延 損 害金 の 請 求 が さ れ て お り ， 本件控
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訴 審判 決 に お い て 遅延損害金 に 係 る 部 分 が 認容 さ れ て い た こ と か ら ， 被告

は損 害賠償金元金 に係る 平成 2 1 年 6 月 6 日 か ら の 遅延 損 害金 を 得 る こ と

が で き た と い う べ き で あ り ， 実際 に 被告 は年 5 分 の 割 合 に よ り 計算 さ れ る

遅延損 害金 を 収 受 し て い る 以 上 ， 回 収 し た 額か ら か ら こ れ を 除外 し て 評価

す る こ と は相 当 と は解 さ れな い。

こ の 点 ， 本件委任契約 に お い て は本件住 民訴訟 に よ り 確定 し た 判 決認容

額 の 元本額 を 経済的利益 の 額 と す る 旨合意 さ れ て い る （前記認定事実（ 1 ）イ

開） と こ ろ ， 被告 は ， か か る 本件委任契約 の 合意 内 容 に 照 ら し て も ， 遅延

損害金 の 額 を 考慮すべ き で は な い 旨 主張す る 。 し か し な が ら ， 住 民 訴訟 に

お い て 住 民 （原告） が 勝訴 （一部勝訴 し た 場合 を含む。 ） し た 場合 に普通

地方公共 団 体 か ら 当 該住 民 に 支 払 われ る べ き 弁護士報酬相 当 額 を検討す る

に 際 し て は ， 当 該住 民訴訟 が 当 該普通地方公共 団 体 の 財産 の 回復 を 目 的 と

す る も の で あ る こ と （地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 項 4 号 の 場合） に鑑み

て ， 当 該住 民訴訟 で認 め ら れ た判決認容 額 の み で な く ， そ の 範 囲 内 で ， 当

該普通 地 方公 共 団 体が現実 に 回 収 す る こ と が で き た金額を も 勘案す る こ と

が 住 民訴訟 の 性格 に か な う も の と い え る 。 そ う で あ る 以 上 ， た と い本件委

任契約 の よ う に ， 弁護士報酬額算定 の 基礎 と な る 経済 的利益の 額 が判 決認

容 額 の 元 本額 と さ れ て い る 場合 で あ っ て も （ な お ， あ く ま で も 「判決認容

額」 の 元本額 で あ っ て ， 「 回 収 額J の元本額 と は さ れ て い な い 。 ） ， そ の

範 囲 内 に と ど ま る 限 り は ， 上記 の と お り 現実 に 回収 し た 遅延損 害金の額を

も 含 め て 勘案すべき で あ る 。 そ し て ， 本件 に お い て ， 既 に 納付 さ れ た損害

賠償金元金及 び遅延損害金の 合計額 （ 1 億 9 6 6 7 万 6 6 2 5， 円 ） は本件

控訴審判 決 に お け る 認容 額 の 元 金 部 分 （ 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 ） に満

た な い こ と か ら すれば， 損害賠償金元金部 分 の み を 基 準 と し て 経済 的利益

の 額 を 考慮すべ き と す る 上記被告 の 主 張 を 採用 す る こ と は で き な い。

(3 ） 住 民訴訟 の 性格
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前記 1 の と お り ， 住 民訴 訟 は ， 住 民 が ， 自 己 の 個 人 的 な 権利 利 益 の 保護

救 済 を 求 め て 提 起 す る も の で は な く ， 地 方財務 行 政 の 適 正 な 運 営 を 確保 す

る こ と を 目 的 と し て ， 自 己 を 含 む 住 民 全体 の 利 益 の た め に ， い わ ば公 益 の

代表者 と し て 提起 す る も の で あ り ， 地 方 自 治 法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項 も ，

住 民 が 地 方 公 共 団 体 に 請 求 で き る 金 額 に つ い て ， 訴 訟 を 委任 し た 弁 護 士 に

支 払 う べ き 報 酬 額 の 範 囲 内 で 相 当 と 認 め ら れ る 額 と し て い る こ と か ら す れ

ば ， 弁 護 士 報 酬相 当 額 は ， こ の よ う な 住 民訴訟 の 性格 や 上 記 条 文 の 規 定 内

容 を も 踏 ま え た も の で あ っ て ， 地方財務行政 の 適 正 化 と い う 住 民 訴 訟 の 目

的 に 反 す る よ う な 高 額 な 金 額 を も っ て ， 弁護 士 報 酬 相 当 額 と い う こ と は で

き な い。

(4)  l 日 報酬規程 に よ る 報 酬額及び消費税

本 件 委 任 契 約 に よ れ ば ， 原 告 ら が 本 件 受 任 弁 護 士 ら に 支 払 う べ き 弁護 士

報 酬額 は ， 旧 報 酬 規 程 に 基 づ く 着 手 金 ・ 報酬額及 び 消 費 税 で あ る 旨 合 意 さ

れ て い る （ た だ し ， 前記認定事実（ 1 ）イ （ウ）の と お り の 限 定 が あ る 。 ） 。

そ こ で ， 事件 の 内 容 に よ る 増 減額等 を 考慮 せ ず ， 被告 の 受 け た 経 済 的 利

益 を 以 下 の と お り 仮 定 し た 上 で ， 旧 報酬規程 を 適 用 し た 場合 の 着 手 金 ・ 報

酬額及 び 消 費 税 を 算 定す る と （ な お ， 控 訴 審 及 び 上 告 審 の 着 手 金 に つ い て

は 考慮 し な い も の と す る 。 ） ， 次 の と お り と な る 。

ア 被告 の 受 け た 経 済 的 利 益 を 回 収 金 額 1 億 9 6 6 7 万 6 6 2 5 円 と し た

場合 （ 1 円 未満切 り 捨 て 。 以 下 同 様。 ）

例 着 手金 6 5 9 万 0 2 9 8 円

付） 報 酬金 1 3 l 8 万 0 5 9 7 円

（ウ） 上記fア）及 びLイ） の 合 計 1 9 7 7 万 0 8 9 5 円

（ヱ） 上記（ウ） の 金 額 に 消 費 税 （ 5 % ） を 加 算 し た 額 2 0 7 5 万 9 4 3 9 

円

イ 被告 の 受 け た 経 済 的 利 益 を ， 本 件 控訴 審 判 決 の 認容 額元 本 3 億 7 4 7 
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4 万 9 7 2 5 円 と し た 場合 （ な お ， 旧 報酬規程 で は ， 経 済 的 利 益 の 額 に

は ， 利 息及び遅延損害金 を 含 む と さ れて い る （ 1 4 条 1 項 1 号 ） こ と か

ら ， 本 件 控 訴 審 判 決 確 定 時 ま で の 遅延損 害 金 の 額 も 加 算 し た 額 を 被 告 が

受 け た 経 済 的利 益 の 額 と す る こ と も 考 え ら れ る が ， 前記認 定事実（ l ）イ の

と お り ， 本件委任契約 に お い て は ， 判 決認容額の 元本額 を 経済的利益の

・ 額 と し て 算 出 す る と さ れ て い る か ら ， 上記 の と お り 認容額元 本 を 基 に算

出 す る こ と と し た。 ）

開 着手金 1 1 1 · 8 万 4 9 9 4 円

（イ） 報酬金 2 2 3 6 万 9 9 8 9 円

（ウ） 上記的及び（イ）の 合計 3 3 5 5 万 4 9 8 3 円

件） 上記（ウ）の 金額に 消 費税 を加算 し た 額 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円
（ 同金額 は ， 原告 ら の 請求額で あ る 。 ）

( 5 ) 分割弁 済 に よ る 和 解 に係 る 未 回 収分 の 考慮 に つ い て

原 告 ら は ， 被告 が 談 合 し た 業者 と の 聞 で締結 し た 分割弁 済 に よ る 和解 に

つ い て ， 米 回 収 部 分 を 含 め て そ の 全額， ま た は少 な く と も そ の 債権総額の

7 割 を も っ て経済的利益 と し て 考慮すべ き と 主張す る 。

し か し ， 上記和 解 に よ り 合意 さ れ た 金額 の う ち ， 期 限 の 未到 来 分 も 含 め

て 実 際 に 支払 わ れ て い な い 部分 に つ い て は ， 被告 に 生 じ た 損 害 が 現 実 に 回

復 さ れ て い な い 以 上 ， こ れ を 地方公共 団 体 が 回 収 し た額 と 同 視す る こ と が

相 当 と は解 さ れ な い 。

ま た ， 原 告 ら が 指摘す る よ う に ， 旧 報 酬規程 に は 継続的 給付債権 に つ い

て は そ の 債 権 総 額 の 7 割 を 経 済 的 利 益 の 額 と し て 算 定す る 旨 の 定 め も 存す

る （ 1 4 条 3 号 ） も の の ， 本件 の 第 2 次訴訟 に お い て 締結 さ れ た 前記認定

事実（3 ） ア （ウ）記載 の 和解 は 7 年 間 な い し 8 年 間 に わ た る 長 期 の 分割 弁 済 で あ

る 上 ， 上記和 解 に 沿 っ た 弁 済 を 行 っ て い な い 業 者 も 複数存す る こ と （別紙
4 「損 害賠償金等納付状況J の 「納付状況j 欄 参 照 ） に 照 ら せ ば， そ の 回
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収 に は 相 当 の 困難 も 見 込 ま れ る の で あ っ て ， 上述 の よ う な 住 民 訴訟 の 性格

に 鑑 み て も ， 上記和解 に お い て 合意 さ れ た 債権総額の 7 割 が 本件住民訴訟

に よ っ て も た ら さ れ た 経 済 的 利 益 で あ る と 断 じ る こ と は 相 当 と は解 さ れ な

し 、 。

( 6 ） 被告主 張 の 経費等 の 考慮 に つ い て

被告 は ， 別紙 2 r 住 民訴 訟 に か か る 年 度 別 経費 （ 概 数 ） J の と お り ， 損

害賠償 金 回 収 の た め に約 1 億 3 0 0 0 万 円 も の 経費 を 支 出 し て い る ほ か ，

国庫補助 金 等 を 受 け て 事業 実施 し た も の に つ い て 多額 の 返還金 が 生 じ る か

ら ， こ れ ら の 経 費 及 び返還金 の 相 当 額 を 回収 し た金額か ら 控除すべ き で あ

る 旨 主 張 す る 。 し か し な が ら ， 勝訴 に よ り 確保 さ れ た 経 済 的 利 益 の 額 と し

て 判 決 の 結果 当 該普通地方公共 団体 が 回 収 し た 額 を 考慮す る に 際 し て は ，

そ の 額 は ， 現 に 回収 さ れた 額 と すべ き で あ り ， 現 に 回 収 さ れ た 額か ら そ の

回 収 に 伴 い 国 に 返還 さ れ る こ と と な る 国 庫補助 金相 当 額 を 控 除 し た 額 と す

べ き で は な い し （ 平成 2 3 年判決参照） ， 回 収 の た め の 経費 に つ い て も ，

現 に 回 収 さ れた 金 額 部 分 に 対応 し た も の 以外 の 経 費 も 含 ま れ て い る 上 ， こ

れ ら の 経費 は 地方 公共 団 体 の 業 務 に 属 す る も の と も い い 得 る こ と に 照 ら せ

ば， 勝訴 に よ り 確保 さ れ た 経 済 的 利 益 の 額 と し て 本 件住 民訴訟 に係 る 本件

控訴審判決 の 結果被告が 回収 した額 と し て 考慮すべ き も の と は い え な い。

(7 ） 判 断

前記 1 記載 の と お り ， 地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項 に い う 「相 当 と

認 め ら れ る 額 j と は ， 住 民 訴 訟 を 提 起 し た 住 民 が 勝 訴 （ 一 部 勝 訴 を 含

む。 ） し た 場合 に お い て ， 当 該住 民 か ら 訴訟 委任 を 受 け た弁護士が 当 該訴

訟 の た め に 行 っ た 活動 の 対価 と し て 必要 かつ十 分 な 程度 と し て 社会 通念上

適正妥 当 と 認 め ら れ る 額 を い い ， そ の 具体 的 な 額 は ， 当 該訴訟 に お け る 事

案 の難易 ， 弁護 士 が 要 し た 労力 の程度及 び 時 間 ， 認容 さ れ た 額 ， 判 決 の 結

果普通地方公共団 体 が 回 収 し た 額， 住 民訴訟 の性格そ の他諸般の事情 を 総

qo
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合 的 に勘案 し て 定 め ら れ る べ き も の と 解す る の が相 当 で あ る 。

こ れ を 本 件 に つ い て み る に ， 既述 の と お り ， 本件住民訴訟 は 相 当 程度複

雑 困 難 な 事案 で あ り ， 本件受任弁護 士 ら は， 本件住 民訴訟 を 提 起 ， 追行す

る に つ い て ， 相 当 な 労 力 及 び 時 聞 を 要 し た も の と 認 め ら れ る 。 ま た ， 本件

住 民訴訟 で認容 さ れ た 額 （ 本件控訴審判 決 に よ る 認容額 ） は ， 損 害賠償金

元 金合 計 3 億 7 4 7 4 万 9 7 2 5 円 及 び遅延損 害金 の 請 求 の 義務付 け で あ

り ， 被告 に よ る 回 収 額 は ， 平成 2 7 年 4 月 3 0 日 時点 に お い て ， 損 害賠償

金 元金 1 億 4 6 6 1 万 2 3 9 7 円 及 び遅延損害金 5 0 0 6 万 4 2 2 8 円 の

合 計 1 億 9 6 6 7 万 6 6 2 5 円 で あ る 。 こ の 点 ， 弁護士報酬相 当 額 を判 断

す る に 当 た っ て は ， 上記 の と お り ， 本件住 民訴訟 で認容 さ れ た 額 自 体 も 重

要 な 要素 と な る と と も に ， 住 民 が ， 自 己 の個 人 的 な 権利利益 の保護救済 を

求 め て提起す る も の で は な く ， 地方財務行政 の適正 な 運営 を 確保す る こ と

を 目 的 と し て ， 自 己 を 含む住 民全体の利益 の た め に ， い わ ば公益の 代表者

と し て提起す る も の で あ る と い う 住 民訴訟 の性格 に も 鑑みれば， 本件控訴

審判 決 を踏 ま え て 被 告 が 現実 に 回収 し た 金額 も ま た 重要 な 要素 と な る も の

と い う べ き で あ る 。 も っ と も ， 和解 が 成立 し た 業者 か ら は将来一定額 の 回

収 も 見込 ま れ る こ と （別紙 4 「 損 害賠償金等納付状 況J の と お り ， 前記認

定事実（3 ）ア （功記載 の 第 2 次訴 訟 に お い て 分割 弁済 に よ る 和解 が成立 し た 業

者 6 者 の う ち 3 者 か ら は ， そ の 後 和解金 の納付が さ れて い る 。 ） に 照 ら せ

ば ， 上記の と お り ， 本件住 民 訴 訟 で認容 さ れ た 額 自 体 も 勘案すべ き で あ っ

て ， 上記現時点 （本件 口 頭弁論 終結時点、 に 近接す る も の と し て認定 で き る

平成 2 7 年 4 月 3 0 日 時点 ） で の 回 収額 の み を 基準 に 弁護 士 報酬相 当 額 を

認 定す る こ と は相 当 で は な い。 以 上 に 加 え ， 前記認定事実（ I ）で認定 し た本

件委任契約 に お け る 弁護士報酬等 の 約 定 内 容 や ， 上 記（4）の被告 が 現 実 に 回

収 し た 金 額 と 本件住 民訴訟 で認容 さ れ た 損 害賠償金元金 の 金 額 を それぞれ

経済的利益 の 額 と し て 旧 報酬規程 に 基 づ い て算 出 し た 金額等 をあ わせ勘案
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す る と ， 本件 に お け る 弁護士報酬相 当 額 は ， 2 1 0 0 万 円 （ 2 0 0 0 万 円

と こ れ に 対す る 5 % の 消 費税額 1 0 0 万 円 の 合 計額 ） と 認 め る の が 相 当 で

あ る 。

4 遅延損害金 の 起 算 点

地方 自 治法 2 4 2 条 の 2 第 1 2 項 に 基づ く 被告 の 弁護士報酬相 当 額 の 支払義

務 は期 限 の 定 め の な い債務 と 解す る べ き で あ り ， 被告 が 原告 ら か ら 履行の請求

を 受 け た 時 か ら 遅滞 に 陥 る （民法 4 1 2 条 3 項） と こ ろ ， 前記前提事実（3 ）の と

お り ， 原告 ら は ， 平成 2 5 年 1 2 月 2 6 日 ， 被告 に 対 し ， 本件住 民訴訟 に係 る

弁護士報酬相 当 額 と し て ， 3 5 2 3 万 2 7 3 2 円 を 1 4 日 以 内 に支払 う よ う 請

求 し て い る か ら ， 本件 の 弁護士報酬相当 額の遅延損害金 の 起算 点 は平成 2 6 年

1 月 1 0 日 と な る 。

5 結論

以 上 に よ れば， 原告 ら の 請求 は ， 2 1 0 0 万 円 及 び こ れ に 対す る 平成 2 6 年

1 月 1 0 日 か ら 支払 済 み ま で年 5 分 の 割合に よ る 金員 の 支払 を 求 め る 限度 で理

由 が あ る か ら そ の 限度 で こ れ を認容 し （な お ， 原告 ら の各請求 に係 る 債権 は ，

そ の性質上， 不 可分債権 と 認 め ら れ る 。 ） ， そ の 余 の 請求 は理 由 が な い か ら 棄

却す る こ と と し ， 訴訟費用 の負担 に つ い て ， 行政事件訴訟法 7 条， 民事訴訟法

6 4 条本 文 ， 6 5 条 1 項本文， 6 1 条 を適用 し て ， 主文 の と お り 判決す る （ な

お ， 仮 執 行 宣 雷 を 付 す る こ と は 相 当 で な い の で ， こ れ を 付 さ な い こ と と す

る。 ） 。

大 阪地方裁判所第 7 民事部

裁判長裁判 官 田 中 健 .；）：ムi同
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相手方 略 称 請求額 認 定 額 （ 第 一 審 ） 認 定 額 （控訴審）
今勝建設株式会社 今日券盤盤 3 9  6 3 7  500 23,900 625 1 5 ,933 750 

2 k式会4主 山 本工務店 山 本工務店 48 7 2 0 000 28,066,500 1 8  7 1 1 000 

3 k式会4工高 田 組 h 国 組 8 8  882 500 6 2  8 6 6 1 25 41 9 1 0 ,750 

4 南土3に工 業株式会社

韓空

34 9 6 5 000 20 238 750 1 3  492 500 
5 公建設株式会社 1 1 9 5 6 350 7 5 9 6  225 5 064 1 50 

6 ユ式会 生徳進建設 90 709 5 0 0  72 ,290 925 48 1 93 950 
7 E式会 は ワ ール ド 2 1 00 000 1 575 000 1 050 000 
8 ユ式会社西尾組 西l �i狙 1 06 1 55 000 7 9  8 9 9  7 50 53 266 500 

9 E式会社百貫社 西
.. .士 54 9 1 5 000 34 3 9 8  000 22 932 000 

1 0  E式会社 山本組 山2区l\ll 37 905 000 20 034 000 1 3  356 ,000 

1 1  日 南建設株式会社 日 I 牽宮 守 5 1  534 000 2 8 0 1 6 1 00 1 8  6 7 7 .400 

1 2  E式会社中武造園土木
ー 、目 土木 26 040.000 5 780 250 3 853 500 ー守・・

1 3  I 土木 工 業 こ と 事冨 土 3、工業 20 8 7 4 000 1 0  486 350 6 9 9 0  900 

1 4  コ E軍 設 ミ式会社 70 990 ,500 63, 1 65 3 7 5  42, 1 1 0  2 5 0  山 �－ E・
1 5  t コ 麗 業 式会社 中 輿； E 47 0 7 1 ,500 3 2  004,000 2 1 ,336 ,000 

1 6  大j 富里 量砕 式会社 大屋建i � 1 5  6 5 5  500 9 490 950 6 327 300 

1 7  長式会 生， 州 ビ ル ド 思 州 ピル ド 20 3 0 7  000 1 1 5 7 6 250 7 7 1 7  500 

1 8  限会 主ヤマシン ヤマシン 1 6  537  500 8 0 5 6 1 25 5 3 70,750 

1 9  式会 生 鳥 山 建設 高 山 建設 1 7  902 5 0 0  9 2 6 1  0 0 0  6 , 1 74 000 

20 ｜ヌ フン ンク 』 と 稿フフン ンゲ 1 4  645 400 7 950,600 5 300 400 

2 1  式会社クマ ト リ クマ ト リ 1 7  2 4 1  000 9 5 9 9  625 9 ,599 ,625 
22 J I I 勝土木建材株式会社 川 勝土木建材 1 1  592,000 6 252 7 5 0  4 1 68 500 

23 株式会社阪商工務店 l制覇工務店 13  503,000 4,8 1 9 500 3 2 1 3  000 ’ － ー . .
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住民訴訟 に か か る 年度別経費 （概数）

項 目

｛替手
金

｝

手�鍍報酬土委金託｝ 料

E 予納郵券
訴 記録謄写宮盛

そ｛通の他行科等）
小貯

手�磁
務

土
手
委
金

托
｝

斜
弁

（
穫
仮

士
処
委
分

任
申

料
立｝

債 予納郵券
権 登偲闘蚕保
全 郵券代

供託金

小計
E時 弁f鐙持士墨晶自寄1託料

2 弁f箆錦士醐委4缶、託料

渉等 小苦十
. 弁｛霞普土手餐金佳） 

機密償隆
弁f趨部副士魯＂＇佳' 

印紙代
筒 予納郵券求
僻 記録謄写降

小計
相手 弁｛綬若士手会金後｝ 科

弁方 弁｛穫報翻土委金託） 料

議 印紙代士
線 記録謄写制
締求 報相手酬方

金
弁

護
士

Wi! 小計軍h
I i 弁（餓磐手士委金挺｝ 料

騒 郵券代行
繍 小計求
人 人件費 （※3)
� 人数 ｛想定）

官匝 旅費
費 小貯

合計

項 目

実績 （決算額等）
H21 H22 

I, 575;000 

33, OHO 

9,  945 

1 , 618, 025 。

5・・ーーーー－－一一ー一日‘ ーー

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

3, 650, 000 3, 650, 000 

0. 5人 0.  5人
37, 760 40, 220 J 

3, 687, 760 3 ,  690, 220 

5, 305, 785 も 690, 220 

H21 H22 

実績 （決算額等）

H23 

2.  200 

2, 200 

一

。

。

。

。

。

3, 650, 000 

0. 5人

46, 470 

3, 696, 470 

3, 698, 670 

H23 

H24 H25 

), 575, 000 

5, 565 

5, 400 

10, 965 1 ,  575, 000 

420, 000 

3 15, 000 

50, 000 

476, 400 808, 800 

5, 220 

1, 000, 000 ー1, 000, 220 

2, 266, 620 - 1 9 1 ,  420 

630, 000 

。 630, 000 ‘ 

1, 050, 000 

971, 000 

43, 000 

。 2, 064, 000 

。 。

。 。

7, 300, 000 10 ,  037, 500 

1 . 0人 2＼人人｛�3月月

｝

） 
28, 770 28, 320 

7, 328, 770 10, 065, 820 

刊日si 14， 叩

H24 H25 ・

36, 444, 430 

見込額 ｛予算額等｝
H26 

。

440, 796 

440, 796 

（※ I )  

。

!, 050, 000 

-28, 23fi 

I, 021 , 764 

1, o�o. ooo 

1, 050, 000 

648, 000 

4, 795 

662, 796 

18, 250, 000 

2. 5人
7 4 ,  000 

18, 324, 000 

21, 489, 356 

限6
見込額 ：

H27 H28 

。 。

」一
440, 796 

440, 796 
一、

（※1 )  
。

。

I, 050, 000 

｛ ※2) 

1, oso,.ooo 

。

18,  250, 000 

2. 5人

74, 000 

18, 324, 000 

19, 814, 796 

H27 

440, 796 

440, 796 

（※1)  
。

。

35, 232, 732 

36, 232, 732 

。

18,  250, 000 

2. 5人

74, 000 

18, 324, 000 

53, 997, 528 

H28 

95, 301 , 680 

（男IJ紙2)

｛単位 円）
H28ま で
の 合計
I, 575, 000 

I. 575. 000 

33, OHO 

1 5, 5 10  

7,  600 

3, 206, 190 

420, 000 

315 ,  000 

50, 000 

2, 607, 588 、
5, 220 

-2211 

3, 397, 588 

630, 00。

630, 000 

], 050, 00。

I,  050, 00。

942, 764 

43, 000 

。

3, 085, 7“ 
I, 050, 000 

], 050, 000 

。

。

35, 232, 732 

37, 332, 732 
648, 000 

4, 796 

652, 796 

83, 037, 500 

13. 75人

403, 540 

83, 441, 040 

131 .  746, 1 1 0  

H28 ま で
の合計

話II ・ 訴外交渉等におけ る報酬金については、 署i:；韓の状況に よ り 計上する．
※ 2 ： 平成25年12月 25 日 付け通知書に よ る 相手方弁娘士報酬錦求額 を 計上．

平成26年12月 末 日 現在

※ 3 ： 人件費については、 行政評価時に用 い た 平成 2 3 年度決算ベー ス に よ る 平均人件費を も っ て算出 し た参考額．

｛平成23年度決算ベー ス 平均人件費 ￥2, 825, 194, 921 + 383人 ＝軍7, 376, 488－与 事7, 300, 000－／人 ・ 年で算定. ) 

人数は、 総務総長、 総務部理事、 総務繰及び契約検査楳を対象 と す る ．

� J, -



大阪地方裁判所の判決 （確定）

（別紙3)
4 . 住民訴訟の弁護士報酬訴訟

0住民訴訟 に か か る 損害賠償金等 の 納 付 状 況

対 象 者 認定額 納 付 済額 ・ 納付率
業者 23 者 374 ,  749,  7 2 5  1 46 , 6 1 2 , 397  3 9 .  1 2弘

損 害賠償請 求
個 人 2 人 90, 000 , 000 。 0 . 00判

（ 単位 ． 円 ）

（遅延損害金を除く ）

｜損害賠償金等の完納者
業者名 状況 損害賠償金 遅延損害金 計 支払 日

開阪南工務店 事前納付 3 , 2 1 3 , 000 655, 804 3 , 868, 804 H25. 7 .  5 
側 ワ ーノレ ド 事前納付 1 , 050 , 000 2 1 6, 328 1 , 266, 328 H25. 7 .  1 9 
楠 プ ラ ン ニ ン グ 事前納付 5 , 300 , 400 l ,  142, 853 6 , 443, 253 H25 . 9 .  27  

中林建設鮒 納期限内完済 42, 1 10 ,  250 9 , 846, 874 5 1 ,  957 ,  1 24 H26. 2 .  7 
大屋建設鯛 納期 限後完済 6 , 327 , 300 l , 437, 077 7 ,  764, 377 H26. 2. 12 

大屋建設備 46, 804 ’ 46, 804 H26. 2 . 26 
有菌土木工業 納期 限後完済 6 , 990, 900 1 , 660 , 578 8 , 65 1 , 478 H26. 3 . 6 
側中武造園土木 納期 限後完済 3 , 853 , 500 9 19 , 561 4 ,  773 ,  061 H26. 3 .  14 

開泉州 ビノレ ド 納期 限後完済 7, 7 1 7, 500 1 , 844, 799 9 , 562, 299 H26 .  3. 1 7  
閥高 田組 和解 に よ る 納付 4 1 � 9 1 0, 750 1 0 , 362, 861  52 ,  273 ,  6 1 1  H26.  7 . 28 
胸山本工務店 和解 に よ る 納付 18 ,  7 1 1 ,  000 4 , 626, 486 23 , 337 , 486 H26. 9 .  1 9  

計 137 ,  1 84, 600 32,  760, 025 1 69 , 944 , 625 

（単位 ： 円 ）
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｜損害賠償金等の一部納付者 者

業者名 状況 損害賠償金 遅延損害金 計 支払 日（分割合む）

側徳進建設 一郎納付 3 , 050, 000 3 , 050, 000 H26. 2 .  1 3  
翠位事E児車公闘改佳t事 H26 .  4. 25 （相殺）

関西尾組 iii路舗装修絹了 者� (2ト2)
6, 620, 000 1 1 ,  235 ,  000 H26.  2. 25 （相殺）県山間山 由 犠公l咽I品情台暗暗 4 , 6 1 5 , 000 修 r 事 H26. 3. 25 ｛相殺）

同ヤマ シン 普通商Jl l 和 田）II河出世E r 事 440, 000 440, 000 H26.  3. 25  （相殺）普通河川和四川両Ill維持・I事
日 南建設閥 町祖 伝札目t n 臨時踊拍組本腎酎昌曽 E唱 1 , 590 , 000 1 , 590, 000 H26. 4. 10 （相殺）

側西貫社 小庖向 丁 目 l@!I瓦血鉛配点管
5, 604, 203 7 , 330 , 000 H26 . 4. 25 （相殺）ni主 T 事 （ t•A-25-3) l ,  725 ,  797 公 共 t il<ili/fo設 r 1< 125-31 

川 勝土木建材附 。
中 島興業開 2 , 5 7 5 , 000 2 , 5 7 5 , 000 

開鳥 山 建設 5 1 2 , 000 5 1 2, 000 
計 9, 427 ,  797 1 1 7 , 304, 203 26, 732 , 000 

（単位 ： 円 ）

7 

6 

l� 

9 
刊 22.
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遅延損害金損 害賠償金
1 9 6 , 676 , 625 

- J Y -

50 , 064 , 228 1 46 , 6 1 2 , 397 
納付済額計
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4 住民訴訟の弁護士報酬訴訟 大阪地方裁判所の判決 （確定）

結 付 状 ，R

附 J. 1 1 I 111s. J . 1s I 附 4. 10 I 11" us I 111s. 1. 1a I 削 9. 19 い16. 10. 制 1 1116 I I . 来 日｜田 6. 1 1. 末 日 1 111 1 . 1 . 来 日 1 1111 . 1. 日 ！ ”17. J . 日ι ，l副 司 " ' ｛分割童） ｜ （分割童 ｝ ｜ （分割金 l I c 分 割金） ｜ （分割金） ｜ （分割金）

L笠旦盟E

98. !SJ. 5181 101 593.528 I 1旧 183 5181 1 13. 363 5181 165 637. 1 391 1 88 974. 6151 1 9 1 . 1 1 4 . 6151 191. 145 6151 1 93 3;6.6おI 194. 507. 6151 195. 638. 日51 19ι 676. 625 
(4/10区長会＞I I cs;30全協I I (8/19全協11 C9f11金 協11 I C l1/1 1 全協＞i1 m � 長会lI (1/1 9主 協）』

観客間慣金司序回分割納付者

U·J 与九 幻

ヰ控坦盟

H17. 1 . 11 自主主宣塁L
H17. l . 1 1 自主主主主L

227 

主1ム
｛納付］
時図

196.676.615 

1 96.676.615 

（単位 円）
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A守主

編集後記

「住民の会」 代表幹事 大浦 正義 ・ 松野 隆一

私たちは、 2015年9月3 日 に 住 民訴訟の弁

護士報酬請求訴訟の判決を大阪地裁が下し、 9月

15 日に中西町長の控訴提案を議会が否決した後、

予定通り9月24 日の原告団会議を開催しました。

そして、 「住民訴訟の全行程が終 了 した」 ことを

確認し、 長年にわたる互いの奮闘をねぎらいまし

「 談合と住民訴訟の経過」 は大浦が、 談合の核心

部分となる「熊取町の職務怠慢と談合事件への帯

助」 については、 柏野が担当することを決め、 二

人が記念誌の編集と刊行に責任を負うことにしま

した。

柏野の原稿は早く仕上りました。大浦の原稿は、

た。 その時、原告団から、「報告集会をしましょう」 第一稿を仕上げた後、 様々のことを思い出し、「あ

「先立つものがないけれども、 何 とかして、 記念 れも、 乙れも、 大切な事項であり落とせない」 と

誌を出版したい」との提案がありました。 書き加えて、 第二稿を作成しました。 第二稿を熊

弁護団からも「 私も参加します」 「応分の カ ン 取町議会の重光議長と熊愛の文野議員、 共産党の

パをします」など、 積極的な発言がありました。 坂上議員に送り、 議会の現場から見て、 不 十分さ

法廷での苛烈な闘いにあたっては、 有能で献身的 や問題点はないか検討を依頼しました。 各氏には

に働いて下さった厳しい弁護士の方々でしたが、

この時は、 明るくて親しみゃすい友人だと身近に

気軽に応えていただき、 第三稿を仕上げました。

カッ トは阪南市出身の画家中井敦子さんによる

感じました。 その場で、 報告集会の開催は11月 同人誌 『阪南文芸』所 収の絵を使わせていただき

28 日に決まり、 記念誌の発行についても、 異論 ました。

が無く決まりました。 出版については、 かねてより大浦が知っていた

役員会で「報告会の開 催J と「 記念誌の発行J 中井豊氏 （ 中井書店） に依頼しました。 氏の忍耐

の準備を分担してすすめることにしました。 会員 強い努力と工夫に感謝申 し上げます。

に報告会を案内する往復はがきを手早く送りまし

た。 記念誌については、 4 つの判決文の判決集と

4 弁護士に「住民訴訟の意義と問題点」及び 「各

判決文の意義」 について論述していただくこと、

多くの方々の ご協力により、 本書が出版できる

ことになりました。

ありがとう ございました。

(2015年11月10 日）
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